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誌名｢波となぎさ｣の由来

　本誌の前身｢みなとの防災 ｣の生い立ちは、昭和30年代にさかのぼります。
　当時は、大型台風が毎年のように九州南部から太平洋沿岸を襲い甚大な被害をもたらしていました。中でも
昭和34年 9月の伊勢湾台風では、暴風雨と高潮及び波浪によって堤防が決壊し、伊勢湾沿岸に台風災害とし
ては未曾有の被害をもたらしました。これらを契機に昭和35年 4月、港湾局に防災課が設置されました。また、
港湾海岸防災事業の促進を図るため、昭和36年3月、港湾海岸防災協議会が発足しました。｢みなとの防災｣は、
協議会の機関誌として、昭和36年 9月に創刊され、平成4年 9月までに115号を発刊しました。
　創刊後 30余年が経過した平成 4年 4月、港湾局｢防災課 ｣は｢海岸･防災課 ｣へと課名を変更しました。
当時の港湾海岸防災事業を取り巻く要請は、従来の防災事業に加えて、｢ふるさとの海岸づくり｣に代表され
るように、海岸事業への要請が高まっていました。そのような事情から、｢みなとの防災 ｣は、平成 4年 11月
発行の第116号をもって誌名を一新することになりました。
　改名にあたっては、21世紀に向けて港湾海岸防災事業がより一層の飛躍するのにふさわしい名称とするため、
関係者をはじめ広く読者から誌名案を募集しました。
　その結果、76案（応募者数 28名）が寄せられました（主な誌名案は別表参照）。当初は「なぎさ」が有力
案として検討されましたが、既に商標登録がなされており使用できませんでした。そこで、防災をイメージす
る｢波 ｣を取り入れて、｢波となぎさ｣とすることになりました。
　結果として、｢な｣の韻を踏んだ、すばらしい誌名となりました。

応　募　さ　れ　た　主　な　誌　名　案

	 波となぎさ	 Coast	&	Prevention	 海・防物語

	 渚･未来	 なぎさ（渚）	 海辺づくりと防災

	 海岸・防災	 みなととかいがん	 豊かな海辺				等
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　写真で見る
海岸事業と災害復旧
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北海道浜中町／霧多布港海岸

青森県／八戸港海岸

海 岸 事 業

八戸港（鮫町地区）海岸写真

嵩上げ改良後の防潮堤に防護された浜中町市街地

八戸港（八太郎地区）航空写真
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岩手県／釜石港海岸

秋田県／秋田港海岸

岩手県／宮古港海岸

秋田県／能代港海岸

釜石港湾口防波堤

秋田港全景

宮古港鍬ヶ崎防潮堤

能代港全景
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原釜堤防全景写真

港湾背後を守る防潮堤の
整備状況

背後の住宅地を守る
防潮堤

福島県／相馬港原釜海岸

茨城県／大洗港区海岸

茨城県／川尻港海岸
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東洋のドーバーこと
「屛風ヶ浦」と遊歩道

自然環境や利用面に配慮した
緩傾斜型防潮堤

侵食対策のための
離岸堤

千葉県／名洗港海岸

東京都／平和島運河防潮堤

東京都／新島港海岸離岸堤
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富山県／伏木富山港海岸雨晴地区（雨晴海岸）

ぎおん柏崎まつり
海の大花火大会

「尺玉100発一斉打上」

離岸堤（潜堤）と
緩傾斜護岸を組み合わせた
面的防護方式による整備

新潟県／柏崎港海岸（柏崎地区）

新潟県／両津港海岸（原黒地区）

伏木富山港海岸雨晴地区（雨晴海岸） 富山湾と義経岩



Wave & Beach　二二

能登島マリンパーク　全景

石川県／七尾港海岸

能登島マリンパーク　のとじまトライアスロン大会

平成29年度に供用を開始
高速道路や国道から近く交通の便が良いため夏は県内外の
海水浴客で賑わいを見せる

環境省の快水浴場100選に選出されるとともに、平成28年4月
14日にビーチの国際的環境認証「ブルーフラッグ」をアジアで
初めて取得。令和４年度に ワールドマスターズゲームズ ライフ
セービング競技を開催予定。

福井県／敦賀港海岸
赤崎海水浴場

福井県／和田港海岸
若狭和田海水浴場
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愛知県／名古屋港海岸
築地東地区

三重県／津松阪港海岸

愛知県／衣浦港海岸
冨貴武豊地区

三重県／鳥羽港海岸

地震・津波対策後の防潮壁と背後地の小学校

三重とこわか国体ビーチバレーボール会場として海浜を利用

地震・津波対策後の堤防

高潮対策として護岸の嵩上げを実施



Wave & Beach　二二

久美浜港海岸
(遠景)

大阪府泉北郡忠岡町忠岡
岸和田地区

北水門の改良（水門更新）

大阪府堺市堺区堺旧港地区　
護岸改良(防潮堤の液状化対策)

京都府／久美浜港海岸

大阪府／阪南港海岸

大阪府／堺泉北港海岸
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和歌山県／由良港海岸

湾口防波堤の整備
（津波対策：施工中）

須磨海岸の
養浜による遠浅化

兵庫県南あわじ市／福良港海岸

兵庫県神戸市／須磨海岸

防波堤南　R2.6月完成
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別府港海岸保全（高潮）事業　整備状況

島根県／別府港海岸

鳥取県／鳥取港海岸

ビーチサッカー全国大会

鳥取港全景
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山口県／徳山下松港海岸

全景

広島県／広島港海岸

松林前面に景観に配慮した胸壁を整備

使用した擬木部材

ベイサイドビーチ坂　ビーチバレー大会

宇品デポルトピア　階段式胸壁
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香川県／高松港海岸

越波状況（平成16年台風23号）

徳島県／撫養港海岸

高松港海岸（サンポート工区）

海岸保全施設と背後地域

フラップゲート（浮体式防潮堤）の
定期点検
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山口県／下関港　山陽地区海岸

山陽（清末）地区堤防

高知県／高知港海岸

堤防の波返し嵩上げ完了

三重防護による地震・津波対策の整備状況

ビーチクリーンアップin種崎海水浴場（令和元年）
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苅田港海岸
（整備中）

御島グリーンベイウォーク
（遊歩道）

伊万里港海岸
イマリンビーチ航空写真

福岡県／苅田港海岸

福岡県／香椎海岸

佐賀県／伊万里港海岸　イマリンビーチ
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別府港港海岸（餅ヶ浜地区）

大分県 / 別府港海岸（餅ヶ浜地区）

長崎県／七ツ釜海岸

七ツ釜海岸高潮事業（施工前）

七ツ釜海岸高潮事業（施工後）
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指宿港海岸

あざまサンサンビーチ利用状況

鹿児島県／指宿港海岸

沖縄県南城市／中城湾港（安座真地区）
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宮城県仙台市／東日本大震災

山形県／令和元年６月山形県沖地震

災 害 復 旧 事 業

鼠ヶ関港　鼠ヶ関物揚場
（復旧前）

鼠ヶ関港　鼠ヶ関物揚場
（復旧後）

高砂ふ頭１号岸壁（復旧前） 高砂ふ頭１号岸壁（復旧後）
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福島県いわき市／東日本大震災

神奈川県横浜市／令和元年台風15号

橋梁を防護するジャケット式
防衝施設を新たに設置し、

復旧工事が完了した
南本牧はま道路

令和元年台風１５号により、
船舶が衝突し損傷した
南本牧はま道路

小名浜港7号ふ頭（復旧前） （復旧後）
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静岡県／平成29年台風21号

富山県／令和元年 台風19号

伏木富山港（伏木地区）国分1号岸壁被災状況 国分1号岸壁復旧工事完成状況

清水港袖師北護岸
被災直後

復旧後
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和歌山県和歌山市／和歌山下津港　雑賀崎地区

護岸・緑地被災状況

護岸・緑地工事完成（R2.7月)　　

島根県／江津港海岸

平成31年冬期風浪　傾斜護岸１　被災状況

復旧状況
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愛媛県宇和島市／平成30年台風24号

平成16年台風16号　立川護岸　被災状況 復旧状況

平成16年台風16号　南浦護岸　被災状況 復旧状況

岡山県／岡山港海岸

岡山県／水島港海岸

細木航路被災直後
細木航路復旧後
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熊本港バス停（沈下状）

熊本県／平成28年　熊本地震

臨港道路（液状化）

福島港海岸における
波返工の被災

復旧した波返工の全景

宮崎県／平成30年　台風24号
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沖縄県那覇市／平成30年台風24号

鹿児島県／名瀬港 沖防波堤災害復旧工事

復旧完成（新たに造り直しと補強した復旧箇所）

被災直後（大きく被災した防波堤の一部）

被災

復旧状況：令和2年4月
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　港湾海岸防災協議会は、昭和36年3月の発足から今年度で60周年を迎えました。

　当協議会は、昭和34年の伊勢湾台風、同35年のチリ地震津波など、相次ぐ大災害を受け、港湾内の海岸事

業並びに港湾及び港湾内海岸の災害防止及び災害復旧に関する必要な方策を研究するとともに、これらの事業

の促進を図り、広く啓発を行うことを目的として設立されて以来、促進運動及び啓発活動等を推進して参りま

した。

　この結果、重要港湾以上の港湾の約７割で耐震強化岸壁が整備され、また、大阪湾や東京湾では、これまで

整備された海岸保全施設により、高潮浸水被害が大幅に軽減されるなど、多大な成果につながっています。

　この10年を振り返りますと、平成23年の東日本大震災による巨大津波等により多くの尊い人命が失われ、東

日本太平洋側の港湾が壊滅的な被害を受けるなど、未曾有の国難を経験しました。近年では、平成30年台風第

21号、令和元年房総半島台風、令和2年7月豪雨など、台風被害の頻発化や激甚化に直面しており、大規模自

然災害リスクの増大が懸念される状況となっています。

　このような課題に対して活動を進めてきた結果、東日本大震災からの復旧・復興については、所要の予算を

確保し、完了に目処をつけることができました。また、平成30年度からの「防災・減災、国土強靱化のための3か

年緊急対策」、さらに令和３年度からの「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」で、予算が大幅に

増額され、特に緊急に実施すべき地震・津波・高潮対策等が実行に移されることとなりました。

　このような中、この度、当協議会の設立60周年を記念して、港湾海岸防災行政のあゆみ及び東日本大震災か

らの復興の経過とともに、最近の港湾海岸事業や防災事業等に関する取り組みなどを紹介し、幅広く周知する

ための記念誌を発刊する運びとなりました。本誌を通じて、港湾海岸事業や防災事業等に対する市民の皆様の

理解が深まり、当協議会会員各位が推進されている事業等の一層の促進につながることを期待する次第であり

ます。今後とも、「港を背負うことは日本を背負うことだ」という気概を持ち、会員の皆様とともに港湾海岸防災

行政の発展に尽力してまいる所存です。

　末筆ではございますが、本書に寄稿された方々に深く感謝の意を表しますとともに、港湾海岸防災行政のな

お一層の発展と関係各位のご健勝をお祈り申し上げます。また、長年にわたり当協議会の活動をリードされ、

令和元年12月にご逝去された望月義夫前会長のご冥福をお祈り申し上げます。

港湾海岸防災協議会会長　竹下　亘

発刊のことば

巻 頭 言



　港湾海岸防災協議会の発足から60年を迎えられましたこと、心からお祝い申し上げます。
　また、60年の永きにわたり、港湾海岸防災行政を共に担われてきた会員の皆様、また、竹下亘 会長、故 望月
義夫 前会長、古賀誠 元会長をはじめ、協議会の活動に尽力されてきた歴代の役員の方々に、心より敬意と
感謝を申し上げます。

　甚大な被害が発生した東日本大震災から、今年で10年が経過しました。お亡くなりになられた方々のご冥福
をお祈り致しますとともに、被災された全ての方々に心からお見舞い申し上げます。この間、国土交通省では、
協議会の皆様のご理解、ご協力も頂きながら、被災した港湾の復旧・復興を全力で推進してまいりました。
　おかげさまで被災した港湾の主要な施設については、平成29年度までに復旧を完了し、被災地の復興を支える
港湾の新たな整備も着実に成果を収めつつあります。復興の進む釜石港では、コンテナ取扱貨物量が東日本
大震災前に比べ、約80倍となる約9千TEUと急増し、国際バルク戦略港湾として選定され、水深18ｍ岸壁の
大水深岸壁を整備した小名浜港では、最新鋭の火力発電所に対する約3千億円の民間の設備投資や最大2千人
の雇用創出につながる等、港湾の復旧・復興が、地域の産業と雇用を支え、復興の原動力となっています。
まさに港の元気は日本の元気です。

　そもそも我が国の港湾は、貿易量の99.6％が経由し、背後地となる港湾所在市町村は、人口約6千万人、
製造品出荷額等も全国の約半数を占める約150兆円を擁するなど、島国日本の生命線となっています。
　このため国民のいのちとくらしと資産を守るためには、港湾・臨海部の防災・減災、国土強靭化、港湾を通じ
たサプライチェーンの強靭化を図ることが極めて重要です。
　国土交通省港湾局では、激甚化・頻発化する自然災害に備え、大規模災害に屈しない強靭な国土づくりを図
るため、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」として、高潮・高波・暴風対策や地震・津波対策、
老朽化対策などのハード対策を推進しています。併せて災害や感染症の発生に備えた港湾BCPの充実化や、
危機管理部局やＣＩＱ官庁等が参画する水際・防災対策連絡会議の各港開催など、ハード・ソフト一体となった
災害に強い港湾の形成を進めて参ります。
　気候変動に伴う海面水位上昇や切迫する南海トラフ地震など、将来の災害リスク増大も懸念される中、自助・
共助・公助を適切に組み合わせ、官民が適切に連携、役割分担しながら、災害リスクに備える必要があります。
引き続き、港湾海岸防災協議会との緊密な連携を御願い致しますとともに、貴協議会の発展並びに会員の
皆様のご健勝をお祈り申し上げ、挨拶にかえさせていただきます。

国土交通省　港湾局長　髙田　昌行

発刊によせて
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１. はじめに

　昭和 35 年 4 月、海岸防災事業の一層の推進を図るた
め港湾局防災課が設置され、港湾局各課にわたって分
掌されていた港湾海岸防災行政の一元化が図られ、また、
翌年 3 月、港湾海岸防災協議会が設立されてから 60 年
目を迎えることとなった。
　その間、平成 4 年 4 月に課名が防災課から海岸 ･ 防
災課に、省庁再編により運輸省の名称も平成 13 年 1 月
6 日付けで国土交通省となり、港湾建設局も地方整備局
港湾空港部になった。
　また、昭和 31 年に海岸法が制定されてから 64 年、
当時と今とを比べると海岸事業を取り巻く環境、体制や
海岸への要請に隔世の感があるのは当然であるが、防
災課設置以降に造られた海岸保全施設が老朽化し改良
が必要になるなど，我々の未来が過去に影響を受けざる
を得ないこともまた真実であり、昔も今も港の周辺では
様々な活動が行われ、海岸保全上、大変重要な地域で
あることもまた普遍の事実である。
　そして、東日本大震災を経験し、気候変動による将来
の海面水位の上昇等が確実視される状況下で、国民の
生命・財産を守り、我が国の生命線である海上交通ネッ
トワークを維持するという、重い使命が課せられている。
　60 年という節目を契機に、以下、港湾海岸防災行政
の 60 年の歩みを概括した。なお、記述の不正確等につ
いては、予めご寛恕をお願いする次第である。

【昭和 35 ～ 38 年度】
２. 災害復旧最盛期

　防災課が昭和 35 年 4 月に設置された当時は、昭和
34 年 9 月の伊勢湾台風、昭和 35 年 5 月のチリ地震津
波などの大災害の復旧 ･ 対策事業が行われ、また、東

京港、大阪港、新潟港等において地盤沈下対策事業の
進捗が図られていた。しかし、相次ぐ災害に関係管理
者の間からは、被災した港湾･海岸施設の災害復旧はも
ちろんのこと、港湾海岸の防災対策事業を緊急かつ強
力に実施するよう強い要望が出ていた。このような港湾
社会の世論を反映した港湾海岸行政の一元化に対応し
て港湾海岸防災協議会の設立が日本港湾協会の総会に
おいて発議され、昭和 36 年 3 月に設立されたのである。
　伊勢湾高潮対策については、｢ 昭和 34 年台風第 15
号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高
潮対策事業に関する特別措置法 ｣ が制定され、災害復
旧事業と海岸災害防止事業（改良･ 新設）を一体として
伊勢湾等高潮対策事業とし、総額 830 億円（うち運輸
省所管分は 250 億円）に及ぶ伊勢湾等高潮対策事業の
全体計画を決定した。この事業で特記すべきものとして、
名古屋港の港湾利用面との調整を図った高潮防波堤が
挙げられる。
　チリ地震津波対策については、｢ 昭和 35 年 5 月のチ
リ地震津波による災害を受けた地域における津波対策
事業に関する特別措置法」が制定され、運輸省所管分
で 36 億円の対策事業が決定された。この事業で注目さ
れるのは、津波対策として防波堤方式による対策が大
船渡港、八戸港、女川港、文里港で実施されたことで
ある。こうした中、海岸法において直轄工事の行える範
囲を海岸保全施設の新設 ･ 改良に加え、災害復旧工事
を追加するという一部改正が昭和35年5月に行われた。
　また、昭和 35 年 11 月には ｢ 海岸保全施設築造基準
解説 ｣ が発刊され、海岸保全施設整備の適正化、海岸
保全事業の拡充が図られた。さらに、昭和 36 年 11 月
には ｢ 災害対策基本法 ｣ が制定され、地方自治体に対
して防災計画策定等の義務付けが規定された。昭和 38
年 4 月には ｢ 海岸保全行政事務中央連絡会議 ｣ が設置
され、四省庁（運輸省港湾局、農林水産省構造改善局、
水産庁、建設省河川局）の海岸行政を行っている課長を

国土交通省　港湾局　海岸・防災課

港湾海岸防災行政60年のあゆみ
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構成員として海岸行政上の課題に対して四省庁が一体と
なって調整していく場が正式に発足した。当時の社会情
勢は、池田内閣により国民所得倍増計画（S36 ～ 45）
が決定され、これに対応して、海岸行政においても、運
輸省、農林水産省、建設省協議の上、五箇年計画の前
身というべき７か年計画（S39 ～ 45）を三省間の申し合
わせとして策定した。

【昭和 39 ～ 47 年度】
３. 災害復旧対策から海岸整備へ

　この時期は、災害復旧優位から海岸法に基づく海岸
事業の本格的整備への移行期である。経済社会情勢を
見ると、昭和 39 年の東京オリンピック開催 ･東海道新
幹線開通に象徴されるように高度経済成長の只中にあ
り、又、大気汚染 ･水質汚濁 ･ 騒音等いわゆる公害問
題がクローズアップされてきた時期でもある。
　昭和 39 ～ 41 年頃になると、昭和 35 年頃に発生した
災害の復旧に目途がつく。伊勢湾高潮対策事業では、
昭和 39 年に名古屋高潮防波堤が竣工して事業の完了を
見、昭和 40 年には地盤変動対策事業が完了し、昭和
41 年にチリ地震津波対策事業が相次いで完了した。
　海岸事業においては、昭和 41 年に海岸法が改正され、
｢ 特定海岸制度 ｣ が新設された。特定海岸とは、従来、
国の負担率が 1 ／ 2 であった高潮 ･ 侵食対策事業につ
いて、事業効果又は気象海象を共通にする一単位の沿岸
にあって、事業規模が大きく、かつ、その中に中核とな
る大規模事業が存在し公益性の高いものについて、国の
負担率を 2 ／ 3 とするものである。
　さらに、昭和 46 年 3 月、昭和 30 年代半ばからの懸
案であった第 1 次海岸事業五箇年計画（計画年度：昭和
45 ～ 49 年度、投資規模：全体 3,700 億円、うち運輸
省所管分 1,294 億円）が閣議決定され、海岸事業の強
力かつ計画的な実施が図られることとなった。

【昭和 48 ～ 55 年度】
４. 安定成長期の海岸防災行政
     －海岸事業の充実期－

　昭和 48 年には、港湾法、公有水面埋立法等一連の
法律が主として環境保全の観点から一部改正が行われ

た。海岸行政においては、増大するレクリエーション需
要に対応するため、海岸保全と一体として養浜 ･ 緑化を
導入する ｢ 海岸環境整備事業 ｣ が実施されるようになっ
た。この制度の発足は、海洋性レクリエーションへの対
応に加え、海岸事業の新たな考え方である面的防護の
萌芽となった点で、画期的なものであったといえる。
　また、第 2 次海岸事業五箇年計画（計画年度：昭和
51 ～ 55 年度、投資規模：5,800 億円（うち運輸省所管
分 1,928 億円））は、石油ショックの影響で 1 年遅れ、
昭和 52 年 2 月閣議決定された。その間、昭和 51 年度
には撫養港直轄海岸（侵食対策）、昭和 52 年度には唐
津港直轄海岸（侵食対策）が開始されている。また、昭
和 52 年度には特定海岸制度の基準の見直しを行い、解
除についても一定の要件で行っていくことを決めた。昭
和 53 年度には新たな制度として公有地造成護岸等整備
事業、昭和 54 年度には海岸保全施設補修事業がそれ
ぞれ創設され、制度の充実が図られた。
　一方、災害関係では、それまでの後追い的復旧だけ
でなく、事前に危険を察知して未然に災害を食い止めよ
うとする考え方がとられ始めた。その具体的な表れは、、
｢ 大規模地震対策特別措置法 ｣（昭和 53 年 9 月）、｢ 地
震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に
係る国の財政上の特別措置に関する法律 ｣（昭和 55 年 5
月）等にみられ、この考え方に沿って、海岸防災行政も
その後新たな展開と進展を見ることとなった。

【昭和 56 ～ 60 年度】
５. 復旧から予防へ

　この時期は、社会が安定成長期に移行した頃である
が、海岸防災行政、災害対策においては、事後的対策
である復旧から事前的対策である予防へと考え方の視
点が変化した時期であった。こうした折、昭和 56 年 4 月、
防災課に災害対策室が設置され、こうした情勢に対応す
るための体制が整備された。また、この年度には、第 3
次海岸事業五箇年計画（計画年度：昭和 56 ～ 60 年度、
投資規模：9,300 億円（うち運輸省所管分 3,083 億円））
が策定されるとともに、国の財政上の状況及び地方自治
体の財政事情を勘案して、｢ 行政改革を推進するため当
面講ずべき措置の一環としての国の補助金の縮減その他
臨時の特別措置に関する法律 ｣ が 6 月に制定され、補
助率の 1 ／ 6 カットがなされた。この補助率縮減は、そ
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の後も引き続き実施されることとなる。昭和 57 年 5 月に
は、日頃の防災意識の高揚を図るために、関東大震災
が発生した 9 月 1 日を挟んで 8 月 30 日～ 9 月 5 日の 7
日間を防災週間とすることが閣議了解された。
　翌昭和 58 年 5 月には、日本海中部地震（M7.7）が発
生し、津波による人的被害や地盤の液状化による港湾
施設への被害等がおきた。この地震による港湾施設の
被災を教訓として、大規模地震に対応するためのハード
面の充実を期するため、｢ 港湾施設の液状化防止対策の
実施要綱について｣（昭和 59 年 8 月）、｢ 港湾における
大規模地震対策施設の整備構想 ｣（昭和 59 年 8 月）を
策定した。東海地震に対しては、その予知のための検
討が進んでいたことに対応して、｢ 東海地震に関する港
湾局緊急連絡体制要綱 ｣（昭和 60 年 10 月）を作成し、
ソフト面からの災害対策への取り組みもなされるようにな
った。また、災害に対する社会的危機感等を反映した
形で、昭和 59 年 4 月には、公共土木施設災害復旧事
業国庫負担の対象として公共土木施設として廃棄物埋立
護岸が認められた。

【昭和 62 ～平成 4 年度】
６. 港湾海岸防災の質的変化のはじまり

　昭和 61 年 11 月、第 4 次海岸事業五箇年計画（計画
年度：昭和 61 ～ 65（H2）年度、投資規模：10,000 億円

（うち運輸省所管分 2,842 億円））が策定された。
　これと同じ 11 月には、伊豆大島三原山が噴火して全
島民が避難し（11.15 ～ 21）、災害時における港湾の重
要性が改めて認識された。
　昭和 62 年度には、｢日本電信電話株式会社の株式の
売払い収入の活用による社会資本の整備に関する特別
措置法 ｣ が制定され、海岸事業においては、海岸法施
行令の一部改正を行い、いわゆる NTT-B 方式が通常分
とは別枠で認められることとなり、整備の進捗が図られ
るようになった。昭和 63 年度には、予算の分野での ｢
ゼロシーリング｣ の決定がなされ、投資部門経費につい
ては、前年度と同額の範囲にとどめることとされた。
　一方、この頃から、地球温暖化による海面水位上昇
が社会的な話題となり、同じ昭和 63 年には、｢ 気候変
動に関する政府間パネル（IPCC）｣ が設立された。それ
を受けて、運輸省でも、昭和 63 年 4 月、地球温暖化
問題についてとるべき措置を運輸大臣が公表、その一環

として、港湾局内に ｢ 海面水位の上昇検討会 ｣（平成元
年 4 月）を設置し、8 月にはその成果として ｢ 海面水位
上昇と港湾地帯への影響について｣ を公表、平成 2 年
には ｢ 海面水位上昇等による臨海部の社会活動とその
対策に関する調査 ｣ を開始した。
　事業制度としては、平成元年から ｢ふるさと海岸整備
モデル事業 ｣ が創設された。本モデル事業は、安全性
の向上と併せて人 と々海とのふれあいや良好な景観を創
出することにより、豊かな生活を実現するためのモデル
事業であり、面的防護が海岸事業で本格的に採用され
るようになった契機として特筆される。本事業は、その
後広く社会に受け入れられ、モデルがとれて事業メニュ
ーの１つとして定着した。
　平成２年８月には、21 世紀に向けての長期的な海岸
制作として ｢ 豊かな海辺づくりのために ｣ がとりまとめら
れ公表された。これは、同年 4 月に策定された ｢ 豊かな
ウォーターフロントを目指して－21 世紀への港湾フォロー
アップ｣ との連携をとりながら、｢ 海岸事業長期計画検
討会（座長：堀口孝男東京都立大学教授）｣ の意見を聞
きながら取りまとめたものである。その中で提唱されて
いる ｢ 面的防護方式 ｣ による海岸整備に役立てるため、
平成 3 年 3 月、面的な海岸防護方式の計画 ･ 設計マニ
ュアルが発刊された。
　平成 3 年 11 月には、第 5 次海岸事業五箇年計画（計
画年度：平成 3 ～ 7 年度、投資規模：1 兆 3,000 億円（う
ち運輸省所管分 3,900 億円））が策定された。
　平成 4 年度には、｢ ビーチ利用促進モデル事業 ｣（海
浜の多様で高度な利用を図るため、マリーナや他のレク
リェーション施設の整備と連繋しつつ、大規模なビーチ、
遊歩道等の整備を重点的に実施する事業）が創設され
ている。
　この時期は、日本経済が空前の発展を遂げたとみえ
るや、平成 2 年秋に、いわゆるバブル経済の崩壊が起
こり、その後、日本経済は不況に苦しむことになる。海
岸事業においては、面的防護方式の本格的採用、大規
模ビーチの利用等、防災に加え環境 ･利用といった、事
業内容の質的な変化が始まった時期といえる。
また、長きにわたって続いた ｢ 防災課 ｣ の名称が、｢ 海
岸 ･ 防災課 ｣ に変更され、又、課として海岸法を所管す
ることとされたことも銘記されるべきである。



港湾海岸防災行政60年のあゆみ

Wave & Beach　7

【平成 5 ～12 年度】
７. 阪神淡路大震災の発生とその後

（1）震災の復旧
　平成7年1月17日未明に発生した阪神･淡路大震災は、
死者 6,400 余名、被害額約 9.6 兆円をもたらす大規模
地震災害となった。
　阪神淡路大震災により、港湾においては神戸港を中心
に 24 港で被害が発生し、中でも神戸港は壊滅的な被害
を受け、我が国のコンテナ貨物の 3 割を取り扱っていた
神戸港の機能はほぼ完全に麻痺した。具体的には、神
戸港の岸壁 186 バースのうち、被害が軽微で震災直後
に利用できたのは、耐震強化岸壁 3 バースを含む 9 バー
スのみであり、臨港道路については、六甲アイランドとポ
ートアイランドを結ぶ高架構造部を中心に支承の破損・
脱落、橋脚の傾斜・破壊等の被害が発生。又、港湾幹
線道路被害の大きかった施設は、新港突堤、摩耶埠頭
の範囲に集中。その他の区間についても、沈下、凹凸等
の被害が広く発生した。
　その他の港湾施設も大きな被害を受け、神戸港の全
体被害額は最終的に約 7,500 億円と想定された。このよ
うなことから、施設の早期応急復旧に努め、
　・ 1 週間後の 1 月 25 日には 38 バースが利用可能
　・ 2 週間後の 1 月 31日には 69 バースが利用可能
　・ 1ヶ月後の 3 月17 日には 107 バースが利用可能
となった。
　震災直後、陸上交通が寸断され麻痺状態に陥った状
況の中で , 上記のとおり早期応急復旧を進めた結果、緊
急物資や緊急応援者の受入等、市街地の復旧活動に対
し、以下のとおり大いに貢献した。

・ 緊急物資 ･ 要員等を輸送する給水船や自衛隊の艦
船、海上保安庁の巡視船艇や他都市からの医療関
係者、消防関係者、復旧工事関係者のためのホテ
ルシップの係留場所としての利用

・ 市街地から大量に発生した瓦礫等の処分地として、
摩耶埠頭や六甲アイランド南地区の埋立地を活用

・ 上屋、倉庫のうち、比較的被災が軽微だった CFS（コ
ンテナフレートステーション）、上屋等を緊急救援
物資の保管場所として利用

・ 港湾内の緑地やコンテナターミナル等を医療関係や
自衛隊さらにはライフラインの復旧従事者の車両の
ための臨時駐車場として利用

・ 神戸市内で建設された仮設住宅 29,178 戸のうち、

5,238 戸を臨港地区内に建設
・ 震災により遮断された鉄道･ 道路等の陸上交通機

関の代替として開設された臨時航路の船舶の係留
場所として利用

　本震災で被災した港湾機能の回復等に計上された予
算は、平成 6 年度第 2 次補正予算で 1,199 億円、平成
7 年度第 1 次補正予算で 3,699 億円であり、その後も引
き続き港湾･海岸に関する復興関連予算が計上された。

（２）震災の経験を活かして
　阪神淡路大震災の経験を踏まえ、平成 8 年 12 月 ｢ 港
湾における大規模地震対策施設の基本方針 ｣ を制定し
た。同方針では、震災直後の救急･ 緊急活動はもとより、
市民生活や経済社会の復興にも貢献するため、単に耐
震強化岸壁の整備のみならず、背後の広場や臨港道路
等の整備の考え方等について基本的な枠組みを提示して
いる。これに基づき以降、計画的、効率的な整備を行
うこととした。このうち耐震強化岸壁についてみれば、
整備予定の 358 バースに対し、平成 11 年度末までに
161 バースが整備された。
　また、平成 11 年度には 3 大湾（東京湾、伊勢湾、大
阪湾）において、さらに、平成 15 年度には北海道にお
いて浮体式防災基地が配備された。海岸事業では、津
波災害に対応するため、IT を活用し既存施設の一元的
監視 ･ 制御や情報の収集 ･ 提供等を行う津波 ･ 高潮防
災ステーションの整備を推進した。

８. 海岸事業メニューの充実 ･ 多様化と
海岸法の改正

（１）海岸事業メニューの充実 ･ 多様化
　経済的にはバブル崩壊後の不況が長引き、閉塞感が
高まる一方、環境の保護や海岸の利用の多様化などの
傾向は従来以上に強くなってきた。
　こうした認識のもと、平成 7 年 9 月、豊かな海辺の創
造－海外長期ビジョン－が発表された。これは、海岸長
期ビジョン研究会（委員長：堀川清司埼玉大学学長（当時）、
平成 6 年 9 月～）の検討の成果であり、基本理念として、

「次世代への良好な海岸の継承」、「防災･利用･ 環境の
調和」「豊かな地域づくり･ 交流の拡大の実現」を掲げ
た。また、海岸空間の保全と創造の目標として、「自然と
共生する海岸」「安全な海岸」「親しまれる海岸」「国土
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を守る海岸」の４つを挙げており、地球温暖化等新たな
災害要因への対応も行うこととした。
　翌年の平成 8 年 12 月には、第 6 次海岸事業五箇年
計画（計画年度：平成 8 ～ 12 年度、投資規模：1 兆
7,700 億円（うち運輸省所管分 5,025 億円））が策定され
た。前回の第 5 次計画では、事業ごとの実施目標を「高
潮対策事業」と「侵食対策事業」の２つに分類し、海
浜利用や海岸環境の保全と創出は上記事業の中で行う
こととされていたが、第 6 次計画では、「国民の生命 ･
財産を守り、国土保全に資する質の高い安全な海岸の創
造」「自然との共生を図り、豊でうるおいのある海岸の
創造」「利用しやすく親しみのもてる、美しく快適な海岸
の創造」の３つの機能毎に区分した。この３つの区分は
後の海岸法改正の方向を示唆する内容ともなっている。
　なお、本計画は、平成 10 年 1 月、｢ 財政構造改革の
推進に関する特別措置法 ｣ に基づき、第 6 次海岸事業
五箇年計画の計画期間を 2 年延長し、海岸事業七箇年
計画として改定された。その後、五箇年計画に記述され
た多面的な海岸の機能を生かした海岸整備を実施してい
く趣旨で、様 な々事業が行われるようになった。
　平成 8 年度には、｢ 海岸保全施設緊急防災機能高度
化事業 ｣（高潮 ･ 津波対策として、避難路、安全情報伝
達施設、水門の開閉自動化装置等、海岸保全施設の防
災機能を高める施設整備を緊急に実施）が開始され、
平成 9 年度からは津波防災ステーションの整備が開始さ
れ、平成 13 年度からは高潮防災ステーションの整備が
認められた。
　同じ平成 8 年度、｢エココースト事業 ｣（海生生物や野
鳥等にとって重要な生息場所となっている海岸や、自然
景観との調和を図る必要が高い海岸において、施設構
造や工法の工夫、干潟や磯の創出などを行い、自然環
境と調和した海岸を形成）、｢ 海と緑の健康地域－健康
海岸事業－｣（厚生省が指定する健康文化都市と連携し
て ｢ 海と緑の健康地域 ｣ を指定し、海岸背後の福祉施
設等の整備と砂浜の保全 ･ 復元、高齢者も利用しやす
い緩傾斜堤等の整備を一体的に進め、健康で活力ある
海岸域を創出）も開始されている。
　平成 9 年度からは、｢ 都市海岸高度化事業 ｣（背後土
地利用と調和し、海岸保全施設の耐震化等による安全
性向上を図るとともに、これらと一体となって海岸での
市民利用を促進するための遊歩道、植栽など利便施設
の整備を行う事業）及び ｢ 渚の創生事業 ｣（一連の海岸
における土砂バランスを回復させる観点から、堆積傾向

にある箇所での浚渫砂等をリサイクル材として活用しな
がら侵食海岸での海浜の復元を図る事業）が開始され
た。｢ 渚の創生事業 ｣ については、平成 13 年度、河川
事業との連携分野にまで拡大することが認められてい
る。
　さらに、同年より、｢いきいき海の子浜づくり｣（文部
省所管の野外教育、生涯スポーツ教育等の施設と連携
し、青少年を中心とする自然 ･ 社会教育活動の場、マリ
ンスポーツの場として利用しやすい海岸づくりを実施す
る事業）も開始され、海岸事業のメニューは、これまで
になく充実･ 多様化したものとなった。また、災害復旧
の分野でも制度の拡充等が図られてきた。

（２）海岸法の改正
　海岸行政の基本法である海岸法は、昭和 31 年の制定
以来 43 年ぶりに大幅改正が行われ、平成 11 年 5 月 28
日公布された。
　改正の主たる内容は、白砂青松の美しい海岸の保全
を求める国民の要望や海岸でのレクリェーション活動の
増大にあわせて、法の目的が従来の ｢ 海岸の防護 ｣ か
ら ｢ 海岸を防護するとともに海岸環境の整備 ･ 保全及び
公衆の海岸の適正な利用を図り｣ に改められたこと、計
画制度について、国と都道府県 ･ 海岸管理者がそれぞ
れ役割を分担し、必要な場合には、関係住民の意見も
反映できるよう改められたこと、又、海岸の管理を充実
させるため、国有海浜地を全て法の対象とし、必要な行
為規制が行えるようになったこと、さらには、きめの細
かい海岸管理の実現のため、市町村も海岸管理に参画
できる制度を設けたこと等である。
　改正海岸法においては、海岸保全基本方針を国が定
めることになっており、平成 12 年 1 月に出された ｢今後
の海岸のあり方検討委員会 ｣（委員長：成田頼明横浜国
立大学教授）の提言をもとに、｢ 海岸保全区域等に係る
海岸の保全に関する基本的な方針 ｣（平成 12 年 5 月16
日付け農林水産 ･ 運輸 ･ 建設省告示第 3 号）が公表さ
れた。

（３）国土交通省の発足
　平成 8 年 11 月の行政改革会議の発足を契機として、
中央省庁等改革が進められ、平成 13 年 1 月 6 日に運輸
省、建設省、国土庁、北海道開発庁が統合し、新たに、
国土交通省として発足した。同時に、地方支分部局につ
いても、従来の港湾建設局と地方建設局が統合し、地
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方整備局となり、その中の港湾空港部に海域環境 ･ 海
岸課が設けられた。

【平成 13 ～ 22 年度】
９. 補助金から交付金へ

（１）補助金制度の見直し
　国庫補助負担事業について、地方分権改革推進会議
の意見も踏まえつつ、政策的意義の高い事業等への絞
り込みの観点から見直し、廃止、縮減が行われた。
①統合補助金制度の創設

　地方公共団体の主体的な取組みや創意工夫を活かし
た事業を推進するため、海岸事業についても国が箇所づ
けをしない統合補助金制度が創設され、平成 13 年度か
ら海岸事業についても拡充された。
②採択基準の引上げ、小規模事業等の抑制

　｢ 地方にできることは地方で｣ を基本に、三位一体の
改革の一環として国庫補助負担金制度の改革（廃止･ 縮
減）が行われ、海岸事業については、採択基準の引き
上げ、小規模事業等の抑制が行われた。

（２）社会資本整備総合交付金の創設
　平成 22 年度、国土交通省所管の地方公共団体向け
個別補助金等を一つの交付金に原則一括し、地方公共
団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的
な交付金として、｢ 社会資本整備総合交付金 ｣ が創設さ
れた。これは、｢ 活力創出 ｣、｢水の安全 ･ 安心｣、｢ 市
街地整備 ｣、｢ 地域住宅支援 ｣ の各政策目的を実現する
ため、地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計
画に基づき、基幹的な社会資本整備事業及び関連社会
資本整備事業、効果促進事業を総合的 ･ 一体的に実施
するのを支援するものであり、海岸関係の個別補助金は、
原則として、平成 22 年度から社会資本整備総合交付金
に移行した。

【平成 23 ～令和 2 年度】
１０. 東日本大震災の発生と地震・津波

対策の大転換

（１）東日本大震災からの復旧・復興
　平成 23 年 3 月11 日、三陸沖を震源とするマグニチュ

ード 9.0 の地震が発生し、強い揺れと大津波により東北
地方から北関東に至る沿岸域を中心に、死者・行方不
明者が 1 万 5 千人を超える未曾有の大災害となった。港
湾においては八戸港から鹿島港に至る太平洋側の港湾
が、一時その機能が全面的に停止した。また、東日本
大震災による港湾関連公共土木施設の被害報告額は 4
千億円を超えるものとなった。これらの港湾の一刻も早
く復旧し、地域の復興を加速化するため、平成 24 年、
東日本大震災復興特別会計が創設された。

（２）地震・津波対策の抜本的な転換
　港湾分野では平成 24 年 6 月の「港湾における地震・
津波対策のあり方～島国日本の生命線の維持に向けて
～」（交通政策審議会答申）を受け、以下の措置を講じた。

港湾分野での新たな地震・津波対策

・ 平成 25 年、「港湾の施設の技術上の基準を定める
省令」を改正し、津波の外力として L1・L2 概念
を導入し、防波堤の粘り強い化に着手。

・ 平成 25 年、「幹線貨物輸送ターミナルの構造、港
湾計画のおける取扱い等」（通達）を発出。今後
整備する幹線貨物輸送対応ターミナルについては
L2 地震対応ととすることとした。

・ 平成 25 年、港湾法を改正し、港湾広域防災協議
会の設立や、緊急確保航路の指定に関する規定を
創設。

・ 平成 27 年、港湾 BCP ガイドラインを策定し、重
要港湾以上の港湾での策定を呼びかけ。

・ 平成 24 年、津波対策に資する港湾施設等に係る
課税標準の特例措置（固定資産税）の創設。

・ 平成 26 年、民有護岸等の耐震改修に係る課税標
準の特例措置の創設。（平成 27 年固定資産税を拡
充）

・ 平成 28 年、臨海部防災拠点マニュアルを改訂。

　また、海岸分野では、水門等の操作に従事した消防
団員に多数の犠牲者が発生したことを教訓に、以下の措
置を講じた。

海岸分野での新たな津波対策

・平成 26 年、海岸法を改正し、水門・陸閘等の操
作規則の策定を義務。

・平成 27 年、「津波・高潮対策における水門・陸閘等
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管理システムガイドライン」を改訂し、現場操作員
の安全を最優先とした操作・待避ルールの明確化。

１１．加速する国土強靱化

（１）国土強靱化基本法の制定
　東日本大震災の教訓を踏まえ、議員立法により「強く
しなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に
資する国土強靱化基本法」が平成 25 年 12 月に公布、
施行された。同法に基づき、国土強靱化に係る国の他
の計画等の指針となるべきものとして、「国土強靱化基本
計画」が平成 26 年 6 月閣議決定された。同計画では、
15 の重点化プログラムを選定し、国土強靱化を効率的・
効果的に推進することとされ、港湾分野、海岸分野につ
いても、同プログラムに基づき、港湾施設の耐震化や港
湾における津波避難計画の策定など必要な施策を展開す
ることとされた。

（２）頻発化・激甚化する自然災害への対応
　平成 28 年 4 月に発生した熊本地震の際には、熊本港
等で清龍丸、海翔丸などによる給水支援や入浴支援を
実施した。また八代港では自衛隊・海上保安庁等の支
援船舶が入港し、緊急物資、救援部隊の輸送、さらに
はホテルシップによる被災者の方々への宿泊場所の提供
が行われるなど、港湾が被災地支援の拠点として活用さ
れた。しかし、八代港では貨物船に加え支援船舶が集
中したことにより過度に混雑する状況が発生したため、
国土交通省が熊本県からの要請を踏まえて、岸壁調整
を実施することとなった。この教訓を踏まえ、平成 29 年
に港湾法を改正し、非常災害時において港湾管理者の
要請に応じ国が港湾施設の管理を行う制度を創設し
た。平成 30 年 7 月豪雨では、改正港湾法の規定により、
港湾管理者である呉市の要請に基づき、国が岸壁の利
用調整や漂流物等の回収を実施するとともに、海翔丸に
よる入浴支援や、港湾業務艇等で物資輸送を実施した。
また、平成 30 年 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地
震では、大規模停電により途絶した鉄道・航空輸送の
代替手段として、フェリー、RORO 航路が活用された。
また、苫小牧港に白山を派遣し入浴支援等を実施した。
　平成 30 年 9 月 4 日に大阪湾に来襲した台風第 21 号
により神戸港、尼崎西宮芦屋港、大阪港、和歌山下津

港などで高潮や暴風によりコンテナターミナルや臨港道
路トンネルの浸水、荷役機械の損傷、護岸等の損壊な
ど甚大な被害が発生した。これを受け、平成 31 年 3 月
に「港湾の堤外地等における高潮リスク低減ガイドライン」
を改訂し、フェーズ別高潮・暴風対応計画、エリア減災
計画の策定手法を示した。

（３）海岸保全施設の老朽化への対応
　平成 24 年に発生した笹子トンネル天井版崩落事故を
契機に、インフラの老朽化が社会問題となった。海岸保
全施設も、その多くが高度経済成長に整備されており、
老朽化の急速な進行に対処すべく、平成 26 年に海岸法
を改正し、海岸保全施設の維持・修繕に関する事項を
追加した。また省令で維持又は修繕の基準等を規定し
た上で、海岸保全施設維持管理マニュアルを改訂し、
堤防・護岸・胸壁等の具体的な点検方法等を示した。

（４）防災・減災、国土強靱化への取り組み
　相次ぐ自然災害を受け、平成 30 年 10 月に「重要イン
フラの緊急点検」を実施した。この結果を踏まえ、特に
緊急に実施すべきハード・ソフト対策について３年間集
中で実施することとして、平成 30 年 12 月に、「防災・減
災、国土強靱化のための 3 か年緊急対策」が閣議決定
され、平成 30 年度第 2 次補正予算より通常予算とは別
枠・上乗せで概ね 7 兆円程度の事業規模で実施するこ
ととした。港湾及び海岸においては以下の分野について
集中的に取組を進めることとなった。

防災・減災、国土強靱化のための 3 か年緊急対策

  ＜港湾＞

・外貿コンテナターミナル（コンテナ流出対策、電源
浸水対策、耐震対策、港湾 BCP の充実化）

・ 内貿ユニットロードターミナル（コンテナ流出対策、
電源浸水対策、停電対策、耐震対策、講和案
BCP の充実化）

・ クルーズターミナル（情報提供体制の確保、港湾
BCP の充実化）

・ 緊急物資輸送ターミナル（耐震強化岸壁の整備、
港湾 BCP の充実化）

・ 臨港道路（トンネルの冠水対策、橋梁の耐震対策、
道路の液状化対策、港湾 BCP の充実化）

・ 防波堤（高潮・高波対策、津波対策、港湾 BCP
の充実化）



港湾海岸防災行政60年のあゆみ

Wave & Beach　11

・ 港湾海岸の整備（切迫性・緊急性の高い自然災害
に備えた港湾海岸の整備）【海岸】

Ⅱ．予防保全型インフラメンテナンスへの転換に

向けた老朽化対策の加速

・ 港湾・港湾海岸における老朽化対策
Ⅲ．国土強靱化に関する施策を効率的に進めるた

めのデジタル化等の推進

・ デジタル化に関する対策（i-Construction 等の推進、
港湾関連データ連係基盤の構築）

・ 災害情報収集等に関する対策（災害関連情報の収
集・蓄積の高度化）

・ 研究開発に関する対策

　また、海・船の視点から見た被害軽減策や、感染症
対策も想定した水際・防災連絡会議会議の設置などソフ
ト対策の充実にも取り組んでいる。

（５）気候変動に伴う海面上昇等への対応
　2013 年から 2014 年にかけて IPCC より第 5 次評価
報告書が公表された。同報告書では、温室効果ガスが
高位で推移した場合、2100 年までに世界の平均海面水
位が最大 1m 上昇することや、台風が強大化することを
予測している。
　国内でも適応策の検討が進み、平成 30 年に気候変
動適応法が施行された。あわせて、同法に基づく気候
変動変動基本計画が閣議決定され、港湾・海岸分野で
の気候変動適応策の基本的な考え方が示された。
　令和元年 9 月には IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書が
公表され、2100 年の世界平均海面水位上昇量の最大値
が1.1mに上方修正された。これを受けて、海岸分野では、
令和 2 年 7 月に海岸省庁で設置した「気候変動を踏まえ
た海岸保全のあり方検討委員会」より、気候変動による
影響を明示的に考慮した対策への転換が提言された。
この提言に基づき、海岸省庁で同年 11 月に海岸保全基
本方針を変更するとともに、必要な基準類を整備するこ
ととしている。
　また、港湾分野では交通政策審議会で「今後の港湾
におけるハード・ソフト一体となった 総合的な防災・減
災対策のあり方」が審議され、令和 2 年 8 月に答申が
なされた。同答申では、将来の外力強大化を考慮した施
設設計が示されており、必要な基準類を整備する予定で
ある。

＜海岸＞

・ 水門・陸閘門等の電力供給停止時の操作確保対
策

・ 海岸堤防等の高潮・津波対策
・ 海岸堤防等の耐震対策
・ 高潮対策等のためのソフト対策

　しかし、令和元年 9 月の房総半島台風では、横浜港
を中心とした東京湾に甚大な高波被害が発生した。この
ため、令和元年補正予算で全国の重要港湾以上の港湾
で設計沖波の更新を行い、主要な既存施設の耐波性能
の照査を実施した。また、横浜港では、同台風により走
錨事故が発生し、臨港道路が約 8 ヶ月にわたり通行止め
となった。この教訓を踏まえ、令和 2 年 6 月に「港湾の
施設の技術上の基準の細目を定める告示」を改正し、
橋桁に対する防衝施設の規定を追加した。

　このような、近年の台風被害の頻発化・激甚化や切迫
する南海トラフ地震等の大規模地震、さらには施設の老
朽化に対処するため、令和 2 年 12 月に「防災・減災、
国土強靱化のための 5 か年加速化対策」が閣議決定さ
れた。同計画では、「激甚化する風水害や切迫する大規
模地震等への対策」「予防保全型インフラメンテナンス
への転換に向けた老朽化対策の加速」「国土強靱化に
関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推
進」の各分野について、 更なる加速化・深化を図ること
とし、令和 7 年度までの 5 か年に追加的に必要となる事
業規模等を定め、重点的・集中的に対策を講ずこととし
ている。予算上は令和 2 年第三次補正予算を初年度とし
て、港湾・海岸分野で以下の施策を講じている。

防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策

Ⅰ．激甚化する風水害や切迫する大規模地震等へ

の対策

・ 津波対策（「粘り強い構造」を導入した防波堤や
津波避難施設の整備）【港湾】

・ 地震対策（耐震強化岸壁の整備、臨港道路の耐
震化）【港湾】

・ 高潮・高波対策（港湾施設の嵩上げ・補強等）【港
湾】

・ 走錨対策（避泊水域確保のための防波等等の整備）
【港湾】

・ 埋塞対策（大規模出水等に備えた浚渫）【港湾】
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東日本大震災から10年
～震災からの復旧・復興の取組みとこれからの発展について～
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●はじめに

令和3年3月11日、未曾有の被害をもたらした東日

本大震災の発災から10年を迎えます。この10年、

太平洋側の地震・津波被災地域では、復旧・復興に

向けた絶え間ない歩みが続けられた結果、復興は

大きく前進し、被災港湾も力強くよみがえりつつあり

ます。

また、この春、被災地域は復興の総仕上げ段階に

あたる「復興・創生期間（平成28年度～令和2年

度）」を終え、新たに「第2期復興・創生期間（令和3

年度～令和7年度）」へとフェーズを移します。

発災から10年を迎える今、改めて、東日本大震災

からの港湾分野における復旧・復興の歩みを振り返

るとともに、震災の教訓を踏まえた今後の防災・減災

対策を紹介します。

●被災港湾における復旧・復興の歩み

東日本大震災では、地震・津波により、太平洋側港

湾において、一時的にその機能が全面的に麻痺し、

4,000億円を超える被害がもたらされました。

被災港湾における復旧は、震災直後の航路啓開に

始まり、物流機能確保のための応急復旧、各港復興

会議において策定された「産業・物流復興プラン（各

港復旧・復興方針）」に基づくハード・ソフト一体と

なった本格復旧が順次進められ、発災から7年後の

平成30年3月末、釜石港湾口防波堤、相馬港沖防波

堤の復旧完了を以って、復旧工程計画に定められた

全131施設において、国による災害復旧事業が完了い

たしました。

また、地域経済の回復、物流の更なる効率化、地

域経済の活性化に向け、港湾機能の強化を目指した

国による復興事業も並行して進められており、福島県

の小名浜港では大水深岸壁や大型荷役機械整備に

よる石炭の一括大量輸送が実現、宮城県の仙台塩

釜港では輸出の急回復を受け、寄港船舶の増大に対

応した岸壁延伸やターミナル拡張などの埠頭再編プ

ロジェクトが進行、岩手県の釜石港では県内初のガン

トリークレーンの供用開始や復興道路・復興支援道

路等の道路ネットワークの整備に伴う内陸工業団地

立地企業の港湾利用拡大などの効果が発現しており

ます。

これらの復旧・復興事業による港湾等の社会資本

インフラ整備の進捗に伴い、小名浜港では、最新鋭

の石炭火力発電所に対する約3,000億円の民間の設

備投資や、1日あたり最大2,000人の雇用が創出され

るなど、被災港湾が力強くよみがえり、地域の産業と

雇用を支え、早期復興の原動力となっている状況に

あります。

●東日本大震災の教訓を踏まえた
　地震・津波対策の推進

東日本大震災発災前の港湾における地震・津波対

策は、平成17年3月の「地震に強い港湾のあり方～災

害に強い海上輸送ネットワークの構築と地域の防災

力の向上をめざして～（交通政策審議会答申）」を踏

国土交通省 港湾局　海岸・防災課 災害対策室

震災からの復旧・復興の取組みと
これからの発展について
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まえて推進してまいりましたが、東日本大震災におい

て、地震によって引き起こされた巨大津波が凄まじい

破壊力を以って沿岸に押し寄せ、防波堤等の設計外

力を大きく上回る津波により多くの港湾構造物が被

災したことを受け、津波防災は根底から見直しを迫

られることとなりました。

発災から2か月後の平成23年5月、東日本大震災に

よる被災港湾の早期の復旧・復興、次なる巨大地震

に対する港湾の津波対策のあり方を検討するべく、

交通政策審議会港湾分科会の下に防災部会が設置

されました。その後、震災の教訓や内閣府から公表さ

れた南海トラフの巨大地震に関する推計結果等を踏

まえ、平成24年6月、「港湾における地震・津波対策

のあり方～島国日本の生命線の維持に向けて～（答

申）」が取りまとめられ、発生頻度の高い津波（レベ

ル1津波）及び発生頻度は低いが大規模な被害を及

ぼす可能性が高い津波（レベル2津波）の2段階の津

波の考え方が提示され、それぞれに対し、「防災」・

「減災」の視点に基づく施策を講じることとなりま

した。

以降、同答申を踏まえ、「港湾及びその背後地を守

る」・「災害時も海上交通ネットワークの維持を図る」

という2つの視点に基づき、レベル1津波に対しては、

海岸保全施設の耐震化や高さの確保、レベル2津波

に対しては、防波堤等の粘り強い構造化の推進によ

る減災効果の向上や、住民等の避難等を軸に、施設

による多重防護、土地利用、避難施設などを組み合

わせたハード・ソフト一体となった総合的な津波対策

等を推進してまいりました。

その後、平成28年4月の熊本地震や平成30年9月の

北海道胆振東部地震などの新たな災害から得られた

最新の知見等を踏まえ、令和2年8月、交通政策審議

会港湾分科会防災部会において「今後の港湾におけ

るハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対

策のあり方（答申）」が取りまとめられました。同答申

では、平成24年6月答申に、頻発化・激甚化する台風

による被害への対応や気候変動に起因する外力強大

化への対応も加える形で、港湾における総合的な防

災・減災対策のあり方が提示されています。

また、同答申では、インフラ整備による「公助」に

加え、「自助」「共助」を含めたハード・ソフト一体と

なった総合的な防災・減災対策を通じ、社会経済へ

の影響を極力抑えること、地域の事情に即した「自

助」「共助」「公助」の役割分担、新型コロナウイルス

感染症の拡大の影響による我が国サプライチェーン

の脆弱性の顕在化を踏まえた臨海部の安全性向上

や基幹的海上交通ネットワークの維持などへの対応

が明記されており、現在、本答申に基づき、巨大災害

に対するリスクの軽減を図っているところです。

東日本大震災以降の10年で講じてきた港湾の地

震・津波対策に関し、「港湾・背後地の安全確保」、

「災害に強い海上交通ネット－ワークの構築」の2つ

の切り口から御紹介いたします。

【港湾・背後地の安全確保】

① 多重防御による減災効果の向上

② 防波堤等における「粘り強い構造」の導入

③ 水門・陸閘等の効果的な管理運用の推進

【災害に強い海上交通ネット－ワークの構築】

① 臨海部防災拠点の形成

② コンビナート港湾の強靭化

③ 航路啓開の迅速化（緊急確保航路の指定等）

④ 災害対応力の強化（港湾の事業継続計画策定ガイ

　 ドラインの策定等）

東日本大震災から10年、本年2月13日には、福島県

沖で震度6強クラスの余震が発生するなど、次なる巨

大地震・津波への備えは待ったなしの状況です。

東日本大震災の教訓を踏まえ、ソフト・ハード一体

となったリスク軽減策を通じ、より安全・安心な港づ

くりを推進してまいります。
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●港の概要
八戸港では、昭和に入り商港として近代的な港湾

整備が始まりました。その後、馬淵川旧河口に化学工
業企業が進出、昭和39年の新産業都市指定が拍車
をかける形で、工業港としての整備が積極的に進め
られました。水深13m及び14mの大型公共岸壁、カー
フェリー専用埠頭、グレーンターミナル等が整備され
るとともに、平成6年に東北初となる東南アジアとのコ
ンテナ定期航路を開設したのを皮切りに、韓国・中国
航路や国際フィーダー航路が開設されています。

また、近年では循環型社会へ向け、環境・エネル
ギー産業創造特区の指定、エコタウンの承認、そし
て、平成15年のリサイクルポートの指定受け、八太郎
地区では、国内初となるＦＲＰ製漁船のリサイクル事
業が開始されています。

平成21年には、コンテナ貨物の増加、バルク貨物と

の混在解消、進出企業への対応等、当面する課題に
対応しつつ、「世界に開かれた北東北のゲートウェイ
港湾」を実現するため港湾計画が改訂され、ポートア
イランドの拡張などが盛り込まれました。その後、東
日本大震災による被害を乗り越え、コンテナヤードの
拡張によるコンテナ取扱能力の増加やLNG輸入基
地の営業開始などを通じ、東北の国際物流拠点とし
ての役割を果たしています。

●被害の概要
八戸港は東日本大震災で発生した高さ4.2ｍ以上

の津波の襲来により大きな被害を受けました。八太
郎地区北防波堤は総延長3,500ｍのうち約9割が損
壊した他、多くの港湾施設が被災しましたが、8日後
には暫定航路を復旧させました。しかし、被災により
港内静穏性の著しい低下による岸壁の浸水や係留

八戸港の航空写真

八 戸 港
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ロープの切断などの荷役障害が発生し、港湾取扱貨
物量の激減を招きました。陸上部においてもふ頭の
上屋や倉庫、荷役機械の損壊、さらには臨海部の立
地企業も甚大な被害を受けました。

●復旧・復興への取組
復旧にあたり八戸港湾・空港整備事務所では、他

港に先駆け平成２３年６月に本格復旧工事に着手
し、むつ小川原港作業基地ケーソンヤード（六ヶ所
村）も活用するなど、持てる力を総動員して早期完成
に努めました。その結果、八戸港における災害復旧
事業は震災から２年半という短期間で完了しまし
た。

震災の影響により大幅に落ち込んだ総取扱貨物量
は、港湾施設の早期復旧や八戸港国際物流拠点化
推進協議会によるポートセールス等により、現在で
は、震災前の水準まで回復しています。平成27年以
降は新たな航路の開設などにより、5年連続で5万
TEUを超える状況であるとともに、八太郎2号ふ頭の
コンテナヤード拡張により、年間取扱可能量がこれ
までの1.35倍となる6.9万TEUに増加し、リーファーコ
ンテナの取扱能力も強化され、農水産品の輸出拡大
にも対応しています。

また、令和元年には国内最大規模のバイオマス発
電所である「八戸エコエネルギー発電所」の操業開
始や八戸～室蘭間のフェリー航路復活など、港の活
力が戻りつつある状況です。

今後、復興道路（三陸沿岸道路）の全線開通、八
戸市と青森市を結ぶ高規格幹線道路の整備も急ピッ
チで進められており、更なる八戸港の発展が期待さ
れることから、地域の復興の動きをしっかりと後押し
できるよう、八戸港の将来を見据えながら更なる利便
性向上、安全・安心な物流機能確保のための港湾整
備を進めるとともに、大規模災害等に伴う港湾施設
等の被災により物流機能が停止した際においても迅
速に機能回復が図られるよう、東日本大震災での被
害を教訓に全国に先駆けて設立された八戸港港湾
機能継続協議会において、関連する機関や港湾関係
者が一丸となってＢＣＰ訓練を継続的に実施し、昨
今の台風・高潮被害等も踏まえた災害対応力の強化
に取り組んでまいります。

グラフ. 全体取扱貨物量の推移（H22年～R1年）

グラフ. コンテナ取扱貨物量の推移（H22年～R1年）

八太郎2号ふ頭のコンテナターミナルの拡張
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●港の概要
三陸海岸の北部に位置する久慈港は、三陸復興国

立公園に指定されています。
昭和５年に内務省の指定港湾となり、昭和７年から

２４年にかけて時局匡救事業（じぎょくきょうきゅうじ
ぎょう）※、凶作対策事業として現在の玉の脇地区の
一部が県営工事として建設されました。

また、久慈沖での船舶の遭難が多いことから昭和
２６年に全国避難港１９港の１つに指定されました。
　昭和４４年、諏訪下（すわした）地区に掘込式港湾
が完成、漁業基地としての役割が広がったことと、背
後圏からの石材や木材などの移出により、商港として
の利用も活発化しています。昭和50年には、重要港
湾に指定されています。

久慈市では「海洋にひらかれた都市」づくりを目指
して、昭和59年には久慈新港に1万5,000トン岸壁が完
成、昭和62年には国家石油地下備蓄基地の建設が始
まり、平成6年に完成しました。現在は県北地域開発
の中枢機能を備えた湾口防波堤の建設、半崎地区の
工業開発を中心とした港湾整備が行われています。
※時局匡救事業（じぎょくきょうきゅうじぎょう）
　昭和７～９年に景気対策を目的に実施された公共事業

久 慈 港

久慈港の航空写真

津波で被災し傾いたフローティングドッグ

●被害の概要
久慈港は、東日本大震災で発生した高さ13.7ｍの

津波の来襲により、大きな被害を受けました。湾口地
区防波堤（北堤）が一部損壊した他、護岸等の損壊
など港湾施設が数多く被災しましたが、関係者の努
力により４月１１日には一般貨物の取り扱いを再開し
ました。平成３年より整備の途上であった湾口防波
堤は、ケーソン製作用のフローティングドッグや、仮置
ケーソン等も被災しました。また、背後の立地企業
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や、半崎地区の国家石油備蓄基地にも大きな被害が
生じました。

●復旧・復興への取組
湾口防波堤は全長3,800m（南堤1,100m、北堤

2,700m）が計画されており、被災時は延長920m（南
堤545m、北堤375m）が整備済みでした。そのうち北
堤の一部が被災しましたが、平成25年8月に復旧が
完了しました。これにより港湾背後地域の津波被害
（浸水被害）のリスクが軽減されるとともに、港内静
穏度が大きく向上し､諏訪下地区岸壁の荷役稼働率
97.5%が確保され､港湾荷役の安全性・安定性が高ま
りました。久慈港湾口防波堤は、平成２８年に南堤の
最終ケーソンが据え付けられ、現在も整備が継続さ
れています。

港湾周辺では近年、発電所建設や工場増設が進
み、大きな投資が誘発されるとともに新たな雇用創
出効果が発現しました。（株）野田バイオパワーＪＰ

久慈港からの非金属鉱物（珪石）の移出量の推移

復興道路の整備進捗（久慈港へのアクセス性向上）

漂流物がぶつかって破損した仮置きケーソン

被災した湾口防波堤

湾口防波堤の整備（R2年度予算ベース）

は平成 28 年 8 月に野田村にバイオマス発電所を建
設し、久慈港を利用して PKS（ヤシ殻）を年間 3 万
トン程度輸入するほか、北海道に珪石を移出してい
る東立鉱業（株）が、平成 28 年 12 月に新プラント
を建設し ､ 取扱量が増加しました。

また、久慈港背後の復興道路の整備進捗により、
久慈港へのアクセス性が向上し、新規の港湾利用企
業が期待できるとともに、併せて、観光圏域拡大によ
るクルーズ船寄港の増加など、観光振興の活性化に
も期待が寄せられています。
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●港の概要
宮古港は岩手県の東部、南北250ｋｍにおよぶ三

陸復興国立公園のほぼ中央に位置し、リアス式海岸
特有の地形を生かした天然の良港です。

大正時代に入ると、地元や県による港の埋め立て
工事が行われ、船の接岸が便利になりました。

昭和2年には、第二種重要港湾に指定され、昭和4
年には内務省の直轄事業として出先ふ頭の建設に着
手しています。昭和8年、三陸津波が来襲しました
が、ふ頭の修築工事を続け、昭和12年に完成しまし
た。以来近代港湾としての形態を整えてきました。

昭和26年には国の重要港湾に指定され、昭和29
年、1万トン岸壁の工事に着手、本格的な港湾整備が
開始されています。

内陸の交通体系の整備と併せ、近代港湾としての
形態を整えてきました。また、港の背後地には、窯
業、鉱業、木材工業などの企業が立地、搬入港とし
て重要な役割を果たしてきました。

近年では、平成10年から横浜港との間に国際
フィーダー船が定期就航したほか、平成11年には神
林地区にリアスハーバー宮古が整備されました。ま

宮 古 港

た、平成15年には出崎地区に「シートピアなあど」が
整備され、平成17年に道の駅、みなとオアシスに重複
登録されるなど、水産業、物流に加えて海洋レクリ
エーションや観光などの人流も活発になり、現在は、
竜神崎防波堤の建設、出崎地区の港湾整備が行われ
ています。

●被害の概要
宮古港では、東日本大震災で発生した津波の襲来

によって岸壁や防波堤など、多くの港湾施設が被災し
ました。特に、竜神崎地区、出崎地区及び神林地区
の防波堤、藤原公共ふ頭の上屋や荷役機械、並びに
神林地区のマリーナ「リアスハーバー宮古」の各施設
は、津波により大きく損壊し、港湾利用や水産活動
等に支障を来しました。また、津波による市街区域の
被害も甚大であることから、緊急物資輸送航路確保
のための航路啓開作業が早期に開始され、丸太や
車、小型船などの漂流物の回収が進められたことに
より、３月１７日には緊急支援船が入港可能になりま
した。

宮古港の航空写真
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●復旧・復興への取組
震災後は出崎防波堤が損壊したことにより波を防

ぐ機能が低下し、宮古港の一部の地区で荷役に支障
をきたしていました。そのため、地元の要望を受け
て、施設のニーズが高まる前（平成24年8月中旬）に
早期概成させました。

また、整備中であった竜神崎防波堤は復旧工事
後、継続して事業を行い、平成27年にケーソン39函
（全長400m）が全て据え付けられました。竜神崎防
波堤は今後、防波堤上部の工事などを経て、完成す
る予定となっています。

平成31年4月25日、岩手県で初となる10万トン級を
超えるクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」
（115,906トン）が寄港しました。令和2年には、さら
に大きなクルーズ船「コスタ・ベネチア」（135,225ト
ン）のほか、多数のクルーズ船の寄港が予定されてい
ましたが、いずれもコロナウイルスの蔓延という新た
な災害により寄港中止となっています。

現在、三陸沿岸道路と宮古盛岡横断道路の整備
が進められており、全線開通すれば宮古港の寄港地
観光エリアが拡大され、寄港地としての魅力向上が
図られることから、今後益々のクルーズ船寄港拡大
が見込まれます。

港湾管理者である岩手県においては、東日本大震
災以降、社会情勢や物流環境が大きく変化している
ことから、今後も宮古港が時代の変化に対応した役
割を果たしていけるよう、長期的・広域的な視点に
立った将来像を検討し、港湾機能の維持・強化を推
進していくため、宮古港長期構想の策定を進めてい
ます。

藤原防波堤の被災状況（先端部約20m（灯台含む）沈没） ケーソンをつり上げ据付場所まで移動する起重機船

岩手県初の入港となる大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」

出典：宮古港長期構想（素案）令和２年８月岩手県 
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●港の概要
　釜石港は岩手県の南東部に位置する天然の良港で
あり、「鉄と魚のまち」として栄えてきました。日本で
最初の洋式高炉による鉄の出銑に成功した近代製鉄
発祥の地です。
　明治以降鉄鋼業の発展とともに港湾が整備され、
明治7年、国営製鉄所が建設されたことにより、船舶
による移出入が急増、一躍三陸海岸の中心的港とな
りました。明治29年、昭和8年、35年の大津波の襲
来、昭和20年の鑑砲射撃などで、釜石港は大きな被
害を受けましたが、その都度修築工事が行われてき
ました。
　昭和9年には、岩手県唯一の開港場となり、臨港鉄
道や桟橋、公共施設の物揚場などが整備され、製鉄
原料や製品の海上輸送が外国との間でも活発に行
われるようになりました。昭和25年に国鉄釜石線が
全通し、釜石港は翌26年に重要港湾に指定されてい
ます。昭和50年以降は、須賀地区の公共ふ頭の利用
増大により、漁港に加え商港としての性格を一段と濃
くしていきました。

釜 石 港

　平成15年には総合静脈物流拠点港（リサイクル
ポート）に指定されました。コンテナの取扱は平成14
年から開始し、平成23年には国際フィーダーコンテナ
定期航路就航など、物流拠点としての機能を有してい
ました。今後も物流アクセスの向上を期待した企業
立地等も期待されています。

●被害の概要
釜石港湾口防波堤は、昭和53年から約30年の期間

をかけて整備された、大規模な防波堤でした。東日
本大震災により来襲した８mを超える津波は、設計
条件を大きく超えるものであり、津波の襲来により一
部が倒壊しましたが、多くは大きく傾きながらも最後
までマウンド上にとどまり、津波を抑え続けました。

背後の立地企業や市街地においても、津波による
多くの被害に見舞われていたことから、優先的に航
路啓開作業を実施し、３月１５日には緊急物資輸送
船が着岸することが出来ました。

釜石港の航空写真
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●復旧・復興への取組
湾口防波堤の災害復旧は、南堤のおよそ半分にあ

たる370m、北堤の870m、開口部300mの区間が対象
となる大規模な工事となりましたが、平成30年3月31
日に復旧工事が完了しました。湾口防波堤の整備に
より、津波被害が軽減されるとともに、港内静穏度も
確保されます。

釜石港は、震災後の国際フィーダー定期航路開設
とともに、湾口防波堤の復旧や港湾背後の復興道
路・復興支援道路等の道路ネットワークの整備進捗
により、安全性・利便性が向上し、港湾の利用企業や
コンテナ貨物取扱量が増加しました。さらに、ガント
リークレーンの設置やリーファーコンセントの増設な
ど、農林水産物の輸出をはじめとするニーズに対応し
た港湾機能の強化を進めたことにより、平成31年に
は過去最高の約9千TEUのコンテナ貨物取扱量を記
録しています。

釜石港は、東日本大震災により被災した釜石港湾
口防波堤の復旧事業が完了し、ガントリークレーン
の供用など港湾機能の向上、東北横断自動車道釜石
秋田線の全線開通などによるアクセス性の向上が奏
功し、コンテナ物流が向上しています。

釜石港は、令和元年に開催されたラグビーワールド
カップ日本大会において、全国12カ所の会場の一つ
になった釜石鵜住居（かまいしうのすまい）復興スタ
ジアムの建設資材の輸送にも貢献しました。近年で
は、釜石魚河岸にぎわい館「魚河岸テラス」が令和元
年9月14日に「みなとオアシス」として登録され、地域
経済の活性化やまちづくりに大きな成果をあげてい
ます。

上記が評価され、釜石港は全国約1000港の中から
その年最も輝ける港湾「ポート・オブ・ザ・イヤー
2019」を受賞しました。これを機に釜石港の認知度
が向上し、「みなとの元気」とともに、地域経済の発
展につながることが期待されています。

釜石港コンテナ取扱量と釜石港利用企業数の推移

釜石港と復興支援道路による経済効果 「ポート・オブ・ザ・イヤー2019」受賞写真

復旧後の湾口防波堤

湾口防波堤の被災状況
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●港の概要
　大船渡港は、岩手県沿岸の南部に位置する天然の
良港として栄えてきました。明治14年に軍艦「雷電」
が入港したのをきっかけに港湾価値の大きいことが
認められ、以後その重要性が注目されることになりま
す。
　大正11年に内務省の指定港湾となってから、時局
匡救事業(じぎょくきょうきゅうじぎょう)※、冷害対策
として野々田地区の港湾修築に着工しています。昭和
11年には、水深7.3メートル岸壁1バースが完成してい
ます。これと前後して、国鉄大船渡線が開通し港勢
に大きな影響を与えました。昭和34年に岩手県で3番
目の重要港湾に指定され、小野田セメント大船渡工
場をはじめとする誘致企業が操業を開始、臨海工業
地帯としての港湾利用が活発化しました。
　昭和35年のチリ地震津波の被災を契機として、津
波から国民の生命と財産を守るため、湾口部にわが
国初の津波防波堤が昭和38年から4年の歳月をかけ

大 船 渡 港

て整備されました。
　現在、大船渡港には、大型クルーズ客船や商船が
入港し、県南内陸都市との物資流通港として賑わい
をみせています。
※時局匡救事業（じぎょくきょうきゅうじぎょう）

　昭和７～９年に景気対策を目的に実施された公共事業

●被害の概要
東日本大震災により来襲した津波により、大船渡

港の広範囲で浸水しており、茶屋前地区において津
波浸水高がT.P. 6.5m以上、野々田地区においてT.P. 
7.2m以上でした。そのため、湾口防波堤（全延長
736m（北堤244ｍ、南堤291ｍ、開口部201m））が全
壊状態となりました。また、民間施設を含む港湾施設
や荷役機械も使用不可能になるなどの大きな被害を
受けました。さらに、港湾の背後に立地する市街地や
企業も、大きな被害を受けました。

大船渡港の航空写真
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●復旧・復興への取組
大地震及び津波により、野々田地区岸壁（水深

13m、水深7.5m)では荷捌き地で段差沈下が生じまし
たが、平成25年9月に復旧が完了しました。また、永
浜地区岸壁（水深13m）でも岸壁前面の一部はらみ
だし、地盤沈下の被害がありましたが、平成26年1月
までに復旧を完了しました。

湾口防波堤については平成23年から復旧事業が
始まりました。陸上で製作したケーソンを国内最大の
吊り能力（4,100t）を持つ起重機船で吊り上げて、海
上へ進水しました。開口部には、船の航行に影響が
ない水深（天端水深16m）に潜堤として逆T型ブロッ
クを設置しました。復旧した防波堤はケーソン腹付け
部に捨て石とブロックを設置した粘り強い構造とする
とともに、湾内の環境に考慮して開口部の水中マウン
ド部に通水管を設置し、潮汐を利用して大船渡湾内
外の海水交換が可能となる構造を採用しました。そ
して、震災から6年経った平成29年3月19日に、計23
函全てのケーソン据付が完了しました。

 大船渡港は、平成25年に京浜港との間に国際
フィーダー定期航路を開設され、北上地域を中心と

復旧した湾口防波堤

した背後地域に立地する企業の製品等貨物を中心
に取り扱っています。また、平成29年7月にコンテナ用
上屋倉庫が完成・供用開始したことにより、小口貨物
の一時保管及び積み込み・取り出し作業が可能とな
り、港湾の利便性が向上しました。

また、大船渡港では、長年にわたる邦船社のクルー
ズ船入港実績があることから、これまでに寄港した
邦船3社のクルーズ船に対して、「おおふなと特別観
光大使」を委嘱しました。邦船クルーズ船が大船渡の
ＰＲに貢献しています。

さらに、令和元年5月18日に「みなとオアシスおおふ
なと」が登録されました。エリア内では、年間を通じ
て様 な々イベントが開催されるほか、市民の憩いの場
として賑わっています。また、三陸・大船渡夏まつり
の際には多くの露店が立ち並び、市外の観光客も多
く訪れ利用します。さらに、クルーズ客船が寄港する
ふ頭にほど近く、お土産購入やオリジナルかもめの玉
子作り体験のほか、住民との交流など乗船客のおも
てなしにも力を入れており、地域経済の活性化に寄
与しています。

国内最大級の起重機船でのケーソンのつり上げ

みなとオアシスおおふなと登録証授与式

大船渡港のコンテナ取扱量の推移（H22年～H30年）
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■ ■ ■  仙台港区 ■ ■ ■  

●港区の概要
　仙台塩釜港仙台港区は、昭和39年3月に新産業都
市「仙台湾地区」の指定を受け、臨海型工業の開発
拠点として港湾計画が策定された掘込港湾です。昭
和42年12月から建設工事が始まり、その後、昭和44
年の港湾計画変更で商港機能を追加、昭和46年7月
に開港しました。平成13年4月には特定重要港湾へ
昇格しました。また、平成24年10月の3港統合および
平成25年6月の港湾計画改訂により、仙台港区はコン
テナや完成自動車などを扱うユニットロード貨物の
拠点としての役割を担い、今後、東北唯一の国際拠
点港湾として、東北の産業競争力を高めるとともに、
産業・雇用・暮らしを守り、発展させることを目指して
います。
　このような中、背後地への企業進出に伴い、仙台
港区の取扱貨物量も順調に増加しており、中野ふ頭
では、完成自動車やRORO貨物とバラ貨物の混在に
より稠密な利用状況となっていたため、混雑緩和へ
の対応として平成24年より国際物流ターミナル(水深
14m)の整備を進め、平成29年12月に供用開始しまし
た。現在は、向洋地区において、近年のコンテナ取扱
貨物量の増加による岸壁延長不足及びターミナルの
狭隘化への対応として、既存のコンテナ専用岸壁(水
深14m)の延伸整備等によるふ頭再編事業を進めて
います。

仙 台 塩 釜 港

●被害の概要
東日本大震災による地震及び津波災害により、仙

台港区では、防波堤、航路泊地、岸壁等の主要な港
湾施設をはじめ、港湾背後に立地する臨海部産業に
も甚大な被害が生じました。コンテナターミナルでは
コンテナの散乱や流出、公共岸壁エプロンの沈下等
が発生しました。仙台港区背後に立地するエネル
ギー供給関連施設や飼料プラントの被災、物流機能
等の大規模被災により、エネルギー供給や物流機能
等が停滞し、仙台塩釜港に依存していた産業・物流
活動や市民生活が大きな影響を受けました。

緊急物資輸送のための航路啓開についても、コン
テナや自動車等の航路障害物撤去を行うことによ
り、３月１８日には支援船の第1船が入港しました。

●復旧・復興への取組
仙台塩釜港では、港湾インフラ整備に加え、東日

本大震災後の道路ネットワーク網の充実などにより、
自動車関連企業の進出が増加しています。また、自動
車製造メーカーが製造する完成自動車の取り扱いを
物流面で支えています。

さらに、『仙台高松火力発電所（仮称）』および『仙
台バイオマス（仮称）』の立地が計画されているなど、
港湾整備が新たな企業立地を後押ししています。仙台塩釜港仙台港区の航空写真

高砂コンテナターミナルにおける運搬機械の漂流・損壊
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仙台港区高砂コンテナターミナルは、ダイレクト航
路とともに京浜港への国際フィーダー航路の接続に
より、東北地域のグローバルネットワークの拠点港と
しての役割を果たしています。近年、コンテナ取扱量
の増加に伴う岸壁延長の不足や、コンテナターミナル
の狭隘さが課題となっていたことから、既存バースを
延伸することにより、生産性の高い効率的なコンテナ
ターミナルを形成します。

岸壁不足による滞船及びターミナル混雑を解消する港湾整備
（仙台塩釜港仙台港区ふ頭再編改良事業）

（令和5年度末完了予定）

宮城県内における自動車関連企業の進出状況と仙台港区からの
完成自動車の移出状況

（新東北港湾ビジョン検討委員会
（令和2年6月17日開催）資料より抜粋）

■ ■ ■  塩釜港区 ■ ■ ■  

●港区の概要
　仙台塩釜港塩釜港区は、明治１５年（１８８２年）
に修築工事が開始され、同４３年（１９１０年）に第２
種重要港湾の指定を受け、今日の港の基礎が形成さ
れ港勢も急速に発展し、平成１３年（２００１年）４月
には特定重要港湾へ昇格しました。
　戦後の経済発展とそれに伴う船舶の大型化に対し
て、当港区は浅海域にある狭隘な港であるとともに、
施設の老朽化が著しく目立つようになったことで、取
扱貨物量も徐々に減少に転じていましたが、平成２３
年（２０１１年）の東日本大震災時には、被災を受け
た仙台港区に代わりエネルギー輸送拠点としての役
割を果たしました。
　また、平成２４年（２０１２年）１０月の３港統合お
よび平成２５年（２０１３年）６月の港湾計画改訂によ
り、塩釜港区は小型バルク貨物を扱う地域基幹産業
の輸送拠点としての役割を担い、今後、東北唯一の
国際拠点港湾として、東北の産業競争力を高めるとと
もに、産業・雇用・暮らしを守り、発展させることを目
指しています。

●被害の概要
　塩釜港区では、係留施設全施設とも設計高より
40cm以上沈下し、また係留施設背後のエプロンが
陥没したほか、舗装板の損傷、ふ頭用地との段差等
の被害が生じました。また、上屋や倉庫などの港湾関

仙台塩釜港仙台港区の航空写真
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連施設も被災し、港湾関連企業も被災することによ
り、港湾機能に大きな障害が発生しました。

●復旧・復興への取組
　地震・津波により東北・関東地方の太平洋側の製
油所及び油槽所が被災し、東日本全体の燃料供給
能力が激減し、災害復旧支援活動や市民生活に大き
な影響を与えました。そのような中、塩釜港区内の油
槽所が機能できることが判明し、地震発生後から4
日後の3月15日より航路啓開作業を開始し、3月21日
には震災後初めて塩釜港区に石油タンカーが入港、
被災地の燃料油不足の解消に大きく貢献しました。

東ふ頭岸壁に陥没の状況

平成23年3月21日 石油タンカー入港（写真提供：海上保安庁）

■ ■ ■  石巻港区 ■ ■ ■  

●港区の概要
　仙台塩釜港石巻港区は、昭和35年河口西方約
3kmの釜地区の新港建設に着手しました。昭和39年
には、新産業都市｢仙台湾地区｣の指定を受けるとと
もに重要港湾の指定を受け、県北部の拠点港として
整備が進められ、昭和42年に第1船の入港を果たし
ています。平成23年11月の港湾計画変更により、釜
地区における船舶の大型化および立地企業の要請に
対応した公共ふ頭計画の変更と、東北地方太平洋沖
地震に伴い発生した災害廃棄物処理の要請に対応す
るため、雲雀野地区に廃棄物処理計画が追加され、
震災からの復旧・復興が進められているほか、平成
25年6月の港湾計画改訂により、石巻港区は大型バ
ルク貨物を扱う原材料・燃料の輸入拠点として の役
割を担い、今後、東北唯一の国際拠点港湾として、東
北の産業競争力を高めるとともに、産業・雇用・暮ら
しを守り、発展させることを目指しています。このよう
な中、現在雲雀野地区では、港内静穏度を向上し、
荷役の安全を確保するため防波堤（南）の整備を進
めています。

●被害の概要
　石巻港区では、岸壁、民間護岸、航路泊地等の主
要な施設をはじめ、地域経済を支える臨海部の産業
にも甚大な被害が発生し、生産機能や物流機能が停
滞するなど、地域経済に大きなダメージがありまし
た。
　津波により流出した木材などによる港湾区域内の

仙台塩釜港石巻港区の航空写真
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閉塞なども発生し、緊急物資輸送のための航路啓開
を実施、３月２３日には緊急物資輸送船が着岸してい
ます。
　また、当該地域では三陸沿岸の広範囲に及ぶ地盤
沈下に伴う高潮冠水及び津波被害により発生したが
れきの迅速な処理が課題となりました。
　そのため、雲雀野地区に震災がれきの集積・分
別・焼却及び処分の施設を設置、課題の処理に大き
く貢献することとなります。

 
●復旧・復興への取組
　石巻港区は、港湾背後に国内有数の製紙工場や
木材加工工場などが立地し、原材料の輸移入や製品
の輸移出を行う拠点として、地域経済を支える重要
な役割を担っています。防波堤整備により港内静穏
度が向上し、荷役作業の安定性・効率性が改善して

飼料等専用岸壁における護岸損壊、木材流出

石巻港区の防波堤整備状況と企業立地状況

クルーズ船寄港時のおもてなし

地震により液状化したエプロン背後の状況

きており、港湾背後では、木質バイオマス発電所が建
設されるなど、大きな投資の誘発や新たな雇用創出
効果が発現しています。また、水深の深い岸壁を有す
ることから、地元の積極的なクルーズ船誘致活動に
より、平成30年に続き令和元年にも外国船社のク
ルーズ船が寄港するなど、地元観光産業等の振興に
寄与しています。

新規稼働したバイオマス発電所
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●港の概要
　相馬港は、福島県の太平洋側北部に位置しています。
　昭和49年、相馬地域の工業化、勢力圏への流通港
湾としての重要性が認められ重要港湾に指定されま
した。同56年4月、全国初のエネルギー港湾の指定を
受けて整備が進められ、同58年8月から相馬中核工
業団地の造成に着手するなど、相馬港を取り巻く情
勢が大きく変化し、物流基盤としての役割も大きく
なっています。
　現在は、主に港湾背後に所在する相馬共同火力発
電所の燃料用石炭の輸入拠点として役割を果たすと
ともに、3号埠頭地区に水深12mの耐震強化岸壁な
どの整備を進め、背後に広がる経済圏の物流及び防
災拠点として機能することが期待されています。
　また、平成26年11月に石油資源開発（株）が4号ふ
頭におけるLNG基地建設工事に着手し、平成30年3
月に操業を開始しました。これにより、東日本地域の
安定かつ災害時に強い天然ガス供給ネットワークが
構築され、今後も、東北地方のエネルギー輸入拠点
として機能することも期待されています。

相 馬 港

沖防波堤の被害状況

●被害の概要
相馬港では、沖防波堤はほぼ全壊、岸壁、上屋及

び荷役機械などの港湾施設のほとんどが使用不可
能な状況になりました。1号、2号ふ頭岸壁の一部では
タイロッドの破断により岸壁のはらみ出し、エプロン
部の陥没が確認され、岸壁の倒壊により多目的ク
レーンが海中に転落しました。また、沖防波堤におい
ては181函のケーソンのうち約9割の159函が転倒・傾
斜し、消波ブロック等の飛散が確認されました。

このため、うねりや被災したケーソンからの沿波、

相馬港の被害状況
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反射波などにより作業が困難であったことから、ケー
ソンの据付けに際しては、仮消波堤を設置して波の
浸入を抑制させると共に、港内・港外に１隻ずつ起重
機船を配置して据付けを行いました。また、損傷の少
ないケーソンは再利用する方針（ケーソン据付全142
函の内、29函が再利用）とし、被災したケーソンを砕
岩撤去または再浮上撤去し、基礎マウンドを復旧の
上、ケーソン（転用函）を据付けました。新造ケーソン
は陸上ヤードで製作し、大型起重機船により吊上
げ・進水・仮置・据付を行うなど、被災状況や現場状
況に対応した施工により平成30年3月に完成させるこ
とが出来ました。

●復旧・復興への取組
東日本大震災により大きく被災した沖防波堤は、平

成30年3月に災害復旧事業が完了し、港内静穏度が
大きく向上しました。国及び県が民間事業者と連携
し、大型LNG船の受入れに必要となる港湾インフラ

1号ふ頭第4・5号岸壁の陥没・倒壊

大型船LNG船受け入れ施設の整備による整備効果

を整備することで、早期のLNG基地立地が実現しま
した。LNG基地の立地により、安定的な燃料供給と
災害時に強いエネルギー輸送網が構築されます。

港湾の復旧・復興及び相馬・福島道路整備によ
り、鋼材加工メーカーやバイオマス発電所、天然ガス
火力発電所が立地するなど、大きな投資や新たな雇
用創出効果を発現しています。

また、令和2年2月18日には相馬港クルーズ振興協
議会が設立されました。協議会設立により、周辺地
域の関係者が連携し相馬港へのクルーズ船誘致を図
り、クルーズ船寄港を通じた地域振興・地域経済の
発展につながることが期待されています。

令和３年２月１３日に発生した福島県沖地震では、
相馬港の港湾施設は亀裂の発生や一部沈下、液状化
などが発生しました。しかし、港湾としての機能は維
持しており、また背後に立地するエネルギー関連施設
についても機能を回復しています。

大型LNG船受入施設の整備概要
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●港の概要
　小名浜港は、太平洋に面する福島県南端のいわき
市に位置し、福島県及び南東北の物流拠点として発
展しています。港で取り扱う貨物は、石炭、石油およ
び金属鉱などの鉱産品が総取扱貨物の6割を超えて
います。平成23年5月には「国際バルク戦略港湾」の
石炭部門に選定、また、平成25年12月には全国初とな
る「特定貨物輸入拠点港湾（石炭）」に指定されまし
た。
　現在、東港地区に約52haの国際物流ターミナルの
整備を進めており、船舶の大型化や鉱産品取扱増加
に対応すると共に、物流コストの削減および海上輸送
の効率化に寄与する事が期待されています。
　また、交流拠点として、1・2号ふ頭地区及び剣浜地
区が「みなとオアシス」として登録され、多くの観光客
が訪れる県内有数の観光スポットとなっています。今
後、港の「にぎわい交流空間」としての機能も高める
ため、地域の皆様と連携を図りながら更なる発展を
目指します。

小 名 浜 港

●被害の概要
小名浜港は南に向いた港であり、南東方向からの

津波をまともに受ける恰好になりましたが、防波堤が
幾重にも配置されているため、津波の速度や強さが
弱めらました。それでも複数の防波堤にぶつかった
津波は「いわき・ら・ら・ミュウ」や「アクアマリンふく
しま」などの沿岸の施設を襲い、大きな被害を出しま
した。また、津波は小名浜港の各埠頭を越え、その奥
の工場地帯の一部も飲み込み甚大な被害となりまし
た。

●復旧・復興への取組
5号ふ頭では岸壁の背後の陥没が発生しましたが、

アスファルト舗装で応急補修を実施しました。7号ふ
頭岸壁では、岸壁背後の沈下、崩落が発生しました
が、復旧工事後、平成25年4月に利用が再開されまし
た。小名浜港は、平成26年3月にすべての岸壁が復旧
しました。

小名浜港周辺には石炭火力発電所が多数立地し
ており、発電された電気は主に関東地方及び東北地
方に送電されています。小名浜港は、これら電力会社

小名浜港の航空写真



Wave & Beach　33

が扱う石炭等のエネルギー供給港湾としての機能を
担っています。平成23年5月に国際バルク戦略港湾
（石炭）に選定された小名浜港においては、東港地
区国際物流ターミナルでの大水深岸壁等の整備によ
り、大型船舶による一括大量輸送を可能とし、東日
本地域に電力供給を行う火力発電所等への燃料供
給拠点としての機能向上を図っています。大水深岸
壁等の整備により、12万トン積みの大型石炭運搬船

5号ふ頭の岸壁の復旧状況

小名浜港国際バルクターミナル供用式 

による石炭の大量輸送のファーストポートとしての運
用が可能となり、東日本地域に電力供給を行う火力
発電所等への燃料供給拠点として期待されていま
す。

また、平成29年4月には、小名浜港周辺において最
新鋭の石炭ガス化複合発電（IGCC）設備が建設着
工されるなど、投資・雇用の増加も見込まれ、地域経
済の復興に寄与することが期待されています。

令和2年10月には、新たな石炭ガス化複合発電設
備の本格運転に対応する各種施設の整備が慨成
し、大型船の入港に伴い、小名浜港国際バルクターミ
ナルの供用が開始されました。

小名浜港のバルクターミナルの概要

7号ふ頭の岸壁の復旧状況
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■ ■ ■  日立港区 ■ ■ ■  

●港区の概要
　茨城港日立港区は整備前まで、隣接する久慈漁港
の副港としての役割を持つ漁港でした。一方、背後地
は、大規模な工場地帯、原子力関係産業地域を抱え
ており、全国屈指の工業地でしたが、昭和30年代の
高度成長期生産規模の拡大、搬出物品の大型化とと
もに近隣に港湾施設が不足していることから、港湾
整備の要請の高まりを受けて、昭和32年に整備が開
始されました。太平洋からの波浪や、久慈川河口の
流下土砂対策等、多くの課題を克服しつつ施設の整
備が行われ、港勢は急速に進展し、昭和42年6月に
は重要港湾の指定を受けました。
　現在、常磐自動車道の関東の玄関口という地の利
を生かし、首都圏へのバラ貨物輸送拠点、完成自動
車の輸出入基地として発展しています。

●被害の概要
日立港区では、震災により、ふ頭用地の液状化に

伴う陥没や段差の発生、岸壁の損壊等の被害を受け
ました。さらには、先端部の護岸が流出し、岸壁の一
部が利用不可となりました。

平時に主として自動車専用船が着岸している第５ふ
頭地区においては、津波により岸壁背後に置いていた
自動車が漂流して散乱し、一部は岸壁前面の海中に

茨 城 港

水没してしまいました。さらには、高さ4.2mの津波の
襲来により、港内ふ頭の全てが浸水し、荷役設備や上
屋などがほぼ使用不可能になったほか、日立市街地で
も市域の約2%に相当する範囲が浸水しました。

●復旧・復興への取組
比較的被害の少なかった第2ふ頭及び第5ふ頭に

ついては、岸壁前面の泊地や航路の深浅測量を実施
し、喫水制限を設けた上で、地震発生から9日後の3
月20日から暫定的な供用を開始しました。第4ふ頭に
ついては、北海道定期RORO航路が5月25日から再
開され、第5ふ頭については、5月末から完成自動車
の輸入が再開されたほか、7月25日からは北米向け輸
出も再開され、完成自動車の物流拠点としての機能
を回復しました。また、岸壁の復旧についても平成26
年3月までにすべて完了しました。

茨城港日立港区の航空写真

岸壁先端部の流出（第4ふ頭D岸壁先端）

被災したふ頭の先端部分
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■ ■ ■  常陸那珂港区 ■ ■ ■  

●港区の概要
　現在の常陸那珂港区のエリアは太平洋戦争中、日
本陸軍の飛行場として整備され、戦後は米軍に接収
され対地射爆撃場として使用されていました。昭和
48年3月返還され、第3次全国総合開発計画等におい
て跡地の総合的利用が検討され、物流拠点として整
備する方向が位置づけられました。昭和58年3月、重
要港湾に指定され、平成元年より整備が開始されま
した。また、昭和63年には、高まる首都圏のエネル
ギー需要を満たすため、石炭火力発電所の立地が確
定し、平成15年12月からは本格稼働が開始していま
す。
　現在も大規模な整備が続行中ですが、既に内貿3
航路、外貿13航路が運行され（令和2年12月現在）、
近隣には建設機器メーカーの工場が立地し、コンテ
ナ、国際RORO航路、エネルギーの供給拠点として発
展しています。

 
●被害の概要
　常陸那珂港区では、北ふ頭を中心に全体的に岸壁
の損傷が激しく、特に岸壁背後地が液状化により最
大約1.7m沈下したほか、ガントリークレーンは基礎部
分の傾斜などにより使用不可能な状態となりました。
また、臨港道路についても陥没・隆起が見られ、一時
通行不能な状態が続きました。

茨城港常陸那珂港区の航空写真

 ●復旧・復興への取組
　比較的被害の軽微であった中央ふ頭A岸壁につい
ては、地震発生後から4日後の3月15日には緊急物資
の輸送を最優先に利用を開始しました。また、北ふ
頭C岸壁等については、岸壁前面の泊地及び岸壁ま
での航路の深浅測量等を実施したのち3月22日から
順次供用を開始しました。4月25日には建設機械メー
カーにより、震災後初となるダンプトラックの出荷が
再開されました。
　さらに、ガントリークレーンの代替にトラッククレー
ンを使用し、7月29日からは京浜港間のフィーダー航
路が、また9月23日からは北米定期コンテナ航路がと
もに再開されました。岸壁の復旧については、平成26
年3月までに北ふ頭、中央ふ頭、南ふ頭のすべて岸壁
が復旧しています。

ガントリークレーンのレールのずれ（北ふ頭C岸壁）

エプロン段差（北ふ頭）
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■ ■ ■  大洗港区 ■ ■ ■  

●港区の概要
　大洗港区は、茨城県臨海部のほぼ中央に位置し、
水戸市からも約10kmと近距離であることから、古く
から漁港、行楽地として知られていました。しかし、
那珂川の河口部に位置するため、漂砂量が多く、中
～大型船舶の停泊できる水深を備えた港湾の維持
が難しく、小型漁船で出漁せざるを得ない地元住民
にとって、大規模な港湾を建設することは悲願でし
た。昭和33年、地方港湾の指定を受け、昭和36年港
5カ年計画で待望の港湾建設が開始されました。さら
に、北関東の開発および物流拠点、特にフェリー基地
の候補地として注目され、昭和54年5月に重要港湾の
指定を受けるとともに、長距離カーフェリーの寄港を
前提とした沖防波堤、水深8.0m岸壁の整備に着手
し、昭和60年3月から大洗～苫小牧・室蘭が就航しま
した。現在、港湾周辺に商業施設が数多くオープン
し、首都圏の新しいマリンリゾートとして賑わっており
ます。

 ●被害の概要
　大洗港区では、フェリーターミナルがある第3ふ頭
の背後に陥没や隆起が発生しました。また、津波の
影響により、苫小牧定期フェリー航路のターミナルビ
ル等も一階部分が浸水被害を受け、電源や機械設備
がほぼ全面的に使用不可能となりました。

茨城港大洗港区の航空写真

●復旧・復興への取組
　比較的損傷が少なかった第4ふ頭については、応
急復旧を行い、喫水制限を設けたうえで、緊急物資
輸送対応のための岸壁として3月24日に暫定供用を開
始しました。また、第3ふ頭についても、応急復旧工
事を行い、喫水制限を設けた上で、6月6日より苫小牧
定期フェリー航路の運航が再開しました。

 ●今後の取組
　茨城港は北関東地域の玄関口として経済・交流活
動を支える重要な港湾です。北関東自動車道の開通
も相まって海上輸送の需要が増大しており、北関東
地域に立地する自動車メーカーの完成自動車の増産
に対応し、円滑な物流を確保するため、現在、新たな
国際物流ターミナル（水深12m）を常陸那珂港区に
整備しています。また、新たな国際海上コンテナター
ミナル等も整備しており、コンテナ貨物量等の増加に
対応し、円滑な物流を確保していきます。
 

津波による施設等の損傷

津波による渦
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●港の概要
　現在の鹿島港の位置する、鹿嶋市・神栖市の沿岸
部は、かつては「鹿島砂丘」といわれる厳しい自然条件
の下、細 と々農業・漁業が行われている地域でした。
　昭和30年代に入り、高度経済成長期を迎えると、
全国的に港湾取扱貨物量の激増、入港船舶数の増
加、船舶の大型化に伴う港湾の混雑や船舶出入りの
渋滞が始まりました。
　そこで、東京湾内の諸港に代わり得る港湾建設可
能地を求めていた国と、鹿島地区の開発を推進する茨
城県において方針が合致したことから、昭和36年9月
「鹿島臨海工業地帯造成計画」（茨城県）が策定さ
れ、昭和38年4月に重要港湾の指定を経て、港湾計画
が正式決定、昭和40年11月整備が開始されました。
　この整備事業は10万トン級の大型船舶が入港でき
る掘込式港湾を中核に、2000ヘクタールの工業地
帯、330ヘクタールの商業地帯、4000ヘクタールの住
居地帯を造成することを目標とした一大国家プロ
ジェクトでした。

鹿 島 港

　現在、鹿島臨海工業地帯は、石油化学、鉄鋼、飼
料、木材など約170の企業が立地する日本最大級の
コンビナートに発展し、平成23年5月には国際バルク
戦略港湾（穀物）に選定されました。

●被害の概要
　鹿島港では、北公共ふ頭のガントリークレーンが損
傷したほか、岸壁エプロンの一部に段差が生じまし
た。また、南公共ふ頭については、A岸壁（水深10m）
でエプロンの陥没、C 岸壁（水深7.5m）法線のはらみ
出しや液状化によるふ頭用地の陥没や岸壁エプロン
の段差が生じました。民間企業の専用岸壁において
も、荷役機械等の被害が多く発生し、鉄鉱石や石油
化学工業等の産業業界は重大な影響を受けました。
さらには、高さ5.7mの津波の来襲により、港内埠頭の
すべてが浸水し、荷役設備や上屋などがほぼすべて
使用不可能になったほか、神栖市や鹿嶋市についても
市域の約2%に相当する範囲が浸水しました。

鹿島港の航空写真
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 ●復旧・復興への取組
　比較的損傷が小さかった北公共ふ頭C岸壁につい
ては、地震発生後から１週間後の3月18日に喫水制限
を設けたうえで、鹿島港で最も早く暫定供用を開始し
ました。同月22日に南公共ふ頭DEFG岸壁が喫水制
限を設けながらではあるが供用を開始すると、翌23
日にはG岸壁において、震災後初めての出荷が再開さ
れました。7月8日からは、ガントリークレーンの代替に
トラックレーンを使用し、京浜港間のフィーダー航路
が再開しました。平成26年1月にはすべての港湾施設
について本復旧が完了しました。

 ●今後の取組
　鹿島港では、今後の貨物船の大型化等に対応し、
円滑な物流を確保するため、新たな国際物流ターミ
ナルとして、大型化する洋上風力発電設備の効率的
な輸送・建設を可能とし、洋上風力発電の導入促進
を図るため、風力発電建設の基地港として、岸壁の
整備、地耐力強化等の港湾施設の整備を行う予定で
す。岸壁を整備することで、大型船を用いた海上輸送
が可能となり、海上輸送コストが削減されます。地耐
力強化によりプレアッセンブリ（仮組立て）が可能と
なることでSEP船への組立状態での積込が可能とな
り、基地港湾～海上建設サイトの運航サイクル数が
減少することで海上輸送コストの削減、洋上風車設
置箇所での作業の効率化が図られます。

北公共埠頭D岸壁におけるエプロン端部の段差

南公共埠頭A岸壁におけるエプロンの陥没

事業概要

障害物除去の様子
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海岸管理者　根室市
代表者　根室市長　石垣 雅敏

〈受賞者〉

防潮堤整備等による高潮対策
　平成26年12月17日、北海道根室市では、急速に発達した低
気圧の通過に伴う高潮により市街地北側が広範囲に浸水し、
商店街、住宅地等に甚大な被害が生じました。また、その翌年
10月にも高潮が発生し浸水被害が生じるなど、度重なる被害
に対して、地域住民から、早急かつ抜本的な対策が求められ
ていました。
　そのため根室市では、平成27年10月20日に釧路開発建設
部と連携した「根室港高潮対策検討チーム」を発足し、技術
面に関する専門的な知見を踏まえた防潮堤に係る対策を検討
し、根室港弥生町地区において防潮堤整備を進めることとし
ました。
　当初、本防潮堤施設は、予算等の関係から完成までに6年
もの歳月を要する見込みでしたが、「社会資本整備総合交付
金」に加え、「災害対策等緊急事業推進費」や、「ふるさと応
援寄附金」を活用し、工期を約5年短縮して実質1年間という

大幅な工期短縮を実現し、平成29年10月に供用開始となりま
した。
　当初、防潮堤の供用開始は平成29年11月の予定でしたが、
10月に台風21号が接近し、警報が発令されたことを受け、急
遽、防潮堤を稼働した結果、堤内地への浸水被害を未然に防
ぐことができ、その効果が早々に発現・実証され、市民の方々
やマスコミからも「海水の盾になった」、「高潮対策、劇的に
前進」などと評価されました。
　防潮堤は、その後の高潮発生においても浸水を防ぎ、市民
生活の安全・安心の基盤づくりに著しく寄与しています。

（推薦者　北海道開発局港湾空港部港湾計画課）

東北地区港湾整備促進協議会
代表者　会長　亀山　絋（石巻市長）

〈受賞者〉

東日本大震災からの復旧・復興
　東北地区港湾整備促進協議会は、活力ある経済と豊かな
暮らしを目指し、共同して各港湾の整備・振興を促進すること
を目的とした、東北各県に所在する港湾管理者、港湾関係所
在市町村及び各港湾関係団体からなる協議会です。
　平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地方の
港湾所在市町村で多数の死傷者や家屋の倒壊、浸水などが
生じると共に、港湾を含む公共施設にも大きな損壊を与える
など未曾有の大災害となりました。
　港湾施設及び港湾海岸保全施設については、青森県八戸
港から福島県小名浜港に至る太平洋側の港湾全てが被災し、
防波堤や岸壁等に大きな被害が生じました。特に津波による
防波堤の被害が甚大であり八戸港、釜石港、大船渡港、相馬
港では第一線防波堤が倒壊し津波防護や港を静穏に保つ機
能が失われました。
　その様な中、当協議会会員はそれぞれ、港湾施設の復旧・

復興計画の策定に参画され臨海部産業の企業活動の再開を
後押しすることによって、港湾所在市町村における生業の場
の確保や賑わいの創出に貢献されました。
　その結果、東北の港湾、港湾海岸の災害復旧状況は災害復
旧対象施設1,224施設（港湾1,171施設、港湾海岸53施設）の
うち、令和２年度末までに1,192施設［97.4％］（港湾1,144施設
［97.7％］、港湾海岸48施設［90.6％］）が復旧を完了する見
込みとなりました。また、復興事業の進捗によって新たな企業
立地も進んでおり、東北管内港湾の総取扱貨物量は、平成25
年に過去最高を記録し、その後も震災前より高い水準で推移
しています。　　 （推薦者　東北地方整備局港湾空港部）

現場写真

東北管内災害復旧状況（港湾・港湾海岸）
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特定非営利活動法人

日本ビーチ文化振興協会
代表者　代表理事　遊佐 雅美

〈受賞者〉

ビーチ・マリンスポーツの普及、海辺利用の創出
　特定非営利活動法人日本ビーチ文化振興協会は、日本にお
けるビーチ資源の最大活用により「１年を通じて人々が健康で
安全に楽しめる海辺利用の創出」を図ることを目的として
2002年に創立されました。
　以来、今日までの18年間、水辺や海岸における、海辺との
ふれあい「はだしの文化」推進、ビーチスポーツ、レクリエー
ションの普及推進、海辺環境美化、保全活動等々、海辺を利
用する方々の健康と安全に資するための普及・啓蒙の取組を
継続して実施されてきました。
　その一例として、「ビーチライフふれあいフェスティバルin阿
字ヶ浦」（ひたちなか市）は、地元自治体をはじめとする関係
団体に民間企業も含めた官民連携の形により、幅広くビーチ
文化の普及促進活動を行うイベントとして、多くの参加者から
毎年好評を博しており、参加者に、より安全で健康的に海辺、
海岸を利用して頂くことへの理解を深める重要な取組となっ

ています。
　今後とも同協会が、全国津々浦々の海岸、砂浜、ビーチを大
切に想う地元の方 と々地方自治体や民間団体等とのパイプ役
を担いつつ、このような取組を継続的に実施することにより、
海辺利用の創出と海辺利用者のさらなる海岸防災意識の高
揚に資することが期待されています。
　創立　2002年10月5日　日本ビーチ文化振興協会
　設立　2004年8月13日　特定非営利活動法人 
　　　　　　　　　　　　日本ビーチ文化振興協会

（推薦者　関東地方整備局港湾空港部）

草島校下環境美化推進協議会
代表者　会長　佐々木 保正

〈受賞者〉

地域美化活動から美しい草島海岸を
　草島校下環境美化推進協議会は、当地区の環境美化活動
を推進し、健康で明るい生活環境を実現するため、地域の清
掃活動、海岸をきれいにする運動、地域の美化パトロール等
の事業を実施しています。
　富山市北部に位置する草島地区は、北は「世界で最も美し
い湾クラブ」に加盟する富山湾に面し、東は一級河川の神通
川を挟んで伏木富山港（富山地区）に隣接し、西から南には
富山平野の稲作地帯が広がっています。また、一般国道８号・
同415号、主要地方道富山魚津線（草島西線）等の主要道路
が通る交通の要衝でもあり、環境美化をはじめとした地域自
治活動を活発に行っている地区です。
　ここで、当会で実施している草島海岸の美化活動について
ご紹介します。
　地区の中で神通川左岸の河口に位置する草島海岸は、神通
川上流から流れてきたと推測される空き缶・びん、ペットボト

ル、プラスチック容器等の生活ごみ、流木等の漂着物が多数
打ち上げられています。
　このことから、平成10年より富山市が実施する「海岸をきれ
いにする日」（毎年７月の第一日曜日）や、「美化推進デー」
（毎年3月の最終日曜日）に合わせて、当初より地域住民が海
岸美化の清掃活動に積極的に参加し、海岸美化意識の高揚
を図る事業を継続して実施しています。
　今回の受賞を機に、地域住民の更なる美化意識の醸成に
努め、草島海岸をはじめとした草島地区が美しく住みやすい
環境であり続けるよう美化活動を継続してまいります。

　　 （推薦者　富山市建設部建設政策課）

ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦

清掃活動の様子

港湾海岸防災協議会設立60周年記念

　港湾海岸防災関係功労者表彰の受賞者とその功績
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水谷 法美 氏
名古屋大学大学院工学研究科 教授
名古屋大学工学部長・研究科長

〈受賞者〉

津松阪港の海岸整備に貢献
　水谷法美氏は津松阪港海岸の整備計画策定のための検討
委員会の委員長を務めて頂くなど、津松阪港の海岸整備への
貢献が評価され、港湾海岸防災関係功労者表彰を受賞され
ました。
　津松阪港海岸は、護岸の老朽化が進行し、大規模地震発
生時には地盤の液状化が危惧されているため、国の直轄事業
として海岸堤防の改良を行っています。海岸整備に際しては
防護機能の確保のみならず、景観や海岸の利活用に配慮する
必要があります。
　このため、津市栗真町屋海岸、阿漕浦・御殿場海岸は平成
23、24年度に、栗真海岸は平成30年度に地域住民の代表者に
よる海岸保全施設の利活用や維持管理、基本断面案に対する
地域のニーズの意見集約をワークショップにて行い、学識経験
者・地域代表者・行政関係者等で構成する検討委員会を開催
して基本断面（案）及び整備の方向性に対し、技術的、専門的

青木 伸一 氏
大阪大学大学院工学研究科 教授　

〈受賞者〉

平成30年台風第21号災害を踏まえた対策の検討・実施
　平成30年9月、台風第21号により、昭和36年の第二室戸台
風での既往最高潮位を超える潮位が発生しました。これに伴
い、各港湾において浸水被害が発生し、水域へのコンテナ流
出、電力の喪失及び荷役機械の倒壊等により、最長10日間程
度、港湾機能が制限される事態が発生しました。
　このため、同月、近畿地方整備局、管内港湾管理者及び港
湾関係者において「大阪湾港湾等における高潮対策検討委員
会」を設置し、高潮・津波などの自然災害に対する防災・減災
の研究をされている大阪大学の青木教授に委員長としてご就
任いただきました。委員会では、シミュレーションを通じた被
災メカニズムの解明等を行い、今後とるべき対策を、整備局、
港湾管理者及び港湾関係者といった主体ごとに、自助・共
助・公助の分類で整理しました。
　また、翌令和元年度には、関係者が連携して対策を実行に
移していくための、「高潮対策推進委員会」を設置し、再度青
木教授に委員長を務めていただき、各主体におけるハード・ソ

フト対策実施状況のフォローアップを行いました。特に、令和
元年の台風では、前年度の検討で提唱され、各主体が作成し
た「フェーズ別高潮・暴風対応計画」に基づき、襲来前から通
過後までの事前対策・応急対策を実践し、その知見・教訓を
委員会で共有しました。
　青木教授には、委員長として、専門的な知識に基づく適切
な助言等をいただくのみならず、2カ年にわたる委員会を通じ
て、関係者が連携して継続的に防災力を向上させる体制の構
築にも寄与いただきました。さらに、今年5月29日に国土交通
省港湾局が公表した近年の台風被害等をふまえた防災・減災
対策についての委員会に参画しご指導いただくなど、我が国
港湾の防災対策の推進に尽力頂きました。この場を借りて感
謝申し上げます。
（推薦者　近畿地方整備局港湾空港部、近畿港湾協議会）

阿漕浦御殿場工区現場写真

な意見や助言を頂き海岸整備計画をとりまとめました。
　水谷法美氏は海岸工学の学識経験者として検討委員会に参
画頂き、阿漕浦・御殿場海岸及び栗真海岸の検討委員会では
委員長として、新たな海岸空間の創出と海岸機能の強化の取り
組みを踏まえた整備計画の策定等にご尽力いただきました。阿
漕浦・御殿場海岸のうち令和3年「三重とこわか国体」のビーチ
バレー、セーリング会場として予定されている箇所については令
和2年7月に完成し、地元の方から好評を得ております。
　また、平成30年度に開催した「津の海岸を考えるシンポジウ
ム」では、「伊勢湾の沿岸防災・減災」についてご講演頂くな
ど、海岸の利用と防災についての啓蒙活動にも積極的に対応
していただいています。

（推薦者　中部地方整備局四日市港湾事務所）

平成30年9月台風第21号の被害状況
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吉田 隆行 氏
坂町長　

〈受賞者〉

西日本最大級の人工海浜を活用した賑わい創成
　ベイサイドビーチ坂は、広島港の東端に位置し市街地海岸
にあって唯一残った自然海岸です。国土保全とともに都市近
郊型の海洋性レクリーエーションの場として、海岸環境整備事
業として2期に分け人工海浜の造成を行い、全体延長1,200m
の西日本最大級である人工海浜として、平成20年7月にオープ
ンしました。
　ベイサイドビーチ坂は、夏の海水浴シーズンは大勢の海水
浴客で賑わうのですが、反面、シーズンオフは施設の利用が
低迷していました。
　海浜の利用促進を推進するには、１年を通して魅力ある取
り組みを実施していく必要があり、継続的に実施可能な組織
づくりが必要でした。
　坂町は、地域活性化の核として、平成24年8月26日には、み
なとオアシスベイサイドビーチ坂を設立し、約2200人規模の
ビーチスポーツを集結したスポーツフェスタ等、年間通して、

海浜の魅力を発信していきました。
　平成30年7月豪雨では、坂町においても甚大な被害が発生
し、陸路が絶たれる事態に陥りましたが、ベイサイドビーチ坂
は、その間も駐車場を隣接する国道31号の迂回路として使用
され災害からの復旧、復興に大いに役立ったところです。
　被災から約２年が経過した令和元年6月1日にはベイサイド
ビーチ坂復興シンポジウムを皮切りに、11月にはベイサイド
ビーチ坂スポーツフェスタ2019を開催することができました。
今では、みなとオアシスベイサイドビーチ坂の事業を再び軌道
に乗せることができ、海浜は、災害前の賑わいを取り戻しつつ
あります。　　　  （推薦者　中国地方整備局港湾空港部）

眞野 勝弘 氏
前 廿日市市長

〈受賞者〉

港湾海岸防災事業の整備促進
　日本三景・世界文化遺産の宮島の玄関口である厳島港（宮
島口）におきましては、著しい老朽化と天端高が不足した護岸
による脆弱な高潮機能や、近年の観光客の増加に伴う待合ス
ペースの狭隘など、背後地域の安全・安心、宮島の玄関口とし
てふさわしい機能の確保が喫緊の課題でした。
　そのため、眞野氏は廿日市市長として、「宮島を中心とし
て、多くの人が訪れるまち」を政策目標のひとつに掲げ、平成
20年に宮島口みなとづくり推進協議会を設立し、その会長と
して宮島口周辺の環境整備や機能向上を図るための基本構
想をとりまとめました。事業化に当たり、一般海域から港湾区
域への編入に尽力されるとともに、関係機関との調整等に中
心的役割を果たされ、平成25年に埋立着工、その後、「宮島
口まちづくり国際コンペ」を実施するなどし、令和2年度の旅
客ターミナル及び大桟橋の供用に向けて、廿日市市の「宮島口
地区まちづくりグランドデザイン」の実現に大いに力を注がれ

ました。
　また、広島港廿日市地区では老朽化した堤防の改良工事に合
わせた遊歩道整備，厳島港において海浜の覆砂等による環境
改善，県内初となる広島港ＢＣＰの策定など，地域の発展や港湾
海岸防災への住民意識向上に多大なる貢献をされました。
　加えて、在職中は広島県地方港湾整備促進期成同盟会会長
としても、港湾海岸防災事業の推進と各港湾のネットワークの
充実等による利活用を積極的に推進し、廿日市市のみなら
ず、広島県の地方港湾における港湾海岸の整備促進を中心に
地方の活力づくりに多大な功績を残されました。

　　 （推薦者　広島県）

みなとオアシスベイサイドビーチ坂　スポーツフェスタ2019（バレー）の様子

宮島港全景

港湾海岸防災協議会設立60周年記念

　港湾海岸防災関係功労者表彰の受賞者とその功績
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和田 義光 氏
須崎・町漁業協同組合　
代表理事組合長

〈受賞者〉

津波防波堤の早期完成に多大なる貢献
　須崎港は、リアス式海岸の形状をした天然の良港として、古
くから地域の生産、消費物資を取扱う港として重要な役割を
果たしており、現在では、主にセメント、石灰石の積出港とし
て、高知県最大の貨物量を取り扱う貿易港となっています。
　しかし、天然の良港である反面、津波の被害を受けやすく、
南海地震津波（昭和21年）、チリ地震津波（昭和35年）等、過
去幾度となく大きな津波被害を受けています。
　そのため、港湾事業と海岸事業の合併事業として、恒久津
波対策となる湾口地区防波堤1420mが計画され、平成4年か
ら国が直轄事業として工事を行い、平成26年3月に津波防波
堤全長が完成しました。
　完成した防波堤は、平成25年度から、東日本大震災の教訓
を活かし、津波に対して粘り強く持ちこたえるための補強工
事を開始しています。
　和田組合長は、平成3年5月に須崎・町漁業協同組合代表理

事組合長に就任され
て以来、国の防波堤
の整備に関し深い理
解と関心を示され、
周辺漁協の実質的な
取りまとめ役として関係者との調整に尽力されるなど、着工に
向け精力的に取り組まれました。
　また、着工後においても、常日頃から事故防止に向けた啓発
活動等を行い、円滑に施工できるよう大きく貢献いたしました。
　なお、平成10年には須崎港津波防波堤の早期完成を望み、
地元６漁協と須崎市とで須崎港津波防波堤建設促進協議会
を結成。その会長として翌年から毎年中央での要望活動を行
うなど津波防波堤の早期建設促進に尽力されるとともに、完
成後も津波防波堤の強化促進に関する要望活動の中心とし
て尽力されております。

（推薦者　四国地方整備局港湾空港部港政課）

齊藤 一孝 氏
前 奈半利町長　

〈受賞者〉

ふるさと海岸の利活用で町の交流人口を拡げる
　奈半利港は高知県の東部に位置し、高知市より東方約
60km、室戸岬の北西約23km地点にある堀込式の地方港湾
で、奈半利川河口左岸に隣接しています。この港より東寄りに
は奈半利海岸があります。
　過去、前面の砂浜の減少が進み、荒天時には堤内地民家
への越波、または波しぶきが飛散し、海岸保全上憂慮される
問題となっていたため、順次海岸堤防の整備や根固め消波工
や離岸堤が設置されました。
　また、後地の創出による海浜空間の有効利用を積極的に進
める目的で離岸堤、突堤、緩傾斜堤、養浜および飛沫防止植
裁帯などの工事が行われました。
　前奈半利町長の齊藤一孝さまにおかれては、整備された奈
半利港ふるさと海岸について、高知県と海岸に隣接する地元
企業と海岸パートナーズ協定を締結し、美化・緑化に関する
活動や清掃活動など地域環境向上を図るためパートナーシッ

プによる海辺づくりを協働で進めてこられました。
　また、奈半利港海岸では、色とりどりのサンゴがたくさん見
られます。奈半利町海浜センター海辺の自然学校で、シーカ
ヤックやバナナボート、シュノーケリング体験等を行っており、
サンゴ礁が美しいことを前面に押し出したレジャー振興を推
進しました。
　さらに、地元「みなと未来会議」が主催し町も共催する、子
供だけのトライアスロン「ちびっこトライアスロン」を、平成22
年から毎年継続して開催し、町内はもとより高知県内外から
も参加者が拡がるなど町の一大イベントに成長しました。
　以上のとおり、地元住民と協働での利活用を促進すること
で交流人口の拡大をはかるとともに環境活動等に尽力されま
した。　   （推薦者　四国地方整備局港湾空港部港政課）

須崎港津波防波堤

奈半利町ちびっこトライアスロン
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小島 治幸 氏
九州共立大学　名誉教授　

〈受賞者〉

大分県における海岸保全への取り組み
　大分県は、大型台風常襲地帯に位置し、台風の来襲時には
度々死傷者や床上・床下浸水被害を受けた事から、直轄海岸
保全施設整備事業として、別府港海岸が平成13年度から事
業に着手し、平成27年に完成しております。また、現在は、建
設から約50年経過し老朽化が進む大分港海岸において、同
様に直轄事業として護岸改良整備を行っています。
　別府港海岸は、背後が温泉で有名な観光地であることから
ＰＩ方式を採用しており、地域住民の参加するワークショップ
と小島治幸氏が委員長を務める整備検討委員会が連携し、
地元の意見を取り入れた施設整備を行いました。
　一方、大分港海岸は、小島氏を委員長とした｢大分臨海部の
地震・津波対策検討会｣の中で大分臨海工業地帯は県内のみ
ならず、我が国経済・産業を支える重要なエリアとのもと海岸
事業の必要性を取り纏め、広瀬大分県知事への提言を経て、
平成27年2月、海岸保全基本計画に位置付けられました。小

島氏におかれては、その後も地元自治体及び関係企業等との
シンポジウムのコーディネータを務める他、有識者・学識経験
者等から成る｢大分港海岸護岸整備検討委員会｣の委員長と
して、新工法｢櫛形鋼矢板工法｣の採用等、平成29年度の事業
着手後も引き続き同委員会の委員長としてご尽力いただいて
おります。
　また、下関港海岸、指宿港海岸の整備検討委員会でも委員
長又は委員を歴任される等、長年に亘り九州の海岸保全事業
に携さわれている他、地域の方 と々共に北部九州を拠点とし
た港・海岸を巡るスロージョギングに参加されるなど常日頃か
ら海岸に目を向けられております。

（推薦者　九州地方整備局港湾空港部）

浅野 敏之 氏　　
鹿児島大学地震火山地域防災センター　
特任教授（名誉教授）

指宿港海岸保全推進協議会

〈受賞者〉

ふるさと未来の海　砂浜の再現へ
　指宿港海岸は、昭和26年のルース台風により砂浜が大量に
流出した後も度重なる高波浪等により海岸侵食が進行し砂浜
のほとんどが消失しており、台風等の高波時の越波により背
後の住宅や観光・宿泊施設等への浸水被害が度々発生する
など、地元住民の日常生活にも影響が生じており抜本的な対
策が求められていました。
　このため、離岸堤、護岸、養浜により段階的に波浪低減効
果を発揮する「面的防護」による整備を平成26年度より行っ
ています。
　海岸整備においては、浅野敏之氏が委員長を務める「指宿
港海岸整備検討委員会」、「温泉地下水ワーキング」による専
門家・地域代表者等を交えた技術的検討と、指宿港海岸保全
推進協議会が主催する、地域住民等を対象とした「指宿港海
岸ワークショップ」と行政が三位一体となり取り組んでいます。
　また、世界で唯一の天然砂蒸し温泉を有する指宿港海岸の

整備にあたり試験養浜とモニタリングを行いながら技術的課
題の克服に向けた専門的な検討も踏まえ整備検討を進めて
います。
　一方、指宿港海岸保全推進協議会は、昔のような砂浜を取
り戻そうと、商工会議所や観光協会の役員、ホテルの社長・
女将、自治会長など、幅広いメンバーで平成21年に設立され、
ワークショップの主催を通じて整備案づくりへの住民参加・
意見の醸成に取り組むなど、指宿港海岸の整備・保全に繋が
る各種活動を行っています。令和2年7月には一部区間約200
ｍの一般開放が行われ、市民の期待がさらに高まっていると
ころです。　　　 （推薦者　九州地方整備局港湾空港部）

別府港海岸餅ヶ浜地区現況写真

指宿港海岸（完成イメージ、令和2年7月撮影）

港湾海岸防災協議会設立60周年記念

　港湾海岸防災関係功労者表彰の受賞者とその功績
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法改正
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民間事業者の管理する港湾施設の
適切な維持管理・改修の促進について

１．東日本大震災における
　  港湾の被害と課題

 
　

東日本大震災により、東北地方
から関東地方の太平洋沿岸部を
中心に多くの尊い人命を奪う未曾
有の被害をもたらしました。港湾
においても地震・津波により防波
堤、岸壁、荷役機械等が倒壊する
等、甚大な被害を受けました。さ
らに津波により家屋、車両、コン
テナ等が港湾内に大量に流入し、
航路を塞ぎ船舶の入出港が困難
となったため、八戸港から鹿島港
に至る太平洋沿岸の全ての港湾
の機能が一時完全に麻痺しまし
た。陸上の道路網も寸断されてい
たことから、被災地に食料や燃料
等の生活物資を届けるため、早急
に港内の障害物を取り除き、緊急
輸送船を入港させる必要がありま
した（各港に整備されていた耐震
強化岸壁の損傷は比較的軽微）。
このため、国土交通省が中心と
なって関係業界の協力を得て、全
国各地から起重機船等を被災地
に動員し、航路内の障害物の除
去作業（航路啓開）を進めまし
た。作業が進み、暫定水深で緊急
輸送船が入港可能になるまでに概
ね１週間程度、最終的に港内の航

路全体を復旧するまでには１～
２ヶ月間を要しました。また、一部
の港湾では民間事業者が管理す
る工場の護岸や桟橋が倒壊し、
大量の土砂が流出した結果、隣接
する航路における船舶の交通にも
長期に亘り支障が生じた事例もあ
りました。
　こうした直接的な被害に加え、
港湾の物流機能が長期間にわた
り麻痺したことで、原材料や部
品、燃油等のサプライチェーンが
寸断された結果、東北地方の市民
生活や産業活動に重大な支障が
生じたのみならず、間接的な影響
は全国や海外にも及びました。例
えば、仙台や鹿島の製油所が地
震・津波により被災し、燃油生産
が停止するとともに、中継基地で
ある太平洋沿岸の油槽所が被災
や航路閉塞により機能を停止した
ことから、東北全域でガソリン等
の燃油供給が不足し、被災地支
援や復旧活動、市民生活や企業
活動にも重大な支障が生じまし
た。また、八戸港等の飼料輸入桟
橋や工場が被災し、飼料の供給
が不足したこと等により、家畜が
多数餓死する等、間接的な被害は
直接の被災地以外にも及びまし
た。

２．港湾法の改正
 

　前述した東日本大震災におい
て、民間事業者が管理する航路沿
いの護岸が被災したことで土砂
が流出し、船舶の交通に支障が
生じたことを踏まえ、今後、首都直
下地震等の大規模地震が発生し
た場合に、護岸等の損壊を防ぎ、
船舶の交通を確保することで、市
民生活や産業活動への影響を最
小限にとどめることが重要となっ
ています。
　このため、平成25年の港湾法改
正（「港湾法の一部を改正する法
律（平成25年法律第31号）」）に
おいて、技術基準対象施設のう
ち、非常災害により損壊した場合
において船舶の交通に支障をを
及ぼす恐れがある施設（特定技
術基準対象施設）の維持管理状
況について、施設を管理する民間
事業者に対し、港湾管理者が報
告徴収や立入検査等をできること
としたところです（当該部分は平
成26年6月1日より施行）。
　さらに、港湾の中でも緊急物資
や燃料を輸送する船舶が航行す
る水域は、災害時において特にそ
の機能を維持する必要性が高い
ことから、特定技術基準対象施設
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のうち、当該水域沿いの民間施設
の早期改良を促すため、平成26年
度改正港湾法において、無利子貸
付による支援措置を規定すること
としたものです。
　特定技術基準対象施設のう
ち、非常災害により損壊した場合
において、大量の土砂等を、非常
災害時に特に船舶の交通を確保
する必要のある水域施設に流入
させることにより、長期間にわたり
船舶の交通に特に著しい支障を
及ぼすおそれのある港湾施設（特
別特定技術基準対象施設）の改
良について、無利子貸付制度を創
設しました（当該部分は平成26年
7月1日より施行）。
　ここで、「非常災害時に特に船
舶の交通を確保する必要のある
水域施設」、「特別特定技術基準
対象施設」は、国土交通省令にお
いて、前者は、「緊急物資や燃料
の輸送を確保する観点から、大規
模地震対策施設として位置づけら
れた耐震強化岸壁及び石油製品
の入出荷施設に至る航路及び泊
地」、後者は、「護岸、岸壁及び物
揚場」を対象としているところで
す。即ち、上記の水域施設沿いに

存する護岸、岸壁及び物揚場が、
今般の無利子貸付制度の支援対
象となります。（図１）
　その他、無利子貸付による資金
の貸付スキームや手続き等につい
ては、基本的に法第五十五条の七
に基づく規定を準用することとし
ており、各種申請手続きが必要と
なるほか、港湾計画の変更も必要
になるため、貸付けにあたっては
関係者間の調整が必要となります。

３．関連制度
 

　民間事業者が管理する護岸等
の改修促進のための施策として、
上述の監督規制及び無利子貸付
制度の他に固定資産税及び法人
税の税制特例措置の支援制度を
創設しています。
固定資産税の特例措置について
は上述の無利子貸付制度を活用
して改修を行った施設について、5
年間の固定資産税の特例措置を
講じています。本制度は平成27年
度に創設され、その後平成30年度
に緊急確保航路に接続する港湾
内の民有護岸等について、課税標

準の特例率を拡充、本年度の税
制改正においてもその延長が認
められたところです。
　また、法人税については護岸、
岸壁、桟橋を対象としており、港
湾法第五十六条の五第三項の規
定による報告を行った施設が期日
までに耐震改修を行った場合、5
年間の法人税の特例措置を講じ
ています。本制度は、平成26年に
創設され平成30年度税制改正に
おいて、固定資産税と同様に拡充
が認められております。令和2年3
月31日までに各港湾管理者によ
り、対象となる民間事業者が管理
している護岸等に対して報告徴収
が行われており、そのうち3施設は
改修が完了しております。

４．おわりに
 

　
今後とも、これらの制度が適切

に運用され、大規模地震が発生し
た場合に、護岸等の損壊を防ぎ、
船舶の交通を確保することで、市
民生活や産業活動への影響を最
小限にとどめらるよう、耐震改修
の促進を図って参ります。

図１　対象施設のイメージ（図中の赤色の施設）
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緊急確保航路の指定について

1. 緊急確保航路の指定
  （平成25年12月）  
　

東日本大震災において、津波に
より港内外に大量の貨物が流出
し、航路を塞いだことで、緊急物
資輸送船をはじめとする船舶の航
行が困難な状況となってしまいま
した（図１）。
　この教訓を踏まえ、平成25年度
に港湾法を改正し、港湾に至る船
舶の交通を確保するため、一般水
域のうち災害が発生した際に障害
物により船舶の交通が困難となる
恐れのある水域について、緊急確
保航路として指定し、災害時には
国が自ら航路啓開作業を実施で
きるようになりました。

　その後、緊急性、重要性を考慮
して、まずは東京湾、大阪湾、伊
勢湾の三大湾において優先的に
取り組んでいくこととし、平成25

年12月に港湾法施行令を改正し、
三大湾の緊急確保航路を指定し
ました（図２）。

2. 瀬戸内海に係る緊急確保
航路の追加指定

   （平成28年６月）

　瀬戸内海は西日本の基幹的な
海上物流網を担うとともに石油コ
ンビナートが多数立地しています
が、南海トラフ地震の発生時には
津波による大量の漂流物により、
海上からの緊急物資や燃料等の
輸送等に支障を来す恐れがありま
す。
　内閣府が公表した南海トラフ巨
大地震の被害想定を踏まえ、政府

07-02

図２　H25年策定時の緊急確保航路

図１　東日本大震災時の航路啓開の様子
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としては「南海トラフ地震防災対
策推進基本計画」（平成26年３月
28日中央防災会議決定）を策定す
るとともに、同基本計画において
作成することとされた「南海トラフ
地震における具体的な応急対策
活動に関する計画（以下、南海トラ
フ具体計画）」（中央防災会議幹
事会決定）を平成27年３月に策定
しました。南海トラフ具体計画に
おいて、瀬戸内海等の港湾が、災
害時の人員、資機材等の輸送に活
用することを想定する海上輸送拠
点として指定され、当該海域の重
要性が高まりました。
　以上のような理由から、平成28
年６月に港湾法施行令を改正し、
瀬戸内海において緊急確保航路
の区域を指定しました（図３）。

3. 橘港及び東予港に接続す
る海域の追加指定

     （令和２年度）

　南海トラフ具体計画において、

海上輸送拠点として活用する港湾
は、発災時にも有効に機能するよ
う、当該地点において考えられる
最大級の強さをもつ地震動によっ
ても機能を損なわない岸壁を有す
ることや、その港湾が内陸部の広
域物資輸送拠点の中継地となり
得ること等が条件として定められ
ています（詳しくは南海トラフ具体
計画第７章２参照）。
　橘港の背後において、平成２７
年７月に南部健康運動公園屋内
多目的練習場がオープンし、当該
施設が具体計画に広域物資輸送
拠点として位   置づけられまし
た。また、東予港において、平成
30年８月に耐震強化岸壁が供用
開始されました。これらの理由か
ら、両港が南海トラフ具体計画の
海上輸送拠点に係る選定基準を
満たしたことから、令和元年５月、
南海トラフ具体計画が改定され、
瀬戸内海に位置する橘港、及び東
予港が新たに海上輸送拠点に位
置づけられました。

　そのため、港湾法施行令第17条
の10及び別表第５に規定する瀬戸
内海に係る緊急確保航路の区域
に、橘港及び東予港に接続する海
域を追加することとし、令和２年７
月31日に閣議決定、同８月12日に
施行されました（図３）。

４．おわりに
 

　
国土交通省港湾局では、南海ト

ラフ地震等による大規模災害の
発生リスクが高まるなか、緊急確
保航路の指定をはじめ、緊急物
資等の輸送確保にむけた港湾に
おける民有護岸等の耐震改修促
進など、様々な施策に取り組んで
おります。
　引き続き、我が国の港湾におい
て、インフラ整備による「公助」に
加え、「自助」、「共助」を含めた
ハード・ソフト一体となった防災・
減災の取り組みを進めて参りたい
と思います。

図３　瀬戸内海に係る緊急確保航路
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非常災害時における国による
港湾施設の管理について
～港湾法第55条の3の3～

港湾法改正
（港湾法第55条の3の3）

 

　
平成30年7月豪雨では、呉市の

要請に基づき呉港において、令和
2年7月豪雨では、熊本県の要請に
基づき八代港において、港湾法第

55条の3の3の規定を適用し、国が
港湾施設の一部管理を実施しまし
た。本節では、適用した本制度の
創設経緯について、説明します。

図－１　熊本地震で被災地支援を行った国土交通省所属船舶

写真－１　熊本地震で被災地支援を行った海上保安庁や海上自衛隊の船舶
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　本制度が創設されたのは、平成
28年4月14日に発生した熊本地震
が契機となっております。熊本地
震は、内陸部を震源とする地震で
あったため、港湾施設はクラック
の発生等の軽微な被害は多数あ
るものの、岸壁倒壊・落橋等の顕
著な被害はありませんでした。一
方で、被災地では飲料水や食料な
どが不足しており、港湾を拠点と
した支援が実施されました。
　具体的には、熊本港や大分港
などから、海上自衛隊や海上保安

庁の船舶により、飲料水や非常食
などの緊急物資輸送が実施されま
した。（写真－１）
　国土交通省港湾局においても、
全国各地の港湾に配備している船
舶（大型浚渫兼油回収船、海面清
掃兼油回収船、港湾業務艇）によ
り、飲料水や食料などの支援物資
を博多港、別府港、大分港へ輸送
しました。（図－１）
　さらに、緊急物資輸送に加え
て、防衛省や国土交通省港湾局
が所有する船舶により入浴支援や

洗濯支援なども実施しました。
　これらの船舶による支援の実
施に当たっては、通常時に係留施
設の利用を予定していた船舶との
係留施設の利用調整が必要となり
ます。具体的には、通常の貨物船
に加え自衛隊、海保等の支援船
舶が集中するため、港湾が過度に
混雑することとなり、港湾利用者
との調整等が必要となります。そ
こで、国土交通省港湾局が中心と
なり、支援側の情報、受入側の情
報を集約し、係留施設のバース

図－２　係留施設の利用調整例



54

づいて国が港湾施設の利用調整
等の管理業務を実施できる制度
を創設しました（平成29年7月8日
施行）。（図－３）
　この制度により、国は、非常災
害時において、港湾管理者から
の要請に基づき、港湾施設の全
部又は一部の管理を実施できる
ようになりました。具体的には、
非常災害時に、自衛隊や海上保
安庁等の政府機関や民間企業と
の岸壁の利用に関する調整、岸

図－３　制度の概要

図－４　呉港で実施された管理の概要

ウィンドウの調整を実施しました。
　具体的には、係留施設において
支援船が利用可能な岸壁を抽出
（点検・利用可否判断、応急措
置）し、支援船の利用要請（船
型・隻数・投入時期等）及び一般
貨物船の要請（船型・時期等）を
勘案の上、係留施設のバースウィン
ドウの利用調整を実施しました。
（図－２）
　このような経験を踏まえ、中央
防災会（熊本地震を踏まえた応急

対策・生活支援検討ＷＧ）第5回
（平成28年11月14日開催）におい
て、熊本県知事より、「大規模災
害時に海上からの輸送等の支援
を円滑に進めるため、港湾管理者
の要請により、国が港湾の利用調
整等の管理業務を実施できる仕
組みの構築」の提案がありまし
た。
　以上のような経緯から、平成29
年に港湾法を改正し、非常災害時
に、港湾管理者からの要請に基
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壁の点検・利用可否判断、臨港道
路の段差解消等の応急復旧等の
業務を実施することが想定されて
います。

呉港における
港湾施設の一部管理

 

　平成30年7月豪雨では、河川に
大量の雨水が集中し、海まで押し
流された流木などにより、呉港内
には大量の漂流物が生じていまし
た。これら大量の漂流物は、支援
船舶の航行の安全を脅かすことに
なり、流木や土砂が航路や泊地に
堆積すると今後、呉港に係留する
船舶に支障が生じ続けることにな
るため、漂流物や堆積物の撤去が
急務となりました。
　この課題に対応するため、呉市
は、国土交通大臣に対して、国に
よる港湾施設の一部管理を要請
しました。具体的には、①航路・
泊地の沈殿物（漂流物）の除去、

県は、国土交通大臣に対して、国
による港湾施設の一部管理を要
請しました。具体的には、①泊地
の沈殿物（漂流物）の除去、②港
湾施設の点検・利用可否判断であ
り、これに対して国土交通省は、
課題解決の必要性に鑑み、7月10
日より熊本県の要請に基づいた管
理を実施しました。管理した施設
の位置等は図－５に示します。

おわりに
 

　呉港や八代港では、災害協力団
体と連携し、港湾機能の早期回復
を図ることができました。
　一方、港湾管理者との円滑な情
報共有など、今後に向けた課題も
見えてきました。
　引き続き、非常災害時における
国による港湾施設の管理の在り方
について、国及び関係機関が連携
して検討していくこが重要と考えて
います。

図－５　八代港で実施された管理の概要

②係留施設（岸壁・物揚場）の利
用調整等であり、これに対して国
土交通省は、課題解決の必要性
に鑑み、7月16日より呉市の要請に
基づいた管理を実施しました。管
理した施設の位置等は図－４に示
します。

八代港における
港湾施設の一部管理

 

　令和2年7月豪雨では、球磨川等
から大量の土砂や流木等が八代
港に流入しました。呉港と同様、
大量の漂流物は、支援船舶の航
行の安全を脅かすことになり、土
砂や流木が航路や泊地に堆積す
ると今後、中九州の物流拠点港と
して経済・産業活動に重要な役割
を果たしている八代港に係留する
船舶に支障が生じ続けることにな
るため、漂流物や堆積物の撤去が
急務となりました。
　この課題に対応するため、熊本
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平成26年　海岸法改正について

１．はじめに
 

　
「海岸法の一部を改正する法律」

（平成26年法律第61号。以下「改
正法」という。）は、平成26年６月４
日に改正され、同年12月10日まで
に全ての規定が施行されました。
この改正は、南海トラフの地震等
による大規模な津波等に備えるた
め海岸の防災・減災対策を強化す
るとともに、高度成長期等に集中
的に整備された海岸保全施設の
老朽化に対応するため海岸の適切
な維持管理を推進する目的で行わ
れたものです。ここでは、平成26年
に施行された「海岸保全施設の維
持・修繕」及び「水門・陸閘等の操
作規則等の策定の義務化」に係る
改正法及び関係法令の内容とその
運用について紹介します。

２．海岸保全施設の維持・修繕
 

　全国の海岸保全施設のうち堤
防・護岸等は全国に約9,100㎞あ
り、その多くは高度経済成長期に
集中的に整備されたものです。現
在、建設後50年以上経過した堤
防・護岸等（岩手県、宮城県、福
島県を除く。）は約４割あり、2035
年には約７割に達するなど急速な
老朽化が見込まれています。この
ため、改正法では海岸管理者が
海岸保全施設を良好な状態に保
つよう、維持・修繕すべきことを
明確化するとともに、予防保全の
観点に立った海岸保全施設の維
持又は修繕に関する基準等（以下
「基準」という。）を省令で策定す
ることとしました。
　基準には、予防保全の考え方に
基づく維持管理を徹底することを

目的に、海岸保全施設の維持及び
修繕を計画的に行うこと（海岸法
施行規則第５条の８第１項第１
号）や巡視、定期及び臨時の点検
を適切に行うこと（第２号及び第
３号）、点検等によりひび割れや
空洞化等の変状を把握した場合
に変状の程度に応じて適切な措置
を行うこと（第４号）、点検又は修
繕を行ったときは点検又は修繕の
結果等の記録の作成・保存するこ
と（第５号）を定め、改正法の維
持・修繕の規定と併せて平成26
年12月10日に施行されました。
　基準に沿った実際の運用につ
いては、「海岸保全施設維持管理
マニュアル」（以下「マニュアル」と
いう。）を参考にすることができま
す。マニュアルは、平成26年以降に
３度改訂し、堤防・護岸等や水
門・陸閘等の陸上施設だけでなく

建設後50年以上が経過した海岸堤防等の割合
※H27.3　国土交通省・農林水産省調べ（岩手県、宮城県、福島県除く）
　建設後50年以上経過した施設には、施工年次不明の施設を含めている
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離岸堤・突堤等の沖合施設につ
いても、点検・評価、長寿命化計
画策定等の手法を位置付けてきま
した。具体的な基準とマニュアル
の対応は以下の通りです。

（第１号関係　海岸保全施設の
維持又は修繕の計画的な実施に
ついて）
　基準では海岸保全施設の維持
及び修繕を計画的に実施すること
としています。具体例としては、長
寿命化計画を策定し、それに基づ
き点検及び修繕を行うことです。
マニュアルでは長寿命化計画の立
案方法について示しています。長
寿命化計画は防護機能を確保し
つつ、ＬＣＣを可能な限り縮減す
るとともに、各年の点検・修繕等
に要する費用を平準化することを
目標とするものであり、点検に関
する計画及び修繕等に関する計画
から構成されます。これらの計画
は、健全度評価又は劣化予測の
結果、背後地の状況、施設の利用
状況等を踏まえて点検の実施時
期及び点検項目等若しくは、修繕
等の実施時期及び方法等を定め
ます。

（第２号関係　海岸保全施設の
巡視及び必要な措置について）
　基準では適切な時期に巡視を
行い、障害物の処分等の海岸保
全施設の機能を維持するために
必要な措置を講ずることとしてい
ます。マニュアルにおいて巡視は、
１年に数回、概括的に行うことと
しており、施設の防護機能、背後
地や利用者の安全に影響を及ぼ
すような新たな大きな変状箇所等
の発見を目的として実施するもの
です。一方で、次回の点検までに

進展の可能性がある変状の把握
を補完するために地形等により変
状が起こりやすい箇所、実際に変
状が確認された箇所等をあらかじ
め重点点検箇所として抽出し、巡
視の際に重点的に監視を行いま
す。

（第３号関係　海岸保全施設の
定期及び臨時の点検について）
　基準では定期及び臨時の点検
をすることとしています。マニュア
ルでは定期点検は１次点検と必
要時に応じて行う２次点検からな
るものとしています。１次点検は、
施設の防護機能に影響を及ぼす
変状の把握として天端高の沈下等
を確認するとともに、施設全体の
変状の有無を把握し、応急措置等
の必要性の判断するために実施
するものです。２次点検は、１次点
検の結果、変状が確認され、その
規模を把握することが必要と判断
された場合において構造物の部
位・部材毎に変状の状況を把握
し、健全度評価と必要な対策の
検討を行う目的で実施するもので
す。定期点検は５年に１回程度行
うことを基本とし、利用状況等を
踏まえ必要に応じた頻度を設定す
ることとしています。また、臨時点
検は地震、津波、高潮等の発生後
等の大きな外力を受けた後に、異
常時点検として行うこととしていま
す。巡視と定期及び臨時の点検を
組合せることで効率的・効果的な
点検が可能となります。

（第４号関係　海岸保全施設の
変状を把握した際の必要な措置
について）
　基準では点検等により変状が
あることを把握したときは、海岸

保全施設の適切な維持又は修繕
が図られるよう必要な措置を講ず
ることとしています。マニュアル
では、土木構造物については、海
岸保全施設の部位・部材の点検
位置ごとに変状ランクを判定し、
その結果を踏まえ、一定区間（法
線や断面が変わっている箇所を境
として設定する区間）毎の健全度
を要事後保全（Ａランク）と要予
防保全（Ｂランク）、要監視（Ｃラ
ンク）、問題なし（Ｄランク）の４
段階で評価することとしていま
す。水門・陸閘等については、土
木構造物と設備部分の健全度評
価から総合的健全度評価を実施
します。健全度評価によって、事
後保全や予防保全が必要な状態
を明確化することができ、適切な
修繕等の対策を実施することが
可能となります。

（第５号関係　点検又は修繕に
関する記録の作成及び保存につ
いて）
　基準では点検及び修繕に関す
る記録の作成及び保存を適切に
行うこととしています。マニュアル
では付録に点検シートを添付して
おり、点検の記録の作成及び保存
に活用することができます。点検
や修繕の結果を記録・保存するこ
とにより、前回の点検からの変状
の進展の把握や変状が起こりや
すい箇所等を分析することがで
き、効率的・効果的な維持管理が
可能となります。
　基準に従った予防保全型の維
持管理を促進するため、マニュア
ルによる技術的な支援のほか、平
成26年度より防災・安全交付金等
により海岸管理者に対して、長寿
命化計画の策定やその調査に必
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要な費用の支援を行っています。
改正法の施行にあたり、これらを
活用することにより適切に運用さ
れ、海岸保全施設の防護機能が
効率的に確保されることを期待し
ます。

3. 水門・陸閘等の操作規則
    の策定等  

　東日本大震災においては、水門
等の操作に関係していた消防団
員が犠牲になったことから、現場
操作員の安全を最優先とした水
門・陸閘等の管理運用体制の構
築が進められています。このような
状況を踏まえ、改正法では水門・
陸閘等について、操作方法や平常
時の訓練、現場操作員の安全の
確保等に関する操作規則等の策
定を義務付けることとし、水門・
陸閘等の安全かつ確実な管理運
用体制の構築を推進することとし
ました。
　操作規則等の策定の対象とな
る施設及び操作規則等に定める
内容は、海岸法施行規則に定めて
います。操作規則等の策定の対象
となる施設は規則第５条の５にお

平常時の陸閘の点検・訓練の様子（大阪港海岸）

いて、水門、樋門、陸閘、閘門の他
に津波、高潮等による海水の侵入
を防止するために操作を伴う施設
としています。また、操作規則等に
定める内容は規則第５条の６にお
いて、操作の基準（第１号）、操作
の方法（第２号）、訓練（第３
号）、操作の従事する者の安全の
確保（第４号）、点検（第５号）、
操作の際にとるべき措置（第６
号）及びその他操作に関し必要な
事項（第７号）と定めています。
　操作規則等の策定にあたって
は、「水門・陸閘等管理システムガ
イドライン」（以下、ガイドラインと
いう）を参考にすることができま
す。ガイドラインは、平成26年の海
岸法改正の趣旨を踏まえ、平成27
年４月に改訂され、さらなる議論
を経て平成28年４月補訂されまし
た。この中では、現場操作員の安
全を最優先とした操作・退避ルー
ルの考え方、操作委託契約等にお
いて明確化すべき事項、平時の訓
練や社会経済情勢の変化を踏ま
え継続的に操作施設を減らす等
「改善」を進めていく（継続的改
善サイクル）こと等が盛り込まれて
います。

ガイドラインが、水門・陸閘等の
管理運用の参考として活用され、
一層安全かつ適切な水門・陸閘
等の管理運用が推進されることを
期待します。 

４. おわりに
 

　
海岸法の改正により、海岸管理

者に対して海岸保全施設の維持
又は修繕の責務が明確化され、ま
た、水門・陸閘等の操作規則等の
策定が義務化されました。災害時
に十分な防護機能を発揮するため
には、長寿命化計画に基づく点
検、診断及び修繕のサイクルや操
作規則等に基づく点検及び訓練
の結果に基づく操作規則等体制
の見直しのサイクルを継続するこ
とが重要です。
　海岸関係省庁では、今後も海岸
法の改正を踏まえ、海岸施策が効
果的で実効性あるものとしていく
ために、引き続き、海岸管理者や
地域で海岸の管理に携わられて
いる方々の意見を取り入れつつ、
各施策の充実を図ってまいりま
す。
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北海道厚岸郡浜中町役場　水産課　港湾係

霧多布港海岸における
津波防災対策の紹介

1. はじめに
　北海道釧路市と根室市の中間
に位置する浜中町は、漁業と酪農
を基幹産業とする人口6千人の町
です。「湿原と岬」で代表される
雄大な海岸美は、北太平洋シーサ
イドラインの中でも、「岬と花の霧
街道」と名がつくほど自然景観に
恵まれ、観光客の入込数は年間約
40万人にもなります。
　また、当町は「ルパン三世」の生
みの親モンキーパンチ（故 加藤一
彦氏）の故郷でもあり、その作品
の中でも海岸線や岬が登場してお
り、毎年全国から多くのルパン三
世ファンが訪れています。

　当町では、霧多布港海岸の防
潮堤の整備と、役場庁舎の高台移
転等を同時に進めております。津
波防災対策としての当町の事例と
して紹介いたします。

2. 防潮堤による津波防
災対策

浜中町霧多布港は、道東太平
洋の豊富な漁場を抱える地方港
湾です。過去に幾度となく大規模

地震・津波被害を受けており、中
でも昭和35年5月に発生したチリ
地震津波によって、壊滅的な被害
を受けました。

「昭和35年5月のチリ地震津波
による災害を受けた地域における
津波対策事業に関する特別措置
法」（昭和35年6月27日法律第
百七号）（以下「特別措置法」とい
う。）により、当町は、国及び市町
村長が事業を施工する地域に指
定され、旧運輸省による公共土木
施設災害復旧事業（災害4号）、及
び特別措置法により、北海道で初
めて延長1.9kmの防潮堤が建設
されました。

その後、港湾整備事業と海岸
整備事業が連携した防災対策が
重点的に進められ、平成13年には
全国に先駆けて陸閘5基・水門4門
の開閉を自動で遠隔操作できる
「浜中町津波防災ステーション」
（以下「津波防災ステーション」
という。）が完成いたしました。

東北地方太平洋沖地震の津波
では、これらの整備により町民の生
命・財産が守られたところです。

しかしながら、平成25年2月に
北海道が発表した発生頻度が高
いL1津波には、既存の防潮堤の
高さでは対応できない状況である
ことから、平成28年度から令和2
年度を事業期間とする霧多布港
海岸における津波対策事業を
「防災・安全交付金」により着
手、平成30年度からは、「防災・
減災、国土強靭化のための3か年
緊急対策」として重点的に整備す
ることとなりました。

整備内容としては、浜中湾にお
けるL1津波水位が東京平均海面
（T.P）で5.1mに対し、既存の防
潮堤は、T.P4.3mであることから、
高さ90cmの嵩上げを実施し、天
端高T.P5.2mの防潮堤、合わせて
陸閘5基の整備をするものです。

チリ地震津波（昭和35年5月24日）

東北地方太平洋沖地震の津波
（平成23年3月11日）

嵩上げ後の防潮堤

海岸整備事業
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3. 防災拠点の高台移転
平成24年6月に北海道より新た

な津波浸水予測が示されました。
浸水予測では現役場庁舎の所在
地である霧多布地区で想定される
L2津波の最大遡上高は、東京湾
平均海面（T.P）で13.9mとなり、
現役場庁舎前の標高は3.2mであ
ることから、大規模地震が発生し
た場合、地震の規模や位置等に
よっては津波被害を受ける可能性
がありました。

また、現役場庁舎は、昭和42年
の建設以来、約50年を経過してお
り、これまで必要な修繕を重ねな
がら維持管理してきましたが、経
年による老朽化が著しい状況であ
りました。更に、平成27年2月から5
月にかけて実施した耐震診断で
は、構造体としての耐震性が大き
く不足していることが判明してお
り、大規模地震が発生した場合な
どに来庁者や職員の安全確保に
懸念がありました。

そのため、役場庁舎を津波によ
る浸水のリスクが少ない高台に移
転改築し、「災害に強い庁舎」とし
て、災害時における庁舎自体の安
全性を保持しつつ、住民生活の安
全を確保する防災拠点の役割を
果たすことが求められました。

このような状況を踏まえ、平成
28年10月から令和3年9月までを事
業期間とする浜中町役場新庁舎

建設工事が進められ、令和2年12
月に新庁舎が完成しました。

役場庁舎の高台移転に際し、
現庁舎と隣接する津波防災ス
テーションについても浸水対象で
あることから、遠隔操作の機能も
新庁舎に移設し、現庁舎・津波防
災ステーション跡には避難道路も
整備いたします。これにより、防災
機能と避難施設を兼ね備えた庁
舎となり、さらに新庁舎の敷地に
は、ヘリポート、災害用備蓄倉庫も
整備されます。　

 

4. 整備による効果
霧多布港海岸の防潮堤の嵩上

により、町民の生命・財産の防護
と安心して生活できる居住区が確
保されます。

また、防災機能と避難施設を兼
ねた役場庁舎を高台に移設したこ
とにより、津波等の緊急時にも、
陸閘・水門の遠隔操作をすること
が可能となります。更に、高台から
目視で津波の規模・被害状況を
確認することができ、当町の防災
対策の強化が期待されます。浜中町津波防災ステーション

浜中町役場新庁舎（令和2年12月）
嵩上げ後の陸閘ゲート

防潮堤に囲まれた霧多布港海岸（令和2年11月）
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福島県　土木部　港湾課
 

相馬港海岸における
海岸保全施設について

1. はじめに
　相馬港は、福島県浜通り地方北
部の相馬市及び新地町に位置して
いる。本港は鵜の尾岬より入江が
形成され波浪を防いでいるため、
北湊または原釜港と呼ばれ、昔か
ら仙台湾を望む豊富な漁場をひか
え、漁業の基地として、多数の帆
船が出入し繁栄を極めた。平成23
年3月11日の東北地方太平洋沖地
震に起因して発生した津波は、相
馬港地区で最大津波高10.0mに達
し、甚大な被害をもたらした。相
馬港第一線防波堤である沖防波堤
（L=2,730m）の約９割のケーソン

が滑動・傾斜・転倒し港内の所要
の静穏度を確保できない状況と
なったほか、2号ふ頭では液状化
現象が発生するなど、係留施設、
荷役機械、野積場、上屋、臨港道
路などに甚大な被害
が発生した。さらに
は背後地の住宅も
倒壊、浸水など多く
の被害を受けた。
　海岸堤防におい
て、津波による越波
で堤防約2,827ｍが
被災した。このため
平成23年度から港

湾施設及び海岸保全施設の災害
復旧事業に取り組んだ。また、海
岸堤防の無堤区間については、津
波・高潮等による被害からの背後
地の防護を目的とし、平成25年度

図１：堤防崩壊のプロセス

図２：相馬港位置及び海岸堤防整備計画

海岸整備事業



Wave & Beach　63

から社会資本整備総合交付金事
業で延長299ｍ、高さT.P.+7.2mの
海岸堤防を築造するとともに、堤
防開口部へ乗越道路の整備を進
め、平成30年度にすべての事業が
完了している。

2. 海岸保全施設の整備
について

【海岸堤防】
東日本大震災の津波による被

災状況は堤防裏側での洗掘によ
り全壊･半壊に至ったケースが多
かったため、越流したとしても直
ちに全壊しない粘り強い構造を有
した堤防を整備した。主な対策と
して裏法被覆工の構造強化、裏
法勾配の緩傾斜化、天端幅の一
定幅確保、裏法尻の洗屈防止対
策を実施した。

被覆構造について、法枠構造の
裏法は津波の越流により法枠内
の詰石が流出し、堤体土まで浸食
されたことを受けて、コンクリート
被覆構造を採用し、被覆勾配は被
災事例から、比較的被災が少な
かった2割勾配とした。

天端幅は、青森県から千葉県
の堤防の被災事例から、3m未満
のものは全壊が比較的多く、3m
以上になると全壊の箇所が少なく
なった傾向から、3m以上を確保す

ることとした。天端舗装について
は、福島沿岸の護岸の被災事例か
らアスファルト舗装の場合は津波
の越流によるアスファルトの剥が
れや流出、天端の洗掘が認めら
れたことから、被覆構造と同様に
コンクリート舗装とした。

裏法尻の洗屈防止対策として、
根入れ深さを被災時の実績洗掘
深に1m程度の余裕を確保し施工
を行った。

実施工にあたっては、早期復旧
･復興を目指し、工程短縮を図る
ため、裏法被覆 工を｢スリップ
フォーム工法｣にて施工を行った。
鋼製型枠を移動しながら構造物
を連続的に構築していくことで、
型枠の原型を保ったまま一連の
作業（設置→脱型→移動）がｽﾋﾟー
ﾃ ｨ゙ｰに行えるため、施工性が向上
し、１スパンあたり３割程度の工
期短縮が図られた。

 

【乗越道路】
相馬港海岸堤防開口部２箇所

で乗越道路を採用している。従来
開口部は陸閘による対策が一般
的であったが、東日本大震災によ
り、陸閘そのものが津波により流
失したり、維持管理の不備、停電
による電動施設の閉鎖ができない
等の脆弱性が露呈したほか、閉鎖
作業中の消防団員等が津波に呑
まれ殉職する等の事案が発生し
た。陸閘を採用する場合は周辺環
境の影響を最小限に抑えることが
でき自動化･遠隔操作化により操
作者の安全確保ができるが、乗
越道路の場合、堤防の切れ目のな
い防御ラインを確保しながら津波
発生時でも避難がいつでもスムー
ズにでき、陸閘に比べて周辺環境
の影響は生じるものの、維持管理
費用が安価であり、管理が容易な
事から採用となった。

 
図４：乗越道路イメージ
 
写真２：乗越道路全景

３. おわりに
引き続き、地域の安全･安心を

確保、物資流通の拠点港として、
港湾機能の充実を図るとともに、
地域に親しまれる港づくりを目指
す。

図４：乗越道路イメージ

写真２：乗越道路全景

図３：堤防標準断面（粘り強い構造）

写真１：堤防施工状況
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東京都　港湾局　港湾整備部　計画課　上田 小百合

東京港における海岸防災事業

1. はじめに
　東京港の背後には、満潮時の
海水面（A.P.+2.1m）より低い地域
（ゼロメートル地帯）が区部東部
を中心に広がっており、区部面積
の約20%、124㎢に約150万人が
生活している。また、東京港は、閉
鎖性が高く水深の浅い東京湾の
最奥部に位置しており、台風に伴
う高潮の影響を受けやすく、浸水
被害の危険性が高い。

このため、戦前から高潮対策を
開始しており、昭和35年には「東
京港特別高潮対策事業計画」に
より、本格的な高潮対策事業をス
タートした。これまでに、江東区の
荒川河口右岸から中央区、港区、
品川区を経て大田区の羽田に至る
臨海部に、延長約60kmの防潮
堤、19箇所の水門、4箇所の排水
機場などを整備しており、現在は
外郭施設の概成により、伊勢湾台
風級の高潮に対しての安全性を
確保している（図－1）。

しかし、平成23年に発生した東
日本大震災では、観測史上最大と
なるマグニチュード9.0が観測され
た。東京都においても、一部の地
域で震度5強を観測するとともに、
既往の想定を上回る津波が発生
した。これを踏まえ、平成24年12
月に「東京港海岸保全施設整備
計画」を策定した。

2. 整備計画
この計画は、令和3年度までの10

か年を計画期間とし、想定される最
大級の地震が発生した場合におい
ても津波による浸水を防ぐととも
に、水門や排水機場の電気・機械
設備の耐水対策を実施することを
目標とし、鋭意整備を進めていると
ころである（図－2、表－1）。

また、津波や高潮時に水門を遠
隔で操作する機能を担う高潮対
策センターは、水門操作のバック
アップ強化のため、2拠点化の体
制を整備し、平成27年4月から稼
働を開始した。これにより、万が
一、一方のセンターが機能不全に
なった場合でも他方のセンターか
ら遠隔制御によって対応できるこ
ととなった。

陸こう（防潮堤を連続させられ
ない箇所に設ける開閉式の門扉）
については、より安全・確実に防潮

機能を果たすため、陸こうそのも
のを廃止することとした。陸こうを
乗り越える道路を造成してスロー
プ化するなど、可能な限り削減を進
めており、廃止が困難な場合に
は、遠隔制御化等を図っていく。平
成28年4月からは2箇所の陸こうの
遠隔制御化を開始している。

 
3. 最大級の高潮に対する
　 取り組み

平成27年5月に水防法が改正さ
れ、想定し得る最大規模の高潮に
対するソフト対策として、浸水想
定区域の指定・公表、高潮特別警
戒水位の設定という2点の制度が
新たに創設されることとなった。

図―1　海岸保全施設整備状況

図―2　整備計画図

表―1　進捗状況

海岸整備事業
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都では、これを受けて平成30年
3月に高潮浸水想定区域図の作
成、公表を行い、令和2年4月に高
潮氾濫危険水位（特別警戒水位）
の設定、公表を行った。設定にあ
たっては、国交省のマニュアルに
基づき以下の外力を設定し、高潮
シミュレーションを実施した。
①台風の規模

・中心気圧：910hPa（室戸台風
級を想定）

・最大旋衝風速半径（台風の中
心から台風の周辺で風速が最
大となる地点までの距離）：
75km（伊勢湾台風級を想定）

・移動速度：73km/h（伊勢湾
台風級を想定、台風経路上で
一定速度）

②台風の経路
東京湾で大きな潮位偏差をも

たらした大正6年台風、キティ台
風、全国的に大きな被害をもたら
した伊勢湾台風の計3方向の台風
コースを選定した（表－2、図－3）。

上記、想定台風経路9ケース（3
経路×3コース）の高潮浸水シミュ

レーションを行い、高潮浸水想定
区域図は各シナリオの最大包絡と
した（図－4）。

また、高潮特別警戒水位の検
討については、合計30分（以上）
のリードタイムを設定した。高潮氾
濫危険情報が住民に伝達される
までを10分とし、住民が避難に要
する時間は、高齢者等も考慮して
避難速度を50m/分と想定し、
1km圏内の高い建物への避難時
間が確保できるものと考え、20分
とした。

◆リードタイムの設定
・発表準備・情報伝達：10分
・避難（準備・移動）：20分
・合計：30分（以上）

検討の結果、東京都における高
潮特別警戒水位（高潮氾濫危険
水位）は以下のように設定した
（図－5）。
〇A.P.+3.6m
（千代田区、中央区、港区、品川区、
大田区）
〇A.P. +3.9m
（墨田区、江東区、江戸川区）
〇A.P. +4.3m
（北区、板橋区、足立区、葛飾区）

再現期間についても既往データ
をもとに算出した。なお、東京港
に襲来した主な台風等において、
潮位がA.P+3.6mを超えた記録は
大正6年台風の1回（A.P.+4.21m）
のみ確認できている。
A.P.+3.6m（125年〜170年程度）
A.P.+3.9m（250年〜400年程度）
A.P.+4.3m（560年〜1350年程度）

4. おわりに
東京港においては、伊勢湾台

風級に対する高潮および最大級
の地震に対する耐震対策という
ハード整備と、想定しうる最大規
模の高潮に対するソフト対策につ
いても取り組んでいる。あわせ
て、環境配慮型の護岸の整備、景
観への配慮等にも取り組んでいる
ところである（図－6）。

引き続き、東京港沿岸の高潮防
災機能向上に取り組むとともに、
さらに、魅力的な水辺空間の創造
を目指していく。

図－ 4　高潮浸水想定区域図（浸水深）

図－ 6　環境改善例（京浜運河）

図－ 5　高潮氾濫危険水位

図－ 3　想定台風経路

表―2　台風経路の選定
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北陸地方整備局　新潟港湾・空港整備事務所　海岸課長　清水 利浩

新潟港海岸の変遷と侵食対策事業

１. 地域の願い
　新潟市民にとって砂浜は心の故
郷として愛され、新潟市民歌にも
歌われている。古くから海岸を見
ている地元の方は、「日和山浜
（現新潟港海岸）では、２山の砂
丘を越えていかないと海にたどり
着けないほど砂浜が広がってお
り、砂が熱くて海に行くまでには、
一旦足を冷やすために砂の中に足
を潜り込ませないといけないほど
だった。夏は海水浴客でにぎわい
子供たちの歓声が、聞こえない日
はなかった。」と振り返る。
　海岸の決壊（当時は侵食ではな
く決壊と言われていた。）が大きく
報じられるようになったのは戦後
であるが、海岸線の後退は、明治
以降から始まったと考えられてい
る。信濃川からの流出土砂の減
少、沿岸漂砂の減少により、海岸
に供給される土砂が減少するとと

もに地盤沈下の影響が加わり、汀
線後退が始まったと考えられてい
る。汀線の後退量は、測量を開始
した明治22年から昭和60年まで
に、最大350mにもなる。
　海岸線が徐々に後退し市街地
に迫ってくることに、市民は言いよ
うもない不気味さを感じ、海岸近
くに住む新潟北部の人たちは現実
の恐怖だったと文献に記されてい
る。（「よみがえれ！わが町」より）
そこで、海岸背後の地域住民は、
安全・安心な海岸整備を悲願と
し、昭和43年に市民団体（北部開
発協議会）を立ち上げ、かつての
日和山浜の復活を夢見て、養浜事
業を行うよう政治や行政に陳情を
重ねていた。

2. 昭和60年までの侵食
対策

侵食対策工事は新潟県により

昭和8年から始まったが、当時の
工事は局所的であり、近年の構造
物と比べると簡易なものであった
ため侵食対策を実施してもその後
の高波浪により、多くの被災、構
造物の沈下、飛散等が生じ、その
たびに復旧と改良を行うもので
あった。例えば、昭和30年には、
潜堤を天端+0.5mの離岸堤とする
ように設計変更され、昭和41年に
は天端高+1.0mに、昭和47年には
天端高+3.0mに嵩上げする補強
工事が連続的に実施されてきた。
ほぼ、毎年のように災害復旧工
事、改良工事を繰り返したため、
構造物の相当部分が砂質地盤で
ある海底に埋没してしまってい
た。この傾向は収束することはな
く、従来のやり方では離岸堤の嵩
上げ工事を半永久的に続けるしか
ない、困難なものであった。 

昭和61年頃の新潟港海岸決壊した海岸の様子（昭和24年頃の新潟測候所）

海岸整備事業
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3. 抜本的な対策
　 （昭和61年～）

このような状況を解決し、抜本
的な対策を検討するため、昭和58
年より本格的な調査を開始すると
ともに、有識者による新潟西海岸
技術調査委員会を組織した。委員
会では種々の検討を行い、対策工
法として面的防護工法が最適とさ
れた。対策事業は、昭和61年から
国直轄事業として採択され、昭和
62年から現地工事を実施した。

面的防護工法は、海浜地形を
持続的に防護、維持し、かつ、よ
り快適で潤いある海岸環境の創
出が可能となることから、前述し
た地域住民の砂浜の復活と利活
用の要望にも合 致したもので
あった。

４. 整備の基本方針
国は、直轄事業として面的防護

工法という新しい工法を取り入れ
る際の技術的な検討を行う委員
会を昭和61年に開催し、整備の基
本方針を定めた。新たに対策を行
う防護構造物（潜堤）の概念は、
海底地形への影響を極力少なく
した低反射のものとするととも
に、長期的にも短期的にも海底地
形の変動が小さい位置に設置す

ることとした。低反射を最優先に
考えると、自然海岸に見られる
バーを模した消波ブロックタイプ
の幅広潜堤を新たな構造物として
採用することが適当であるとされ
たため、約400m沖合に天端幅が
約40mの潜堤を設置している。ま
た、海岸から直角に伸びる突堤を
複合的に配置し漂砂抑制を行い、
さらに波エネルギーを吸収するた
めに潜堤背後に人工的に砂浜を
造成する方式を事業開始当初から
とっており、その基本方針は現在
まで引き継いでいる。

５. 現在の状況
これまでの整備は、各構造物の

変状や流況等をモニタリングしな
がら進めてきた。特に、養浜地形
がどのような形状で安定するか
は、事業を進める上で最も大きな
テーマの一つであった。養浜の断
面は、波浪条件はもとより砂の粒
径や流況等に因って数年にわたり
海岸固有の地形に収束していくた
め、安定断面の決定には多くのパ
ラメータを検証した上での長期予
測が必要となる。当該海岸では、
モニタリングデータをもとに断面
の安定化が検証できたことから、
悲願であった安全・安心な海岸整

備が行われたと考える。
整備が完了している区間では、

砂浜が回復したことにより、様々
な海岸利用が図られている。砂浜
では、ビーチバレーやビーチテニ
スなどのレジャーに活用されてお
り、突堤では釣りや散策をするス
ポットとして賑わいを取り戻しつつ
ある。

６. おわりに
面的防護工法という新しい考え

方（言葉）が公式に使用されたの
は、昭和58年頃に経済企画庁（現
内閣府）が発表した、「1980年代
経済社会の展望と指針」において
である。

面的防護工法は、今では全国
の多くの海岸で採用されている
が、当時の新潟港海岸の取り組み
は、極めて先進的であったと言え
る。海岸工学の知見が得られてい
ない中で、自然の脅威と対峙する
先人の取り組みには敬服するもの
である。

昭和61年から続いた侵食対策
事業は、検討を重ねた上で整備が
進められ、令和3年度に完了を迎
える。長きに亘り事業を進められ
てきたのは、多くの人の熱意と知
恵によるものと実感している。

レジャーでの利用が進む砂浜現在の新潟港海岸

養浜

潜堤

突堤
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北陸地方整備局　敦賀港湾事務所　副所長　千葉 明裕

福井港海岸侵食対策事業について

1. はじめに
　　福井港海岸は、福井県と石川
県にまたがる加賀沿岸に属し、延
長約10kmの海岸です。背後には
国家石油備蓄基地や多数の企業
が立地する福井県最大の工業団
地である「テクノポート福井」を有
し、エネルギーと産業の拠点が形
成されています。
　しかし、写真－１に示すように日
本海特有の冬季風浪により、消波
ブロックの飛散・沈下及び護岸越
波による背後地盤の吸い出し陥

没被害が多発していました。
　このため、波浪の抑制と護岸構
造の強化を図ることを目的として、
福井港海岸直轄海岸保全施設整
備事業が平成16年度に事業採択
され、平成29年12月末に完成しま
した。

2. 事業概要
本事業は、図－１に示す整備区

間2,600mの海岸護岸において、
護岸背後土砂の吸い出し防止対
策及び地震時の液状化対策として

地盤改良を実施すると共に、前面
海域の波浪抑制対策として離岸堤
（潜堤）の新設を行いました。

3. 対策工法及び施工
（1）離岸堤（潜堤）

護岸の安定化を図るための離
岸堤の構造選定において、既設護
岸前面侵食の原因の一つとしてい
た反射波低減を目的に「潜堤方
式」を採用しました。離岸堤（潜
堤）の構造は、図－２に示すよう
に、二段階で波を砕くことで、離

図－１　福井港及び福井港海岸の状況

写真－１　事業着手前の状況 図－２　二山型潜堤の構造

海岸整備事業
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岸堤背後の水位上昇を抑え、水の
流れも弱めることが可能となる
「二山型潜堤」の構造を選定しま
した。

離岸堤（潜堤）の施工は、写真
２〜４に示すとおり行い、海底変
動の著しい場所であるため、施工
上洗掘が懸念されることから、工
事進捗に伴う周辺地形変動のモ
ニタリングを行い、潜堤背後の水
位上昇による強い流れ（沿岸流）
を抑える潜突堤などの対策を行い
ながら施工を進めました。

（2）護岸（改良）
地下水位の高い砂地盤である

ため、護岸背後土砂の吸い出し防
止に加え、想定される大規模地震
に対する液状化対策もあわせた
地盤改良を行うこととしました。

地盤改良工法は、現地におい
て試験施工を実施し、施工性・確

実性・経済性を検討し図－３に示
すとおり目地部と基礎捨石背後の
標準部に分けて以下の工法を選定
しました。
①目地部

目地から伝達する波浪の水圧
変動の影響を防ぎながら、確実な
改良を行うため、鋼矢板＋薬液注
入工法の組み合わせによる目地
部遮断方式としました。
②標準部

狭隘な作業ヤードであり、隣接
する国家石油備蓄基地の流出油
防止堤の一部撤去復旧を必要と
しない施工性の良い薬液注入工
法を用いることとしました。
③施工

薬液注入工法は、薬液の硬化
時間が温度と薬液pHにより左右
されるため、施工区域内から採取
した土砂を用いて、室内配合試験
を実施し現場条件に応じた管理

値を設定しました。
施工は、写真５〜６に示すとお

り、薬液を注入する管を設置する
削孔を行い、温度に応じて薬液
pHを調整し、所定の場所に改良
体が確実に造成されるよう管理を
行いました。

4. 終わりに
平成30年1月14日、工事等の関

係者76名のご出席を得て、完成式
典を行いました。

式典では、ご出席の皆様方から
事業完成を喜ぶ声をいただき、海
岸保全施設（目録）を北陸地方整
備局から海岸管理者となる福井
県に引渡しました。

末筆ではありますが、事業に携
われたすべての皆様に感謝しつ
つ、本事業の紹介とさせていただ
きます。

写真－２　帆布敷設状況 写真－３　捨石投入状況 写真－４　消波ブロック据付状況

図－３　護岸構造の強化 写真－５　薬液注入用管の削孔状況 写真－６　管理装置による薬液注入量確認
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三重県津市　建設部　事業調整室　鳴尾 純一

「津の海」の安全・安心と賑わい
    ～津松阪港海岸　直轄海岸保全施設整備事業と「三重とこわか国体」～

１. はじめに
　津市は、日本のほぼ中央に位置
する三重県の県都です。「津」は
そのものずばり「港」という意味
の漢字ですが、古くは安濃津と呼
ばれ、坊津（ぼうのつ）（鹿児島県
南さつま市）・花旭塔津（はかた
つ）（福岡県福岡市）と並んで「日
本三津」の一つに数えられた名港
として栄えました。しかし、明応7
年(1498)に起きた大地震によって
壊滅的な被害を受けてその港湾
機能を失ったとされています。
　明治22年4月、全国30市ととも
に日本で初めて市制施行した都市
となった津市は、平成18年1月に
津市、久居市、河芸町、芸濃町、
美里村、安濃町、香良洲町、一志
町、白山町、美杉村の2市6町2村
の市町村合併を行い、現在の津市
に至ります。
　年間を通じて温暖な気候で中

部圏と近畿圏の結節点であり、道
路網、鉄道網など交通アクセスに
恵まれ、また、海上アクセス港「津
なぎさまち」からは高速船を使用
して約45分で中部国際空港と結
ばれています。

２. 津松阪港海岸の概要
　本市（白塚町と栗真町屋町の
境）から、松阪市（東黒部町）に至
る津松阪港海岸は、昭和28年に
来襲した台風第13号と、未曾有の
災害をもたらした昭和34年の伊
勢湾台風により破壊的な被害を
受け、昭和28年から38年にかけて
災害復旧事業として堤防が整備さ
れました。その後、老朽化の進行
や堤防の高さ不足により、高潮な
どによる浸水被害が懸念されると
ともに、地震時の液状化が危惧さ
れることから、根本的かつ緊急的
な整備が必要となりました。

　このため、老朽化が特に著しい
香良洲地区・三雲地区・松阪地
区・津地区（贄崎工区）の約11km
について、平成4年度より国直轄に
よる高潮対策事業として、海岸保
全施設の整備が実施されました。
平成23年度からは、津地区（栗真
町屋工区、阿漕浦・御殿場工区）
の約5.5kmについても国直轄事業
として採択され、平成30年度には
津地区（栗真工区）の約1.2kmが
整備工区に追加され、令和5年度
の完成に向け、整備が進められて
います。（図-1、写真-1）

３. 堤防整備による効果
　海岸堤防の整備により高潮や
津波による背後地への浸水リスク
の低減が図られる等、防災・減災
対策としての効果はもちろんのこ
と、背後地の宅地開発が進み、世
帯数の増加がみられ、また、企業

図-1　事業箇所

海岸整備事業
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の設備投資や病院等の公共施設
の整備が行われるなど、地域の活
性化への大きなストック効果も期
待されます。住民の生命・財産は
もちろん、社会・経済活動を守る
ためにも、一日も早い完成が期待
されます。
 
４．「三重とこわか国体」の

スケジュールに合わ
せた堤防整備

　令和3年度に三重県では国民体
育大会「三重とこわか国体」が開
催されます。本市では、9競技11種
目が実施され、国直轄による堤防
工事が進められている阿漕浦・御
殿場工区では、セーリング競技、
ビーチバレーボール競技が開催さ
れます。津市は、津の海を生かし、
会場の強みを生かした競技開催
を行っていきます。
　セーリング競技は、国際470級
世界選手権など多くの大会や昭和
50年三重国体を開催してきた実績

のある津ヨットハーバーが開催地
に、ビーチバレーボール競技は、
競技面のコートが確保できる広さ
と、毎年夏にビーチバレーボール
大会（ビーチバレーin御殿場）を
開催している会場でもあることか
ら、御殿場海岸が開催地となりま
した。
　国体の開催地となったことか
ら、阿漕浦・御殿場工区の工事に
あたっては、国体のスケジュールに
合わせた堤防整備を国に進めて
いただき、津ヨットハーバー付近
は平成31年3月、ビーチバレーボー
ル競技会場付近は令和2年7月に
完成しました。（写真-2、-3）
　本市の御殿場海岸は、春から夏
のシーズン中は、特に関西方面の
方々から人気があり、潮干狩りや
海水浴、ヨットなどのマリンレ
ジャーを目当てに多くの観光客が
訪れます。また、津花火大会や
ビーチバレーin御殿場など、海岸
を利用したイベントが開催され、
大いに賑わいます。海浜の利用が
盛んな地域でもあることから、

ビーチバレーボール競技会場付近
には階段護岸（写真-4）が整備さ
れました。普段は憩いの場や休憩
の場として、イベント開催時は観
客席として利用できます。
 
５. 終わりに
　令和2年は新型コロナウイルス
感染症の影響により、数々のイベ
ントが中止になり、津の海もレ
ジャー目的の観光客が少ない年で
した。
　国民体育大会スローガン「とき
めいて人　かがやいて未来」は、
全ての人が夢と感動、喜びと充実
感を味わい、大会後も元気であり
続けていくような未来になるよう
にとの願いが込められています。
　新型コロナウイルスが早く終息
し、国民体育大会が開催され、津
の海に賑わいが戻り、そしてたくさ
んの笑顔であふれることを願うば
かりです。
　令和2年は、津市出身の写真
家・浅田政志さんがモデルの映画
「浅田家！」のヒットにより津市に
興味を持たれた方も多いかと思い
ます。この映画では、津の海でたく
さんのシーンが撮影されました。
ぜひ、津のまち、津の海へ遊びに
来てください。皆様のお越しを心
からお待ちしております。 

写真-3
津ヨットハーバー付近

写真 -2
ビーチバレーボール競技

会場付近

写真 -1　工事の状況（阿漕浦・御殿場工区）

写真 -4　階段護岸（阿漕浦・御殿場工区）
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兵庫県　県土整備部　土木局　港湾課　整備班

尼崎西宮芦屋港海岸における
平成30年台風第21号被害と今後の高潮対策

１. はじめに
　平成30年9月4日に神戸市に上
陸した台風第21号は、25年ぶりに
「非常に強い」勢力で日本に上陸
しました。大阪湾では高潮の発生
により既往最高潮位を更新し、兵
庫県では高潮・高波により甚大な
浸水被害等が発生しました。この
ため、県では「大阪湾港湾等にお
ける高潮対策検討委員会（尼崎
西宮芦屋港部会）」を設け、被災
原因の究明と高潮対策の見直しを
行いました。また現在「防災・減
災、国土強靱化のための３か年緊
急対策」として、尼崎西宮芦屋港
海岸において高潮対策工事を実
施しており、特徴的な対策の事例
を紹介します。

２. 台風第21号による被災
　台風第21号は①非常に強い勢
力で接近したこと、②大阪湾の西
側を縦断した第二室戸台風と酷
似した進路だったこと、③時速
55km〜65kmという比較的速いス
ピードで接近し、速度を上げなが
ら通過したことから、尼崎西宮芦
屋港沿岸では35分間で2ｍ以上の
急激な潮位上昇を伴う記録的な
高潮・高波を記録しました。また、
西宮観測所では10分間の平均風
速が26.2ｍ/ｓで過去最高値を観
測しました。
　施設被害は沿岸部において防
潮堤や防波堤等の公共施設被

害、堤外地における上屋被害、車
両火災等が発生するとともに、船
舶の衝突による防波堤や湾岸高
架道路の被害も発生しています。
　浸水被害は防潮堤や河川堤防
を高潮・高波が越流・越波するこ
と等により堤内地で約260haの浸
水被害が発生しました。

３. 高潮・高波の検証
 「高潮対策検討委員会」におい
て、台風第21号襲来時の観測結果
やシミュレーションによる再現計
算から被災原因の検証を行いまし
た。現行の施設設計における外力

条件との比較を表－1に示します。
　台風襲来時の天文潮位は朔望
平均満潮位よりも0.4ｍ程度低
かったものの、偏差2.72ｍ（西宮）
は計画偏差（2.7m）とほぼ同じで
した。このため、西宮検潮所にお
いて既往最高潮位を観測しました
が、設計高潮位には至りませんで
した。しかし、波については設計
に用いてきた沖波（50年確率波）
が4.07ｍ（周期8.0s、波向SSW）
に対して、台風第21号の波浪推算
結果では5.18ｍ（周期8.6s、波向
SW）となり、大きく上回る結果と
なりました。後ほど対策事例を紹

表-1　現行外力条件と台風第21号の比較

図 -1　現行外力条件と台風第 21 号の比較

海岸整備事業
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介する南芦屋浜における高潮・高
波の現行の外力条件と台風第21
号との比較を図－1に示します。

４. 高潮対策の考え方
　これらの結果を受け、「①再度
災害防止のための緊急対策」と
「②設計条件を見直した上での高
潮対策の推進」という二つの大き
な柱を掲げ、兵庫県における高潮
対策を推進することとしました。
　具体に①は、台風第21号により
浸水した地区において、再度災害
防止の観点から、台風第21号と同
程度の台風による高潮・高波に対
して背後地域を防護することとし
ています。海岸において浸水した
6箇所（南芦屋浜、西宮浜、甲子園
浜、鳴尾、鳴尾浜、丸島）において
既に工事を進めており、令和3年
度中の完了を目指しています。
また②は、台風第21号では潮位が
設計高潮位を下回ったものの、高
波は現行の外力条件を大きく超え
るものであったことから、今後の
設計に用いる沖波は、台風第21号
も含めた最新の推算データも加味
した50年確率波に見直すこととし
ました。新たな沖波により、浸水
が発生していない地区において
も、全県的に海岸保全施設や河
川堤防（高潮区間）の不足高を計
算し、不足高の大きさや背後地の
土地利用状況から、優先的に対

策を行う51.3ｋｍを抽出し、計画
的に高潮対策を行うため「兵庫県
高潮対策10箇年計画」を策定しま
した。計画の概要は以下のとおり
です。
・計画期間：令和元年度〜10年度

（10年間）
・対策延長：51.3ｋｍ
・対策内容：防潮堤・河川堤防の

嵩上げ、水門・排水機場の整備
・事業費：約450億円

５. 対策の具体事例
　ここでは、台風第21号により浸
水被害が発生した南芦屋浜におけ
る高潮対策の内容について紹介し
ます。南芦屋浜は芦屋市の臨海部
に位置する埋め立てによる人工島
で、台風第21号襲来時は南方向か
らの波が卓越し、南に面する護岸
から越波により住宅地が浸水しま
した。そのため、再度災害を防止す
るため、防潮堤高の設定において
は、台風第21号の波高と近年の台
風等を踏まえて見直した50年確率
波を比較し、大きい方の波を用いて
必要天端高を決定しました。
　また、南芦屋浜は海岸に人家が
接近しているとともに、海辺を散歩
やジョギングに利用する住民も多
く、「眺望や景観への配慮」を求
める意見が多く寄せられたことか
ら、①防潮堤高を抑える工夫や②
透視性のある材質の利用を検討し

ました。安全性を確保しながら眺
望に配慮するための、①の具体策
として「大型の波返し擁壁＋直立
擁壁」の2段嵩上げ形式を採用しま
した。また、②の具体策として、直
立擁壁にアクリルパネルを利用した
窓付防潮堤を採用しました。これ
により、背後の住家からも海が見
渡せ、散歩やジョギングを楽しむ
住民も海を見ながら潮風を感じる
ことができるようになりました。

６. おわりに
　兵庫県では、昭和20年代から
30年代にかけて襲来した多くの台
風によって大きな被害を受け、そ
れらを教訓として、これまでに防
潮堤の整備などの高潮対策を進
め、一定の水準で概成していると
考えていました。しかし、近年の台
風は台風第21号のように非常に強
く、大きな規模に発達することが
みられ、これまでの設計外力を見
直した新たな条件による施設整
備が必要となっています。そのた
め、ハード対策については、激甚
化する高潮災害に対して設計条件
の一つである沖波を見直した上
で、防潮堤の必要天端高を再確
認し、令和元年度からの10年間
で、「兵庫県高潮対策10箇年計
画」により効果的な対策を計画的
に進めていきます。
　また、あわせてソフト面におい

ては、想定し得る最大規
模の高潮浸水想定区域
図を沿岸毎に順次公表し
ており、県民が実際の避
難に活用できるよう、活
用方法や理解度の向上を
促進する取組を市町など
関係機関と連携して取り
組んでまいります。図 -2　南芦屋浜南護岸断面図
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中国地方整備局　広島港湾・空港整備事務所　国土交通技官　谷口 日向

広島港海岸直轄海岸保全施設整備事業
について

１. はじめに
　広島市街地は、中四国地域最大
の人口や資産が集積しているが、
地形的な特徴から高潮に対して
極めて脆弱であり、過去から累次
にわたり台風に伴う高潮によって
被害を受けてきた（表-1）。
　近年では、平成3年の台風19号
襲来時に広島港の既往最高潮位
を更新し、記録的な被害をもたら
し、平成16年の台風16号および18
号も、広島県下に甚大な被害をも
たらした（写真-1）（図-1）。
　また、今後発生が予測されてい
る大規模地震により、護岸や堤防

等に著しい変動が生じ、地震後の
津波による甚大な被害の発生が
危惧されている。
　このため平成17年度に広島港
海岸直轄海岸保全施設整備事業
が事業採択された。

２. 事業の概要
　広島市街地の高潮対策は、国、
県それぞれの港湾部局及び河川
部局が連携して事業を実施してお
り、背後地域の一連防護を確保す
るためには、各事業の進捗の整合
を図る必要がある（図-2）。
　このため、国、県、市の組織か
らなる高潮対策連絡調整会議を
設立し、各事業者の整備状況、事
業実施予定、整備方針について連
絡・調整を行い、限られた予算の
中で早期の効果発現を図ることと
している。
　直轄海岸事業の整備延長は

12.8kmと広範囲にわたる。中央西
地区の観音、江波、吉島工区、中
央東地区の矢野、船越工区におい
て、過去に浸水被害の大きかった
箇所、企業・民家が集積している
箇所から整備を行っている。現在
までに観音工区は完了し、江波、
吉島、矢野工区において現地工事
を行っているところである。なお、
平成30年より、防災･減災､国土強
靱化の3か年緊急対策として、江
波工区、吉島工区において、重点
的に整備を進めているところであ
る（図-3）

図 -1 広島市の主な台風被害における台風別浸水範囲 ( 広島市 HPより )

表-1　広島県における主な高潮被害

写真-1　平成16年台風による浸水状況

図-2　広島市内における
事業主体別高潮対策
（令和元年度時点）

海岸整備事業
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３. 整備状況
 【中央西地区（江波工区）】
　江波工区は、護岸背後に住宅
やマリーナ、工場等が近接してお
り、満潮時に浸水する地盤の低い
地域もあるため、早急な整備が求
められている。平成23年度から護
岸・堤防の整備を開始し、現在ま
でに西側の整備が完了しており、
引き続き、南部、北東部の整備を
進めているところである。南部は、
防災･減災､国土強靱化の3か年緊
急対策として、集中的に整備を進
めている（写真-2）。

【中央西地区（吉島工区）】
　吉島工区は、背後に住宅、小中
学校、ボートパーク等が立地して
おり、海岸保全施設の整備とし
て、浸水防護機能に加え、環境面
や利用面にも配慮した整備が求
められている。既に整備済みの区

間は、周辺住民等によって、日常
的に散歩やジョギング等で利用さ
れており、様々な要望や課題を踏
まえた海岸保全施設の整備を進
めているところである。
　防災･減災､国土強靱化の3か年
緊急対策箇所については、令和2
年度に整備が完了する予定であ
り、整備が完了すれば、護岸天端
高が概ね+6.0m以上確保されるこ
とになり、平成16年の台風襲来時と
同規模の高潮による被害を防ぐこ
とが可能となる（写真-3）（図-4）。
　また、高潮・津波から命と暮ら
しを守る護岸工事と、防災に関心
をもってもらうことを目的に、工事
請負業者と共同で出前講座を近
隣の小学校で開催し、護岸工事
の概要や高潮・津波のメカニズム
などの防災に関する授業、工事現
場の見学会を行った（写真-4）。こ
うした取り組みにより、海岸事業

への理解を得ながら整備を進め
ている。

４. おわりに
　広島港海岸の整備にあたって
は、市街地海岸という特性から、
背後に立地する企業、住民等との
密な調整、協力、連携が必須とな
る。切迫性の高まる大規模地震に
対して、地域の安全・安心を確保す
るとともに、これまでに累次に渡る
浸水被害を被ってきた地元住民の、
事業に対する早期完成の期待に応
えるべく、今後も、地域と連携を図
りながら整備を進めていきたい。

図 -3　広島港海岸直轄海岸保全施設整備状況　（令和元年度時点）

写真-2　江波工区（整備後） 図-4 吉島工区の基本断面 写真-4　出前講座の様子

写真-3　吉島工区（整備後）
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撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業
について

1. はじめに
　撫養港は、徳島県北東部の鳴門
市に位置しており、古くは奈良･平
安時代の頃より、四国地方と近畿
地方を結ぶ海上交通の要衝として
栄えた港であり、近年は塩や製薬
関連の地元企業向け貨物を中心
に取り扱っており、取扱貨物量は
13万ｔ前後で推移しています。
　撫養港海岸は、背後に徳島県下
第3位の人口を持つ鳴門市の中心
市街地を抱え、これまでも台風によ
る高波や、安政南海地震、昭和南
海地震等による津波の被害を受け
てきました。また撫養港海岸の海
岸保全施設は築造後約40年が経
過して老朽化が進んでいました。
　このような中、今後発生が予想
される南海トラフを震源とする地
震、津波から、病院・学校などの公
共施設や住宅が集中する背後地の
貴重な生命･財産を守ることを目的
に、平成18年度に本事業が採択さ

れ、平成29年9月末に整備が完了
しました。

2. 事業の概要
本事業は、図－1に示す全長

2,590mの堤防において、地震によ
る沈下後も津波に対する高さを確
保するための嵩上げ及び液状化
対策（地盤改良）や陸閘・水門等
の改良と新設を行ったもので、堤
防の整備高さについては、地震に
よる沈下後も設計津波（想定安政
南海地震津波）高さを上回る高さ
としています。（図－2）

なお、事業着手前の津波浸水
予測図（図－3）から試算すると、
整備効果は約1,000億円に上ると
されています。

事業箇所の前面海域は、風光
明媚な海峡となっており、ブランド
である「鳴門わかめ」の養殖場で
もあることから、海域環境に配慮
する必要があり、事業の実施にあ

たっては新たな前出し・埋立てに
よる堤防整備をせず、原位置で改
良を行うとともに、津波高さや土
層構成だけでなく、堤防背後の状
況なども勘案して、4つの工区に分
けて実施しました。

３. 事業の特徴的な事項
　本事業における特徴的な事項
をいくつかご紹介します。
◆地盤改良工法

地盤改良は、堤防直背後の住
宅、常時稼働かつ振動や変位を
許容できない工場施設、石油タン
クや倉庫などへの影響を抑える工
法とし、低騒音、低振動施工を基
本としました。

設計にあたっては、護岸前面の

図－１　撫養港海岸の事業箇所と背後の状況 図－３　津波浸水予測図

四国地方整備局　小松島港湾・空港整備事務所

図－２　整備イメージ

海岸整備事業
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海底斜面の法尻部を地盤改良する
海上からの静的締固め砂杭工法
を基本にしながらも、海上交通や
施工エリアなどの周辺状況、関係
者との調整状況、施工スケジュー
ルを勘案し、仮設桟台の設置、ま
た、陸上からの砂圧入式静的締固
め工法の採用といった、それぞれの
施工場所の制約に合わせた合理的
な工法を選択しました。（図－4）
◆鳴門市との連携

本事業では、鳴門市が行う堤
防背後のボートレース場の建て替
え事業と連携しての整備を行うこ
ととなり、平成26年度〜27年度の
2年間という限られた休止期間の
中で、鳴門市が行う旧スタンドの
撤去〜新スタンドの建設、国が行
う堤防の整備を同工区で実施す
る事となりました。（図－5）このた
め、複雑な工程と作業エリアを綿
密に調整しながらの作業となりま
したが、この連携によって、国とし
てはよりよい防護ラインを設定す
ることができるとともに、スタンド
撤去後の広いヤードで効率的な
地盤改良が実施できたことで、2年
間という短期間でこの区間の堤防
整備を完了することができ、さらに
鳴門市がにぎわい空間を創出する
べく計画した緑地と一体的に機能
する施設として整備することで、よ
り地域に親しまれる海岸保全施設
の整備とすることができました。
◆フラップゲート式陸閘

本事業では、扉体面積が10㎡
以上の大型陸閘については、電動
化又は自動化を採用しています。

このうち自動化については、普
段より作業用車両が頻繁に出入り
する箇所において、普段は地面に伏
して車両の通行を妨げず、津波や
高潮によって扉体に作用する浮力 図－８　堤防背後に立地した

「UZUPA」

図－６　フラップゲート式陸閘

図－４　
狭隘箇所・石油タンク
付近での地盤改良

図－７　堤防背後に立地した温浴施設
「あらたえの湯」

図－５
ボートレース場建替えと
連携した整備状況

を利用して扉体を起立させる「フ
ラップゲート式陸閘」（図－6）を4基
採用、実用化することとしました。

なお、港湾局所管海岸で初の
導入となったことから、設計にあ
たっては、検討委員会を組織する
とともに、水理模型実験による確
認及び施工管理の一環として、現
地に設置した実物を用いた起動実
験によって、浮力による起立性能の
確認も行っています。陸閘の基礎
構造には、扉体が確実に起立する
よう杭基礎を採用しています。ま
た、必要な維持管理手法の検討も
行っており、これらの成果を基に、
「港湾・海岸におけるフラップゲー
ト式陸閘技術マニュアル」（平成

28年6月）が作成されています。

４. 終わりに
本事業完了後の平成29年11月

に堤防背後にオープンした温浴
施設「あらたえの湯（図－7）」で
は、令和元年来館者数が約1万8千
人（前年比約1.1倍）を記録した
他、平成30年11月にオープンした
西日本最大級の広さを誇るスケー
トボード場などを備えるレクリエー
ション施設「UZUPA（図－8）」で
は令和元年入場者数が約4万2千人
（前年比約2.6倍）を記録し、堤防
整備による安心感の増大により、
海岸付近において賑わいを見せて
います。
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九州地方整備局　別府港湾・空港整備事務所

沿岸防災対策室　丸田 章仁

別府港海岸直轄海岸保全施設整備事業
について ～里浜づくりによる美しい海辺空間の創出～

１. 事業の背景と目的
　別府港は、大分県の中央に位置
し、開港以来、国際観光温泉文化
都市の玄関口として発展し、海岸で
は多くの観光客で賑わっていた。      

　 しかし市街地の拡大により、か
つての砂浜は埋め立てられ、海岸
線においてはコンクリート護岸等が
整備され、市民が海辺の自然にふ
れあえる空間が少なくなっていた。
また近年では、その整備された護

岸も老朽化が進み、台風時期には
高潮・高波による被害も発生して
いた。
 　

 

 

　このような中で背後地に民家を
はじめ、温泉旅館街や商業施設、
主要幹線道路等が近接している
別府港海岸において十分な防災
対策を有する海岸保全施設の整
備が必要且つ急務であったことか
ら、平成13年度から直轄海岸保全
施設整備事業として「上人ヶ浜地
区」、「餅ヶ浜地区」、「北浜地区
２」、「北浜地区１」の４地区で海
岸延長約2.2kmの整備を実施し

平成26年度に完成した。

２. 住民参加による海岸
づくり

　本事業は、防護機能に加え利用
と環境に配慮し、かつての海辺と
人のつながりを現代の暮らしに適
う形で蘇らせる「別府港海岸の里

写真－１　昭和初期の海岸線

写真－２　護岸の老朽化状況

写真－６　別府港海岸事業位置図

写真－３　高潮・高波による旅館への被害

写真－４　整備計画検討委員会の様子

写真－５　ワークショップの様子

表－１　構想段階で策定された整備目標

海岸整備事業
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浜づくり」を目指し、整備の構想
段階と設計段階において、学識経
験者、地元有識者及び関係行政
機関などからなる整備計画検討
委員会及び地域住民が参加する
ワークショップを実施し、整備計
画を策定する取組を行った。
 
３. 各地区の整備概要
１）北浜地区１
　北浜地区１の背後には住宅、ホ
テルなどが立地しており、地域住
民の方が日常的に訪れる海岸で
はあるが、市道前面に高さ約2.5m
の護岸と消波ブロックが設置さ
れ、景観を阻害していることが課
題であった。
　こうしたことから、護岸を前出し
した直立消波型の二重パラペット
構造を採用することで、護岸の水
叩き上を日常的に散策できる開放
的な空間の創出を可能とした。

２）北浜地区２
　北浜地区２は、背後に温泉旅館
街が立ち並び、繁華街とも近接し
ていることから多くの宿泊客が訪
れる場所である。しかし市街地拡
大によりかつての砂浜は消失し、

護岸と消波ブロックで整備されて
いた。
　このため、宿泊客が散策し、地
域住民と触れ合える親水性の高
い護岸とすることを目的とし護岸
に大型波返し構造を採用すること
で天端高さを抑え、背後緑地か
ら、海を眺めながらくつろげるよう
にした。

３）餅ヶ浜地区
　餅ヶ浜地区は、かつて白砂青松
の美しい海岸で、海水浴などで賑
わっていたが、昭和初期頃の埋め
立てにより、砂浜が消失していた。
　この地区では、誰もが身近に海を
感じることができるよう面的防護方
式による人工海浜によって白砂青
松を復元する整備を実施した。
　平成22年の夏からは「別府ポート
フェスタ」が開催されるようになり、
砂浜を使ったイベントが実施される

など賑わいをみせている。 

４）上人ヶ浜地区
　上人ヶ浜地区は、別府において
貴重な自然の磯浜が広がる唯一の
海岸であり、磯遊びや釣り等の市民
のレクリエーションの場となってい
ることに加え、魚礁や増殖場が設
置され水産業の場となっている。
　このことからこの地区では、沖合
で波浪を低減することができ、また
生物の創出効果も期待できる潜堤
を整備した。

４. おわりに
　本事業は、整備計画検討委員会
とワークショップの意見を取り入れ
て整備計画の策定に取り組んだ結
果、防護機能に加え利用と環境に
配慮した事業を実施できた。
　平成26年度の事業完了から6年
が経過し、今日まで地域住民や観
光客の方々に親しまれている。ま
た、地域住民等のボランティアに
よる清掃活動も毎月行われるなど、
今後もさらに多くの人々に利用さ
れ、永きにわたり愛され続ける海
岸となることを祈念する。

写真－８　北浜地区１の整備前と整備後

写真－１０　餅ヶ浜地区の整備前と整備後

写真－９　北浜地区２の整備前と整備後

写真－１１　上人ヶ浜地区の整備前と整備後

写真－７　別府ポートフェスタの様子
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心の故郷、新潟港海岸での活動

 はじめに
 「新潟下町をよくする会」は新潟
市中央区の北部に位置する地域コ
ミュニティが中心となり、「下

しも

町」
の活性化ならびに地域が抱える
諸問題の共有を行い、その解決に
向け、会員間の相互親睦を深める
ことを目的として平成８年に設立
した組織です。
　当会の「下

しも

町」という呼び方に
は諸説ありますが、江戸時代中期
にはすでに存在していたようで
す。当時の新潟は北前船の寄港地
として栄え、縦横に堀が張り巡ら
された水運の街でした。新潟奉行
所は信濃川の川上側で新潟の総
鎮守である白山神社のある周辺を
「上町」、それに対し川下（かわし
も）である河口周辺を「しもまち」
と呼んだことが始まりのようです。
　当会が新潟港海岸と関わること
になったのは、多くの会員が幼い頃
から新潟港海岸に親しんでいたこ
とにあります。当時の新潟港海岸
は、砂浜が広がり、夏の海水浴では

砂丘を二つほど越えないと海にたど
り着けないほどで、砂が熱くて海に
行くまでには、一旦足を冷やすため
に砂の中に足を潜り込ませないとい
けないほどでした。その砂浜が年々
侵食され、市民の浜辺への関心も
薄れてきていることを感じており、心
を痛めていました。
　国による侵食対策事業が始まり
砂浜も徐々に戻ってきたこと、これ
から心の故郷としてあり続けるた
め活動を行うこととしたものです。
　当会は令和元年７月２８日に北
陸地方整備局（港湾空港部）では
第１号となる海岸協力団体の指
定・交付をいただきました。

 これまでの活動について
　活動は継続させることが大事で
あり、会員全員が参加しやすいよ
うに、「時間を掛けず、誰でも作
業が出来るもの」を行うように心
掛けております。
　また新潟港海岸は市街地、住
宅地とも隣接しており、市民の皆

さまには「西海岸」と呼ばれ親し
まれており、夏の海水浴シーズン
以外にも、年間を通じて多くの方
が散策やジョギング、釣りなどで
訪れることから、皆さまがより親し
みやすい空間となることを心掛け
ております。
　おもな活動の一つ目として海岸
の清掃活動があります。毎月１回
の活動を目標に、年間実施日を事
前に決め、出来るだけ多くの参加
者を募り、実施しております。
　海岸には、プラスチックゴミや
流木をはじめ、細かく危険なゴミ
も多いため、海岸利用者がケガを
しないよう活動を続けています。
　今年は新型コロナウイルス感染
症対策としての参加者のマスク着
用や新しい生活様式を十分守り
活動しています。
　二つ目は、海岸環境を良くする
ための植栽活動です。プランター
に様々な種類、色とりどりの花を
植え、海岸沿いの歩道に彩を添え
る活動をしています。

海岸協力団体「新潟下
しも

町をよくする会」会長　久保田 文博

海岸の利用
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　今年は、海岸と住宅街をつなぐ
西海岸公園にバラ等の植栽を行
いました。同公園は近隣の新潟み
なとトンネルと併せジョギングコー
スとしても人気があり、利用するラ
ンナーや散策を楽しむ方も多く、
皆さまが気持ちよく集えるスポッ
トになってくれればとの想いで頑
張っております。
　来年度は新潟県が球根生産発
祥の地であり、県のシンボル花に
もなっているチューリップをきれい
に咲かせようと計画をしています。
４～５月の開花に向け、すでに準
備を始めており、来春が非常に楽
しみなところです。
　三つ目は、新潟港湾・空港整備
事務所と連携した海岸安全利用
点検の実施です。
　毎年ゴールデンウィーク前の４
月下旬と、市民の海岸利用が多く
なる夏休み前の７月上旬に、利用
上危険な箇所はないか、確認を実
施しております。
　国の侵食対策事業のおかげ
で、無くなりかけていた海岸には
砂浜が戻ってきており、年々昔の
様子を取り戻しつつあります。そ
れに伴い利用者も増えており、か
つての賑わいも戻ってきており、
利用者のための安全点検は重要
であると感じています。
　私たちは海岸に一番身近にいる
ため、小さな変化も見逃すこと無
く、真っ先に状況変化を捉え、行
政へ報告することが出来ると思っ
ています。

 「ビーチライフＩＮ新潟」
の開催

 「ビーチライフＩＮ新潟」は復活
した砂浜を、多くの皆さまに知っ
ていただきたい、そして地域の活

性化に繋がれば、との思いもあり
平成１９年に始めた夏の一大イベ
ントです。
　第一回の開催にあたっては、イ
ベント内容の企画立案、当日の運
営など大変でしたが、子供から大
人まで大勢の市民が、砂浜を楽し
んでくれていると感じることがで
きました。
　年々、イベント内容、ビーチス
ポーツ大会も充実し、徐々にでは
ありますが参加人数も増え、近年
では２，０００人を超える参加者に
砂浜を楽しんでもらっており、新
潟港海岸の復活を実感してもらっ
ているのではないかと感じていま
した。
　以降１３年続けた「ビーチライフ
ＩＮ新潟」ですが、今年は新型コ
ロナウイルス感染症対策でやむな
く中止の判断をしました。
　来年度の開催に向けて、新型コ
ロナウイルスの収束を願いつつ、
厳しい状況かもしれませんが、あ
きらめずに工夫をこらし、新潟の
夏を感じてもらえるよう準備してい
きたいと思っております。

 今後の挑戦
　来年度以降は、先に書いた
チューリップの植栽に始まり、更に
活動の範囲も広げられればと考え
ています。
　新潟港海岸は、新潟県を現すよ
うに東西に長く、様々な見どころ
がいくつもあります。
　海岸の景観美化は、利用する人
を呼び、更なる地域の活性化にも
繋がっていくと考えております。
　しかし、利用者が多く訪れた際
に休憩所やトイレの整備などが不
足していると感じています。
　昨年度から新潟港湾・空港整

備事務所が開催する「新潟港海
岸利用委員会」において、私も委
員として意見を述べさせていただ
いております。
　行政のとりくみに期待すると共
に、我々も協力出来ることがあれ
ば、微力ながらお手伝いしたいと
思っております。

 おわりに
　新潟港湾・空港整備事務所の侵
食対策事業が令和３年度をもって
完了すると聞いています。海岸の利
活用も、益々推進をしていかなけ
ればいけないと感じています。
　委員会では各方面の代表者がよ
りよく海岸を利用するための意見を
持ち寄り、検討を重ねています。
　新型コロナウイルスなど社会情
勢の思いもよらない変化もありま
すが、海岸を愛する気持ちは変わ
りません。
　海岸協力団体として使命を再度
認識し、更なる地域の発展のた
め、何が出来るのか思いを巡ら
せ、活動を続けていければと考え
ているところです。

海岸協力団体指定交付式の様子

ビーチイベントの様子
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「天橋立を守る会」と活動について

 「天橋立を守る会」は昭和40年
に設立され今年で56年目を迎え、
会員数は300余名になる団体であ
ります。年間行事としては毎年４
月の第２日曜日と12月の第２日曜
日にそれぞれ行う天橋立清掃と、
それ以外の各団体が行う清掃の
指導等、それに「うたの道」と言っ
て与謝野晶子を初め、当地を訪れ
た多くの文人墨客が歌に詠み絵
を描いたことなどにちなみ２年に
１回の歌の選などを行うことが現
在の主な活動であります。特にこ
れらは今後重要な事となってくる
と思います。また最近は一般や学
校の児童、先生方の自然に対する
関心の高まりもあって、天橋立に関
しての問い合わせや学習なども増
えてきており、それらにも対応して
います。こういった長年の活動が
評価され、平成21年に緑綬褒章を
授与、平成30年に国土交通省港湾
局所管海岸では全国ではじめて海

岸協力団体に指
定されました。
　４月「クリーン
はしだて一人一坪
大作戦」の一斉
清掃は昭和51年
度から始まり、昨
年までで44回を
重ねております。
参加者は天候に
もよりますが毎
回 10 0 0 名から
1500名、ごみや
松葉等30トン位
を回収していま
す。これは一人一
人が一坪掃除を
す れ ば「 天 橋
立」は美しく保て
るという事で名前を付けて始めた
ものです。天下の名勝「天橋立」
と言っても肝心の地元の人達が行
かない、知らないでは話にならな

いという事で始めたという事もあ
ります。「継続は力」と言います
が、今では当地方の恒例の春の行
事となっております。
　松林の中は勿論、海岸のゴミも
それらの対象となっております
が、年と共に環境の変化からか新
しい課題が増えてまいります。特
に海岸のゴミは時代と共に変化
し、だんだん大型化し危険度も高
まるため、大人が主に回収してお
ります。
　また海岸には水の富栄養化か
らか「カキ」が異常に繁殖し、京
都府丹後広域振興局において別
の組織で取り組みをされており、

天橋立を守る会　会長　小田 彰彦

海岸の利用
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年に数回学生等を中心に除去を
されております。
　そのような阿蘇海の浄化と相
まって「天橋立」を守る運動で大
事なことは、一時「天橋立」がや
せ細り、このままでは無くなってし
まうのではないかという危機があ
りました。要因は戦後の河川の改
修や漁港の造成などで「天橋立」
に砂の流入が少なくなったためで
はないかと言われております。
　そこで砂の流出を止めるため堤
防を増設しましたが目立った効果
はありませんでした。そこで考えら
れたのが「サンドバイパス」や「サ
ンドリサイクル」という方法でし
た。これは簡単に言うと港が出来
たことによって周辺にたまった砂
を船で運搬し、天橋立の大天橋付
け根に投入し、海流によって自然
に運ぶ「サンドバイパス」、大天橋
先端部に余分にたまった砂を再び
付け根に投入する「サンドリサイク
ル」で、これは抜群の効果があり
「天橋立」は救われたといっても
過言ではなく、「天橋立」の白砂
青松の景観維持に大きな効果を
発揮しています。

　 河川の改
修も港の整
備も必 要で
あり、昔から
の「天橋立」
と相 反した
事 象を自然
の形で調和
させたという
事は末代ま
で残る快挙
であったと言えると思います。御
蔭様で、「天橋立」は昔以上の景
観を誇る白砂青松の名勝となって
います。
　また松の保護、育成も「天橋
立」にとっては大事な問題であり
ます。平成16年10月20日に当地を
襲った台風23号は、200本の松の
木を倒しました。松の木に良かれ
とそれまでやっていた施肥や客土
が実は松にとっては良くないこと
だということを証明しました。また
雑木が生えてくると針葉樹と広葉
樹の争いからか、必ず針葉樹であ
る松は駆逐されるという事が起
こっています。どれを残してどれを
切るのか、たいへん難しいことだ

と思います。これらの作業を行政
だけに押し付けてはなりません。
「天橋立」が国有地となった経緯
からも、管理は行政がやらなけれ
ばなりませんが、どうしていくのか
は皆で決めていかねばなりませ
ん。特に地元の人達の考え方が大
事だと思います。「天橋立」をどう
するのか、あるいはどうしたいの
かは自分たちで決めるべきだと思
います。その分責任も負わねばな
りませんが、そういう時代が来て
いるのではないかと思います。
　いずれにしても先祖が残してくれ
た国家的財産である「白砂青松」の

「特別名勝天橋立」をどう次代に引
き継ぐのか重たい課題です。

成相寺方面からの眺望「昇龍観」

天橋立ビューランド方面からの眺望「飛龍観」
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海岸漂着ごみと私たちの暮らし
～高知港海岸でのビーチクリーンアップ活動～

 はじめに
 NPO法人環境の杜こうちは、環
境活動の中間支援組織として平
成18（2006）年に発足しました。
以来、高知県内の環境活動団体、
行政、学校、企業、地域の環境活
動のネットワークを築き、環境活
動の支援や環境学習の推進に関
する事業、地球温暖化防止に向け
た活動の支援、情報の発信、環境
政策の研究と提案などの活動を
行っています。
　環境の杜こうちでは、発足時よ
り高知港海岸の一角に位置する
高知市の種崎海水浴場の清掃と
ごみの調査を行う、ビーチクリー
ンアップ活動を行っています。この
取り組みに対して平成30（2018）
年に国土交通省四国地方整備局
から表彰を受け、同31(2019)年1月
に国直轄港湾海岸において全国
初となる、海岸協力団体の指定を
受けました。

 ビーチクリーンアップ活
動とは？

　ビーチクリーンアップ活動は、
毎年世界で100前後の国・地域が
参加し、海岸に漂着したごみを分
別しながら拾い集め、その量や質
に関する実態をデータとして集計
する、誰でも気軽に参加できる国
際的な取り組みです。日本では
1991年にクリーンアップ全国事務
局（Japa n Env i r onment a l 

Action Network、現　一般社団
法人JEAN）が設立され、各地で
この活動が行われています。この
全国ビーチクリーンアップ活動
は、毎年春（4～6月）と秋（9～10
月）の２回行われており、私たちも
例年４月と10月にこの活動を行っ
ています。
　ビーチクリーンアップ活動の大
きな特徴は、海岸を清掃するだけ
でなく、そのデータを記録すること
です。共通の分類表を用いて拾っ
たごみの個数を集計し、重量を計
り、全国事務局に報告します。ご
みを分類し集計することで、その
海岸のごみはどのようなものが多
いのか、増えている
ものは何か、などが
「見える化」されま
す。そうすると、個々
の種類のごみがどこ
でどのように発生し、
どうやって移動して
この海岸に漂着した
のか、想像がはたら
くようになります。
ビーチクリーンアッ
プ活動で得られた
データは、海岸を汚
すごみを元から減ら
すにはどうしたらい
いかを具体的に考え
る手がかりとなるの
です。また、世界各地
で同時期に一斉に調

査が行われるので、海で繋がる世
界規模の環境問題でもある海洋
のごみ問題の現状を示す、貴重な
データともなっています。

 活動の現場‐高知市種崎
海水浴場について

　私たちが活動する種崎海水浴
場は、昔から高知市民に広く親し
まれている市内唯一の海水浴場
です。あまり広い砂浜ではありま
せんが、後背には黒松の大木が林
立する種崎千松公園が広がってお
り、年間通じて市民の憩いの場と
して利用されています。
　地理的には浦戸湾の出口にあ

特定非営利活動法人　環境の杜こうち

事務局長　石川 貴洋

高知市種崎海水浴場の位置
航空写真提供：国土交通省四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所

海岸の利用
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たり、狭い湾口をはさんで、有名な
桂浜の対岸に位置しています。ま
た2キロ程東には高知新港があ
り、浦戸湾から高知新港までの一
帯が高知港海岸となります。浦戸
湾は奥行６キロ程の南北に細長い
湾で、湾奥の西側に高知市の中心
部があり、湾内の各所に港湾・物
流施設、工業施設、漁港などが立
地しています。浦戸湾には多くの川
（主なもので7河川）が流れ込ん
でおり、それらの流域は、高知市
を中心とする高知県の人口の約半
分が集中する区域とほぼ重なりま
す。種崎海水浴場に漂着するの
は、これらの河川を流れ下ってき
たごみがほとんどです。つまり、こ
こで目にする漂着ごみの多くは、
私たち市民、県民が使ったモノ、
捨てたモノたち、ということになり
ます。

 活動の実際
　私たちのビーチクリーンアップ
活動の実際の様子を少しご紹介
しましょう。前記したように、私た
ちは例年4月下旬頃と10月上旬頃
の土曜日の午前中に活動を行って
います。環境の杜こうちの会員・関
係者のほか、当法人が高知県から
運営を委託されている「高知県環
境活動支援センターえこらぼ」を
通じて事前に実施日時等を広報
し、ごみ袋やトングなど必要な用
具等も用意して、当日少々の身支
度を整えて現場に来れば誰でも
参加できる、というかたちで行い
ます。これは、少しでも参加のハー
ドルを低くして、参加者の出入り、
入れ替わりがあっても、活動自体
は長く続いていくようにしたい、と
いう考えから自然に定着してきた
活動スタイルです。環境の杜こうち

として行う取り組みですが、会員
や職員らの「部活」と称して、ゆる
～く長く活動してきました。

 漂着ごみの内容は？
　さて、種崎海水浴場ではどんな
ごみが漂着しているのでしょう
か。2019年4月のビーチクリーン
アップの集計結果から見てみま
しょう。
　多くを占めたのは、硬質プラス
チックやビニール袋などの破片で
した。これに発泡スチロールなど
も含めて、元の形が無くなった細

分化したプラスチック類が半数近
くを占めています。これらは海岸
や海中でさらに風化が進むと、近
年関心が高まっているマイクロプ
ラスチックになっていくものです。
　他にも見ていくと、たばこの吸
殻・フィルター、食品包装、生活雑
貨などが多く回収されています。
吸殻等は以前より減少しました
が、昔から街なかのポイ捨てごみ
の代表的なものの一つですね。道
端の排水口から雨水とともに流さ
れて海に出るのでしょう。食品包
装は多種多様ですが、目立つのは

ビーチクリーンアップ活動で使う、ごみの分類・集計表

2019年4月の活動で回収したごみの内訳

ストロー・マドラー
2％

建築資材
（柱、釘、トタン板等）

3％

飲料用ボトルキャップ
（プラスチック）

4％

その他プラスチック袋
4％
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菓子類などの個包装の袋です。食
品の個包装は鮮度が保てて使い
勝手がよく便利ですが、小さく軽
いためすぐに風に乗って散らか
り、吸殻と同様に川から海へと流
れ出てしまうようです。
　漁業や農業で大量に使われる
資材等の一部も、海岸のごみとし
てよく見られるもので、現在はプラ
スチックが多用されており、海のプ
ラごみの原因の一つとなっている
ことが伺えます。以前に、２～３ミ
リ程の丸いプラ製カプセルが大量
に漂着し続けたことがあり、正体
を探っていくと田んぼに撒く遅効
性肥料の入れ物であることがわか
りました。肥料メーカーに伝える
と、まさか海に流出しているとは全
く思わなかった由。現在は生分解
性カプセルの使用や農家の流出防
止対策で、種崎海岸で見つかるカ
プセルは激減しました。ビーチク

リーンアップ活動が海岸ごみ
の減少に役立った一例です。
　このような調査結果は、高
知市内・周辺の環境に関わる
イベントや、学校等への出前
授業の機会などに、ビーチク
リーンアップ活動の紹介や漂
着ごみの展示とともに発表し
ています。

 私たちの活動の
　これから
　以上、私たちのビーチク
リーンアップ活動についてご
紹介してきました。私たちの
活動は清掃活動として評価
をいただくことが多いのです
が、私たちはそれに加えて、
身近な海岸のごみの問題
が、私たちの日々の暮らしや社会
活動と密接に繋がっていることを
知り、また、いま現に起きている地
球環境問題の一端がまさに目の前
に現れていることを理解して、こ
の解決のために自分にできること
を考え、小さなことでも行動に移
す人を少しずつ増やしていきたい、
そのための取り組みとしても位置
づけ、息長く続けていきたいと考
えています。
　長大な海岸線を有する高知県で
は、海岸の漂着ごみは全県的な問
題でもあり、地域の方々による一
斉清掃などの地道な海岸保全活
動が各所で行われていますが、
次々に漂着するごみはそれを上
回っているのが現状です。こうし
た清掃活動に加えて、漂着ごみの
発生を“元から絶つ”対策にも本
腰を入れるべき状況と思われま
す。ビーチクリーンアップ活動は、
そうした源流対策を地域で考え、
実践する上で、役立つ取り組みと

なるのではないでしょうか。県内
各地でビーチクリーンアップ活動
に取り組む仲間を増やしてネット
ワークをつくり、高知県の海岸の
ごみを減らす一助とできたら、すば
らしいことですね。
　そう考えた私たちは、同じNPO
団体であるNPO高知市民会議と
協力して、ビーチクリーンアップ活
動を紹介し、実際にやってみよう
という人たちの入門ガイドとなる動
画「ウミガメがやってくるビーチを
守ろう　ビーチクリーンアップ大
作戦！」を制作しました。環境の
杜こうちH P「新着情報」から
YouTubeにアップした動画を視聴
できます。ぜひご覧ください。

【特定非営利活動法人　環境の杜
こうち】
〒780-0935 高知市旭町三丁目115
　こうち男女共同参画センター3F
HP : http://npo-kankyonomori.
com/

活動の様子－拾う人と記録者のグループで作業する

活動の様子－全グループを合計した
集計結果の発表

活動の様子－作業後の集合写真

活動の様子－イベントでの活動紹介と
漂着ごみの展示
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世界に誇る「指宿港海岸」を目指して

　2020年7月、指宿港海岸に新た
な200mの海岸が誕生し、一般開
放されました。全長2kmほどの指
宿港海岸の一部分が完成を迎
え、コロナ禍の中ではありました
が、指宿港海岸保全推進協議会
や市の有志らで、7月23日に一般開
放を祝うささやかなセレモニーが
開 催 され 、砂 浜 に は「I  ♡ 
IBUSUKI」の文字が描かれまし
た。指宿港海岸は、写真のとおり
まさに市民一体となって取り組み
を行った、愛情がたくさん注がれ
た海岸です。
　指宿市は、三方向が海に面して
いて関係性が深く、海辺の温泉地
として長い歴史を誇り、「浜下り」
や「浜出ばい」、「浜競馬」など砂
浜と関係する文化が伝わってお
り、指宿に暮らす人々にとっては、
立場や業界を問わず、皆それぞれ

が「砂浜」に対する深い思い入れ
がある地域です。しかしながら、
既設護岸の老朽化や砂浜の浸
食、護岸の傾きなどの問題があ
り、背後地に住む方々の安心と安
全を守るためには待ったなしの状
況でした。「天然砂むし温泉で知
られる観光地であるのに、砂浜は

減少し、公共の海水浴場すらな
い」、「台風の時には3階建てのベ
ランダまで波が被る」といった声
も多く聞かれました。指宿の砂浜
を何とかしたいという思いから
「指宿の海岸について語る会」と
いう会合が開かれ、そこで「面的
防護」という砂浜を使った防災整
備の仕組みの提案を受け、整備の
実現を目指すため、当協議会の設
立が決定しました。
　当協議会は、商工会議所や観
光協会、温泉旅館事業協同組合、
漁業協同組合、青年会議所などの
団体や、海岸沿いの住民を代表す
る関係者により設立されました。
協議会が設立されたその年、海岸
に対する思いは早速、形となって
実現されます。後に、国による海
岸整備が決定した際、伝説とまで
言われた市と協議会主催の「指宿
の海岸整備について考えるシンポ

指宿港海岸保全推進協議会

会長　南　荒生

海岸の利用

海岸一般開放

完成予想図
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ジウム」です。収容1,000名程度の
会場に、約1, 30 0名の市民が集
い、事業実施に向けての大きな契
機となりました。そして、その熱気
は、整備中の現在も脈 と々続いて
います。

　当初、当協議会の一番の活動目
的は、国や関係省庁への要望活
動でした。事業の第一の目的は
「防災」であり、海岸線沿いの住
民から、台風等による越波や高潮
に対する不安を払拭することで
す。事業の早期実現を目指し、毎
年2～3回の陳情を現在まで実施し
てきました。
　次に、住民の意見を集約する
こと。市民の参加によるワーク
ショップは現在27回を数えます。
住民から事業に対する意見や要
望をいただき、それを東京や福岡
の関係機関に届けます。毎回ワー
クショップにご参加いただく海岸
の専門家の方々からは「こんなに
回数を重ねてなお、このように多く
の方々が集まるワークショップは
他にないと思います」と発言があ
るほど、市民の方々は熱心にワー
クショップに携わっていただいて

います。

　そして、完成した砂浜は、「利用
することができる」ことを踏まえ、
当協議会では、将来的な砂浜の
利活用についても積極的に活動を
行っています。地元の子どもたち
に参加していただいて実施する
「ヒラメ稚魚放流会」や、現在
残っている砂浜を活用して行う
「ビーチバレー大会」は、広く市
民や県内外の方々にも事業に関
心を寄せていただき、砂浜を使う
楽しみを啓発する機会となってい
ます。ビーチでの楽しみを知って

もらうために、最近ではビーチイベ
ントの専門家をお招きし、ビーチ
フラッグスやサンダル飛ばし、ビー
チヨガなど、今まで地元で行われ
ていないイベントにも積極的に取
り組んでいます。その他、地元の
皆さんに指宿港を紹介するパネル
展の開催や、小中学生に「指宿港
海岸の未来像」を描いていただく
絵画コンクール等、文化的な取り
組みも行いました。
　砂浜の利活用という点で見る
と、指宿で開催してきた様々なイ
ベントは、参加者から大変好評で
した。その理由の一つが、天然の
温泉が海岸に湧出して温められた
砂に体を埋める「指宿砂むし温
泉」がある、という点です。海岸で
のイベントにおいて海に浸かり冷
えた体は、すぐ隣りの海岸で体験
できる砂むし温泉において、すぐ
に温めることができます。それだ
けでなく、指宿温泉の特徴である
「塩化物泉」という泉質は、ス
ポーツに特に向いています。砂む
し温泉ができる砂浜に湧出する
温泉も、その「塩化物泉」であり、
保温効果や筋肉を和らげる効能、
擦り傷に良いという特徴があり、ビーチバレー会場風景

ヒラメ稚魚放流会
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運動選手に特に重宝される泉質
です。指宿は、サッカー日本代表
やJリーグ等の各プロサッカーチー
ムが合宿地として訪れる実績を
誇っています。その他、陸上では
39回を数える「いぶすき菜の花マ
ラソン」やウオーキングイベントで
ある「いぶすき菜の花マーチ」も
開催されていますが、参加された
選手からは、砂むし温泉に入ると
翌日の筋肉痛が和らぐと評判で
す。その他にも、駅伝大会や国体
競技にもなっているバドミント
ンやソフトボールなど、様 な々大会
や合宿等が行われていますが、指
宿が持つ温泉の力が下支えをし
ています。
　これに広大な砂浜が加われば、
ビーチバレーに限らず、ビーチサッ
カーやビーチテニスなど、ビーチス
ポーツの取り組みは、当地の交流
人口の増加に大きな可能性を秘め
ていると考えています。その他、現
在は整備中で海域の利用はできま
せんが、海水浴や海域での体験メ
ニューも、公共の海水浴場を持た
ない指宿にとっては欠かせないも
のになるかと思います。
　以上のような海辺でのイベント
は、主に夏場が中心です。しかし
ながら、指宿港海岸には、天然の
温泉が湧く温かい砂浜がある、世
界的にも大変貴重な珍しい場所
です。例えば、指宿温泉に多く含
まれるメタケイ酸という成分による
「美容」や、湯治場としての「健
康」など、ビーチが近くにあるまち
への滞在が夏場に偏るのではな
く、冬場は冬場なりの海辺の利用
についても十分条件が揃ってお
り、更なる活用方法の検討が必要
です。

　様 な々活動が功を奏し、指宿港
海岸は2014年に国による防災整
備の事業化が決定し、翌年10月17
日に着工式を迎えるに至りまし
た。現在もなお、早期完成に向け
活動を続ける中、2020年には当協
議会が「海岸協力団体」に指定さ
れ、海岸利用について更に弾みが
つきました。

　指宿は、薩摩半島の南端に位置
していますが、市内には開聞岳や
池田湖、知林ヶ島など多くの観光
資源に恵まれています。また、北に
上れば県の中心である鹿児島市
が、西に向かえば知覧で知られる
南九州市や港町の枕崎市が、高速

船を使って南に下れば世界遺産の
屋久島や種子島が、東側の指宿
港海岸の向かい側には佐多岬や
美しい雄川の滝がある南大隅町が
あり、周辺への観光の拠点とし
て、長い期間滞在するには抜群の
立地を持っています。「美しいビー
チ」は、少し散歩してみたくなる、
ゆっくり遊んでみたくなる、そして
長く滞在したくなる、そんな旅の想
い出を生む憩いの場になることと
思います。この世界に誇れる市民
の宝「指宿港海岸」が、今後どの
ように多くの人々に利用されるよう
になるか、完成が楽しみでなりま
せん。

ビーチヨガ体験

ビーチサンダル飛ばし
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災害復旧事業
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熊本地震からの復旧

● 1. はじめに
　平成28年4月14日21時26分、熊
本県熊本地方の深さ11kmを震源
として、マグニチュード6.5の地震
（前震）が発生し、益城町で震度
7を観測した。さらに、28時間後の
4月16日1時25分、熊本県熊本地方
の深さ12kmを震源として、マグニ
チュード7.3の地震（本震）が発生
し、益城町及び西原村で震度7を
観測した。
　気象庁は、これらの地震を含め
4月14日21時26分以降に発生した
熊本県を中心とする地震活動を
「平成28年熊本地震（以下、熊本
地震）」と命名した。
　熊本地震では観測史上初めて
短期間に同一の地域で震度7の地
震が2回発生した大地震であり、1
日で1,223回、5日で2,000回の余震
が発生し、観測史上最多となっ
た。

● 2. 熊本地震による被害状況
一連の地震により、激しい揺れ

に見舞われた地域では、多くの建

物が倒壊したほか、道路、電気、
通信設備等のインフラ施設にも多
大な被害が生じた。特に、南阿蘇
村阿蘇大橋地区で大規模な斜面
崩壊が発生し、熊本都市圏と大
分を結ぶ国道57号やJR豊肥本線
が寸断したほか、国道325号の阿
蘇大橋が消失したが、JR豊肥本
線が令和2年8月に、国道57号が
現道部とともに現道北側に新たに
整備された北側復旧ルートが令
和2年10月に開通した。また、国道
325号の新たな阿蘇大橋も令和3
年3月の開通が予定されるなど、復
旧復興は大きく前進している。

● 3. 港湾施設の被災状況及
び災害復旧について

熊本県内の港においても、熊本

港をはじめ8港湾で、護岸の崩壊、
物揚場の損傷や沈下、臨港道路
等の液状化が発生するなど、合計
24箇所、約12億円の被害が発生し
た。

県内の港湾で最も被害が大き
かった熊本港は、軟弱地盤上にあ
る人工島であり、液状化による甚
大な被害等が発生した。熊本港
の被災額は約4.7億円となり、県全
体の港湾災害のうち約4割をしめ
ている。

熊本港においては、前震で大き
な被害は起きなかったが、本震で
臨港道路の液状化により地盤が
沈下し、約1m程度の段差が発生
するなど、通行が不可能となっ
た。

本道路は、比較的被災の小さ
かった岸壁等の施設を利用し、海
からの支援確保のために早急な
復旧が必要となったため、国土交
通省熊本港湾・空港整備事務所
の協力を得て、本震発生後から10
日後の4月26日には応急工事とし
て仮舗装を完了し、通行が可能と
なるなど迅速な対応を行った。な

熊本県土木部河川港湾局港湾課

災害復旧事業

大規模な斜面放火による
道路（国道）寸断と落橋

路面の崩壊（阿蘇市）

港湾施設の被災状況
（合津港：護岸崩壊）

人的被害 死者 273人

重軽症者 2,735 人

住家被害 全壊 8,642 棟

半壊 34,393 棟

一部破損 155,177 棟

計 198,212 棟

被害状況
（令和2年（2020年）12月11日現在）

出典：熊本地震等に係る被害状況等について
【第308報】
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お、当該臨港道路の本復旧にお
いては、深層混合処理工法により
復旧を行い、平成31年1月に完了し
た。

 
● 4. 災害支援活動の場の提供

熊本港は、臨港道路の液状化
による地盤沈下は発生したもの
の、岸壁等の被害が小さかったた
め、海上自衛隊の輸送艦や、海上
保安庁の巡視船、九州地方整備
局の環境整備船が寄港し、給水
支援活動、缶詰などの非常用食料
などの輸送、入浴場所の提供など
支援物資、支援部隊の輸送拠点と
して機能した。

このように地震発生後すぐに岸
壁を使用し海からの災害支援活
動の場となったことで、改めて港
湾の重要性が認識されることと
なった。

● 5. 熊本地震からの創造的
復興

本県は熊本地震からの復興に
おいて、「復旧・復興3原則」とし
て①被災された方々の痛みを最小
化すること、②単にもとにあった
姿に戻すだけでなく、創造的な復
興を目指すこと、③復旧・復興を
熊本のさらなる発展につなげるこ
とを掲げている。

地震直後から支援物資等の海
上輸送拠点として岸壁等の港湾
施設が活用されたことから、港湾
の重要性が認識され、熊本地震
からの創造的復興の取り組みとし
て、八代港においてクルーズ船専
用岸壁の一部を熊本県内初の耐
震強化岸壁として整備する「国際
クルーズ拠点整備」を進め、地域
の防災拠点の整備にもつながって
いる。

本整備については、国が目標と
して掲げる「訪日クルーズ旅客
2020年500万人」の実現に向けて
創設された官民連携による国際ク
ルーズ拠点の形成に関する制度を
活用して、世界第2位のクルーズ船
社であるロイヤルカリビアン社（以
下、RCL）をパートナーとして国、
県の3者で連携して整備を進め
た。

それぞれの役割として、国が世
界最大級（22万t級）のクルーズ船
が寄港可能なクルーズ船専用岸壁
を一部耐震強化岸壁として整備
し、熊本県が安全性、機能性及び
デザイン性を備えた駐車エリア、
RCLが、CIQ施設を機能的に配置
した旅客ターミナルやその周辺の
公園部分を整備し、令和2年3月に
完成した。

新型コロナウイルスの影響によ
り、現在は、熊本県内在住者のみ

を対象として公開しているが、一
日でも早く新型コロナウイルスが
終息し、全国の皆様にお披露目で
きればと思っている。

● 6. おわりに
本県としては、「八代港のク

ルーズ拠点整備」を核として熊本
地震からの港湾の復興を進めて
きたところであるが、令和2年7月
の梅雨前線豪雨により県内各地
で、再度、流木の漂着や土砂埋塞
など港湾への甚大な被害をうける
こととなった。

今後は、豪雨で被害を受けた
地域の早急な復旧を図るととも
に、大規模災害時においても港湾
が防災拠点としての役割を果たせ
るよう、尽力していきたい。

熊本地震直後の被災状況写真

応急対応後（4月26日）の写真

災害支援活動時の写真

八代港クルーズ拠点完成写真

公園部分に設置されたくまモン像
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むつ小川原港東防波堤の災害復旧工事の概要

● 1. はじめに
　むつ小川原港は、青森県太平洋
岸の中央部に位置し、むつ小川原
開発の中核施設として、昭和52年

に重要港湾に指定され、翌53年か
ら港湾施設整備が進められ、第一
線防波堤として外港地区に東防波
堤（2,064m）を有している。本稿で

は、平成28年に災害を受けた東防
波堤の復旧工事を紹介する。
 

国土交通省　東北地方整備局　八戸港湾・空港整備事務所

災害復旧事業

写真１　むつ小川原港全景

● 2. 低気圧による東防波堤
の被災

平成28年1月18日から19日にか
けて、急速に発達しながら北上し
た低気圧の影響で、青森県内の
最 大 瞬 間 風 速 は 、八 戸 市 で
3 0 . 0 m /sのほか、六ヶ所村で
21.4m/sなど、各地で1月の観測史
上最大を記録した。　　　

また、むつ小川原港沖では、過
去最大級の有義波高9.2m（最大
波高16.8m）の波が観測された。

外洋に面する東防波堤におい
て、この高波浪が長時間作用し、
ケーソン６函の損壊と5函の滑動、
被覆・根固ブロックの散乱や消波
ブロックの沈下・散乱、上部工の
滑落など、広範囲にわたり大きな
被害を受けた。

また、同年8月19日に発生した台
風10号でも、むつ小川原港沖で過
去最大となる有義波高11.7m（最大
波高15.3m）が観測され、1月の低
気圧による被害が拡大した。

● 3. 被災状況と被災メカニズム
今回の被災は、大きく３区間に

おいて発生した。１つ目は、北側の
NO.11～18号函の区間で、ケーソン
に最大8.0mの滑動が見られるとと

もに、一部ケーソンの港外側の側
壁に穴が確認された。

２つ目は、NO.23～44号函の区
間で、NO.23・24・44号函はケーソ
ンの大半が破壊された。被災パ
ターンは、設計波を超える高波浪
が長時間にわたり作用したこと
で、消波ブロックが動揺して沈下・
散乱し、不安定な状態のもとケー
ソン側壁に繰り返して衝突したこ
とで破壊に至ったものと推測され
た。また、NO.25～43号函の前面
は、消波工が無い区間であり、そ

写真２　東防波堤の被災概要

写真３　ケーソンの滑動状況 図１　NO.23・24・25 号函の被災パターン
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の被災パターンは、高波浪の繰り
返し作用によって港外側の被覆・
根固ブロックが散乱し、ケーソン
前面の基礎マウンドが洗掘された
ものと推測された。

3つ目は、NO.45号函付近の消
波工端部において、衝撃砕波が
発生した可能性が高く、大きく動
揺した消波ブロックがケーソンに
衝突しNO.44号函の側壁に穴を開
けたものと推測された。　　　　

この穴から中詰材が流出し、そ
の後の高波浪の繰り返し作用に
よって、側壁・隔壁の損壊が拡

大、更に揚圧力も作用し上部工が
破損・滑落しケーソンが増破した
ものと推測された。

 
● 4. ＩＣＴを活用した被災調査

今回は広範囲にわたる大規模
災害であったことから、被災状況
調査は省人化・効率化を図るべく
ＩＣＴ技術を活用した。具体的に
は、ドローンによる海上撮影画像
とナローマルチビームによる水中
測量データを合成した三次元画像
と、潜水士による調査結果を併せ
て被災状況の詳細を把握した。Ｉ
ＣＴ技術の活用によって得られた
情報は、被災前後の変状把握作
業の迅速化につながり、その後の
復旧計画の立案や復旧断面図等
の設計図書作成作業に大いに役
立った。

また、ケーソン中詰の固化改良
後のＮ値確認では、標準貫入試験
に代えて地盤データ収集システム
を採用することで時間短縮を図っ
た。

● 5. 復旧方法の検討と施工
（１）ケーソン撤去・新設

NO.23・24・44号函は、上部工
とケーソン側壁が広範囲で破損
し、中詰材が流失していることか
ら、施工性等を踏まえて既設ケー
ソンを撤去し、新規製作ケーソン
を据え付ける方針とした。その際
に撤去した中詰材は、新設ケーソ
ンの中詰材として再利用した。ま

た、復旧後の再度災害時の中詰
材流失防止対策として、新設ケー
ソンの港外側隔室には、中詰ブ
ロックを設置し、その後中詰コンク
リートを充填することで一体化を
図る構造とした。

（２）基礎工・被覆工の復旧
NO.25～43号函の港外側では、

散乱した被覆・根固ブロックを起
重機船により撤去し、基礎工・被
覆工を作り直すこととした。破損
により再使用に適さないブロック
は、小割して被覆材として再利用
した。

写真４　ケーソン増破状況

図３　三次元解析画像

写真５　上部工破砕状況

写真７　ケーソン製作状況

写真６　ケーソン破砕状況

図２　NO.25 ～ 43 号函前面の被災
　　　パターン
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（３）中詰材の固化改良
NO.45号函は、衝撃砕波が原因

と思われる消波ブロックの衝突に
よりケーソン側壁が破損、壁コン
クリートが一部剥離し、鉄筋が露
出している箇所が確認された。

復旧方法としては、こちらも再
度災害時のリスクを低減させるた
め、港外側隔室の中詰材をセメン
ト混合処理等により固化改良する
方針とした。固化改良工法は、施
工性や経済性を考慮し、大口径高
圧噴射攪拌工法（多重管）を採用
した。防波堤上といった限られた
作業スペースの制約から、防波堤
港内側に係留した台船上にプラン
トや資機材置場を確保し、使用機
械も従来型より小型なものを使用
した。

 

（４）マウンド洗掘箇所の復旧
上記以外の区間においても、被

覆・根固ブロックの散乱により、一
部ケーソン下部の基礎マウンドが
洗掘され不安定な状態となってい
る箇所があったことから、これら
の箇所は洗掘箇所に水中不分離
性コンクリートを充填し復旧する
こととした。

図４　中詰改良工平面図

写真８　高圧噴射攪拌工法の状況

● 6. おわりに
今回のむつ小川原港東防波堤

の被災は、広範囲で大規模なもの
であったが、防波堤は港が安全
かつ安心して利用されるために欠
くことのできない重要な施設であ
るため、早期の復旧が求められ
た。

そのため現地の被災状況調査
もＩＣＴ技術を活用することで迅
速化を図り、復旧工事を行った厳
冬期においても作業の手を休める
ことなく進めたことにより、速やか
に施工を終えることができた。

近年、全国的に多発している自
然災害により、重要な港湾施設が
被災する例が多々みられるが、今
回紹介した事例は、再度災害防止
対策を考慮し、ケーソン港外側隔
室の固化改良という予防保全を
兼ねた復旧事例であり、他港での
適用も可能と思われる。今後の災
害復旧の参考となれば幸いであ
る。

写真 10　水中不分離性コンクリート
打設状況

写真９　台船上に配置したプラント

写真 11　復旧完成全景写真 11．復旧完成全景
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全国初の国による港湾施設管理の代行について
（平成30年７月豪雨の呉港災害復旧事業）

● 1. はじめに
　平成30年7月5日から8日にかけ
て西日本を中心に広い範囲で記録
的な大雨が観測され、各地で甚大
な被害が発生しました。この「平成
30年7月豪雨」によって広島県呉市
では土砂災害や河川の氾濫が多数
発生し、重要港湾呉港では河川か
ら流出した流木や土砂の影響によ
り、水域施設が埋塞する被害が発
生しました。本稿では、港湾管理
者である呉市からの要請を受け、
国土交通省が港湾管理者に代わ
り漂流物などの撤去を実施した
「港湾施設管理の代行」について
紹介します。 

● 2. 被害の状況
記録的な大雨により、呉市では

各地で土砂災害や河川の氾濫な
どが発生し、住宅など約3,200棟
が全半壊や浸水などの被害を受
けたほか、道路や鉄道、電気・水
道などのライフラインにも大きな
被害が生じ、市民生活や経済活動
に深刻な影響を及ぼしました。

呉港では、呉市中心部を流れる
二級河川二河川（にこうがわ）等
から大量の流木や土砂が港湾内
に流れ込み、港湾施設の一部が
利用できなくなりました。流木や
葦などの漂流物は、宝町地区を中
心に港内の広範囲に拡がり、広島

湾にも流出。また、川原石南地区
泊地（水深4.5～5.5m）には河川
から流れ出た土砂が1～2m堆積
し、泊地が埋塞する被害が発生し
ました。これらの被害により港湾
の利用に支障を来すことから、利
用者から一刻も早い復旧の要請
がありました。

● 3. リエゾンの派遣
国土交通省では、大規模な災害

等が発生した際に、災害対策本部
と被災自治体との情報交換のた
め、自治体へリエゾン（現地情報
連絡員）を派遣します。平成30年7
月8日から8月10日までの約１ヶ月
間、呉市役所へ延べ33人・日の職
員を派遣し、被害情報の収集、緊
急物資輸送や給水などの支援ニー
ズの把握、呉港の施設管理の代行
に係る調整等を実施しました。

● 4. 国による港湾施設管理
の代行

港湾施設の管理は基本的に港
湾管理者（地方自治体等）が行い
ますが、今回の豪雨で呉市内は甚

中国地方整備局　港湾空港部　港湾空港防災・危機管理課長　古藤 順一

災害復旧事業

河川から港内への土砂流出状況

漂流物の状況（呉港宝町地区） 土砂災害状況（呉市安浦町市原）

呉市役所でのリエゾン活動状況
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大な被害を受け、被災者支援等の
業務が増大したことから、呉港を
管理する呉市長から国土交通大
臣に対して、港湾法第55条の3の3
の規定に基づく港湾施設管理の
支援要請がありました。

この港湾法第55条の3の3の規
定は、平成28年4月の熊本地震の
際に、港湾（海上）からの支援活
動が有効であったことを背景に、
非常災害時に港湾管理者から国
土交通大臣に支援要請があった
場合に、国土交通大臣が港湾管
理者に代わって期間を定め、施設
の一部又は全部の管理を行えるよ
う、平成29年6月に港湾法の一部
を改正したものです。

呉市長から要請を受け全国で初
めてこの規定を適用し、平成30年7
月16日から9月24日まで国が港湾施
設の一部管理を行いました。具体
的には、①航路及び泊地の漂流物
の回収、②泊地の堆積土砂撤去、
③岸壁等の利用調整を国が代行
し、上記規定による施設の災害復
旧については、直轄港湾等災害復
旧事業として実施しました。

（漂流物の回収）
流木や葦類などの漂流物に航

行船舶が接触又は衝突すると、船
体や推進器が損傷する危険性が
あり、重大な海難事故に発展する
恐れもあります。船舶が航行する
航路・泊地を閉塞する漂流物を一
日も早く回収するため、中国地方

整備局は災害協定に基づき（一
社）日本埋立浚渫協会に回収作
業を要請し、7月19日に作業を開
始。特に港内奥部には小さな流木
や葦類が大量に漂い、水域が狭
い上に旅客船などの航行が多いこ
とから、小型船からたも網で人力
により回収する非常に手間のかか
る作業でした。漂流物は潮汐等
の影響により移動することから、
日々の漂流物の状況や回収実績
を踏まえ、翌日の作業計画を検討
しながら進めました。8月1日まで
に航路・泊地の回収作業を終え、
漂流物約43㎥、流木353本等を回
収しました。

 
（泊地の堆積土砂撤去）

泊地が埋塞した川原石南地区
は、国内外から大型船で輸送され
た鋼材を造船所などに出荷する鋼
材の輸送拠点であり、呉港内に代
替施設がないことから、早急に機
能回復を図る必要がありました。

堆積土砂の撤去に際しては、有
害物質や磁気異状物が含まれて
いないことを調査した上で浚渫工
事に着手。浚渫作業には水深が
浅い海域でも作業可能な３㎥グラ
ブを装備したスパット式ガット
バージ船を使用し、堆積土砂約
5,500㎥を撤去しました。撤去した
土砂は全開式土運船を用い、江田

島市深江藻場造成箇所へ運搬
し、造成材料として有効利用しま
した。

8月25日に復旧工事に着手し、
泊地浚渫後の水路測量までを速や
かに終える必要がありました。この
ため海上保安部と綿密な調整を行
い、短期間で水路測量成果を審査
してもらうなどの協力を得て、9月24
日までに完了しました。

● 5. おわりに
平成30年7月豪雨は、多くの尊い

命と財産が失われる非常に痛まし
い災害でした。改めて、お亡くなり
になられた方々に対し哀悼の意を
表すとともに、被災された皆様方に
心からお見舞いを申し上げます。

近年、激甚な災害が頻発してお
り、中国地方整備局も災害対応力
の強化が求められています。呉港
の港湾施設管理の権限代行の経
験を活かし、今後も関係機関と連
携して災害対応業務に取り組んで
参ります。

国が管理を代行した主な施設

人力により漂流物を回収する様子

泊地に堆積した土砂を撤去する様子
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平成30年北海道胆振東部地震における
苫小牧港災害復旧について

● 1. はじめに
　苫小牧港は、北海道全体の港
湾取扱量の約半分を取扱ってお
り、北米や東アジア、東南アジア
等を結ぶ外貿定期コンテナ船や
外国貨物船が寄港する国際貿易
港であるとともに、国内主要港と
を結ぶ拠点港として、北海道はも
とより我が国の経済及び国民生
活に大きく寄与しています。
　平成30年9月6日03時07分、胆
振地方東部の深さ37ｋｍ、厚真町
で震度7を観測、北海道がかつて
経験したことのない地震規模によ

り、道内各地で甚大な被害をもた
らしました。
　この地震の影響により発電所
が停止したため、ほぼ全道におい
て大規模停電（ブラックアウト）が
発生、交通アクセスの途絶や規制
などにより、北海道経済、道民生
活に大きな影響を与えました。
　苫小牧港では、西港区におい
て、中央埠頭南で岸壁エプロン
10cmの沈下と勇払埠頭のベルコ
ンの一部（キャットウォーク）の落
下などが発生、東港区では、コン
テナ埠頭で液状化や舗装のクラッ

クが発生、船だまり
の物揚場で法線が
5cm前だしし背後の
沈下と陥没、臨港道
路のセンターライン
に最大60cmの亀裂
など が 発 生しまし
た。
　 被災した西港区
は、多数の企業が立
地し様々な貨物の物
流 拠 点となってい
る。また、東港区は、
国 際 海 上コンテナ
ターミナルやエネル
ギー関連企業のほ
か、自動車工業、リサ
イクル関連企業等が
立地していることか
ら、早期復旧が強く
求められました。

● 2. 「白山」による被災地支
援活動

東港区は震源地に近く、大きな
被災を受けた厚真町、安平町、む
かわ町に近接する唯一の港湾であ
り、船舶を活用した被災地支援の
拠点として地理的に最も適してい
たため、東港区において北陸地方
整備局に所属する大型浚渫兼油
回収船「白山」による支援活動を
発災後の翌々日9月8日（土）から
16日（日）迄の9日間に渡り実施し
ました。

支援内容は、①緊急物資　②
重油の提供　③飲料水の提供　
④入浴・洗濯、被災により入浴や
洗濯、給水に困っている方々延べ
136人の利用があり、お礼のメッ
セージを頂くと共に被災者の明る
い顔も見ることが出来ました。ま
た、支援利用者へのスムーズな対
応を確保するため、防災エキス
パート（港湾・空港・漁港）が北海
道開発局港湾空港部の出動要請
を受け、入浴利用車両の駐車場へ
の誘導、利用者受付事務所への
案内なども併せて実施しました。

国土交通省　北海道開発局
室蘭開発建設部　苫小牧港湾事務所

災害復旧事業

コンテナ埠頭の液状化

臨港道路の亀裂 北陸地整から開発局への緊急物資引渡し式
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● 3. 災害復旧工事
地震による液状化などにより被

災した苫小牧港において、物流機
能の回復を早期に図るため、平成
30年9月9日までに仮復旧を実施
し、翌日からコンテナ受入を再開し
ました。

直轄による災害復旧工事は、復
旧期間を平成31年3月から令和2年
7月迄の約１年4カ月で、西港区2施
設、東港区5施設の計7施設を6本
の工事により実施しました。

工事の実施においては、港湾物
流に極力支障を来さぬよう供用し

ながらの施工であったことから、
各関係機関や施設利用者等との
調整を図り、一部の施工において
夜間工事や冬期施工を実施しまし
た。また、港湾管理者である苫小
牧港管理組合発注の補助災害復
旧工事との綿密な打ち合わせしな
がら工事を進めたことにより、無事
に災害復旧工事が完成しました。

● 4. おわりに
平成30年北海道胆振東部地震

では、かつて経験したことがない
震度7を記録、土砂崩落などによ

る死者、重傷者、負傷者を多く出
したほか、住家全壊、半壊、一部
損壊約25千件（北海道集計によ
る令和2年9月5日時点の被害状
況）に及ぶなど甚大な被害が生じ
ました。

近年は、日本全国のどこかで地
震、台風、豪雨等による災害が発
生するなど、まさに災害大国日本
となっていることから、今後も引き
続き大規模災害等に備え、体制構
築の確認、関係機関との連携強
化などに日頃から取り組んでまい
ります。

中央南ふ頭１・2号岸壁　コンクリート舗装打設

　船だまり４ｍ物揚場　矢板打設

中央ふ頭１・2号岸壁　復旧完了

船だまり　復旧完了

　入浴支援 防災エキスパートによる駐車場誘導
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● 1. 和歌山下津港（雑賀崎地区）
　和歌山下津港は、和歌山市・海
南市・有田市の３市にまたがる国
際拠点港湾である（図－１）。鉄鋼
業・石油精製業などの多数の有力
企業が臨海部に立地し、これらの
企業の原材料や製品の物流の拠
点となっている。和歌山本港区の
雑賀崎地区はそのほとんどが工業
用地に指定され、とりわけ金属機
械工業が盛んな和歌山県の産業
を支える重要な地区である。今回
被災した護岸施設の背後には、緑
地及び工業団地が位置し（写真－
１）関係企業２６社が進出してい
る。

● 2. 平成30年台風21号
8月28日3時にマーシャル諸島近

海にて台風21号となり、非常に強
い勢力を保ったまま、9月4日12時

前、徳島県南部に上陸、同日14時
前、兵庫県神戸市付近に再上陸、
本州を通過し日本海へ進んだ（図
－２）。和歌山市内では、友ヶ島観
測所で42.9m/s（4日13:18）、和歌
山観測所で39.7m/s（同日13:26）
の最大風速を観測した。また、和
歌山観測所で57. 4 m /s（同日
13:19）の最大瞬間風速を観測、各
観測所同地点の史上１位を更新し
た。暴風により発生した高波は
徐々に大きくなり、潮岬沖で4日
12:20に最大有義波高12.82m、同
日12:40に最大波高18.23mを観測
した。潮位では、和歌山検潮所で
最大潮位偏差146cm、最高潮位
201cm（4日13:05　3分平均値）を
記録した。

● 3. 被災原因
台風や発達した低気圧の通過

による吸い上げ効果や暴風による
吹き寄せ効果が大となり、高潮で
潮位が高い状況であった。また、
50年確率波と同等程度の波浪が
押し寄せた結果、越波排水路が
満水となり、背面護岸に静水圧及
び波力が作用し護岸が被災した
と推定される（図－３）。

平成30年　港湾関係災害復旧事業について
（和歌山下津港　雑賀崎地区）

和歌山県　県土整備部　港湾空港局　港湾漁港整備課　

津波堤防整備室　主査　野口 真也

災害復旧事業

図－１　和歌山下津港　位置図

図－２　台風経路図
（大阪管区気象台資料より）

写真－１　被災箇所図（和歌山下津港　雑賀崎地区）
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● 4. 被災施設の概要
①施設名　　雑賀崎緑地護岸
　施設延長　L=816.71m
（被災数量）
　背面護岸　L=280.29m
②施設名　　雑賀崎緑地
　施設面積　A=33,000㎡
（被災数量）
　　レンガ舗装等　1,690㎡
　　縁石工　432m
　　転落防護柵　98m
　　照明設備　14基

● 5. 二次災害防止への対応
5箇所延べL=132mにわたり背

面護岸が倒壊し、越波により背後
の工業団地に浸水被害が発生し
たため、9月11日から護岸倒壊箇
所に大型土のう600個を設置する
応急復旧に着手、9月17日に完成
し第1防護ラインを構築した。

しかし、マリアナ諸島近海で9月
21日に発生した台風24号が和歌
山県に接近する予報が発表され
たことから、第1防護ラインの更に

陸側に大型土のう709個を9月26
日～28日に追加で設置し、第2防
護ラインを構築した（図－４、写真
－２）。

その結果、台風24号最接近時
には、第1防護ラインの大型土のう
が一部飛散したが、背後への浸水
被害を回避することができた。

図－３　被災イメージ 図－４　大型土のうによる防護ライン

写真－２　【被災後】第2防護ライン構築後（平成30年10月22日撮影）※ 写真上：海側、写真下：工業団地側
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● 6. 復旧方針
背面護岸の被災は倒壊延長

L=132mを含めL=280m、未災区
間はL=536mであった。護岸施設
背後には重要な施設があり、再度
災害を防止するため、一連の施設
について整備を行う方針とした
（図－５）。
①背面護岸 被災区間

原形に復旧しても再度被害を
受けるおそれがあるため、被災原
因に対応する構造に変更した工事
（原形復旧＋嵩上げ）を災害復旧
事業として申請。
②背面護岸 未災区間

被災箇所の災害復旧のみでは
維持上又は公益上十分な効果が
期待できないため、災害復旧事業
として採択された箇所を含めた一
連の施設について再度災害を防止
し、かつ構造物の強化、機能の向
上を図る（既設護岸嵩上げ）べ
く、災害関連事業（一般関連）とし
て申請。

③前面護岸、消波ブロック
今回の台風で被災はなかった

が、一連の施設を整備し再度災害
を防止する観点から、災害対策等
緊急事業推進費（災害対策）にて
前面護岸及び消波工の嵩上げを
申請。
④緑地施設

親災となる災害復旧事業と同
一の災害により被災したため、原
形復旧すべく、災害関連港湾環境
整備施設災害復旧事業（環境関
連）として申請。

● 7. 採択結果
①災害復旧事業　   271,272千円
②災害関連事業（一般関連）
　　　　　　　　　141,911千円
③災害対策等緊急事業推進費
（災害対策）   1,860,000千円
④災害関連港湾環境整備施設
　災害　
　復旧事業（環境関連）
　　　　　　　　　74,826千円
　※①②④は工事雑費を含んでいる。

● 8. おわりに
令和２年７月に今回の災害復旧事業等が無事完成した。

完成にあたり、工事のご協力をいただきました地元関係者の
皆様、災害査定および設計・施工に関わられた皆様に心より
感謝の意を表します。本当にありがとうございました。

図－５　復旧イメージ

写真－３　被災状況 写真－４　工事完成後

平成30年　港湾関係災害復旧事業について
（和歌山下津港　雑賀崎地区）
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平成30年7月豪雨、台風20・21号による
神戸港の被災・復旧状況について

● 1. はじめに
　平成30年7月豪雨では、梅雨前
線の影響により、7月5日朝から7日
朝にかけて、断続的に大雨とな
り、5日0時から8日18時までの総
降水量は、神戸市中央区で435.5
ミリ（神戸地方気象台）を観測しま
した。これは昭和13年の阪神大
水害の総雨量を上回るものであ
り、土砂崩れをはじめとした災害
が発生しました。
　平成30年台風20号は、8月18日
に発生し、23日に日本に上陸、台
風21号は8月28日に発生、9月4日
に25年ぶりに「非常に強い」勢力
で日本に上陸し、近畿地方を中心
に大きな被害が出ました。この台
風の接近に伴い、近畿地方では
記録的な暴風となり、特に台風21
号では、神戸空港で 最大 風 速
34.6m/s、最大瞬間風速45.3m/s
を観測するなど、多くの観測点で
観測史上最大値を記録しました。
また、大阪湾と紀伊水道の沿岸で
は記録的な高潮となり、最高潮位
が大阪でT.P.+329cm、神戸で
T.P.+233cmとなるなど過去の最
高潮位を超える値を観測し浸水
被害が発生しました。
　本稿では、平成30年7月豪雨、
台風20・21号による神戸港におけ
る被災状況、災害復旧の概要につ
いて報告いたします。

● 2. 被災概要
7月豪雨においては、神戸港に

流入する河川のうち9河川尻の泊
地が土砂により埋塞し、一部航行
に支障が生じる事態となりまし
た。

台風20号では、須磨海岸の離
岸堤上部工の流出、新港第１突堤
先端部の笠石流失をはじめとして
多くの施設が被害を受けました。

これら被災施設の被災状況調
査や復旧作業中に台風21号が襲

来し、記録的な暴風・高潮により
神戸港においても施設損壊や火
災、広範囲にわたる浸水被害が発
生しました。

六甲アイランドでは、海上コンテ
ナが海上に流出したためコンテナ
を回収し、海域の安全を確認でき
るまで周辺海域では船舶の入港
が制限される事態となりました。

その他、沈埋トンネルの排水ポ
ンプ制御盤が水没し冠水、廃棄
物埋立護岸の消波ブロックの沈
下・上部工の損壊、港湾保安施設
の侵入防止設備や監視装置の損
傷、港湾緑地のベンチなどの施設
やブロック舗装の流失など広範囲
に被害が発生しました。

神戸市港湾局工務課

災害復旧事業

写真-1　須磨離岸堤被災状況

写真 -3　新港第１突堤被災状況（2）

写真-2　新港第１突堤被災状況（1）

写真-4　魚崎地区浸水状況

写真-5　沈埋トンネル冠水状況
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● 3. 被災施設の復旧
被災直後から災害協定に基づ

き、神戸市測量設計協力会に被
災状況調査及び復旧設計の協力
を要請し被災数量・被害金額の
把握を進めるとともに、国土交通
省港湾局海岸・防災課に災害速
報、港湾関係災害報告書の提出
を行いました。災害査定について
は、表-1に示すとおり7月豪雨、台
風20・21号による災害31件を1～4
次の日程で行い、総額114億円の
査定決定をいただきました。災害
査定は平成26年災以来となり、災
害復旧事業の経験がほとんどな
い職員による短期間での準備と
なったため、査定前日まで作業が
続くギリギリの準備となりました。
また査定本番でも不慣れな対応
となり査定官はじめ関係者にはご
負担をおかけしてしまいました。

なお、今回の査定においては、
これまで単体で被災した場合には
災害復旧事業の対象とならなかっ
た港湾保安施設についても、平成
30年10月10日付通知により対象事

業として取り扱われることとなりま
した。神戸港においても港湾保安
施設の被害は甚大でありましたが
第4次査定において復旧費として
約6億７千万円の査定決定をいた
だきました。

復旧については、比較的小規模
な被災については市単独工事とし
て緊急対応で復旧工事に着手す
るとともに、港湾保安施設や沈埋
トンネル排水ポンプについても被
災後すぐに復旧に着手しました。
その他の工事についても、設計が
完了したものから順次発注し、令
和元年10月までには全ての号災の
契約を行いました。ほとんどの復
旧工事は令和元年度末までに完
了し、令和3年1月末時点では廃棄

物埋立護岸と排水機場の復旧工
事を残すのみとなりました。

● 4. おわりに
災害査定等でお世話になった

国土交通省港湾局海岸・防災課
の皆様、調査設計・復旧工事の関
係者をはじめご協力いただいた皆
様に心から御礼申し上げるととも
に、残りわずかとなりました復旧
工事の安全確実な完了を目指し
て、最後まで尽力してまいりたいと
思います。

写真-7　東部第４工区浸水状況

写真-8　廃棄物埋立護岸復旧前

写真-9　廃棄物埋立護岸着手後

写真-10　六甲マリンパーク復旧前

写真-11　六甲マリンパーク復旧後

表-1　災害査定日程写真-6　港湾保安施設被災状況
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那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤（浦添第一）の
被災・復旧状況について

● 1. はじめに
　那覇港は、沖縄本島南部に位置
し、外国や本土、県内離島を定期
航路で結ぶ港湾であり、沖縄県の
生活・産業・観光を支えている。
浦添ふ頭地区は、セメント、雑工
業品を扱う内貿貨物の物流拠点
である。
　本稿では、平成30年9月の台風
24号で被災を受けた、浦添ふ頭地
区防波堤（浦添第一）の被災・復
旧状況について報告する。

● 2. 異常気象の概要
平成30年9月20日に発生した熱

帯低気圧が、9月21日には台風24
号となり、非常に強い勢力で沖縄
に接近した。沖縄本島地方は9月
29日00時ごろから30日03時ごろま
で暴風域に入り、長時間暴風が吹
き荒れた。台風が最も接近した29

日には沖縄本島地方で波高11m
の猛烈なしけとなった。また、満
潮時間（那覇で09時32分）と台風
接近が重なったことから、一部の
地域で高潮による浸水や冠水の
被害が発生した。さらに、護岸の
被害や住家の破損、停電、航空機
の欠航や国道、県道の通行止め、
フェリー欠航など県民生活に影響
が生じた。

● 3. 被災の状況
防波堤（浦添第一）の被災範囲

は、平成25年～28年に施工した
ケーソン堤体の7号函、8号函及び
30年度施工中の9号函、10号函で
延長約80mの範囲でケーソンの滑
動・損傷、上部コンクリートの転
倒・破壊、基礎捨石の散乱、根固
ブロック及び被覆ブロックの散乱
であった。

特に、7号函及び8号函の被災
が激しく、7号函については、8号
函が最大12.4m港内側に滑動した
ことにより側壁に8号函の一部が
食い込み、中詰砂が流出し上部工
が転倒破損した。また、8号函も港
内側へ滑動するとともに転倒する
挙動となり、基礎マウンド内に
ケーソンがめり込む形となった。

一方、施工中の10号函について
は、中詰砂の途中段階で台風の
襲来を受けたが、ケーソン隔室内
に水中蓋コンクリートを打設し中
詰砂の流出対策を行ったことで、
ケーソン側壁及び隔壁の破砕は
あったものの全壊は免れた。9号
函については、一部側壁に欠損は
見られたものの、ほとんど影響は
なかった。

内閣府沖縄総合事務局　那覇港湾・空港整備事務所

災害復旧事業

波浪の状況

被災状況
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● 4. 被災の原因
台風24号の接近に伴い、那覇

港海象計で最大有義波高7.56m、
最大波高11.79mが観測された。
波浪観測データより波浪変形計算
を行ったところ、防波堤前面では
H1/3=8 .76m、T1/3=12 .1s、
Hmax=15.77mとなり、施工段階
の 波 浪（ 1 0 年 確 率 波 ）
（H1/3=6.70m、T1/3=12.4s、
Hmax=12.40m）以上の波浪が来
襲したことが被災の原因と推測さ
れた。

● 5. 復旧計画の概要
（1）7号函

上部工の転倒により隔壁が破
損しケーソン側壁も天端から底版
付近まで損壊していることから、
修復は不可能なため新たなケーソ
ンで据え直す。

（2）8号函
波浪により最大12.4m港内側に

滑動し、その際、非常に大きな端
趾 圧（設計上限値の10 倍近い
6,000KN/m2）が発生したと推察
され、フーチングが破損し、その
範囲はケーソン基部である底版ま
で及んでいる可能性が高いことか
ら、修復は不可能と判断し、新た
なケーソンで据え直す。

（3）9号函
ほとんど損傷がみられなかった

ため、そのまま利用する。
（4）10号函

ケーソンの側壁及び隔壁の破
砕、剥離、ひび割れについては、
中詰砂を除去した後、鋼製型枠を
設置し、水中コンクリートにより
ケーソンと一体化させる。また、隔
壁の下部も損傷している可能性が
高いことから、中詰砂を水中コン
クリートに置き換える。

● 6. 施工上の課題と対応策
7号函と8号函の撤去方法とし

て、当初は大型起重機船で吊り上
げて移動し、港内で破砕する方法
を考えていた。しかし、7号函の上
部工が転倒・倒壊し隔壁及び側
壁にかろうじて乗っている形と
なっており、近づくのは危険であ
ることから他の方法を検討する必
要があった。他事例を収集検討し
たところ、現位置での砕岩棒によ
る破砕が可能であることが確認
できたため採用した。施工の際
は、破砕による濁りの拡散も心配
されたが、汚濁防止膜を港外側及
び港内側に展張することで汚濁の
流出もみられなかった。

また、撤去作業に先立ち、既設
の100ｔ消波ブロックを一時撤去
する必要が生じたが、専用の把持
装置を手配することで問題なく実
施できた。

● 7. 現状と今後の予定
７号函及び８号函については、

破砕・撤去し、新規のケーソンを
据付け上部工についても被災前の
状況に復旧した。９号函及び10号
函についてもケーソン本体の復旧
が完了し、上部工も所定の高さま
で完成した。今年度から来年度に
かけて、8号函上部工及びケーソ
ン前面の消波ブロックを据付け、
巻止部の施工を行い完了となる。

● 8. おわりに
外洋に面した厳しい条件下で

の作業であったが、無事故無災害
で復旧できたことは、工事関係者
の尽力のおかげであり、この誌面
をお借りして改めて深く感謝申し
上げる。

砕岩棒によるケーソン取り壊し状況

現在の状況
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平成30年台風24号に伴う
利島港西側岸壁災害復旧事業について

東京都　港湾局　離島港湾部　計画課　

主事　藤原　慎

災害復旧事業

図-1　利島位置図
写真-1　利島全景（平成29年時点）

● 1. はじめに
　伊豆諸島の一つである利島は、
東京から南方の海上約130kmに
位置しており、面積4.12km2、周
囲7.7km、島の中央に宮塚山（標
高507.6m）を頂く円錐形の島です
（図-1）。特産品にはサザエ、岩
のり、あしたば、椿油などがあり、
夏場はドルフィンスイム、冬場は島
中で咲き誇る椿の花を見ることが
できます。
　このような特徴を持つ利島に
は、323人（平成31年1月１日時点）

の島民が生活しています。
　利島港においては、通年の就航
率を向上させるため、東西に2つ
の岸壁を整備しており、被災した
西側岸壁は、主に西の季節風が強
くなる冬場に利用されています
（写真-1）。

● 2. 被災概要
平成30年台風24号は、10月1日

に利島に最接近し、大島観測所に
おいて、最大風速24.3m/s、最大瞬
間風速39.7m/sを記録しました。

この台風により、西側岸壁にお
いて、ケーソンの滑動（最大約4m

の移動）、中詰材の流出、側壁の
破損、パラペットの飛散及び根固・
被覆ブロックの破損や移動などの
被害が発生し、岸壁としての機能を
失いました（写真-2）（写真-3）。

被災時の有義波高は9.3m、最
大波高は15.4mで、これは建設時
の設計波の有義波高7.0m、最大波
高12.6mを上回る規模の波が、利
島に来襲していたことになります。

● 3. 復旧方針
被災を受けた西側岸壁は島民の

移動や物資搬出入などの島民生活
を担う重要な施設であることから、
早期に復旧を図る必要があり、施
工性や利用状況などを踏まえて、
復旧方法の検討を行いました。

西側岸壁は、岸壁（- 6 . 0m）
（西）、岸壁（-7.5m）（西）、護岸
（防波）（西）の3施設で構成さ
れ、案1としては岸壁（-6 .0m）
（西）3函、岸壁（-7.5m）（西）3
函、計6函のケーソンを再浮上し、

写真-3　被災状況写真写真-2　被災状況写真
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現況法線に近い位置へ据直す復
旧方法を検討しました。

案2としてはケーソンの腹付工及
び防舷材の鋼製台座嵩上げによ
り、法線をそろえる復旧方法を検
討しました（写真-4）（写真-5）。

両者を比較したところ、復旧期
間や経済性などから案2が優位と
判断し、採用することとしました。

● 4. 復旧進捗状況
今回の災害復旧事業では、岸壁

（-6.0m）（西）、岸壁（-7.5m）
（西）、護岸（防波）（西）の3施
設を対象に災害査定を受け、応急
工事を2件、本復旧工事を3件に
分割し、施工することとしました
（図-2）。

応急工事では、増破の危険性
があることや岸壁機能を早期に回
復させなければならないことか

ら、岸壁（-6.0m）（西）3、4函目の
パラペット復旧を第一優先に進め
ました。その後、定期貨客船を着
岸 可 能 と する た め に 、岸 壁
（- 6 . 0 m）（西）3 函目～岸 壁
（-7.5m）（西）3函目までを暫定供
用区間と定め、復旧を行いまし
た。この応急工事は令和元年11月
末で完了し、発災後、約1年で暫
定供用を開始することができまし
た（写真-6）。

本復旧工事については、まず乗
降客や荷役作業の動線となってい
る岸壁（-6.0m）（西）1～4函目を
対象とし、ケーソン2箇所の腹付工
や被覆ブロックの据直しなどを実
施しました。現在は、護岸（防波）
（西）側の全延長を対象とし、腹
付工や被覆ブロックの据直しなど
を行っています。この工事では、主
工種である腹付工がこれまでの工

写真-4　腹付工

事で最も施工量が多い4函分の
ケーソンが対象ですが、港外側で
あることから、波浪の影響を受けや
すく、施工条件の厳しい工事となっ
ています。今後は、先端部である岸
壁（-7.5m）（西）の1～5函目を対象
とし、ケーソン2箇所の腹付工や被
覆ブロックの据直し、水中落下物の
揚陸などを行っていきます。

● 5. おわりに
伊豆・小笠原諸島は、台風の進路

上に位置し、周りを海で囲まれている
ため、遮蔽域がないことにより波浪
の影響を大きく受けることから、毎年
のように台風による港湾施設などの
被災が生じています。

利島港は島内唯一の港湾施設と
して、島民の生活や村の産業などを
支えています。そのため、岸壁機能
の早期の本格復旧を目指して、工事
を進めていく所存です。

写真-5　防舷材用鋼製台座 写真-6　暫定供用開始後の着岸状況

図-2　復旧工事概要
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令和元年台風15号による横浜港の被災概要と
金沢区福浦地区護岸の復旧について

● 1. はじめに
　令和元年台風15号は、9月9日未
明に三浦半島に上陸後、関東地方
の各地で大きな被害をもたらしま
した。横浜港においても、記録的
な暴風や想定を超える高波に見
舞われ、港湾施設や民間の施設に
大きな被害が生じました。
　本稿では、横浜港における被
災概要や、背後の工業団地に甚大
な被害が出た金沢区福浦地区の
護岸の災害復旧事業による復旧
状況を紹介します。

● 2. 横浜港の被災概要につ
いて

〇被災状況
台風の通過により、横浜港（横

浜 気 象 台 ）で は 、海 面 気 圧
969.1hPa、最大瞬間風速41.8ｍ/s
を観測しました。また、沿岸部に
は、高さ10ｍにも及ぶ想定を超え
た高波が押し寄せました。

この結果、主力コンテナふ頭で
ある本牧ふ頭や、多くの中小企業
が立地する金沢区福浦地区にお
いて、護岸上部のパラペットが倒壊

（写真1）しました。
また、南本牧ふ頭と首都高速道

路湾岸線を直結する「南本牧はま
道路」の橋梁部（写真2）や海づり
施設の桟橋（写真3）に、漂流した
船舶が接触し、大きな損傷を受け
ました。

さらに、ふ頭内では 上 屋の
シャッター破損や電気系統の一
時不通、コンテナの一部散乱など
の被害が生じたほか、港湾緑地で
は、植栽や休憩施設、親水護岸な
どに被害が生じました。

〇復旧状況
被災後、速やかに災害ごみの回

収や護岸被災箇所への大型土の
うの設置などを行い、事業活動の
早期再開を図りました。

大型土のうは、護岸上に加え、
背後道路の歩道部にも設置し、2
重防護としました。このことで、翌
月（10月12日）に大型の台風19号
が来襲した時でも、背後への浸水
を食い止めることができました。

港湾施設の本復旧については、
護岸や緑地などを、市が災害復旧
事業及び災害関連事業として国の
補助を受けて復旧することとし、
12月と1月に計17件の災害査定を
受け、順次工事を実施してきまし
た。

そのほか大規模な被害を受け
た本牧ふ頭の海づり施設について
は、暫定的に営業を再開している
ものの、損傷が大きかった桟橋や
管理棟は、市の単独事業として復
旧を進めているところです。

また、復旧にあたっては、国土
交通省に多大なご支援をいただき
ました。被災直後にはＴＥＣ-ＦＯＲ
ＣＥ（緊急災害対策派遣隊）を緊
急対応・現地調査などで派遣いた
だいたほか、「南本牧はま道路」
を国直轄による災害復旧事業で
復旧いただき、橋桁が大破した状
況であったにもかかわらず、被災
から8か月後の令和2年5月7日に、
供用を再開していただきました。

横浜市港湾局　政策調整部　政策調整課　

課長補佐　上田 新平

災害復旧事業

写真1　福浦地区護岸の被災状況

写真3　海中に落下した海づり桟橋

写真2　破損した南本牧はま道路
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● 3. 金沢区福浦地区護岸の
復旧について

福浦地区護岸の背後に立地す
る工業団地では、今回の台風によ
る大規模な浸水により、中小企業
だけで384社・約250億円（令和
元年10月の調査時点）の被害が確
認されました。被災後、地元から
は、安心して事業を再開できるよ
う、再度災害の防止措置も含めた
護岸の早期復旧を強く要望されま
した。

〇復旧方針の決定
横浜市はこの要望に応えるた

め、10月8日に関東地方整備局の
「東京湾における高波対策検討
委員会」（委員長・高山 知司 京
都大学名誉教授）と連携して「横
浜港護岸復旧工法検討会」（委員
長・鈴木 崇之 横浜国立大学大学
院准教授）を設置し、復旧方針を
定めました。

構造形式は、従来の構造から
大幅に改良を行い、大潮時の満
潮及び伊勢湾台風相当の高潮に、
今回の台風の高波を重ねた、想定
し得る最大の高潮・高波でも浸水

を防げる構造としました。具体的
には、パラペット高さを被災前の
約0.9ｍから約3ｍへ嵩上げし、護
岸本体前面には消波工を配置す
る構造としました。消波工は、水
深を踏まえ、「直立消波ブロック
式」と「異形消波ブロック式」の2
パターンの断面を採用しました
（図1）。

〇災害査定から工事着手へ
福浦地区護岸のうち、パラペッ

トが倒壊した約780ｍの区間を災
害復旧事業として改良復旧し、隣
接する約1,550mの区間を、災害関
連事業として改良することとしま
した。12月に現地で災害査定を受
けた後、工事発注の準備を進め、
令和2年1月14日の保留解除（事業
費決定）と同時に、復旧工事に着
手しました。

〇台風シーズンまでの護岸概成
を目指して
急ピッチで工事を進めるにあた

り課題となったのが、2万個を超え
る消波ブロックを製作する工事
ヤードの確保です。早急に、他事

業とヤードの利用調整を
行ったほか、竣工前の埋立
地や下水処理施設の敷地
などの利用を調整し、市内
で6箇所のヤードを確保し
ました。

また、複数のヤードで製
作した消波ブロックは、出
来たものから順次海上運
搬して据付を行うため、工
事間で綿密な調整を行い
ながら対応しました。

その結果、被災翌年の
台風シーズン前（8月末）ま
でに護岸上部のパラペット

の嵩上げが概成し、9月末までに
は消波ブロックの設置を含む護
岸の復旧が概成しました（写真
4、5）。今後、直立消波ブロック区
間の上部工などの残工事を進め
ていく予定です。

● 4. 終わりに
港内の港湾施設の復旧が1年

程度の短期間でここまで進んだこ
とは、国土交通省や建設会社、建
設コンサルタントの関係者をはじ
め、被災直後から復旧工事の実
施にご協力をいただいたすべての
方々のご尽力によるものです。

あらためて深く感謝申し上げま
す。

写真5　福浦地区護岸の現状
（令和2年11月時点）

写真4　パラペット嵩上げ状況

図1　福浦地区護岸復旧断面
　　（赤ハッチ：改良復旧部分）
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● 1. はじめに
令和1年9月の台風15号で被災

した「横浜港南本牧はま道路（以
降「はま道路」という。）」は、被
災から約8ヶ月後の令和2年5月7日
に供用を再開した。これは、被災
後のすみやかな調査、復旧方法の
検討、復旧工事等すべてに携わっ
た関係者の努力の賜と技術の結
集といえる。今回その苦労の一端
が紹介できれば幸いである。

● 2. 横浜港南本牧はま道路
「はま道路」は、大水深コンテ

ナターミナルが集中する南本牧地
区から高速道路ネットワークに接
続するとともにふ頭間を連結する
臨港道路として整備した。（写真－
１）

臨港道路本線の海上橋梁部及
び陸上高架橋部2.5km、首都高速
湾岸線出入り口ランプ1.2kmの整

備を実施し、平成29年3月4日に供
用開始した。

● 3. 台風15号による被災状
況と復旧工事に向けて

令和1年9月9日に東京湾を縦断
した台風15号は、猛烈な雨と過去
最大クラスの暴風・波浪を記録
し、首都圏各地で猛威を振るっ
た。

横浜港では、走錨した船舶の
衝突により「はま道路」が損壊し

た。（写真－２）
被災した部分は、鋼3径間連続

鋼床箱桁橋（338m）、PC桟橋
（110m）であった。関東地方整備
局では、台風通過後すぐに被災が
あったことを確認し、災害協定書
に基づき（一社）海洋調査協会へ
現地調査を依頼し、ドローンによ
る上空からの調査や復旧検討に
資する3次元モデルの作成、目視
点検及び水中可視化調査による
橋脚等状況を確認した。

令和1年９月　台風１５号により被災した横浜港南本牧
はま道路の復旧について ～被災から約８ヶ月で供用再開～

国土交通省　関東地方整備局　京浜港湾事務所

災害復旧事業

写真－２　位置図

写真－１　横浜港現況 写真－３　被災状況
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その調査結果を踏まえ、別途災
害協定を締結している（一社）日
本埋立浚渫協会による被災を受
けた路面上に散乱する瓦礫の撤
去や一般人の立入禁止など24時
間警戒配備を実施するのに併せ
て、（一社）港湾技術コンサルタン
ツ協会による施設の健全度評価、
概略の復旧対策の検討を実施し
た。

その後、復旧方針決定のための
「横浜港南本牧はま道路復旧工
法技術検討委員会」を9月20日と
10月17日に開催して、復旧工事に
着手した。（写真－３、４、５）

● 4. 早期の供用再開に向けて
１）復旧内容

復旧は、早期の供用再開に向
け損傷箇所の部分的な復旧方法
とした。PC桟橋部は、全７径間の
うち４径間を全交換した。鋼床版
箱桁橋部は、主桁の架け替えでは
なく鋼床版張出部の部分取り替え
とした。なお、橋脚は損傷箇所が
認められなかったため現状維持と
した。（図－１、２、３）

２）工程短縮の工夫
①調査、撤去、復旧方法の
　同時進行

PC桟橋では、PC桁を撤去し
ないと受梁の損傷状態が把握で

きないため、撤去作業と目視調
査や打音調査などの調査を同時
進行しながら更に復旧方法を検
討した。

鋼床版箱桁橋では、通常、損傷
箇所撤去完了後に寸法を計測し
てから新たな部材を工場製作する
が、工程を短縮するため損傷箇所
の撤去と復旧方法の検討、工場
製作を同時進行で実施した。

②材料の手配
材料の手配では短期間での製

作依頼となり、PC桁、鋼床版製作
にいたっては、複数の工場で製作
した。

写真－４　PC桟橋 被災状況

写真－５　鋼床版箱桁橋 被災状況

図－１　PC桁撤去範囲

図－２　鋼床版撤去範囲

図－３　鋼床版撤去範囲
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③施工
通常は仮設桟橋を設置して施

工を行うが、今回は、200tクロー
ラークレーンを搭載したSEP台船
と健全なPC桁だけの限られたス
ペースで資機材の配置等を行っ
た。鋼床版箱桁橋の撤去範囲設
定にあたり、今回の復旧のように
既設鋼橋の一部を切断・撤去して
補修した前例がないため、応力確
認をし、慎重に切断順序等を決定
した。

④施工体制
PC桟橋、鋼床版箱桁橋の損傷

箇所撤去・補修では、最盛期で作
業員100人/日、架設以降の作業に
ついては、作業員70人/日で施工
した。

以上の工程短縮の工夫もあり、
令和2年1月初旬から本格的な撤
去を開始し、2月中旬からPC桁架
設、3月初旬から鋼床版架設を
行った。その後、4月中旬までに壁
高欄等の橋梁付属物の施工を完
了させ、4月下旬に橋面舗装を実
施し5月7日に供用を再開すること
ができた。（写真－６、７）

 
● 5. おわりに

今回の災害を踏まえ再発防止
の観点から、港湾の施設の技術上
の基準の細目を定める告示の一
部を改正し、船舶の走錨リスクを
考慮し橋げたの損傷を防止するた
めの防衝設備を設置する内容が
追加された。「はま道路」では、
PC桟橋８カ所、鋼床版箱桁橋の
運河を跨ぐ２カ所に防衝設備の
整備を進めており、本体の整備を
11月に終えた。

写真－６　PC桁架設状況

写真－７　鋼床版架設状況

最後に、復旧するまで迂回を強
いられた陸上・海上の「はま道
路」の利用者、復旧に携わった調
査・設計・工事関係者、関係省庁
の皆様に改めて感謝いたします。
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● 1. 概要

　

● 2. 浜金谷港の概要
浜金谷港は房総半島の西岸中

南部の富津市に位置し、水域面
積約130ha、海岸延長1.9kmの地
方港湾として昭和53年に指定され
た。古くから南房総の交通基地と
して物資・旅客の輸送等海上交通
の拠点であり、昭和35年には神奈
川県久里浜とを結ぶ東京湾フェ
リーが就航し、南房総の観光・物
資輸送の玄関口となっている。ま
た、平成4年に-5.0m岸壁（2バー
ス）が完成し、南房総産出の砂岩
等の重要な積出港として利用され
ている。

浜金谷港金谷地区における台風時の高波による護岸の被災
－災害関連事業を活用した一連防護による復旧－

千葉県　県土整備部　港湾課　港湾整備室

災害復旧事業

● 3. 被災の状況
令和元年10月12日から13日にか

けての台風第19号の影響により、
千葉県内では記録的な風速が観
測され、浜金谷港にほど近い館山
の観測所では、12日16時から22時
にかけて断続的に15m/s以上の
風速を観測し、最大風速（10分間
平均風速の最大値）は20.7m/sで
あった。海上においても高波が発
生・来襲し、浜金谷港では直立消
波ブロック構造の北港埋立A護岸
で上部工の滑動、パラペットの転
倒・損傷、背面ヤードの洗掘を確
認した。（写真－１、２）

写真－１　被災状況①

写真 －２　被災状況②
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● 4. 被災のメカニズム
波浪推算の結果、被災時には

当初設計時の波浪条件よりも大き
な波浪が来襲したことが判明し
た。今回の被災の過程としては、
①高波により直立消波ブロック間
に離れが生じ、隙間から浸入した
波浪及び越波により背面ヤード部
の土砂やアスファルト舗装が流
出、②背面土砂の流出により支え
がなくなった状態となり、高波に
よって上部工が滑動、③高波に
よって護岸のパラペットが転倒・
損傷し、背面ヤード部の洗掘範囲
が拡大し、護岸の被災に至ったも
のと推測した。（図－１）（写真－
３）

● 5. 復旧工事の概要
当該護岸は、平成2年に竣工し

た後、平成29年10月22日～23日に

かけての台風第21号において、高
波の影響により被災したことか
ら、災害復旧事業により原形復旧
した経緯がある。

今回の復旧にあたっては、被災
時に当初設計時の波浪条件よりも
大きな波浪により被災したことを
踏まえて、再度災害防止の観点か
ら、設計条件を最大被災波高を
考慮したものを用いて「改良復
旧」とする方針とした。

北港埋立A護岸L=45.7mのう
ち、被災を確認したL=20.2mにつ
いては背後ヤードへの越波量の
低減を目的に護岸天端を既設の
A.P.+5.00mからA.P.+8.20mに
3.2m嵩上げして改良復旧するとと
もに、直立消波ブロック背後に現
行基準に基づき防砂板を設置す
ることで、背後への浸入防止を
図った。

また、背面ヤードの利用形態や
地形状況等を考慮し、北港埋立A
護岸全体として一連防護となるよ
う、残りのL=25.5mについては、
災害関連事業を適用して改良復
旧護岸と天端が同一となるよう既
設護岸の嵩上げを実施した。（写
真－４）

● 6. おわりに
今回の災害復旧に際しては、

「災害関連事業」を適用しての申
請を行ったが、関係機関の方々の
ご指導、ご助言により査定決定を
受けることができた。現在、復旧
工事を実施中であるが、安全を確
保しながら早期の復旧に努めた
い。

図－１　被災のメカニズム

写真－３　越波状況

写真－４　復旧工事の概要

写真－５　施工状況
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災害復旧を支える施策
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1. はじめに
　近年5年の災害の発生状況を振り返ると、平成28年
の「熊本地震」、平成30年の「平成30年7月豪雨」・
「台風21号」、令和元年の「房総半島台風」・「東日
本台風」、昨年の「令和2年7月豪雨」など、毎年のよう
に全国各地で大規模な自然災害が頻発し、甚大な被
害が発生している状況にあります。
　港湾においては、大規模災害発生時、緊急支援物
資の受入やサプライチェーン維持の観点で港湾機能
の継続が不可欠であるため、速やかな被災状況把握
やその後の被災地支援の役割が求められています。
　本稿では、過去5年を振り返り、上記に示す6つの
風水害・地震発生時における港湾分野の初動対応に
ついて紹介致します。

2. 熊本地震
2.1 地震の概要
　熊本地震は、平成28年4月14日21時26分に熊本県
熊本地方においてマグニチュード6.5の地震が発生
し、熊本県益城町で震度7を観測するとともに、続く
16日1時25分にもマグニチュード7.3の地震が発生し、

益城町及び西原村で震度7を観測するなど、熊本県を
中心に九州地方の各県でも強い揺れを観測しました。
また、これらの地震だけでなく、その後も熊本県から
大分県にかけて地震活動が活発な状態となり、7月14
日までに、2回の震度7、2回の震度6強を含め、震度1
以上の地震が合計1888回観測されるなど、各地に甚
大な被害がもたらされました。

2.2 港湾における被害と応急復旧
　本地震では、熊本県の熊本港、八代港、三角港、
大分県の別府港などにおいて港湾施設・海岸施設に
被害が発生しましたが、他のインフラと比較し、比較
的施設被害が軽微だったことや、迅速な応急復旧等
により、地震後、早い段階で全ての港湾施設の利用
が可能となりました。本稿では、本地震における港湾
の主な応急復旧事例として、熊本港の応急復旧につ
いて紹介します。
　熊本港には、島原港と結ぶフェリー航路（16便/
日）及び釜山港と結ぶ外貿コンテナ航路（1便/週）が
定期航路として就航していますが、地震に伴うフェ
リーターミナルの車両乗降用可動橋の変形、ガント
リークレーンの部材不具合、臨港道路における段差
などが発生し、両航路とも地震直後より運休となりま
した。
　応急復旧にあたっては、港湾管理者、国土交通省
緊急調査団（九州地方整備局、国土技術政策総合研
究所及び（国研）港湾空港技術研究所の職員より構
成）、（一社）日本埋立浚渫協会等の関連業界団体等
が連携して迅速な対応を行ったことにより、地震から
約1週間後の4月22日にフェリー航路、23日にコンテナ
航路の運航が再開しました。
　また、コンテナターミナルにおいては、海上保安庁

国土交通省 港湾局
海岸・防災課 災害対策室

災害復旧を支える施策
～近年の災害における対応～

表　熊本地震による被害状況（2019年4月12日18時時点）

※ 内閣府防災公表資料より作成

人的被害
死者 273人

重傷者・軽傷者 2,809人

住家被害

全壊 8,667棟

半壊 34,719棟

一部破損 163,500棟
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が被災者に対する入浴機会の提供を実施していたた
め、国土交通省港湾局と海上保安庁で調整し、コン
テナ船の早朝入港を通じ、被災者支援とコンテナ物
流の両立を実現しました。
　熊本港以外の港湾においても、地震発生後、港湾
管理者を始めとする関係者による速やかな点検、応
急復旧により、その後、港湾を活用した様 な々被災者
支援活動が行われました。　

2.3 港湾を活用した被災地への緊急支援物資
輸送

　本地震では、熊本港や八代港等において、海上自
衛隊の輸送艦「おおすみ」、海上保安庁の巡視船「あ
まぎ」、北陸・中部・近畿・中国・四国の各地方整備
局所属の大型浚渫兼油回収船、海洋環境整備船、港
湾業務艇などの直轄船舶などにより被災地への支援
物資の輸送が行われました。

2.4 港湾を活用した被災者への飲料水提供
　熊本港において、4月16日から九州地方整備局所
属の海洋環境整備船2隻（「海輝」、「海煌」）及び
海上保安庁の巡視船「あまぎ」により、被災直後か
ら被災者の方々に飲料水の提供が行われ、同海洋環
境整備船2隻により、5月2日までに計3,500名以上の
方々に112,000リットル以上の飲料水の提供が行われ
ました。

災害復旧を支える施策

2.5 熊本港における被災者への入浴支援の
　　実施
　海上保安庁の巡視船及び国土交通省の大型浚渫
兼油回収船２隻（中部地方整備局「清龍丸」及び九
州地方整備局「海翔丸」）により、船内浴室を開放
し、被災者の方々に入浴機会の提供を行いました。
大型浚渫兼油回収船は、入浴機会の提供とあわせ、
洗濯場所や軽食の提供を行い、4月28日までの6日間
で、計328名の方々に利用いただきました。

大型浚渫兼油回収船「清龍丸」による入浴機会の提
供（軽食提供の様子）

2.6 フェリー「はくおう」のホテルシップ利用
　八代港において、フェリー「はくおう」がいわゆるホ
テルシップとして、被災者の宿泊・入浴・食事のため
の休養施設に利用されました。4月26日から5月29日ま
でに計2,605名の方々が宿泊されました。

海洋環境整備船による給水の様子

大型浚渫兼油回収船「清龍丸」による入浴機会の提供
（軽食提供の様子）

フェリー「はくおう」の利用状況
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平成30年7月豪雨における港湾局の支援状況一覧（7月9日～25日）

2.7 「海上代替航路」の開設
　本地震では、九州自動車道などの幹線道路の不
通・混雑等により被災地域の企業等が北部九州や本
州に製品出荷等を安定的に陸上輸送することが困難
だったため、井本商運(株)のご協力により、4月23日
に、九州の南北（八代港～博多港）を結ぶ「海上代替
航路」が臨時開設され、活用されました。

3. 平成30年7月豪雨
3.1 豪雨の概要
　平成30年6月28日より、台風第7号や梅雨前線の影
響によって、西日本を中心に全国的に広い範囲で記
録的な大雨となりました。気象庁によると、九州北
部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方の多くの観
測地点で24、48、72時間降水量の値が当時の観測史
上第1位となるなど、広い範囲における長時間の記録
的な大雨となりました。この記録的な大雨により河川
の氾濫や土砂災害などが生じ、多くの人的被害や物
的被害が生じました。

3.2 港湾における被害と応急復旧
　港湾施設については、一部の港湾で護岸の一部が
破損するなどの被害が生じましたが、岸壁や防波堤
が崩壊するなどの大規模な港湾施設の被害は見られ
ませんでした。一方で、鳥取港などの河口部に位置す
る港湾などでは、豪雨による影響で河川から流出し

表. 平成30年7月豪雨による被害状況（2019年1月9日16時時点）

※ 内閣府防災公表資料より作成

人的被害

死者 237人

行方不明者 8人

負傷者 433人

住家被害

全壊 6,767棟

半壊 11,243棟

一部破損 3,991棟

床上浸水 7,173棟

床下浸水 21,296棟
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た流木や多くの土砂等が港湾区域内に流れ込み、航
路や泊地を埋そくする被害が多数発生し、港湾機能
を早急に回復するため、回収作業が実施されまし
た。

3.3 漂流物の回収
　本豪雨では、河川から一般海域に多くの漂流物
（流木、葦類等）が流入したたことから、中国、九
州、近畿地方整備局の海洋環境整備船（計5隻）によ
り実施し、災害後1ヶ月間で前年度1年分の相当量に

及ぶ1,670㎥の漂流物を回収しました（7月9日～8月17
日の間での回収実績）。

3.4 港湾業務艇や海洋環境整備船等による入
浴支援・支援物資の輸送

　被災地では、断水や陸上交通網の寸断により、水
や物資が不足する状況が発生したことから、港湾局
では、港湾業務艇や海洋環境整備船等により、海上
から緊急物資輸送や給水支援を実施しました。特
に、呉市では、広域的に断水被害が生じたことから、
呉港において、大型浚渫兼油回収船「清龍丸」によ
り、入浴支援と洗濯支援を実施しました。
　また、中国・近畿・関東・中部・四国の各地方整備
局と関係機関が協力して支援物資の輸送を実施しま
した。近畿地方整備局では、大阪府市長会と連携
し、同会からの救援物資を堺泉北港基幹的広域防災
拠点に集約し、同防災拠点の備蓄物資とともに、大型
浚渫兼油回収船「清龍丸」により輸送を実施しまし
た。また、（一社）日本埋立浚渫協会の協力のもと、
堺泉北港基幹的広域防災拠点の備蓄支援物資、大
阪府市長会からの救援物資等を、被災地へ陸上及び
フェリーにより輸送しました。関東地方整備局では、 
海上自衛隊の輸送艦による輸送協力のもと、横須賀
港から被災地へ向けて備蓄飲料水を輸送しました。
四国地方整備局では、日本埋立浚渫協会の協力のも
と、愛媛県上島町(弓削島２箇所、生名島１箇所)で生
活用水の供給支援を実施しました。

災害復旧を支える施策

鳥取港における埋塞状況・回収状況

流木・葦類の回収（上蒲刈島付近）

漂流物の回収状況
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3.5 岸壁の利用調整に係る関係機関との調整
　港湾局では、国の関係機関が被災者支援を円滑に
進めるための支援も実施しました。海上保安庁の巡
視船による支援物資の輸送において、利用可能バー
スの情報提供を行うとともに、SOLAS制限区域への
給水車の入域に関して港湾管理者へ助言を行い、円
滑な給水作業を確保しました。陸上自衛隊の災害支
援部隊の輸送(苫小牧港→三田尻中関港)において、
利用する岸壁を港湾管理者(苫小牧港管理組合、山口
県)と調整を実施しました。さらに、防衛省「はくおう」
の寄港先となる尾道糸崎港 糸崎地区(三原市)で、利
用する岸壁を港湾管理者(広島県)及び海上保安庁と
調整を実施しました。

3.5 呉港における港湾施設の一部管理の実施
　また、呉港港湾管理者からの要請に基づき、全国
で初めて港湾法第55条の３の３の規定の適用によ
り、非常災害時の場合における国土交通大臣による
港湾施設の管理を実施し、呉港の一部施設の国によ
る管理として管理期間中、呉港内の漂流物の回収、ま
た河川からの土砂流出により埋塞した泊地浚渫など
を実施し、港湾機能の早期復旧に努めました（国によ
る呉港の一部施設の管理期間7月16日～9月24日）。

4. 平成30年台風第21号
4.1 台風の概要
　平成30年台風第21号は、9月4日12時前に徳島県南
部に上陸し、平成5年第13号以来25年振りに非常に
強い勢力で上陸した台風となりました。同日14時前に
は兵庫県神戸市付近に再び上陸し、速度を上げなが
ら近畿地方を縦断、日本海を北上しました。台風の接
近や通過により、西日本から北日本にかけて非常に
強い風が吹くとともに非常に激しい雨が降り、四国や
近畿地方では猛烈な風雨や高潮が発生しました。高
知県の室戸市室戸岬では最大風速48.2m/sが観測さ
れたほか、観測史上第1位を更新したところが全国で
53地点ありました。また、大阪府、和歌山県、兵庫
県、徳島県の各地点において過去の最高潮位を超え
る値を観測した地点がありました。

4.2 港湾における被害と応急復旧
　神戸港の潮位観測では233cmを記録し、六甲アイ
ランドでは水位290～357cmを記録しました。神戸港
沖の波高観測値は有義波高で4.72mと、既往最大値
4.43mを超え、波浪の影響も大きかったと推測されま
す。
　六甲アイランドでは、台風の暴風を受け、積み上げ
られたコンテナがヤード内に倒壊しました。また、高
潮、高波による浸水等により、神戸港及び大阪港で空
コンテナが航路・泊地へ流出し、船舶の航行の安全
が確認されるまで、神戸港で２日間、大阪港で３日

表. 平成30年台風第21号による被害状況（2018年10月2日17時時点）

※ 内閣府防災公表資料より作成

人的被害

死者 14人

行方不明者 -

負傷者 954人

住家被害

全壊 26棟

半壊 189棟

一部破損 50,083棟

床上浸水 66棟

床下浸水 505棟

入浴・選択支援実施中の清龍丸
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六甲アイランドにおけるコンテナの倒壊

間、港湾機能が停止したほか、荷役機械等の電気系
設備等の故障により、神戸港の港湾機能が著しく低
下する等、近畿地方の港湾が大きな被害を受けまし
た。さらに尼崎西宮芦屋港においては、高潮により堤
内地に浸水被害が発生したほか、海岸保全施設が一
部損壊しました。

4.3 神戸港における対応
　神戸港の公共土木施設の被害については、9月7日
に災害査定官を派遣し、現地調査を実施しました。
　また、浸水被害が発生した神戸港六甲ターミナル
RC６及びRC７については、9月12日より引き取り可能
なコンテナの搬出を再開し、9月26日より仮復旧した
ガントリークレーンの試験運転として、一部航路の受
入れを再開しました。

4.4 大阪湾港湾等における高潮対策検討委
員会

　台風第21号による港湾の高潮被害の詳細把握と原
因の究明とともに、今後のハード・ソフト対策について
検討を行うため、「大阪湾港湾等における高潮対策
検討委員会」を設置し、第1回委員会を9月19日に開催
しました。

5. 令和元年房総半島台風（台風第15号）
5.1 台風の概要
　令和元年房総半島台風（台風第15号）は、9月9日に
関東地方に接近しました。台風の接近・通過に伴い、
伊豆諸島や関東地方南部を中心に猛烈な風雨となり
ました。特に、千葉市で最大風速35.9m、最大瞬間風
速57.5mを観測するなど、多くの地点で観測史上１位
の最大風速や最大瞬間風速を観測する記録的な暴
風となった結果、千葉県を中心に7万4900棟を超える
住家被害が発生、多くの市町村において避難指示
（緊急）及び避難勧告等が発令され、ピーク時にお
ける避難者数は2,200人超に達しました。
　また、送電線の鉄塔や電柱の倒壊、倒木や飛散物
による配電設備の故障等により、千葉県を中心に、最
大約93万4900戸の大規模停電となり、長期間にわた
る停電の影響により、携帯電話網や市町村防災行政
無線等が使用できず、住民への情報伝達が困難とな
る通信障害が発生したほか、多くの市町村で断水等
ライフラインへの被害や鉄道の運休等の交通障害が

表. 令和元年房総半島台風による被害状況（2019年12月23日15時時点）

※ 内閣府防災公表資料より作成

人的被害

死者 3人

行方不明者 -

負傷者 150人

住家被害

全壊 391棟

半壊 4,204棟

一部破損 72,279棟

床上浸水 121棟

床下浸水 109棟

災害復旧を支える施策

浸水によるコンテナの散乱
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発生するなど、住民生活に大きな支障が生じました。

5.2 港湾における被害と応急復旧
　本台風では、横浜港を中心に甚大な被害がもたら
されました。横浜港南本本牧はま道路では、周辺に
錨泊していた貨物船が走錨し、甚大な損傷が発生し
ました。発災直後の9月10日にはTEC-FORCEを派遣
し、被災状況調査を実施するとともに、9月24日に横
浜港南本牧はま道路復旧工法技術検討委員会を設
置し、早期に復旧への検討に着手し、令和2年5月に
復旧しました。
　また、横浜港南本牧ふ頭の広さ約20万㎡のシャー
シ置場が冠水（浸水深約0.5m以上）したことを受
け、12日、横浜市からの要請に基づき、関東地方整備
局からTEC-FORCE2名を派遣するとともに、災害協
定団体による排水ポンプを活用した排水を開始、14

日午前には排水作業が完了し、シャーシ置き場の冠
水は解消しました。
　さらに、横浜市が造成した工業団地である横浜港
金沢区福浦地区において、護岸約600ｍが倒壊し、隣
接する幸浦地区も含めて、国道357号の東側3.92k㎡
のエリアが浸水したことから、9月14日、横浜市からの
支援要請を受け、関東地方整備局や国土技術政策総
合研究所よりTEC-FORCE計10名を派遣し、横浜市
金沢区福浦の護岸の被災状況調査を実施しました。

5.3 自治体への物資支援
　9月11日、館山市からの支援要請を受け、千葉港湾
事務所や川崎港基幹的広域防災拠点に備蓄してある
飲料水1,512ℓ、食料1,950食、投光器付発電機16台、
土嚢袋2,000枚を、航路調査船「うらなみ」や災害協
定団体が輸送しました。また、9月15日には、関東地方
整備局港湾空港部に備蓄してある食料3,380食を、災

横浜浜港南本牧のシャーシ置き場の冠水状況

横浜港福浦地区における被災状況調査

南本牧はま道路の被災状況

南本牧はま道路の被災状況



Wave & Beach　127

館山市における投光器の使用状況

青雲丸への誘導の様子

害協定団体が陸上輸送を実施しました
　9月13日、君津市からの支援要請を受け、川崎港基
幹的広域防災拠点に備蓄してある発電機20台を、災
害協定団体が輸送しました。
　9月14日、多古町からの支援要請を受け、川崎港基
幹的広域防災拠点に備蓄してある発電機38台を、災
害協定団体が陸上輸送しました。

5.4 入浴支援
　木更津市からの支援要請を受け、9月14日～16日の
間、関東地方整備局からTEC-FORCE（緊急災害対
策派遣隊）を延べ10人派遣しました。木更津港南部
地区において、海事局所管の(独)海技教育機構の練
習船『青雲丸』による入浴支援活動をサポートし、75
人が入浴に訪れました。

6. 令和元年東日本台風（台風第19号）
6.1 台風の概要
　令和元年東日本台風（台風第19号）は、10月12日に
関東地方に接近しました。台風の接近・通過に伴い、
東日本の広範囲において 猛烈な風雨となりました。
神奈川県足柄下群箱根町では945.2mmの観測史上
１位の24時間降水量を観測し、また、横浜市では、そ
れまでの10月1位の値を更新する最大瞬間風速43.8
メートルを観測するなど、多くの地点で記録的な降水
量や最大瞬間風速等を観測するとともに、極めて広
範囲にわたり、河川の氾濫やがけ崩れ等が発生し、
関東地方・甲信地方・東北地方などで甚大な被害が
もたらされました。

6.2 房総半島台風による被災箇所への事前対応
　本台風の約1ヶ月前に来襲した房総半島台風によ

表.令和元年東日本台風による人的・物的被害（2020年4月10日9時時点）

※ 内閣府防災公表資料より作成

人的被害

死者 104人

行方不明者 3人

負傷者 384人

住家被害

全壊 3,308棟

半壊 30,024棟

一部破損 37,320棟

床上浸水 8,129棟

床下浸水 22,892棟

土のうを3列に配置し、浸水被害を防止

災害復旧を支える施策
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海洋環境整備船「海煌」による漂流物回収の様子

り、横浜市金沢区福浦地区の護岸が倒壊し、大規模
な浸水が発生したことを受け、土のうを3列に設置す
る3重防護を実施したことにより本台風では、設置し
た土のうが一部崩壊したものの、浸水被害を防止す
ることが出来ました。

6.3 東京湾内の漂流物回収
　10月20日、港湾業務艇が東京湾海域で流木等の
漂流物を発見したことを受け、直ちに清掃兼油回収船
「べいくりん」による流木の回収作業を実施し、同日
中に回収作業が完了しました。また災害協定に基づ
き、(一社)日本埋立浚渫協会関東支部が漂流物を揚
収し、陸揚を実施しました。

7. 令和2年7月豪雨
7.1 豪雨の概要
　令和2年7月豪雨では、7月3日から7月31日にかけ
て、日本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った
空気が継続して流れ込み、九州南部、九州北部地
方、東海地方、及び東北地方の多くの地点で24、48、
72時間降水量が観測史上1位を超えるなど記録的な
大雨となりました。
　この大雨により、九州の球磨川、筑後川をはじめ、
飛騨川、江の川、最上川等全国の河川で氾濫が相次
いだほか、土砂災害、低地の浸水等により、人的被害
や物的被害が多く発生しました。
　港湾関係では、球磨川をはじめとする河川からの
有明海・八代海への流木等の漂流物の流入や、一部
港湾における護岸の崩壊などが確認されました。

7.2 有明海・八代海における漂流物回収
　7月3日夜からの大雨により、有明海・八代海への流
木等の大量の漂流物の流入が予見されたことを受
け、航行船舶の安全性確保及び海洋環境保全のた
め、発災直後の4日早朝から九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所所属の海洋環境整備船「海
輝」、「海煌」の2隻を同海域に派遣し、漂流物回収
に着手するとともに、同局関門航路事務所所属の海
洋環境整備船「がんりゅう」も担務海域を越えて加わ
り、3隻体制による回収、同局と災害協力協定を締結
している（一社）日本埋立浚渫協会、九州港湾空港
建設協会連合会の連携（クレーン付台船を最大6隻/
日を投入）による回収、福岡有明海漁業協同組合連
合会(所属漁船83隻が漂流物回収に参加)、牛深地区

表. 令和2年7月豪雨による人的・物的被害（2021年1月7日14時時点）

※ 内閣府防災公表資料より作成

人的被害

死者 84人

行方不明者 2人

負傷者 77人

住家被害

全壊 1,621棟

半壊 4,504棟

一部破損 3,503棟

床上浸水 1,681棟

床下浸水 5,290棟

清掃兼油回収船『べいくりん』
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緊急支援物資引き渡しの様子海域環境保全協議会（熊本市、天草市、地元漁業
者）等と連携した回収等を実施し、平成30年7月豪雨
時の総回収量の約15倍となる量の漂流物（16,115㎥）
を回収しました。

7.3 八代港における港湾施設の一部管理
　八代港港湾区域内への球磨川からの土砂や流木
等の流入を受け、八代港港湾管理者である熊本県か
らの要請に基づき、港湾法第55条の3の3により、7月
10日から8月9日まで、非常災害時における国土交通
大臣による八代港の港湾施設の管理を実施し、同港
の一部の施設（航路・泊地）の国による管理を実施
し、港湾機能の早期回復を図りました。引き続き、令
和2年度当初予算と予備費を活用し、八代港の水深
14m岸壁前面泊地の浚渫を災害復旧事業により実施
しております。
　令和2年7月豪雨における港湾法55条の3の3の八代
港への適用は、平成30年7月豪雨の際、呉港（港湾管
理者：広島県呉市）において、国による港湾施設の一
部管理を実施して以来、2 例目の適用となります。

災害復旧を支える施策

7.4 緊急支援物資輸送
　7月4日未明、国土交通本省及び九州地方整備局が
非常体制に移行したことを受け、国土交通省港湾局
では緊急支援物資のプッシュ型輸送の準備に着手
し、同日午前、近畿地方整備局の災害時物資輸送協
定に基づき、（株）サカイ引越センターに緊急支援物資
の輸送要請を行いました。境泉北港の基幹的広域防
災拠点から発電機・照明・水等をトラック輸送し、八
代市役所などに届けられた支援物資は被災地で活用
されました。また、その他に熊本県葦北郡芦北町や福
岡県大牟田市等にも緊急物資の輸送を行いました。

8. おわりに
　頻発化・激甚化する高潮、高波等の被害や、切迫す
る大規模地震や津波、さらには、気候変動に起因す
る将来の平均海面水位の上昇などの災害リスクを軽
減するため、国土を強靭化していくこと、基幹的海上
交通ネットワークを維持することが必要です。
　昨年8月には、交通政策審議会より、「今後の港湾
におけるハード・ソフト一体となった総合的な防災・
減災対策のあり方」が答申されました。本答申を踏ま
え自助・共助・公助を含めたソフト・ハード一体となっ
た総合的な港湾の防災・減災対策の具体化に取組
み、強靭な港湾機能の形成や、円滑な被災地支援の
実施や被災地の早期復旧に向けて関係機関との協力
体制の構築に取り組んでまいります。
　最後に、これまでの災害対応において御協力を頂き
ました関係機関の皆様に心から御礼を申し上げます。
引き続きのご協力のほど、よろしくお願いたします。

平成30年と令和2年7月豪雨における漂流物の回収状況
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1. はじめに
　TEC-FORCE（Technical Emergency Control 
FORCE：緊急災害対策派遣隊）は、大規模自然災害
が発生し、又は発生するおそれがある場合において、
地方自治体からの要請等に基づき迅速に出動し、被
災状況の把握、被害の発生・拡大の防止、被災地の
早期復旧その他災害応急対策に対する技術的な支
援を行う事を目的に、平成20年度から活動を開始し
ました。TEC-FORCEの中でも、災害が発生したま
たは発生の恐れのある地方公共団体等に出向き、本
省・本局と情報伝達が円滑に行われるための触媒役
を果たし、適切な災害対応を行う上で役立つ情報提
供や助言を適時的確に行う隊員を、リエゾン（情報
連絡員）と呼びます。
　南海トラフ巨大地震や首都直下地震をはじめ、大
規模自然災害の発生が懸念されている中、国土交通
省全体のTEC-FORCE隊員数は、創設当初の約
2,500人から、令和2年4月には約1万4千人に増強し、
創設以来、令和2年3月31日現在、延べ約11万5千人
を超える隊員を派遣しています。

2. 港湾分野におけるTEC-FORCE派遣
　近年は災害の頻発化・激甚化により、国土交通省
全体のTEC-FORCE派遣人数は増改傾向であり、令
和元年度は過去最高となる延べ35,782人のTEC-
FORCEを派遣しました。港湾関係のTEC-FORCE
派遣人数についても、増加傾向が見られ、派遣ニー
ズが増大しています。
　そのような中、港湾分野におけるTEC-FORCEの
活動の幅は広がりを見せておりは、港湾施設等の「被
災状況調査」や「応急復旧活動支援」のみならず、大
型浚渫兼油回収船、海洋環境整備船、港湾業務艇等
の直轄保有船舶を活用した「緊急支援物資輸送」、「給
水支援」、「入浴・洗濯支援」等を行っており、多様な
ニーズに対応した被災地支援を実施しています。

3.  近年の主な派遣状況
　港湾分野では、近年、平成30年7月豪雨、台風第
21号、北海道胆振東部地震、令和元年房総半島台風、
東日本台風、令和2年7月豪雨等の災害でTEC-
FORCE派遣を行っています。本稿では、主なもの
として、令和元年房総半島台風、令和2年7月豪雨に
おける派遣状況について報告します。

国土交通省 港湾局
海岸・防災課 災害対策室

災害復旧を支える施策
～TEC-FORCE について～

TEC-FORCEの派遣実績の推移

表 1　港湾関係のTEC-FORCE派遣実績

年　度 延べ派遣人数

平成27年度 11人

平成28年度 322人

平成29年度 74人

平成30年度 651人

令和元年度 182人
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3-1. 令和元年房総半島台風
　令和元年房総半島台風では、伊豆諸島や関東地
域南部を中心に猛烈な風、猛烈な雨となり、多くの
地点で観測史上1位の最大風速や最大瞬間風速を観
測する記録的な暴風となり、TEC-FORCEの派遣に
よる被災地調査等を実施しました。

（TEC-FORCE派遣）
　本台風の影響で、周辺に錨泊していた貨物船が
走錨し、横浜港南本牧はま道路に甚大な損傷を与え
たことを受け、9月10日にTEC-FORCEを派遣し、
被災状況調査を実施しました。これにより、9月24
日に横浜港南本牧はま道路復旧工法技術検討委員
会が設置されるなど、早期に復旧への検討に着手す
ることができました。
　また、9月9日、横浜港南本牧ふ頭の広さ約20万㎡
のシャーシ置場が冠水（浸水深約0.5m以上）したこと
を受け、12日、横浜市からの要請に基づき、関東地
方整備局からTEC-FORCE2名を派遣するとともに、
災害協定団体による排水ポンプを活用した排水を開
始、14日午前には排水作業が完了し、シャーシ置き
場の冠水は解消しました。
　さらに、9月14日、横浜市からの支援要請を受け、
関東地方整備局や国土技術政策総合研究所より
TEC-FORCE計10名を派遣し、横浜市金沢区福浦の
護岸の被災状況調査を実施しました。
　また、木更津市からの支援要請を受け、9月14日
～ 16日の間、関東地方整備局からTEC-FORCEを
延べ10人派遣し、木更津港南部地区において、(独)
海技教育機構の練習船『青雲丸』による入浴支援活
動をサポート、75人が入浴に訪れました。

 

災害復旧を支える施策

3-2. 令和2年7月豪雨
　7月3日から断続的に降り続いた雨により、熊本県
を中心に九州や中部地方など日本各地で甚大な被害
をもたらした令和２年７月豪雨において、TEC-
FORCEやリエゾン派遣を実施しました。

（リエゾン派遣）
　発災直後の7月4日、熊本県八代市役所及び同県
水俣市役所からの要請を受け、同日中に九州地方整
備局港湾空港部職員を各2名ずつリエゾンとして市
役所に派遣したことを皮切りに、熊本県庁にもリエ
ゾンを派遣し、各種情報収集や関係者調整を実施し
ました。

（TEC-FORCE派遣）
　有明海・八代海に大量の漂流物が流入したことを
受け、九州地方整備局港湾空港部職員を7月7日より
TEC-FORCEとして派遣し、八代海の漂流物回収作
業の監督業務に当たるとともに、8日からは中国地
方整備局からの広域応援も加わり、同海域における
漂流物や漂着物の分布状況に関する現地調査や、
海洋環境整備船等に乗船し、漂流物の回収作業の
監督業務を実施しました。

4.  おわりに
　TEC-FORCEは、迅速な被災状況の把握や被害
の拡大防止、被災地の早期復旧に不可欠な存在で
あるとともに、今後も頻発化・激甚化するであろう
災害を考えるとき、その役割はますます重要なもの
になっていくと考えられます。発災時の迅速な被災
状況把握や港湾機能の早期回復に向け、引き続き、
TEC-FORCEの体制強化を図ってまいります。横浜市金沢区における被災護岸調査状況

漂流物回収作業の監督業務
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　標記の解説は、平成２９年２月１日に通知された「大規模
災害時における公共土木施設災害復旧事業査定方針の策定」
について、より理解を深め、実務に即した運用ができるよう
平成２９年５月２９日事務連絡において、『「大規模災害時に
おける公共土木施設災害復旧事業査定方針」解説』を作成し
ましたので通知致しました。今回、昨今の大規模災害による
実績を踏まえ、標記解説を改定致しましたので通知致しま
す。貴管下市町村に対しても、この旨周知いただきますよう
お願いいたします。

１．本解説の位置づけ
　今後、発生が危惧される大規模災害発生時において被災
地域のより迅速な復旧・復興に資するため、「大規模災害時に
おける公共土木施設災害復旧事業査定方針」（以下「本査定方
針」という。）を平成２９年２月１日に策定しました。
　本解説は、本査定方針の所管（都市局、水管理・国土保全局、
港湾局）が広く、復旧対象施設も多種多様であることから、
より理解を深め、実務に即した運用ができるよう逐条に解説
するものです。

２．本査定方針の制度概要
　大規模災害発生時においては、これまでも災害査定の効
率化、簡素化を行い、甚大な被害を受けた地方公共団体が
迅速に災害復旧に着手できるよう支援してきました。しかし
ながら、個別の災害ごとに被災の状況に応じ効率化等の内
容を検討していたため、決定までに１ヶ月程度要しており、
紀伊半島大水害、東日本大震災、熊本地震において被災し
た地域からは、より迅速な効率化などを求める要望をいただ
いていました。
　このような状況を踏まえ、政府の激甚災害指定の見込み
が立った時点で事前にルール化した災害査定の効率化の内
容を速やかに適用する新たな査定方針を策定し、平成２９年
発生災害から運用開始いたしました。
 　具体的な内容としては、

１）「机上査定上限額の引き上げ」・・・第五
　　災害復旧の事業費は被災状況や復旧工法を現場で確認

して決めるのが原則であるが、現場に行かずに会議室内
で書類のみで決定できる机上査定について現行では申請

額３００万円未満のものについて実施できることとなって
いる。この金額を引き上げ、実地査定件数を減らして効率
化を図る。

２）「採択保留金額の引き上げ」・・・第六
　　一箇所の決定見込金額が４億円（採択保留金額）以上と

なる場合、現地査定では採択を保留し、後日、国土交通
省と財務省の協議（以下、「本省間協議」という）によって災
害復旧事業としての採否、金額が決定される。この採択
保留金額を引き上げ、現地査定で採択できる箇所を増や
すことにより、規模が大きく、工期を要する工事の着手ま
での行程の短縮化を図る。

３）「設計書に添付する図面等の効率化」・・・第七
　　災害査定時に用いる設計図書の作成において添付する

図面等は、現行は「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担
法事務取扱要綱」（以下「要綱」という）第十八第二項に規定
する詳細な図面等としている。これらの詳細な図面等に
代えて航空写真や代表的な断面の活用を可能とし災害査
定の準備期間の縮減および作業量（測量、図面作成等）の
軽減を図る。

４）「一箇所工事の取扱い」・・・第八
　　被災した箇所が１００ｍ以内の間隔で連続しているも

のに係る工事を一箇所の工事とする現行の取扱いに加え、
工事の工期や発注単位を勘案して、被災した箇所が
１００ｍを超える箇所であっても「統合」すること及び被災
した箇所間の距離にかかわらず適度な工事発注単位に「分
割」することを認め、一箇所工事の施工期間が長期となり、
出水期の対策や通行規制などの長期化の懸念がある場合
に工事への支障や社会的影響の負担軽減を図る。

などの効率化の内容を事前にルール化し、適用するものです。

　これらの効率化を迅速に実施することによって、災害発生
から災害査定が終了するまでの期間の短縮、被災施設の早
期復旧を促進し、ひいては被災地域の復興をより加速させる
ものです。

早期復旧に向けた取り組み
「大規模災害時における公共土木施設災害復旧事業査定方針」解説（平成31年4月改定）

国土交通省　都市局　都市安全課　都市防災対策企画室長
　　　　　　港湾局　海岸・防災課　総括災害査定官
　　　　　　水管理・国土保全局　防災課　総括災害査定官
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　本査定方針の制度の概要は以下の通りです。

３．逐条解説
　第一．目的

１）災害復旧事業の査定については、以下の法、政令、規則
等の体系で行われます。
①公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
②公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
③公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則
④公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱
⑤公共土木施設災害復旧事業査定方針･･･河川、海岸、砂

防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、
道路

⑥公共土木施設（下水道・公園）災害復旧事業査定方針

早期復旧に向けた取り組み

（目的）
第一　大規模災害時における災害復旧事業の査定は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七

号。以下「法」という。）、法施行令（昭和二十六年政令第百七号）、法施行規則（平成十二年運輸省・建設省令第十四号）、
法事務取扱要綱（昭和三十一年建設省発河第百十四号）、公共土木施設災害復旧事業査定方針（昭和三十二年建河発第
三百五十一号）、公共土木施設（下水道・公園）災害復旧事業査定方針（昭和五十九年建設省都街発第三十五号）及び港湾
関係公共土木施設災害復旧事業査定要領（昭和四十年港災第七百八十三号）（以下「査定方針等」という。）に定めるものの
ほか、この査定方針の定めるところにより行うものとする。

⑦港湾関係公共土木施設災害復旧事業査定要領
　本査定方針は、「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素
化）及び事前ルール化」の実施にあたり、必要な事項を定
めたものであり、上記①～⑦と一体的に運用されます。

２）「この査定方針の定めるところにより行うものとする。」と
は、以下の流れで、本査定方針の適用の可否を判断し、
効率化の具体的な内容を実施します。
①本査定方針の適用の可否の判断は以下の三項目を確認

します。
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・ （対象とする大規模災害）第二　に該当し
・ （対象施設）第三　に該当し
・ （対象区域）第四　に該当する場合に本査定方針を適

用します。
②本査定方針の適用となる場合、（対象とする大規模災害）

第二　による区分ごとに以下の二項目の効率化を実施
します。
・ （机上査定）第五　により効率化を実施します。
・ （採択保留）第六　により効率化を実施します。

　　さらに上記の効率化に加え、対象とする大規模災害の
区分にかかわらず、以下の二項目の効率化を実施します。

・ （設計図書に添付する図面等）第七　により効率化を
実施します。

・ （一箇所の工事）第八　により効率化を実施します。
③必要に応じて、以下の二項目を実施する場合があります。

・ （机上査定上限額及び採択保留金額の見直し）第九　
が行われる場合があります。

　　また、復興計画等の対象となった区域がある場合は
・ （協議設計）第十　に基づき本省間協議を行い復旧工

法を確定する場合があります。
④本査定方針での査定完了後、以下の項目の調査、検証

を申請者または国土交通省は行うとともに本省間協議を
実施します。
・ （事業費の検証）第十一　（一）、（二）については本査定

方針の適用対象区域の申請者が実施します。（三）に
ついては国土交通省が調査を行い財務局が立会しま
す。

・ （追跡調査及び査定方法の妥当性の検証）第十二　国
土交通省が行い本省間協議を実施します。

３）災害査定の本査定方針による効率化と通常の効率化の流
れは以下のフローのとおりです（「第○」の数字は本方針の
条文番号と対応しています）。
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第二．対象とする大規模災害

（＊１）激甚災害指定基準一の基準による激甚災害（本激）は次のＡ又はＢのいずれかに該当する災害です。
・ Ａ　公共施設災害復旧事業費等の査定見込額　　>　全国標準税収入×0.5%
・ Ｂ　「公共施設災害復旧事業費等の査定見込額 　>　全国標準税収入×0.2%」・・・①

　　　　　かつ
　　　　　　（1）「一の都道府県の査定見込額　　>　当該都道府県の標準税収入×25%」の
　　　　　　　 都道府県が一以上
                  又は
　　　　　　（2）「都道府県内市町村の査定見込総額　>　都道府県内市町村の標準税収入×5%」の　　　
　　　　　　　 都道府県が一以上
                  すなわち、「①かつ（1）」または「①かつ（2）」。

（＊２）指定の事前公表：
激甚災害（本激）指定に先立って、近日中に指定される見込みであることを防災担当大臣（場合により内閣総理大臣）が激甚指定の閣議決定以前に会
見等で公表します（激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善の概要（平成29年12月21日 中央防災会議幹事会決定）において、「今後は被害が甚大に
なる蓋然性が高いと判断される災害について、災害終息後、最速で１週間程度で「指定見込み」の公表を行うもの。」とされている（下図、出典先：平成
30年版 防災白書））。

 
（＊３）緊急災害対策本部：

災害対策基本法に位置づけられた非常災害が発生した場合に、同法第28条2に基づき災害応急対策を推進するため、閣議にかけ内閣総理大臣を本部
長、全閣僚を本部員として設置される対策本部です。

（対象とする大規模災害）
第二　この査定方針で対象とする大規模災害は、次の各号に掲げる災害とする。
（一） 激甚

じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十号）第二条の規定に基づき、激
甚
じん

災害指定基準（昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定）一の基準による激甚災害（*1）及びこれに対し適用すべき
措置の指定（以下「指定」という。）が行われた災害又は内閣府により指定の事前公表（*2）が行われた災害（以下「激甚災
害」という。）であって、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二十八条の二に基づく緊急災害対策本
部（*3）が設置されたもの（以下「区分Ｓ」という。）とする。

（二）　激甚災害のうち、区分Ｓ以外のもの（以下「区分Ａ」という。）とする。

早期復旧に向けた取り組み
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１）本査定方針の対象とする大規模災害は激甚災害（本激［激
甚災害指定基準一の基準］）に公共土木施設災害復旧事業
等が指定（指定の事前公表含む）された災害であり、区分
Ｓ、区分Ａの二種類に区分し、各区分に対応した災害査
定の効率化を実施することができます。

　 区分Ｓ、区分Ａの考え方については以下のとおり。
　①区分Ｓ：激甚災害（本激）に指定されかつ緊急災害対

　策本部が設置された災害
　　　※区分Ｓに相当する過去の災害：
　　　　　・ 平成23年東日本大震災
　②区分Ａ：激甚災害（本激）に指定された災害

　　　　※区分Ａに相当する過去の災害：
　　・ 平成７年阪神淡路大震災
　　・ 平成16年新潟県中越地震
　　・ 平成28年熊本地震
　　・ 平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨
　　　　及び豪雨等
　　・ 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨
　　　　及び暴風雨
　　・ 平成30年北海道胆振東部地震

　対象とする大規模災害のイメージは下図のとおりです。

　・ 激甚法：
　　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
　・ 本激指定：
　　激甚災害指定基準一の基準による激甚災害
　・ 災対法：
　　災害対策基本法

　なお、激甚災害指定基準一の基準に該当せず局地激甚災
害指定基準に該当し、局地激甚災害の指定を受けた災害は
対象とはなりません。

　本査定方針による災害査定の効率化と個別に措置を検討
する災害査定の特徴を下表に示します。
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２）災害の中には梅雨災害のように降雨等の期間が長くなり、
場合によっては激甚災害（本激）指定前に災害査定の準備
及び災害査定が始まる場合も考えられます。このような
場合、国土交通省において個別に財務省と協議して災害
査定の効率化の措置を検討します（通常の災害査定の効
率化）。

３）区分Ｓ、区分Ａに該当し、かつ「第四．対象区域」に該当
する場合は申請者からの効率化の要望をもって本査定方
針による効率化を行うことができます。

　 発災から効率化開始までの流れを次項に示します。
　　　　　　　
 

 第三．対象施設

（対象施設）
第三　この査定方針の対象とする施設（以下「対象施設」という。）は、都市局所管にあっては、法第三条第十一号（公園）、水

管理・国土保全局所管にあっては、法第三条第一号から第三号、第五号から第七号及び第十号（河川、海岸（港湾に係る海
岸を除く。）、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、下水道）、港湾局所管にあっては、法第三条
第二号及び第八号（海岸（港湾に係るものに限る。）、港湾）とする。

早期復旧に向けた取り組み
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１）国土交通省の各局が所管する対象施設は下図のとおりです。

第四．対象区域

（対象区域）
第四　この査定方針の対象とする区域（以下「対象区域」という。）は、都道府県又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）（都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体
の組合及び港務局(*1)であって都道府県又は指定都市がその組織に加わっているものを含む。以下「申請者」という。）におい
て、激甚災害による被害が生じた場合に当該激甚災害に係る各局所管別の法施行令第五条に基づく報告（以下「災害報告」
という。）における被災箇所数が、過去五箇年の平均被災箇所数(*2)（激甚災害に係るもの(*3)を除く。）を超えた都道府県又
は指定都市の区域とする。

（＊１）港務局：港務局など港湾管理者の設立形態は以下のとおりとなっています。
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（＊２）過去五箇年の平均被災箇所数 : 
　過去五箇年の平均被災箇所数は、都道府県又は指定都市若しくは地方公共団体の組合において算定し、災害報告と合わせ国土交通省に報告して
ください。
　なお、激甚災害（本激に限る）となった災害に係る被害件数を除き算定するものとします。

（＊３）激甚災害に係るもの :
　激甚災害に係るものについては、過去五箇年の各年ごと、かつ「都道府県又は指定都市若しくは地方公共団体の組合」ごとの激甚災害（本激に限る）
の被　害件数を国土交通省においてとりまとめ、あらかじめ周知いたします。

１）対象区域とは、本査定方針で定める災害査定の効率化の
実施対象となる区域をいいます。

２）対象区域は、都道府県又は指定都市ごとの災害報告にお
ける被災箇所数が、過去五箇年の平均被災箇所数を超え
た都道府県又は指定都市の範囲となります。なお、港湾
局所管の場合、港湾管理者である都道府県又は市町村が
管理する港湾の範囲に加えて、都道府県又は指定都市が

加入している地方公共団体の組合及び港務局が管理する
港湾の範囲を含みます。

３）災害報告については、災害が発生した場合、施行令上、
定められた様式に基づき遅滞なく災害の被災状況の報告
を行わなければならないとされています。

　 この災害報告は、国土交通省の各担当局に対する書面に
よる報告とされており、以下のとおり定められています。

４）対象区域に該当するかどうかの判定の考え方を以下に示
します。
①国土交通省の各担当局へ報告している当該災害の災害

報告の被災箇所数を、申請者（都道府県又は指定都市）
ごとに各局所管別に集計（例えば、水管理・国土保全局
であれば河川、海岸、道路等の全施設の被災箇所数を
集計）します。

②過去五箇年の災害報告の被災箇所数を①と同様の考え
方で集計し、平均の被災箇所数を算出します。

　なお、集計からは激甚災害（本激）となった災害に係る
被災箇所数を除き集計します。

③①で集計した当該災害の被災箇所数が②で集計した過
去五箇年の平均被災箇所数を上回っていれば本査定方
針が適用となり災害査定の効率化を実施することにな
ります。

５）判定に用いる災害報告の考え方
判定に用いる災害報告は、「第二．対象となる大規模災害」
に該当した時点（激甚災害（本激）指定（事前公表を含む））
において、申請者が災害報告を提出していた場合は該当
時点の直前の災害報告、災害報告を提出していない場合
は、該当時点の直後の災害報告を用いて判定します。

早期復旧に向けた取り組み
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第五．机上査定

（机上査定）
第五　当該災害が、この査定方針の対象とする大規模災害に該当した時において、申請者からの災害報告が、既になされて

いる場合はその時における直前の災害報告、未だなされていない場合はその直後の災害報告における被災箇所（以下「申請
予定箇所」という。）を各局所管別及び対象区域別に被害金額の少ない順に並べた場合に、それぞれの申請予定箇所数全体
のうち、区分Ｓにあってはおおむね九割、区分Ａにあってはおおむね七割に達する申請予定箇所の被害金額（以下「机上査
定上限額」という。）以下となる申請予定箇所については、査定を机上にて行うことができるものとする。

１）机上査定とは、被災現地に出向くことなく会議室等室内
で書面等の資料のみで行う災害査定のことです。現地で
の移動時間を要しないため、災害査定に要する時間は、
実地査定と比べて短縮できますが、通常は申請額が
３００万円未満のものに限られています。

２）本査定方針を適用する場合は、机上査定上限額の引上げ
を行うことができ、引上げた机上査定上限額以下の箇所
は机上査定とすることができます。これによって実地査
定件数を減らし査定に要する時間や人員の縮減を図るこ
とができます。

３）机上査定上限額は、大規模災害が発生し、「第四．対象区
域」に該当し、「第二．対象となる大規模災害」に該当した
時点において、申請者（都道府県又は指定都市）が災害報
告を用いて、各局所管ごとに算定し、国土交通省に効率
化を要望します。国土交通省は、要望を行った申請者に
適用する机上査定上限額を通知します。

４）算定に用いる災害報告の考え方は、「第四．対象区域」の
「５）判定に用いる災害報告の考え方」と同様です。

５）机上査定箇所の判定、机上査定上限額の算定の考え方を
以下に示します。
①机上査定上限額は各局所管ごと、各申請者ごとに算定

します。（例えば、Ａ県の机上査定上限額を水管理・国
土保全局所管で一つ算定、港湾局で一つ算定。Ｂ県の
机上査定上限額を水管理・国土保全局所管で一つ算定、
都市局で一つ算定など）

②国土交通省の各担当局へ報告している当該災害の災害
報告の申請予定箇所を、被害金額の少ないものから並
べます。

③区分Ｓは、申請予定箇所数全体のおおむね９割の箇所
に達する被害金額（机上査定上限額）以下の箇所、区分
Ａは申請予定箇所数全体のおおむね７割の箇所に達す
る被害金額（机上査定上限額）以下の箇所について机上
査定とすることができます。 

６）申請者は、現地査定において災害査定官及び立会官へ机
上査定上限額の適用根拠（国土交通省からの通知）につい
て説明してください。

７）机上査定上限額以下の箇所であっても、国土交通省と申
請者は、机上査定より実地査定が効率的であると考えら
れる場合、災害査定の申請までに査定方法を調整するも
のとします。

８）机上査定上限額を設定した後、複数の申請予定箇所を一
箇所の工事とみなすことで申請額が机上査定上限額を超
えた場合は机上査定の対象外となります。

第六．採択保留

（採択保留）
第六　当該災害が、この査定方針の対象とする大規模災害に該当した時において、申請者からの災害報告が、既になされて

いる場合はその時における直前の災害報告、未だなされていない場合はその直後の災害報告における原則すべての対象区
域内の被災箇所（箇所ごとの被害金額が四億円未満のものを除く。以下この項において「保留見込箇所」という。）を各局所
管別に被害金額の少ない順に並べた場合に、保留見込箇所数全体のうち、区分Sにあってはおおむね九割、区分Aにあっ
てはおおむね六割に達する保留見込箇所の被害金額（以下「採択保留金額」という。）以上の保留見込箇所については、査定
方針等に規定する金額の基準にかかわらず、採択の保留をするものとする。
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１）採択保留とは、一箇所の決定見込金額が４億円（採択保
留金額）以上となる場合に現地査定では採択を保留して、
後日、国土交通省と財務省の協議によって、災害復旧事
業としての採否、金額等の決定がなされるものです。

２）本査定方針を適用する場合は、採択保留金額の引上げを
行うことができ、引上げた採択保留金額以上の箇所は採
択保留となり、採択保留金額未満の箇所は現地査定にお
いて採択することができるようになります。これによって
現地査定で採択できる箇所を増やすことができ、規模が
大きく、工期を要する工事の早期着手を図ることができ
ます。

３）採択保留金額は、各局所管ごとに、原則すべての申請者
（都道府県又は指定都市）から報告された災害報告の合
計箇所数（全国ベース）で算定します。このため、採択保
留金額は、申請者（都道府県又は指定都市）で算定するこ
とはできません。

　 採択保留金額は、国土交通省において災害報告に基づき
各局所管ごとに集計・算定し、効率化の要望を行った申請
者へ通知します。

４）算定に用いる災害報告の考え方は、「第四．対象区域」の
「５）判定に用いる災害報告の考え方」と同様です。

５）採択保留金額の算定、保留見込箇所の判定の考え方を以
下に示します。
①採択保留金額は、各局所管ごとに全国ベースで算定し

ます。（例えば、水管理・国土保全局で該当する申請者
全体に適用する採択保留金額を一つ算定など。）

②国土交通省は、「第四．対象区域」に該当した原則すべ
ての申請者の災害報告が提出された時点で採択保留金
額の算定を行います。

　すべての申請者の災害報告から被害金額４億円未満の
ものを除き、被害額の少ないものから被災箇所を並べ
ます。

③区分Ｓは並べた保留見込箇所数全体のおおむね９割の
箇所に達する被害金額（採択保留金額）以上の箇所、区
分Ａは並べた保留見込箇所数全体のおおむね６割の箇
所に達する被害金額（採択保留金額）以上の箇所につい
ては、採択保留対象となります。採択保留金額未満の
箇所については、現地査定で採択できます。

第七．設計書に添付する図面等　

（設計書に添付する図面等）
第七　法施行令第六条第一項に規定する設計書に添付する書類のうち、次の各号に掲げるものの取扱いについては、それぞ

れ当該各号に定めるところによることができるものとする。
（一）　平面図　平面図又は既存の台帳や国土地理院地図、航空写真を用いて作成する。
（二）　断面図　代表断面図とする。
（三）　写真　　起点及び終点並びに航空写真等による全景を撮影する。

１）災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするとき（災害
復旧事業の申請を行うとき）は、法施行令第六条第一項及
び法事務取扱要綱第十八において設計書に添付する書類
が定められています。

　本査定方針を適用する場合は、添付する書類のうち（１）
平面図、（２）断面図、（３）写真の取扱いを効率化すること
ができます。

　効率化することによって、災害査定の準備期間の縮減お
よび作業量（測量、図面作成等）の軽減を図ることができ
ます。

２）効率化の内容は以下の通りです。
・ 平面図　：　平面図は既存の台帳や国土地理院の地図お

よび縮尺精度を有する航空写真を用いて作
成することができます。

・ 断面図　：　断面図は代表的な断面を用いて作成するこ
とができます。

・ 写　真　：　被害の状況を知ることのできる写真として、
起点及び終点並びに全景を把握できる写真
として航空写真等も用いることができます。

３）添付する書類の効率化は「できる規定」のため、災害査定
の申請に当たって申請者が必要と認める書類の添付を妨
げるものではありません。
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第八．一箇所の工事

（一箇所の工事）
第八　法第六条第二項の規定に基づき、複数の被災箇所を一箇所の工事とみなすに当たっては、工事の工期や発注単位を勘

案して、被災箇所を統合又は分割し、一箇所の工事とみなす箇所の範囲を決定することができるものとする。

１）一箇所の工事については、法第六条第二項において、一
つの施設について被災した箇所が１００ｍ以内の間隔で
連続しているものに係る工事や、橋、水制、床止めその
他これらに類する施設で被災した箇所が１００ｍを超え
る間隔で連続しているものに係る工事及びこれらの当該
施設の２以上にわたる工事で工事を分離して施行するこ
とが当該施設の効用上困難又は不適当なものは一箇所の
工事とみなすものとされています。

２）本査定方針を適用する場合は、工事の工期や発注単位を
勘案し一箇所の工事を、「統合」又は「分割」することができ
ます。

　大規模災害時において、被災した箇所が１００ｍ以内の間
隔で連続しているものに係る工事を一箇所の工事とする
現行の取扱いに加え、工事の工期や発注単位を勘案して、
被災した箇所が１００ｍを超える箇所であっても「統合」
すること及び被災した箇所間の距離にかかわらず適度な
工事発注単位に「分割」することを認め、一箇所工事の施
工期間が長期となり、出水期の対策や通行規制などの長
期化の懸念がある場合に工事への支障や社会的影響の負
担軽減を図るものである。

　 ただし、「分割」を行う場合その理由を求めることがありま
す。

 

３）「分割」については、法第六条第二項に規定する一箇所と
認められるものの分割は出来ません。また、「統合」につい

ては、限度額未満で一箇所と認められないものは１００
ｍ以上離れているものの統合は認められません。
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 ４）「統合」又は「分割」のイメージを下図に示します。

第九．机上査定上限額及び採択保留金額の見直し

（机上査定上限額及び採択保留金額の見直し）
第九　机上査定上限額及び採択保留金額については、対象災害の被災状況の全体像が明らかになった時点で、必要に応じて、

財務省と調整し、見直すことができる。

１）机上査定上限額及び採択保留金額は、被災後可能な限り
早い時点で判定することを想定しており、「第二．対象と
する大規模災害」に該当するような大規模災害時は、その
後の調査で更に新たな被害状況が判明することが想定さ
れます。

　 このような場合において、被害の全体像が明らかになり
当初設定した机上査定上限額及び採択保留金額が被害実
態と乖離していた場合、必要に応じ見直すことができま
す。

２）机上査定上限額の見直しについては、都道府県又は指定
都市の要望に基づき国土交通省が見直しの必要性を判断
します。

　　机上査定上限額の見直しを行う場合、申請者は更新し
た災害報告に基づく机上査定上限額の算定内容を国土交

通省に報告してください。
　　国土交通省は財務省と調整を行い、見直しの可否を決定

し該当する申請者へ通知します。

３）採択保留金額の見直しについては、国土交通省が見直し
の必要性を判断します。

　　国土交通省は、財務省と調整を行い、見直しの可否を決
定し該当する申請者へ通知します。

４）本方針を適用し見直しが生じた場合、又は確定報告後見
直しをしない場合でも乖離が生じることがあれば必要に
応じてその理由を求めることがあります。

５）見直しを行う場合は、災害査定に影響する場合があるこ
とから作業期間に余裕のあるようにしてください。
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第十．協議設計

（協議設計）
第十　対象区域のうち復興計画等（大規模災害からの復興に関する法律（平成二十五年法律第五十五号）第二条第三号に規定

する復興計画及び同法第九条に規定する都道府県復興方針をいう。以下同じ。）の対象となる予定の区域又は対象となった
区域において、査定時に復興計画等が策定されていないため対象施設の復旧工法の確定が困難な場合における査定の取
扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

（一）　申請者は、査定に先立ち、国土交通省と協議の上、策定中の復興計画等の案を勘案した復旧工法を検討し、査定設計
書等を作成するものとする。

（二）　当該査定に係る災害復旧事業の採択に当たっては、事業の実施を保留し、その設計について協議すべき旨の条件を付
するものとする。

（三）　申請者は、策定後の復興計画等と整合性のある復旧工法を検討した後、国土交通省と設計について協議を行うものと
する。

（四）　財務省と調整の上、復旧工法を確定し、実施の保留を解除するものとする。

１）協議設計は、事業の実施にあたり工法等に更に検討を要
する場合に、災害復旧事業としては採択するが実施を保
留し、工事の実施に際して十分な調査をした上で申請者
が国土交通省と復旧内容を協議するものです。

２）「第十．協議設計」は、今後発生が懸念される大規模災害
からの復興のために、適用する枠組みとして位置付けた
ものです。

　 今後、著しく異常かつ激甚な非常災害で、当該非常災害
に係る災害対策基本法（昭和36年法第223号）第28条の２
第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害（特
定大規模災害）が発生した場合には、当該法律に基づき、
国は「復興基本方針」を定め、それに即して、都道府県は「都

道府県復興方針」を定めることができ、市町村は単独又
は都道府県復興方針を定めた都道府県と共同して「復興
計画」を策定することができます。

　 復旧計画等の策定には時間を要するものがあり、災害査
定時に復興計画等が策定されていないため復旧工法の確
定が困難なものを協議設計としています。そのため、協
議設計においては、申請者は復興計画等と整合性のある
復旧工法を検討し、国土交通省と設計について協議を行
うものです。

３）なお、協議設計の場合、工事に必要な調査にかかる費用
（測量及び試験費）は、事業費に含まれ、国庫負担の対
象となります。

 

第十一．事業費の検証

（事業費の検証）
第十一　この査定方針に基づく査定を実施した場合には、次の各号に定めるとおり事業実施段階での事業費の検証等を実施

する。
（一）　申請者は、事業実施に当たっては、工法等の工夫により、一層の事業費の縮減を図る。
（二）　申請者は、法施行令第七条第一項に規定する国土交通大臣の同意を必要とする設計の変更（*1）をするときは、財務局（福

岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。）に報告する。
（三）　過年発生災害に係るものについては、原則、発災三年目以降事業完了までの事業費を調査（*2）する。

（＊１）国土交通大臣の同意を必要とする設計の変更：
　　　国土交通大臣の同意を必要とする設計の変更とは、いわゆる「重要な変更」のことです。

（＊２）発災三年目以降事業完了までの事業費を調査：発災三年目以降事業完了までの事業費を調査とは「再調査」のことです。
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第十二．追跡調査及び査定方法の妥当性の検証

（追跡調査及び査定方法の妥当性の検証）
第十二　この査定方針に基づく査定を実施した場合には、事業実施段階又は事業完了後、次の各号に定める追跡調査を行い、

その調査結果に基づき、財務省と大規模災害時の査定方法の妥当性について検証を行う。
（一）　第五に規定する机上査定を行った箇所のうち一部を抽出し、工法等について現地調査を行う。
（二）　第五の規定により設定した机上査定上限額について、対象災害に係る全ての査定箇所を査定設計額の少ない順に並べ

た場合に、区分Ｓにあっては査定箇所全体のおおむね九割、区分Ａにあってはおおむね七割に達する査定箇所の査定設計
額と机上査定上限額を比較調査する。

（三）　第六の規定により設定した採択保留金額について、査定設計額が四億円以上の査定箇所を査定設計額の少ない順に
並べた場合に、区分Ｓにあっては査定箇所全体のおおむね九割、区分Ａにあってはおおむね六割に達する査定箇所の査定
設計額と採択保留金額を比較調査する。

（四）　第七の規定による図面等を用いた場合、査定設計額と実施設計額との傾向を調査する。

１）追跡調査は、主に国土交通省において実施し、その調査
結果に基づき財務省と査定の効率化の妥当性について検
証します。

２）第十二（一）事業実施段階におけるサンプルチェックを実
施します。

　 机上査定上限額について、効率化対象のうち一部を抽出
し、国土交通省及び財務省が現地調査を行い机上査定と
比較し工法等の妥当性を検証します。

　 なお、現地調査は、机上査定終了後の原則工事着手まで
の現地調査可能な時期に実施します。

　 ただし、査定前着工を妨げるものではありません。
　 詳細については、平成30年5月23日事務連絡「大規模災害

時における公共土木施設災害復旧事業査定方針の留意事

項について（通知）」を確認ください。

３）第十二（二）事業実施段階又は事業完了後に、机上査定上
限額のカバー率の　チェックを実施します。

　 机上査定上限額について設定したカバー率（入口ベース）
と実態のカバー率（出口ベース）を比較検証します。

　
４）第十二（三）事業実施段階又は事業完了後に、採択保留金

額のカバー率のチェックを実施します。
　 採択保留金額について設定したカバー率（入口ベース）と

実態のカバー率（出口ベース）を比較検証します。

５）第十二（二）および第十二（三）のイメージは下図のとおり。
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６）第十二（四）事業実施段階又は事業完了後にマクロチェッ
クを実施します。

　 査定設計額と実施設計額（当初）との傾向から効率化の有

無による妥当性を検証します。
査定設計額と実施設計額（当初）の比較検証のイメージは下
図のとおりです。

第十三．適用時期

（適用時期）
第十三　この査定方針は、平成二十九年一月一日以降に発生した災害に係る災害復旧事業の査定について適用する。

早期復旧に向けた取り組み
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事業制度の変遷
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１．海岸事業の変遷
（１）概要	 	 	
　わが国の海岸事業は、昭和25年度に予算措置として発足
し、台風等の来襲に備えた高潮対策や侵食対策などが実施さ
れたが、国の財政状況によって事業費が増減するなど、当初
は非常に不安定なものであった。昭和31年の海岸法制定後
は、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として
指定し、直立堤防や消波工の設置を行うことにより、延長の
長い海岸に対して早急な対策をとるための整備が進められ
た。特に、昭和34年の伊勢湾台風をはじめ、昭和35年のチリ
地震津波、昭和36年の第二室戸台風などの大災害を経験した
ことを踏まえ、昭和36年度以降は整備水準の大幅な向上が図
られた。こうした整備水準の向上に伴い、その海岸事業費も
順調に増加（図1）し、海岸事業費の名目GNPに対する比率
は最も低かった昭和30、31年度の約0.01％から上昇し、昭和
41年度以降は0.05～0.06％に達するようになった。

　海岸事業費の増加に伴い、事業の計画的・効率的な実施と
海岸事業を実施している運輸省・農林水産省・建設省の相互
連携の必要性が強く意識され、関係者の大変な苦労と努力に
よって、他事業の五箇年計画のように緊急措置法等の根拠法
令が存在しないにもかかわらず、昭和45年度を初年度とする
第一次海岸事業五箇年計画(昭和45～49年度)が策定されるこ
ととなった。さらに昭和48年度には海岸環境整備事業が予算
措置として創設されるなど、この時期までに現在の海岸事業
の骨格が作られたと言える（表1）。
　昭和50年代以降は、昭和54年度に海岸保全施設補修事
業、昭和62年度に緊急養浜事業が創設され、海岸事業の内
容が一段と充実された一方、整備方式においても、離岸堤・
潜堤や人工リーフと護岸等を組み合わせた面的防護方式が採
り入れられるなど、防護効果を高めるための取組が進められ
た。平成に入ると、海岸に対する多様な要請に応えることが一
層求められるようになり、平成9年度からは都市海岸機能高度
化事業が開始され、平成11年の海岸法改正では、従来の防護

海岸の事業制度の変遷

図1　海岸事業費の推移
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表1　海岸事業の変遷

図2　公共海岸等管理の概念図

進め方検討会
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に加え、環境、利用を含めた調和のとれた海岸保全を推進す
ることとされた。
　平成12年の地方分権一括法の施行や平成13 年1月の省庁
再編以降は、あらゆる行政分野での改革が行われるととも

に、その間、市町村合併の進展、三位一体改革等も進展し、国
と地方の関係にも大きな変化が生じることとなった。こうした
中、海岸を含めた社会資本整備に対しては、国土形成計画法
（平成17年7月）、景観法（平成16年6月）、自然再生法（平成

図2　公共海岸等管理の概念図

表2　海岸管理者の区分と主務大臣
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海岸の事業制度の変遷

14年12月）、海洋基本法（平成19年4月）等により、多様な視
点からの要請が拡大するとともに、公共事業を取り巻く厳し
い環境が続く中で、公共工事のコスト縮減の取組が進められ
た。また、平成22年度には、国土交通省所管の地方公共団体
向け個別補助金等を一つの交付金に一括した社会資本整備
総合交付金が創設され、海岸事業の国庫補助金についても原
則すべて交付金に統合されることとなった。これに伴って、海
岸管理者が海岸事業を実施する上での自由度が高まるととも
に、様々な創意工夫が可能となるなど、海岸行政及び海岸事
業における国と地方との関係の転換点となった。
　海岸行政においては、海岸の管理は都道府県知事（ただ
し、港湾内については港湾管理者、漁港内については漁港管
理者）が行うこととされており、また、市町村長が管理するこ
とが適当であると認められる海岸保全区域であって、都道府
県知事が指定したものについては、市町村長が海岸管理者と
なることとされている（表2、図2）。
　海岸管理者は、法定受託事務としての海岸保全基本計画の
策定、海岸保全区域の指定、海岸保全施設の工事に係る海
岸保全区域の管理等を行う一方、自治事務としての海岸保全
区域、一般公共海岸区域の占用の許可、日常的な海岸保全区
域の管理等を行うこととされている。ただし、直轄工事を実
施する場合には、主務大臣が海岸管理者の権限を代行する
ほか、沖ノ鳥島のように国土保全上極めて重要であり、都道府
県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸におい
ては、主務大臣が管理を行うこととされている。
　海岸保全施設の整備については、農林水産省農村振興
局、水産庁、国土交通省水管理・国土保全局、港湾局が所管
しており、高潮対策、津波対策、侵食対策、海岸環境整備等
が連携して進められている。この際、個別の事業間連携や広
報面での協力のほか、「海岸保全施設の技術上の基準・同解
説」（平成30年9月）や各種ガイドラインの共同策定、異なる
所管海岸の一連施設としての整備制度（海岸法第40条第2
項）の活用も進められてきている。

（２）海岸法施行以前の海岸事業
　現在の海岸事業は、海岸法（昭和31年法律第101号）に基
づいて行われている。同法は昭和31年11月10日に施行された
ものであるが、それ以前からも海岸事業は法律に基づかない
予算補助事業として行われていた。しかし、その量は極めて
微々たるものであった。特に昭和24年までは、自己防衛のた
めの個人又は部落共同の海岸工事、農地造成のための干拓
事業、工場用地造成のための埋め立て事業、あるいは地方公
共団体による単独海岸事業があった以外は、原形復旧を原則
とした災害復旧事業としての事業が行われていたに過ぎな
い。
　このため、海岸には施設らしい施設はほとんどなく、戦前は
毎年のように高潮による災害を受けることになった。特に昭和
24年のキティ台風による東京湾の高潮災害、同25年9月の
ジェーン台風による阪神地区、同じく9月のキジャ台風による
西日本の高潮による被害は甚大であった。このため、これら
の復旧に当たり再度災害を防止するため災害復旧費に加え

て、一定計画の下に高潮対策事業を実施することになった。
　その後、同様の趣旨で災害復旧助成事業が昭和27年度か
ら、災害関連事業が昭和29年度から実施されることとなっ
た。これらの事業の中で事業規模が最も大きく、わが国にお
ける近代海岸工学の確立への第一歩を踏み出す契機となった
ものが、昭和28年9月の13号台風によって大災害を受けた愛
知・三重両県の高潮災害防止事業である。この事業は総事業
費が185億円に及ぶ大事業であったが、今一歩で完成という
ときに昭和34年に伊勢湾台風によって再度甚大な被害を受け
ることとなった。
　一方、頻発する海岸災害を未然に防止するために、海岸堤
防の新設、改良あるいは補強を実施する海岸堤防修築事業
が昭和25年度から、侵食対策事業及び局部改良事業が27年
度から実施されることになったが、これらの事業はいずれも
予算補助としての助成措置であり、法令に基づくものではな
かった。

（３）海岸法の制定
　海岸整備に関する法体系を構築する試みは、昭和25年から
始められた。前述したように戦前戦中の海岸施設の管理の不
備に伴い、海岸災害は年を追って拡大し、これに対する抜本
的対策の必要に迫られた。昭和25年度からは、海岸事業のた
めに所用の財政措置を講じてその整備を図ることとなった
が、海岸に関する基本的法制が存在しないため、財政措置と
ともに法律の制定が強く要請されていた。
　こうした状況を踏まえ、海岸に関する基本法制定の試み
は、昭和25年以降幾度か行われてきたが、主として同法の所
管問題について関係各省との調整がつかず、そのたびに見送
られてきた。しかし、昭和28年の13号台風による愛知県の大
災害を契機として、国土保全の見地から海岸に関する基本法
の制定を望む世論も急速に高まった。ここにおいて、再度海岸
法の制定に着手し、関係各省の調整を行い国会に提出、昭和
31年3月に可決成立し、5月12日に昭和31年法律101号として公
布された。
　これにより従来各種の法律に基づいて行われてきた海岸行
政も海岸法に基づいて行われることになり、また海岸事業も
単なる予算補助から法律に基づく事業となった。
　その後、平成11年には、昭和31年に海岸法が制定されて以
来、実に43年ぶりの大幅改正が行われた。21世紀を目前にし
て様々な制度のあり方を見直す動きの一環として行われたも
ので、海岸行政についてもその制度全般について新しい時代
を迎えるに相応しいものになるよう改正された。その主な内容
は、法の目的を従来の「海岸の防護」から「海岸を防護すると
ともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用
を図り」に改めたこと、計画制度について国と都道府県、海岸
管理者がそれぞれ役割分担し、必要な場合には関係住民の
意見も反映することができるよう改めたこと、また海岸の管理
を充実させるために国有海浜地をすべて海岸法の対象とし、
必要な行為規制が行えるようになったこと等である。
　また、平成26年には、平成11年の改正に続き15年ぶり、2回
目となる大幅な改正が行われた。平成23年の東日本大震災で
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明らかとなった課題や教訓を踏まえ、津波・高潮等により海水
が堤防等を越えて侵入した場合の被害を軽減するため、堤防
等と一体的に設置された樹林等が海岸保全施設に位置付け
られるとともに、水門・陸閘等について現場操作員の安全を
確保しつつ、確実に水門・陸閘等を閉鎖するための操作規則
等の策定が海岸管理者に対し義務付けられた。この他、海岸
保全施設の適切な維持管理の推進のための維持又は修繕に
関する技術的基準の制定や民間による海岸環境保全等の活
動の促進、良好な海岸環境の創出、多岐にわたる海岸の維持
管理の充実等のための海岸協力団体の創設等が盛り込まれ
ている。
　これらにより、切迫する南海トラフ地震等に備えた海岸の防
災・減災対策の強化、将来にわたって海岸保全施設がその機
能を十分に発揮するための老朽化対策の推進、より良い海岸
環境の実現や海岸の適正な利用等に対応した海岸法となり、
現在に至っている。

（４）海岸法施行後の海岸事業
　前述のとおり、海岸法施行後は、昭和34年の伊勢湾台風、
35年チリ地震津波等の大災害が重なるにつれて海岸事業費
も増加してきた。図1は昭和31年以降の全体の海岸事業費の
推移を示したものである。平成7年度までは概ね順調に事業
費が増加してきたが、平成10年度以降は、財政的な制約の高
まり等を受け、事業費の減少傾向が続いている。
　海岸法の施行に伴い、同法の規定に基づく主務大臣による
直轄工事の実施が可能となったが、港湾海岸では、昭和47年
度から直轄事業により、高知港海岸で高潮対策のための突堤
の整備が始められた。令和2年度時点では8箇所において直
轄海岸事業が実施されている（表3）。
　また、海岸管理者が実施する補助事業については、昭和41
年度から特定海岸制度が設けられ、海岸法第26条、第27条
に基づき従来1/2の国庫負担であった高潮、侵食対策事業に
ついて、事業効果又は気象海象を共通にする一単位の沿岸に
あって、事業規模が大きく、かつ、その中に中核となる大規模

表3　港湾海岸での直轄工事実績（令和2年度現在）

表4　港湾海岸での補助事業実施箇所（令和2年度現在）

※

※現在は、港湾事業のみ実施中
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事業が存在し公益性の高いものについて国庫負担金率を2/3
とすることとなったが、平成5年に廃止されている。昭和53年
度からは、背後地が狭隘であるため、沿海海域の埋立によら
なければ公共用地の確保が困難な場所において、計画的な造
成の促進を図ることを目的とした公有地造成護岸等整備事業
が実施されることとなった。
　その後、平成に入り、豊かで多様な海生動植物等の生態系
や自然景観等周辺の自然環境に配慮し、より自然と人々の安
全とが調和した海岸整備を図ることを目的としたエコ・コース
ト事業（平成8年度創設）、海岸堤防等の老朽化対策を計画
的に推進することを通じて海岸保全施設の機能の強化・回復
を図ることを目的とした海岸堤防等老朽化対策緊急事業（平
成20年度創設）、水門等の自動化・遠隔操作化、ハザード
マップの作成支援等のハード・ソフト一体となった施策を組み
入れることにより、既存の海岸保全施設の防災機能を的確に
発揮させ、住民等の津波又は高潮からの避難を促進すること
を目的とした津波・高潮危機管理対策緊急事業（平成17年度
創設、平成18年度他拡充）など、限られた予算の中で効果的・
効率的な海岸事業を実施するため、さまざまな制度関係事業
の創設等を行うことにより、補助事業の拡充が図られてき
た。
　平成22年度からは、海岸管理者が実施する補助事業につ
いては、原則としてすべて一つの交付金（社会資本整備総合

交付金、平成24年度からは、防災・安全対策に係るものは防
災・安全交付金）に一括された。
　交付金については、地方にとって自由度が高く、創意工夫を
活かせる制度として評価がある一方で、計画的・集中的な支
援が困難であるとともに、国が意図する計画的な事業進捗が
図られないなどの課題も存在することから、令和元年度から
は、計画的・集中的な推進が必要な事業については順次、個
別補助化が進められている。海岸事業では、令和元年度から
海岸保全施設整備連携事業、令和２年度から大規模海岸保
全施設改良事業が個別補助事業として制度化され、令和３年
度からは津波対策緊急事業の個別補助制度の創設が予定さ
れている（表4）。

（５）線的防護方式から面的防護方式による海
岸防護の実施

　前述のとおり、昭和30年代の海岸整備は、相次いで日本前
述のとおり、昭和30年代の海岸整備は、相次いで日本沿岸を
襲った伊勢湾台風や、チリ沖地震津波による大規模災害等を
契機に災害復旧的な性格を帯びつつ、堤防、護岸等の海岸保
全施設の整備が進められてきた。つまり、海岸保全施設に
よって防護される海岸線延長を延ばしていくことに主眼をお
かれたため、海岸の防護形態としては水際線に沿って堤防、
護岸等の単一施設を配置する線的防護方式に属するものが

図3　面的防護方式による海岸防護

海岸の事業制度の変遷

津田港海岸（香川県）

（整備前）

（整備後）
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多かったのである。
　しかし、より高質な防護形態として、海浜が来襲波の勢力を
弱め災害を防止・軽減するという国土保全上重要な機能を
持っていることと、海浜は陸域と海域の多面的な利用が一体
に図られる空間であることを考慮して、海浜の整備を基本とし
つつ各種施設を空間的な広がりをもって適切に配置する面的
防護方式の要請が高まった。
　こうした状況を踏まえ、港湾海岸では、平成元年から津田
港海岸等においてモデル事業が採択され、面的防護方式によ
る海岸保全施設の整備が開始された（図3）。また、高質な海
岸事業を実施する上で不可欠な飛沫防止工を加えることで、
ふるさと海岸整備事業が構築された。
　さらに、こうした事業により面的防護方式の効果の把握に
努め、その成果等に基づき平成3年3月には、「面的な海岸防

護方式の計画・設計マニュアル（運輸省港湾局監修、（社）日
本港湾協会発刊）」が発行され、事業制度に加え設計手法が
確立されるに至っている。

（６）海岸保全施設に関する工事
　海岸保全施設に関する工事には、大きく分けて海岸管理者
が行うものと海岸管理者以外の者が行うものがある。その概
要は、以下のとおりである（図4、表5）。

①海岸管理者が行う工事
　海岸保全施設に関する工事の一般的なものであり、交付
金事業（補助事業）と単独事業とに分けられる。（後述する
とおり、平成22年度より海岸関係補助事業については、基
本的にすべて社会資本整備総合交付金へ移行したが、令

図4　海岸保全施設に関する工事の概要と事業メニュー

国土保全及び人命・財産の防護と合わせて海岸環境を整備し、

もって安全で快適な海浜利用の増進に資する事業
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表5　補助率等一覧

海岸の事業制度の変遷



158

和元年度からは一部事業が個別補助化されている。）海岸
管理者が行う工事については、海岸法第5条第1項～第4項
で規定されている「管理」行為に含まれるものであり、同法
第40条の4において第1号法定受託事務（法律又は政令によ
り都道府県、市町村等が処理することとされる事務のうち、
国が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県にお
いて適正な処理を特に担保する必要があるものとして法律又
は政令に定めるもの）として規定されている。また、その工事
に要する費用は、法第25条の規定により、すべて海岸管理者
が属する地方公共団体の負担となるが、法第27条の規定によ
り一定の要件を満たす工事については、国がその費用の一
部を負担することとなる。その概要は以下のとおりである。な
お、海岸法に基づき国の費用の負担を受けて造成された施
設については、国有財産として整理されており、その事務につ
いては国有財産法第9条第3項及び同施行令第6条第2項ホに
より都道府県に委託されているものである。
ｱ）高潮対策事業

　高潮、波浪、津波等により被害が発生するおそれのあ
る地域について、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全
施設の新設又は改良を実施する事業

ｲ）侵食対策事業
　海岸侵食により被害が発生するおそれのある地域につ
いて、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新
設又は改良を実施する事業

ｳ）海岸耐震対策緊急事業
　堤防・護岸等の耐震対策等を地域の実情に応じて緊急
的に実施することにより、地震発生に伴う堤防・護岸等の

防護機能低下による浸水被害を防止する事業
ｴ）海岸堤防等老朽化対策緊急事業

　老朽化により機能が確保されていない又は機能低下の
恐れがある海岸保全施設であって、緊急にその機能の強
化又は回復を行う必要があるものについて、海岸保全施
設の老朽化調査、調査結果を踏まえた老朽化対策計画の
策定、老朽化対策計画に基づいた老朽化対策工事を実
施する事業

ｵ）津波・高潮危機管理対策緊急事業
　既存の海岸保全施設の防災機能を的確に発揮させると
ともに、住民等の津波又は高潮からの避難を促進するた
め、①水門等の自動化・遠隔操作化及び改修等、②堤
防、護岸等海岸保全施設の破堤防止、局所的な堤防等未
整備箇所における堤防等の整備、排水工の整備、③津
波・高潮ハザードマップの作成支援、④津波・高潮に関す
る観測施設、情報提供施設等情報基盤の整備、⑤津波
防災ステーションの整備、⑥避難対策としての管理用通
路の整備、⑦避難用通路の設置、⑧漂流物防止施設の整
備、⑨水門等の整備・運用計画策定支援（計画策定に伴
う調査含む。）を総合的に実施する事業

ｶ）海岸環境整備事業
　堤防、突堤、護岸、離岸堤、人工リーフ、砂浜、植栽、
飛砂防止施設、安全情報伝達施設、通路（水叩き兼用）、
緩衝帯としての緑地・広場、進入路（必要最小限の管理
用駐車スペースを含む。）、照明（安全確保上必要最小限
のものに限る。）、その他所期の目的を達成するための必
要最小限の施設の新設、改良を実施する事業。

図5　海岸保全施設整備連携事業の概要
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図6　大規模海岸保全施設改良事業の概要

海岸の事業制度の変遷

図 7 　津波対策緊急事業の概要
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　なお、本事業は、地方財政法第16条に基づく補助とさ
れており、海岸管理者ではなく、地方自治法上の地方公共
団体が実施する事業という解釈も存在する。

ｷ）海岸保全施設整備連携事業
　（個別補助事業、令和元年度創設）（図5）

　大規模地震や高潮の発生の危険性が高く重要な背後
地を抱え、河川事業や港湾事業等の異なる事業との計画
的な連携が必要な箇所において、海岸堤防等の整備を実
施する事業

ｸ）大規模海岸保全施設改良事業
　（個別補助事業、令和２年度創設）（図6）

　甚大な浸水被害の恐れがある地域において、水門・樋
門、陸閘、排水機場の老朽化対策（これに伴う改良や更
新を含む。）又は施設機能の向上を図る整備を実施する
事業

ｹ）津波対策緊急事業
　（個別補助事業、令和３年度創設予定）（図7）

　大規模地震が想定され、津波到達までの予想時間が
短い地域における津波対策（堤防等の嵩上げ、耐震化、
粘り強い化等）を実施する事業

②主務大臣が行う直轄工事
　主務大臣は、以下の要件の一に該当する場合、海岸管理
者に代わって自ら海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧
に関する工事を行うことができる。直轄事業により整備さ
れた施設は、事業が完了した後に海岸管理者が管理を引き
継ぐ。なお、事業の実施中は、海岸管理者の権限の一部（海

岸保全区域の占用許可等）を主務大臣が代行することとな
る。
・海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事

の規模が著しく大であるとき。
・海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事

が高度の技術を要するとき。
・海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事

が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき。
・海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事

が都府県の境界に係るとき。

③その他の者が行う工事
　海岸管理者、主務大臣以外の者が海岸保全施設に関す
る工事を行うこともある。具体的には私人、企業、港湾管理
者、道路管理者などである。
　これらの者が行う工事については、海岸管理者が監督を
行うこととなる。
 

２．社会資本整備総合交付金
　平成22年度から、国土交通省所管の地方公共団体向け個
別補助金等を一つの交付金に一括し、地方公共団体にとって
自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として社
会資本整備総合交付金が創設された（図8）。社会資本整備
総合交付金は、地方公共団体が作成した社会資本総合整備
計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事

図8　社会資本整備総合交付金の基本スキーム
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業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業を総合的・
一体的に支援するもので、地方公共団体が自由に計画内の各
事業（要素事業）へ国費を充当することができるとともに、基
幹事業の効果を一層高めるソフト事業（効果促進事業）につ
いても一定の範囲内で創意工夫を生かして実施可能となった
点が従来の補助金とは大きく異なっている。
　道路事業では地域高規格道路の整備、港湾事業では大型
岸壁の整備のように、社会資本整備総合交付金には一括され
ず、従来どおり個別補助事業として残った事業もあるが、海岸
関係の補助事業は、過年度の国庫債務負担行為の歳出分等
を除き、すべて社会資本整備総合交付金に一括された。
　平成25年度以降は、防災・安全交付金によりインフラ再構
築（老朽化対策、事前防災・減災対策）及び生活空間の安全
確保の取組を集中的に支援するとともに、社会資本整備総合
交付金により地域の社会資本整備を総合的に支援することと
している。防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る
総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組、地域に
おける総合的な生活空間の安全確保の取組を集中的に支援
するため、平成24年度補正予算において創設された。
　海岸管理者は、社会資本総合整備計画を策定し、それに基
づき海岸事業を実施することにより、地域における総合的な
事前防災・減災対策や老朽化対策等について、計画内の事業
への国費の自由な充当や事業効果を高めるソフト事業の実施
が可能となるなど、海岸管理者が事業を実施する上での自由
度が大きく向上することとなった（図9）。
　その一方で、交付金については、計画的・集中的な支援が
困難であるとともに、国が意図する計画的な事業進捗が図ら
れないなどの課題も存在する。近年の大規模災害を踏まえ、
実効性の高い防災・減災対策を進めるため、計画的・集中的

に支援する必要のある事業については、順次個別補助化が行
われている。海岸事業においても、海岸保全施設整備連携事
業（令和元年度～）、大規模海岸保全施設改良事業（令和2
年度～）、津波対策緊急事業（令和3年度～）を個別補助制度
として創設し、緊急性の高い事前防災対策や大規模な老朽
化対策を計画的・集中的に支援することとしている。

      ３. 海岸事業五（七）箇年計画
（１）海岸事業五箇年計画のあゆみ
　海岸事業は、昭和31年に海岸法（法律第101号）が制定され
て以来、行政目的ごとに、農林省農地局が土地改良事業に係
る区域、農林省水産庁が漁港に係る区域、運輸省が港湾に
係る区域、建設省はその他の区域について、それぞれ主務官
庁となって事業を実施してきたが、昭和34年の伊勢湾台風、
昭和35年のチリ地震津波、昭和36年の第二室戸台風等、毎
年のごとく莫大な災害が発生したため、国会においても早くか
ら海岸事業の重要性が認識され災害の未然防止のための恒
久的施策として長期計画を速やかに樹立し、国土保全の万全
を期すべき旨の国会決議が、昭和35年以来4回も行われた。
　この間、三省間で39年度を初年度とする七箇年計画案ある
いは42年度を初年度とする五箇年計画案等が検討されたが、
海岸事業の歴史が浅く、資料が乏しいこと等の理由で計画策
定には至らなかった。しかし、その後の三省間の検討と協力に
よって、昭和45年度を初年度とし昭和49年度に至る海岸事業
五箇年計画を策定すべく、昭和44年9月に予算要求し、大蔵省
をはじめ、関係各省庁と協議を行い、昭和45年3月6日付を
もって閣議了解され、その後、更に内容の検討を行い、第一

図9　海岸事業を基幹事業とした社会資本総合整備計画のイメージ
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次五箇年計画は昭和46年3月30日付で閣議決定された。
　以降、国の経済計画の策定に対応し、社会・経済の変化に
応じた五箇年計画を作成し、実施してきており、平成8年度を
初年度とする第6次五箇年計画は平成8年2月20日に閣議了解
され、平成8年12月13日に閣議決定された。
　公共事業関係の長期計画については、平成9年12月5日に公
布・施行された「財政構造改革の推進に関する特別措置法」
の規定に基づきそれぞれ2年延長することとなり、海岸事業に
ついても海岸事業五箇年計画を海岸事業七箇年計画に改定
する閣議決定を平成10年1月30日に行った。（表6～7）

（２）第6次海岸事業五箇年計画の策定
①第6次海岸事業五箇年計画の内容
　海岸事業五箇年計画は、農林水産省（構造改善局、水産
庁）、運輸省港湾局及び建設省河川局（以下「海岸事業所管
4省庁」という）が実施する海岸事業について、五年間におけ
る全国的な海岸整備の方向とその投資規模を定めたものであ
る。平成8年2月20日には五箇年計画の投資規模が閣議了解さ
れた。また、平成8年12月13日には海岸事業の実施目標、海岸
事業の量が閣議決定された。閣議決定された内容は以下のと
おり。
 

表6　海岸事業五箇年計画経緯表

表7　海岸事業と経済計画

図10　第5次と第6次海岸事業五箇年計画との比較
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②海岸事業五箇年計画策定の背景と3つの柱
　海岸事業所管4省庁は、海岸事業が多面的な視野に立った
取組が社会的二一ズとして期待されてきていることから、平成
6年9月に各分野の専門家からなる「海岸長期ビジョン懇談
会」（委員長：堀川清司埼玉大学学長）を発足させた。平成7
年3月には同懇談会から、「すぐれた自然景観を有し、さまざ
まな生物が生息する豊かな空間であり、人間が安全に活動で

き、身近に親しめる空間」という21世紀初頭における海岸の
あるべき姿、並びにそれを実現するための施策について提言
を受けた。
　前五箇年計画では「国土保全のための海岸保全施設の整
備」及び「快適で潤いのある海岸環境の整備」の2本の柱を
掲げたが、6次五箇年計画ではこの提言を受け、図10に示す
ように、「21世紀に向けた豊かな海辺を創造していく」ことを

海岸の事業制度の変遷
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基本目標とし、次に掲げる3つの施策の柱に基づき、防災面の
みならず様々な機能をあわせもった質の高い海岸を形成して
いくこととした。

③施設整備の目標
　海岸保全施設の整備状況を示す最も基本的な指標として、
第5次五箇年計画までは「海岸整備率」（=換算整備済延長/
要保全海岸延長：投資された金額(海岸総資産）を整備に必
要な平均的なメートル当たり単価（整備単価）で除して換算
整備済延長を算出し、これを全体の要保全海岸延長で除し
たもの）を用いてきた。この方法では、老朽化が進み、再整備
が必要となった施設でも、整備済として整備率に計上されて
しまうため、実際の整備状況との乖離が大きくなる恐れが
あった。
　第6次五箇年計画の策定に当たり、整備済の実海岸延長を
調査した結果、要保全海岸延長の41%であることが判明し、
これを初期値とする算定方法（施設整備率=整備済延長/要
保全海岸延長）に切り替えられた。
　第6次海岸事業五箇年計画では、わが国の海岸総延長約
35,000kmのうち約16,000kmの要保全海岸について、施設整
備率を現況の41%から概ね5割に引き上げることが目標とされ
た。
　なお、施設整備率に加え、多角的な視点から海岸の整備状

況を明らかにするため、表8に示すようないくつかの目標を掲
げられた。

④投資の規模
　海岸事業については、総投資規模で17,700億円(対前計画
額比36%増）、本体となる海岸事業費で13,400億円(同29%
増）、うち運輸省所管分5,025億円(同29%増)とされた（表9）。
また、第6次五箇年計画では、先の3つの施策の柱ごとに、ど
の程度の投資規模となっているかが算出されている。これに
よれば、これまで比較的割合の少なかった「自然との共生」と
いう施策を重要視され、割合で倍程度となっていることが注
目される。また、全体的にそれぞれの施策の割合が増大、すな
わち施策の重複が大きくなっており、多様な機能を担う海岸を
創造していくという目標を反映したものとなった。   
 

４．社会資本整備重点計画
（１）経緯
　前述のとおり、海岸事業は緊急措置法が存在しないにもか
かわらず、他の公共事業と同様に、五（七）箇年計画に従っ
て、緊急かつ計画的に実施されてきた。これは、海岸事業を
含む公共事業は、長期間にわたり大規模な工事を行うととも

表8　第6次海岸事業七箇年計画における目標　

表9　第6次海岸事業七箇年計画の規模　
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図11　社会資本整備重点計画の策定　～昭和29年以来50年ぶりの改革～

に、住民・企業の利用の前提となることなどから、長期的見通
しに立った計画的な取組が必要であることによる。
　しかしながら、経済財政諮問会議（平成13年設置）等にお
いて指摘されていた、公共事業が財政硬直性の原因になって
いるのではないかといった批判に的確に対応しつつ、社会資
本整備を、地域住民等の理解と協力を踏まえ、より低コスト
で、質の高い事業を実現するといった時代の要請に応えたも
のとするため、横断的な取組や事業間連携のさらなる強化等
を通じ、事業を一層重点的、効果的かつ効率的に推進するこ
とが強く求められた。こうした状況を踏まえ、従来の事業分野
別の9本の長期計画を一本化し、重点化・集中化するための
社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずるため、平成
15年4月に各事業分野別長期計画（五箇年計画）を一本化す
る社会資本整備重点計画法が施行され、これに基づいて平
成15年10月に社会資本整備重点計画が策定された（図11）。
　その後、第２次（平成20～24年度）、第３次（平成24～28
年度）の社会資本整備重点計画に続き、平成27年度からは、

集約・再編を含めた戦略的メンテナンス、既存施設の有効活
用に重点的に取り組むことなどが盛り込まれた、第4次社会資
本整備重点計画（平成27年～令和2年）が策定され、現在に
至っている（表10）。

（２）社会資本整備重点計画の内容
　社会資本整備重点計画は、社会資本整備事業を重点的、
効果的かつ効率的に推進することを目的としているため、それ
までの五箇年計画のように総事業費を内容とせず、アウトカム
（成果）目標に重点を置くことに留意しつつ、重点目標とその
達成のため実施すべき事業の概要等を記載することとされ
た。また、社会資本整備を、地域住民等の理解と協力を踏ま
え、より低コストで、質の高い事業を実現するといった時代の
要請に応えたものとするため、横断的な取組や事業間連携の
さらなる強化を図ることとされた。
　海岸事業（社会資本整備重点計画法第2条第2項第13号）
は、海岸法第1条の規定のとおり、「津波、高潮、波浪その他

表10　海岸事業に関する社会資本整備重点計画と国土形成計画　



166

海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するととも
に、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の利用を図り、
もって国土の保全に資する」ことを目的としており、国土の保
全を主な目的とする国土交通省所管の他事業とともに、社会
資本重点計画法の目的の一つである国民生活の安定と向上
の要請に資するものであった。
　また、大規模災害への総合的な取組や環境意識の向上、国
民の心の豊かさへの意識の高まりに伴い、海岸事業には国土
保全面に留まらず、多種多様な要請が寄せられるところとなっ

ており、こうした要請に応えつつ、効果的、効率的に海岸事業
を推進していくためには、特に、港湾、河川等との連携による
津波・高潮対策や渚の創生事業のような連携施策を一層推進
していくことが強く求められた。そのため、海岸事業について
も社会資本整備重点計画法における対象事業に盛り込まれ
ることとなった。
　現行の第4次社会資本整備重点計画（平成27年9月18日閣
議決定）における海岸事業関係の記載を次ページに示す。
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    ５．各事業の採択基準等 
 
（1）直轄海岸保全施設整備事業

①総事業費の採択基準の下限（平成12年度から引
上げ）
総事業費　　50億円
　　　　　　（平成12年度引き上げ、それまでは10億円）
（上記の採択基準に加え、防護面積、防護人口などについ
て大規模なものを優先的に採択する。）

②その他の項目
ｱ）工事の規模が著しく大
ｲ）工事が高度の技術を要する
ｳ）工事が高度の機械力を使用して実施する必要がある
ｴ）工事が都府県の区域の境界に係るとき

（2）個別補助事業関係

Ⅰ．海岸保全施設整備連携事業

　１．事業主体
　　　海岸管理者
　２．事業の対象
　　本事業の対象は、海岸法（昭和31年法律第101号）第40

条第1項第1号に規定する海岸保全区域内（同条第2項の規
定に基づく協議により国土交通大臣が管理することとされ
た海岸保全施設に係る海岸保全区域を含む。）において実
施するものであって、以下の（１）～（３）までの要件を満た
すものとする。
（１）以下のいずれかに該当する海岸で、一連の防護区域

（海水の侵入により浸水するおそれがある区域）に地域
中枢機能集積地区（背後に救護、復旧等の危機管理を
担う施設（市町村役場、警察署、消防署、病院等）がある
地区等）を有すること。
（ア）東海地震に係る地震防災対策強化地域、南海トラ

フ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震防災対策推進地域又はその他の大規
模地震が想定される地域において、甚大な浸水被害
のおそれがある地域

（イ）朔望平均満潮位以下の防護区域を有し、甚大な浸
水被害のおそれがある地域

（２）連携する事業全体の内容を記載した「事業間連携計
画」および本事業の実施内容を記載した「海岸保全施
設整備連携事業計画」が策定されていること。

（３）海岸保全施設整備連携事業計画に位置付ける総事
業費が以下のとおりであること。

　　離島・奄美・北海道・沖縄 ５千万円以上

　　その他 １億円以上

　３．事業の内容
　　本事業の内容は原則として、堤防・護岸等の海岸保全施

設の新設又は改良を対象とする。なお、本事業は、防護ラ
インの見直しと併せ行う既存施設撤去を含むものとする。

　４．事業計画等
　　本事業における事業計画等は、連携する事業全体の内

容を記載する「事業間連携計画」と本事業単独の内容を記
載する「海岸保全施設整備連携事業計画」を作成する。

　　事業間連携計画の内容
　事業間連携計画は、事業着手から概ね5年以下で成
果目標の達成が見込まれるよう次に掲げる事項につい
て定めるものとする。
　（１）対象地域の概要
　（２）事業の概要
　（３）連携事業を含む計画の内訳
　（４）成果目標

　　海岸保全施設整備連携事業計画の内容
　海岸保全施設整備連携事業計画は、以下に掲げる
事項を記載するものとする。なお、事業間連携計画に
おいて概ね5年以内の成果目標の達成を見込んでいる
ことを踏まえ、適切に工期を設定するものとする。
　（１）海岸の概要
　（２）事業の概要
　（３）計画の内訳
　（４）成果目標
　（５）費用対効果
　（６）その他参考となる事項

Ⅱ．大規模海岸保全施設改良事業

　１．事業主体
　　　海岸管理者
　２．事業の対象
　　本事業の対象は、海岸法（昭和31年法律第101号）第40

条第１項第１号又は第６号に規定する海岸保全区域内（同
条第２項の規定に基づく協議により国土交通大臣が管理す
ることとされた海岸保全施設に係る海岸保全区域を含
む。）において実施するものであって、次の（１）から（４）ま
での要件を満たすものとする。
（１）次のいずれかに該当する海岸で、一連の防護区域

（海水の侵入により浸水するおそれがある区域）に地域
中枢機能集積地区（背後に救護、復旧等の危機管理を
担う施設（市町村役場、警察署、消防署、病院等）がある
地区等）を有すること。
（ア）東海地震に係る地震防災対策強化地域、南海トラ

フ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震防災対策推進地域その他大規模地震
が想定される地域において、甚大な浸水被害のおそ
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れがある地域
（イ）朔望平均満潮位以下の防護区域を有し、甚大な浸

水被害のおそれがある地域
（２）事業計画が策定されていること。
（３）事業計画に位置付ける施設ごとの事業費が４億円以

上であること。
（４）事業計画に位置付ける施設の長寿命化計画が策定さ

れていること。
　３．事業の内容
　　本事業の内容は、水門・樋門、陸閘、排水機場の老朽化

対策（これに伴う改良や更新を含む。）又は施設機能の向
上を対象とする。なお、本事業は、防護ラインの見直しと併
せて行う既存施設の撤去を含むものとする。

　４．事業計画
１ 大規模海岸保全施設改良事業計画の作成

　本事業を実施しようとする海岸管理者は、国土交通
省港湾局長が別に定めるところにより大規模海岸保全
施設改良事業計画を作成するものとする。

２ 大規模海岸保全施設改良事業計画の内容
　事業計画は、事業着手から概ね10 年以内に成果目
標の達成が見込まれるよう、次に掲げる事項について
定めるものとする。
　　（１）海岸の概要
　　（２）事業の概要
　　（３）老朽化の状況
　　（４）計画の内訳
　　（５）成果目標
　　（６）費用対効果
　　（７）その他参考となる事項

（3）社会資本整備総合交付金関係

Ⅰ．高潮対策事業

　１．交付対象
　　　海岸管理者
　２．交付対象事業の要件

（１）高潮対策事業（（２）から（３）に規定する事業を除
く。）は、以下の①から④までの要件を満たすものとす
る。
①海岸管理者が管理する海岸で実施するものであるこ

と。
②高潮、波浪又は津波により被害が発生するおそれの大

なる海岸であること。
③防護面積、防護人口が１㎞当たり5ha以上又は50人以

上であること。
　ただし、防護人口については、児童福祉施設、老人
福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援
護施設、医療提供施設、幼稚園、生活保護法に基づく

救護施設・更正施設・医療保護施設、学校教育法に基
づく盲学校・聾学校・養護学校及びその他実質的に災
害時要援護者に関連する施設の利用者のうち、日常生
活の大半を過ごす利用者を加えて算定できるものとす
る。

④総事業費が、以下のとおりであること。
（ア）都道府県が行うもの

離島・奄美・北海道・沖縄  5千万円以上
内地                    　      1億円以上

（イ）市町村が行うもの
離島・奄美・北海道・沖縄  5千万円以上
内地                    　      1億円以上

（２）高潮対策事業のうち、「市街地海岸事業」（港湾局所
管海岸に限る。）については、上記（１）の要件に加えて、
次の要件を満たすものを交付対象とする。
（ア）海岸保全施設によって直接防護される市街地が大

規模なもの
（イ）海岸保全施設によって直接防護される市街地を有

する行政区域の人口が90万人以上の海岸
（ウ）市街地が主としてゼロメートル地帯等低地地域を有

しており、高潮又は津波により破壊的な被害が発生
するおそれの大なる海岸

（３）高潮対策事業のうち、指定市、中核市及び中核市に
相当する都市（人口概ね30万人以上の都市）又はそれら
に市街地が連たんする都市を対象として行われる「都市
海岸高度化事業」については、上記（１）（港湾局所管海
岸については上記（１）及び（２））の要件に加えて、次の
要件を満たすものを交付対象とする。
（ア）海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大

規模なもののうち主として市街地を防護する特に重
要な海岸であること（原則として総事業費が概ね1
億円以上であるもの）。

（イ）背後地に商業施設、業務施設又は住宅が集積した
海岸で、背後の土地利用と海岸整備が有機的に連
携できる場所であること。

（ウ）耐震性など海岸保全施設の保全機能の強化と利
便性の向上を図り、海岸での市民利用を促進するた
め必要なその他の施設を整備するもの。特にバリア
フリーに配慮されていること。

（４）海岸保全施設の整備と一体的に行う情報基盤総合
整備事業（水管理・国土保全局所管海岸に限る。）に
あっては、都道府県が定める河川等情報基盤総合整備
全体計画に基づき整備される河川等の情報収集、提供
等を行うシステム（総事業費3億円以上）のうち、過去に
海岸災害を受けた沿岸、又は受けるおそれの高い沿岸に
係る、波高計、波向計等の観測施設及びこれらの情報を
収集・処理する施設の整備を交付対象とする。

海岸の事業制度の変遷
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Ⅱ．侵食対策事業

１．交付対象
　海岸管理者

２．交付対象事業の要件
（１）侵食対策事業は、以下の①から④までの要件を満た

すものとする。
① 海岸管理者が管理する海岸で実施するものであるこ

と。
② 侵食による被害が発生するおそれの大なる海岸である

こと。
③防護面積、防護人口が１㎞当たり5ha以上又は50人以

上であること。
　ただし、防護人口については、児童福祉施設、老人
福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援
護施設、医療提供施設、幼稚園、生活保護法に基づく
救護施設・更正施設・医療保護施設、学校教育法に基
づく盲学校・聾学校・養護学校及びその他実質的に災
害時要援護者に関連する施設の利用者のうち、日常生
活の大半を過ごす利用者を加えて算定できるものとす
る。

④総事業費が、以下のとおりであること。
（ア）都道府県が行うもの

　　　離島・奄美・北海道・沖縄  5千万円以上
　　　内地                    　      1億円以上

（イ）市町村が行うもの
　　　離島・奄美・北海道・沖縄  5千万円以上
　　　内地                    　      1億円以上
（２）海岸保全施設の整備と一体的に行う情報基盤総合

整備事業（水管理・国土保全局所管海岸に限る。）に
あっては、都道府県が定める河川等情報基盤総合整備
全体計画に基づき整備される河川等の情報収集、提供
等を行うシステム（総事業費3億円以上）のうち、過去に
海岸災害を受けた沿岸、又は受けるおそれの高い沿岸
に係る、波高計、波向計等の観測施設及びこれらの情
報を収集・処理する施設の整備を交付対象とする。　

Ⅲ．海岸耐震対策緊急事業

１．目的
　　海岸耐震対策緊急事業は、堤防・護岸等の耐震対策を

海岸管理者が地域の実状に応じて緊急的に実施すること
により、地震発生に伴う堤防・護岸等の防護機能低下によ
る浸水被害を防止し、もって人命や資産の防護を図ること
を目的とする。

２．交付対象
　海岸管理者

３．交付対象事業の要件
　　本事業は、海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第４０条

第１項第１号又は第６号に規定する海岸保全区域内（同条

第２項の規定に基づく協議により国土交通大臣が管理する
こととされた海岸保全施設に係る海岸保全区域を含む。）
において主として実施するものであって、以下の①から③
（耐震性能調査にあっては①の要件）までの要件を満たす
ものとする。
①以下のいずれかに該当する海岸で、一連の防護区域（海

水の浸入により浸水するおそれがある区域）に地域中枢
機能集積地区（背後に救護、復旧等の危機管理を担う施
設（市町村役場、警察署、消防署、病院等）がある地区
等）を有すること。
（ア）朔望平均満潮位以下の防護区域を有し、甚大な浸

水被害のおそれがあり、緊急的な対策を要する海岸
（イ）東海地震に係る地震防災対策強化地域、南海トラ

フ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震防災対策推進地域又はその他の大規
模地震が想定される地域において、甚大な浸水被害
のおそれがあり、緊急的な対策を要する海岸　

②地域の防災計画等に基づき、一連の防護区域を有する海
岸ごとに事業実施内容を記載した５．に規定する海岸耐
震対策緊急事業計画（以下「事業計画」という。）が策
定されている地区であること。

③事業計画に位置付ける海岸ごとの総事業費が以下のとお
りであること。

（ア）都道府県が行うもの　　　　5千万円以上
（イ）市町村が行うもの　　　　　2千5百万円以上

４．交付対象事業の内容
　本事業の内容は、原則として、以下に掲げるものを対象
とする。
（１）堤防・護岸等の耐震性能調査
（２）堤防・護岸等の耐震対策

５．事業計画の社会資本総合整備計画への記載
　本事業を実施しようとする海岸管理者は、関係機関の意
見を聴取し、社会資本総合整備計画に事業計画を記載する
ものとする（耐震性能調査を除く）。　
　また、事業計画は、事業着手から原則として5年以内に成
果目標の達成が見込まれるよう次に掲げる事項について定
めるものとする。

（ア）海岸の概要
（イ）事業の概要
（ウ）計画の内訳
（エ）浸水防止に関連した総合的な計画
（オ）成果目標
（カ）関係機関との連携
（キ）関連するソフト対策
（ク）その他参考となる事項

６．留意事項
　海岸管理者は、事業計画に基づき、計画的・効率的に海
岸事業を実施するものとする。なお、実施に当たっては、所
期の目的を十分達成するよう、効率的かつ効果的な工法及
び対策手法を検討するものとする。
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Ⅳ．海岸堤防等老朽化対策緊急事業

１．目的
　海岸堤防等老朽化対策緊急事業は、海岸堤防等海岸保
全施設の中には築造後相当の年月が経過しているものが多
く、部材の経年変化、波力等の影響による損傷や機能低下
が進行している一方、地球温暖化の影響等による高潮被害
の増加や海岸侵食の進行、破堤による被害等の発生が懸
念され、これらへの対応が喫緊の課題となっていることに
鑑み、予防保全型の維持管理を導入することにより、必要
な防護機能を確保し、施設の長寿命化を図りつつ、海岸堤
防等の老朽化対策を計画的に推進することを通じて海岸
保全施設の機能の強化（海岸法第27条第1項に定める新設
又は改良に関する工事による機能の強化をいう。）又は回復
（当該機能の強化と一体的に行うことが適当と認められる
補修による機能の回復をいう。）を図り、もって人命や資産
を防護するとともに、維持管理・更新に係るトータルコスト
を縮減し、費用を平準化することを目的とする。

２．交付対象
　海岸管理者

３．交付対象事業の要件
　交付対象事業は、海岸法第40条第1項第1号又は第6号に
規定する海岸保全区域（同条第2項の規定に基づく協議に
より国土交通大臣が管理することとされた海岸保全施設に
係る海岸保全区域を含む。）内の海岸保全施設を対象に実
施するものであって、以下の要件を満たすものとする。
（１）長寿命化計画の変更

　　①既に策定されている長寿命化計画について、以下の
事項等を反映させて令和5年度までに変更されるもの
であること。

　　　　・ 水門・陸閘等の施設の追加
　　　　・ 水門・陸閘等の統廃合の位置づけ
　　②東日本大震災の被災地及び5地区海岸以上を管理し

ている市町村（政令市を除く。）については令和2年度
までの間に策定又は変更されるものであること。

　（２）老朽化対策
　　①長寿命化計画に基づき海岸保全施設の管理が適切

に実施されていること。ただし、海岸保全施設の新設
又は東日本大震災の被災地及び5地区海岸以上を管
理している市町村（政令市を除く。）において令和2年
度までに事業に着手する場合については、長寿命化
計画の策定を要件としない。

　　②老朽化等により機能が確保されていない又は機能低
下の恐れがある海岸保全施設であって、緊急にその
機能の強化又は回復を行う必要があると認められる
ものであること。

　　③海岸法第2条の3第1項の海岸保全基本計画等に基づ
き、本事業の実施内容を記載した５．に規定する海岸
堤防等老朽化対策緊急事業計画（以下「事業計画」
という。）が策定されている地区であること。

　　④事業計画に位置付ける総事業費が以下のとおりであ

ること。
（ア）都道府県が行うもの　　　5千万円以上
（イ）市町村が行うもの　　　　2千5百万円以上

４．交付対象事業の内容
（１）長寿命化計画の変更

①海岸保全施設の機能診断
②長寿命化計画の変更（策定については東日本大震災

の被災地及び5地区海岸以上を管理している市町村
（政令市を除く。）において令和2年度までの間に策定
されるものに限る。）

（２）老朽化対策
　　事業計画に位置付ける海岸保全区域内において、老

朽化等により機能が確保されていない又は機能低下の恐
れがある海岸保全施設であって、その機能の強化又は回
復を行う必要があるものを対象に、次に掲げる対策を講
じるものとする。

①海岸保全施設の老朽化調査
②①の調査結果を踏まえた老朽化対策計画の策定
③②の老朽化対策計画に基づいて実施する老朽化対

策工事
５．事業計画の社会資本総合整備計画への記載
　　本事業を実施しようとする海岸管理者は、関係機関の意

見を聴取し、社会資本総合整備計画に事業計画を記載する
ものとする（長寿命化計画の策定を除く）。
　また、事業計画は、事業着手から原則として５年以内に
成果目標の達成が見込まれるよう、次に掲げる事項を定め
るものとする。

（ア）海岸の概要
（イ）施設管理の現状
（ウ）事業の概要
（エ）計画の内訳
（オ）老朽化対策の基本的な考え方
（カ）成果目標
（キ）維持管理の基本的な考え方
（ク）その他参考となる事項

６．留意事項
　海岸管理者は、事業計画に基づき、４．（２）①老朽化調
査及び同②の老朽化対策計画の策定を行った上で、同③
の老朽化対策工事を計画的かつ効率的に実施するものと
する。なお、当該工事の実施に当たっては、所期の目的を十
分達成することができるよう、効率的かつ効果的な工法及
び対策手法を検討するものとする。

海岸の事業制度の変遷
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Ⅴ．津波・高潮危機管理対策緊急事業

１．目的
　津波・高潮危機管理対策緊急事業は、津波又は高潮に
関する危機管理対策として、既存の海岸保全施設の緊急的
な防災機能の確保及び避難対策を促進することにより、津
波又は高潮発生時における人命の優先的な防護を推進す
ることを目的とする。

２．交付対象
　　海岸管理者

３．交付対象事業の要件
（１）本事業の対象は、海岸法第40条第1項第1号又は第6

号に規定する海岸保全区域内（同条第2項の規定に基づ
く協議により国土交通大臣が管理することとされた海岸
保全施設に係る海岸保全区域を含む。）において主とし
て実施するものであって、以下の①から⑤までの要件
（水門等の整備・運用計画策定支援にあっては①の要
件）を満たすものとする。
①以下のいずれかに該当する海岸で実施するものである

こと。
（ア）東海地震に係る地震防災対策強化地域、南海トラ

フ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震防災対策推進地域又はその他の大規
模地震による津波災害が甚大であり、緊急的な対策
を要する地域に存する海岸　

（イ）朔望平均満潮位以下の防護区域を有し、高潮災害
が甚大であり、緊急的な対策を要する海岸

②地域の防災計画等に基づき、一連の防護区域を有す
る海岸ごとに、整備目標を達成するために行う事業実
施内容を記載した津波・高潮危機管理対策緊急事業
計画（以下「事業計画」という。）が策定されている地
区で実施するものであること。

③事業計画に従って実施される事業であること。
④一連の防護区域を有する海岸ごとに、事業着手から5

年以内に整備目標の達成が見込まれること。
⑤事業計画に位置付ける総事業費が以下のとおりである

こと。
（ア）都道府県が行うもの　　　　5千万円以上
（イ）市町村が行うもの　　　　　2千5百万円以上

（２）本事業における堤防、護岸等海岸保全施設の破堤防
止については、以下のいずれかに該当する施設を対象と
するものに限る。

（ア）当該対策により、施設の耐震化に資するもの
（イ）津波又は高潮の波力に耐えられない程度に、損

傷が著しいもの
（ウ）避難経路に近接し、避難対策上支障をきたすお

それが強いもの
（３）本事業に要する事業費に関して、ハザードマップ作成

支援（耐震調査等）のソフト対策に要する経費は、事業
計画の総事業費の概ね2割を上限として、その内数として
計上することができるものとする。

（４）本事業における情報基盤の整備については、浸水想
定区域の周知、防災訓練等被害を軽減するための対策
を講じている地域を対象とすること。

４．交付対象事業の内容
　本事業は、既存の海岸保全施設の防災機能を的確に発
揮させるとともに、住民等の津波又は高潮からの避難を促
進するため、次の施策を総合的に実施するものとする。（３．
（１）①（イ）の海岸については、次の①～④及び⑧⑨を対
象とする。）

①水門等の自動化・遠隔操作化及び改修等
②堤防、護岸等海岸保全施設の破堤防止、局所的な堤防

等未整備箇所における堤防等の整備、排水工の整備
③津波・高潮ハザードマップの作成支援（浸水想定区域

調査、耐震調査、避難路調査、耐浪調査及び排水性能
調査）

④津波・高潮に関する観測施設、情報提供施設等情報基
盤の整備

⑤津波防災ステーションの整備
⑥避難対策としての管理用通路の整備
⑦避難用通路の設置（堤防スロープ等）
⑧漂流物防止施設の整備
⑨水門等の整備・運用計画策定支援（計画策定に要する

調査を含む。）
　ただし、③については、上記①～⑧（③を除く。）と
併せて実施する場合に限り、交付対象事業とする。

５．事業計画の社会資本総合整備計画への記載
　海岸管理者は、本事業を実施しようとする場合は、関係
機関の意見を聴取し、社会資本総合整備計画に事業計画
を記載するものとする（水門等の整備・運用計画策定支援
を除く。）。
　また、事業計画は、所期の目的を十分達成するよう現地
調査等を行い、次に掲げる事項について定めるものとす
る。

（ア）海岸の概要
（イ）事業の概要
（ウ）計画の内訳
（エ）成果目標
（オ）その他参考となる事項

６．留意事項
①海岸管理者は、本事業の実施に当たって、所期の目的を

十分達成するよう現地調査の上、工法及び対策手法を検
討するものとする。

②海岸管理者は、事業計画に基づき、計画的に事業を実施
するものとする。
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Ⅵ．海岸環境整備事業

１．目的
　海岸環境整備事業は、国土の保全（及び人命・財産の防
護※）とあわせて海岸環境を整備し、もって、安全で快適な
海浜利用の増進に資することを目的とする。
　※防災・安全交付金の場合に限る。

２．交付対象
    地方公共団体（海岸管理者）

３．交付対象事業の要件
    次のいずれかの要件に該当するものであること。

①周辺に公営の公園、海水浴場、ヨットハーバー等のある
区域又は計画中の区域で、完成後には海浜利用が増進
されるものであること。また、民間と競合しないもので
あり、本事業で造成された施設等は、地方公共団体が
一元的に運営できるものであること。

     ただし、総事業費が1億円以上のものに限る。
②海岸保全施設の設置だけでは、前浜の回復、環境維持

が困難であるため、あるいは海浜特性からみて海岸保
全施設の設置に制約があるため、緊急に養浜を実施し
なければならないこと。

     ただし、総事業費が1億円以上のものに限る。
③自然環境との調和・個性ある地域づくりに資する次の

海岸において行う事業。
     ただし、総事業費が1億円以上のものに限る。

（ア）国指定文化財等の史跡・景勝岩及び交流促進施
設の防護を図るため海岸保全施設の新設・改良を
行う海岸であること。

（イ）国立公園内等の利用・景観への配慮もしくは貴
重種等特有の環境に依存した固有の生物の生息・
生育環境の保全・回復を図るため既存海岸保全
施設の改良を行う海岸であること。

④海水浴等の海岸の利用度が高く、既に海岸保全施設
が整備されている海岸において行う次の事業。

　ただし、総事業費が5千万円以上（市町村が行うものは
2千5百万円以上）のものに限る。
（ア）水叩き兼用の通路又は植栽を階段工と一体とし

て短年度に整備することにより効果を発揮し得る
ものであること。

（イ）海岸利用者の安全性の確保を図るための安全情
報伝達施設を整備する事業であること。    

⑤広域的な一連の海岸において、海岸利用を活性化し、
海岸の観光資源としての魅力を向上させるなど、地域の
特色を活かした自主的・戦略的取組を推進するために
行う事業。
ただし、総事業費が1億円以上のものに限る。
なお、本事業の実施に当たっては、社会資本総合整備
計画において、多様なニーズを踏まえるとともに、関係
市町村や多様な関係者と協働して定めた海岸利用活性
化計画を記載するものとする。海岸利用活性化計画に
は以下に掲げる事項を定めるものとする。

　　（ア）対象とする海岸の概要
　　（イ）海岸利用の活性化に関する基本方針
　　（ウ）施設等配置に関する計画
　　（エ）施設等の維持管理に関する計画
　　（オ）その他
　※防災・安全交付金の場合は、上記①～⑤に代わり以下

のとおり。
①自然環境との調和・個性ある地域づくり等に資する海

岸において、背後地の人命・財産を防護するための施設
等を整備するものであること。

　ただし、総事業費が1億円以上のものに限る。
②海水浴等の海岸の利用度が高く、既に海岸保全施設

が整備されている海岸において、海岸利用者等への安
全性の確保を図るための安全情報伝達施設を整備す
るものであること。

　　ただし、総事業費が5千万円以上（市町村が行うもの
は2千5百万円以上）のものに限る。

４．事業の基本方針
①国土保全との調和を図ること。
②利用者に対する快適性、安全性の確保を図ること。
③自然環境に配慮するとともに、周辺の各種施設との調

整を図ること。
④緊急養浜の実施に当たっては、効果及び養浜砂の挙動

の把握に努めること。
⑤既存海岸保全施設の改良に当たっては、従前の防護機

能が確保されるとともに、既存施設の再利用等が図ら
れること。

５．交付対象事業の内容
  堤防、突堤、護岸、離岸堤、人工リーフ、砂浜、植栽、飛
砂防止施設、安全情報伝達施設、通路（水叩き兼用）、緩
衝帯としての緑地・広場、進入路（必要最小限の管理用駐
車スペースを含む。）、照明（安全確保上必要最小限のもの
に限る。）、その他所期の目的を達成するための必要最小
限の施設の新設、又は改良とする。
※防災・安全交付金の場合は、上記に代わり以下のとおり。

　堤防、突堤、護岸、離岸堤、人工リーフ、砂浜、安全情
報伝達施設、その他所期の目的を達成するための必要
最小限の施設の新設、又は改良のうち防災・安全対策の
ために特に必要と認められるものであること。

海岸の事業制度の変遷
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表11　海岸事業の補助率の変遷
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海岸の事業制度の変遷

表12　直轄海岸保全施設整備事業費の採択下限額の変遷
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表13　海岸保全施設整備事業費補助（高潮・侵食対策）の採択下限額の変遷
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海岸の事業制度の変遷

表14　海岸保全施設整備事業費補助（局部改良）の採択下限額の変遷
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表15　海岸保全施設整備事業費補助（補修統合補助）の採択下限額の変遷
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海岸の事業制度の変遷

表16　海岸耐震対策緊急事業費補助の採択下限額の変遷

表17　海岸堤防等老朽化対策緊急事業費補助の採択下限額の変遷
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表18　海岸環境整備事業費補助の採択下限額の変遷
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海岸の事業制度の変遷

表19　津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助の採択下限額の変遷

表20　海岸保全施設整備事業費補助（連携事業費補助）の採択下限額の変遷

表21　海岸保全施設整備事業費補助（大規模施設改良費補助）の採択下限額の変遷
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６．制度関係事業の採択基準等
　制度関係事業については、平成22年度より海岸関係補助事
業がすべて社会資本整備総合交付金へ移行したことに伴い、
その役割を終えることとなったが、限られた予算の中で効果
的・効率的な海岸事業を実施するために、関係者のさまざま
な努力や工夫がなされて創設された事業制度であり、社会資
本整備総合交付金を活用した事業を推進する上でも、参考に
なると考えられるため、以下にその概要を示す。

１）ふるさと海岸整備事業
１．事業の目的
　ふるさと海岸整備事業は、潤いのあるまちづくりの核として
良好な海岸空間の創出を目指している地域の海岸において、
老朽化等により安全度の低下した既存施設の改良にあたっ
て、海岸背後地域の特性や海岸性状等に十分配慮し、海岸
背後のまちづくりと一体となった良質で多面的な機能をもっ
た海岸保全施設の整備を行うことにより、地域住民に親しま
れ、海辺とふれあえる美しい景観をもった安全で潤いのある
海岸空間の創出を図ることを目的として、港湾海岸において海
岸保全施設整備事業の一環として平成元年より創設されたも
のである。

２．事業の内容
　事業の性格

（１）海岸事業５ヵ年計画に基づく事業とし、海岸法に基づ
く法律補　助事業とする｡

（２）高潮対策事業又は侵食対策事業の一環として行う。
（国費率…２／５、１／２、２／３）
事業主体
　事業主体は海岸管理者とする。
事業対象　　　　
　護岸（堤防を含む）、離岸堤（潜堤を含む）、突堤等の基
本的な施設及び護岸（堤防を含む）における飛沫防止工
（植栽）等所要の目的を達成するために必要な施設の新設
及び改良とする。

３．事業採択要件　
　本事業は、従来の高潮対策事業又は侵食対策事業に関す
る採択基準及び以下の要件（１）と（２）を満たす海岸管理者
の管理する海岸のうち、以下の要件（３）あるいは（４）を具備
し、特に今後の「ふるさとの海岸づくり」の模範となる箇所で
あり、原則として総事業費が概ね１億円以上であるものについ
て採択する。

（１）海岸線背後に住民が密集しており、防護人口密度が
大であること。

（２）既存の海岸保全施設の老朽化が著しく、その改良が
急がれていること。

（３）計画外力に対して所要の天端高を満たしていないた
め、安全度が不足していたり、越波、飛沫等により被害を
うけているにもかかわらず、周辺状況から既存施設の天

端の嵩上げが困難であり、その早急な対策が不可欠であ
ること。

（４）護岸、堤防の天端が高く、住民の日常生活に圧迫感
を与えていたり、前面の消波ブロックと合わせ海岸へのア
クセスが容易でなく、その改善が強く望まれていること。

 （指定海岸）
平成元年度：津田港（香川県さぬき市）、富岡港（熊本県苓

北町）、伏木富山港（富山県射水市）、尼崎
西宮芦屋港（兵庫県西宮市）

平成２年度：姫川港（新潟県糸魚川市）、美々津港（宮崎県日
向市）、丸市尾港（大分県佐伯市）、苫小牧港（北
海道苫小牧市）、赤碕港（鳥取県琴浦町）。

平成３年度：戸賀港（秋田県男鹿市）、江津港（島根県江津
市）、久礼港（高知県中土佐町）、脇岬港（長
崎県長崎市）、里港（鹿児島県薩摩川内市）

平成４年度：青森港（青森県青森市）、川尻港（茨城県日立
市）、相良港（静岡県牧之原市）、宇治山田港（三
重県伊勢市）、奈半利港（高知県奈半利町）

平成５年度：両津港（新潟県佐渡市）、津松阪港（三重県
津市、松阪市）、坂越港（兵庫県赤穂市）、国
東港（旧富来港）（大分県国東町）、金武湾港
（沖縄県うるま市）

平成６年度：日置港（和歌山県白浜町）、今治港（愛媛県今
治市）

平成７年度：新潟港（新潟県新潟市）
平成８年度：金沢港（石川県金沢市）、宮津港（京都府宮

津市）、別府港（島根県西ノ島町）、那覇港
（沖縄県那覇市）

平成10年度：有川港（長崎県新上五島町）、祖納港（沖縄
県与那国町）、高松港（香川県高松市）

平成11年度：横須賀港（神奈川県横須賀市）、白鳥港（香川
県東かがわ市）、金武湾港（沖縄県金武町）

平成12年度：松山港（愛媛県松山市）、伏木富山港（富山
県射水市）

平成13年度：大湊港（青森県むつ市）、長崎港（長崎県長
崎市）、別府港（大分県別府市）

平成14年度：久賀港（山口県周防大島町）、大根占港（鹿児
島県錦江町）、白鳥港（香川県東かがわ市）

平成15年度：三本松港（香川県東かがわ市）、租納港（沖
縄県竹富町）

２）渚の創生事業
１．事業の目的
　侵食が進んでいる海岸において、漁港・港湾整備事業や河
川事業などと連携し、効率的な侵食対策及び港湾等における
機能増進を積極的に推進し、もって沿岸域における適正な土
砂管理に資することを目的とする。

２．事業の内容
　土砂が余剰傾向となった箇所からの発生土砂（漁港、港
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湾、河川等における機能増進などの浚渫土砂等）を活用し、
土砂が不足している箇所（侵食海岸等）に養浜を行うことに
よって、沿岸域における適正な土砂管理を行う。

３．事業の対象範囲
　海岸侵食の現状、漁港等への土砂の堆積状況等を勘案し
て、沿岸域における適正な土砂管理が必要と認められる地域
を対象とし、連携事業における管理者等と事業調整が図られ
るものであり、実施地区の選定要件は次のとおりとする。

（１）海岸侵食が著しいなど土砂が不足している箇所及び
当該沿岸域等において、余剰土砂（漁港、港湾、河川等
における機能増進のための浚葉土砂等を含む。）を有す
る箇所があること。

（２）「渚の創生」の実施により、効率的な事業実施が可
能であること。

 （指定海岸）
平成９年度：伏木富山港（富山県射水市）、和田港（福井

県高浜町）、奈半利港（高知県奈半利町）
平成11年度：宮津港（京都府宮津市）

３）自然豊かな海と森の整備対策事業（白砂青
松の創出）

１．事業の目的
　海岸に白い砂浜と緑の松林の続く「白砂青松」は、日本の
歴史と風土に培われてきた美しい国土を代表するもので、次
世代へ継承すべき国民共有の貴重な財産である。
　平成11年５月に一部改正された海岸法は、従来からの目的
である「海岸の防護」に「海岸環境の整備と保全」及び「公
衆の海岸の適正な利用」を新たに加えたところであり、白砂
青松で代表される自然豊かな利用しやすい海岸づくりを推進
する観点から、平成12年度から海岸事業と治山事業が連携し
て事業を進める「自然豊かな海と森の整備対策事業（白砂青
松の創生）」を推進するものである。

２．事業の内容
　本事業は、海岸侵食等により白砂青松が失われつつある海
岸において、（１）及び（２）の事業を連携することにより、コス
ト縮減を含む効率的な施設計画、区域の変更及び施設の転
用等の合理的な調整等効率的・効果的な事業実施を図るこ
とにより、自然豊かな利用しやすい海岸環境を創出するもの
である。

（１）海岸省庁所管の海岸事業
緩傾斜護岸、人工リーフ、養浜等による環境、利用に配
慮した海岸保全施設等の整備

（２）林野庁所管の治山事業
飛砂・潮風等の被害を防止するための森林の造成・整
備、緩傾斜護岸等による環境、利用に配慮した治山施設
の整備

 （指定海岸） 
平成７年度：新潟港（新潟県新潟市）

平成12年度：苫小牧港（北海道苫小牧市）、本荘港（秋田県
由利本荘市）、金沢港（石川県金沢市）、敦賀
港（福井県敦賀市）、鳥取港（鳥取県鳥取
市）、益田港（島根県益田市）、三隅港（島根
県浜田市）

４）エコ・コースト事業（旧自然環境保全型海岸
整備モデル事業）

１．事業の目的
　良好な自然環境を積極的に保全、回復する必要の高い海岸
において、津波、高潮、侵食等の自然災害から海岸を防護する
ことと併せ、必要に応じ住民等の参加を得ながら、生態系や
自然景観等周辺の自然環境に配慮した自然と共生する海岸を
整備し、海岸愛護の精神の啓発に資することを目的とする。

２．事業内容
（１）一般型エコ・コースト事業

　海岸保全施設の整備に当たり、施設の配置や構造等に
工夫を行うことにより、生態系や自然景観等周辺の自然環
境に配慮した海岸整備を行う。

（２）住民参加型エコ・コースト事業
　（1）に加え、地域住民、有識者、NPO、地元自治体等の
意見の聴取、パイロット工区における住民団体等の参画に
よるモニタリングの実施及びその結果等を踏まえた施設の
整備を行う｡

（３）既存施設改良型エコ・コースト事業
　既に海岸保全施設が整備され、防護機能が確保されて
いる海岸において、地域住民、有識者、NPO、地元自治体
等の参画により、生態系に配慮した既存海岸保全施設の
改良（離岸堤、人工リーフ化等）を実施する（海岸環境整
備事業に限る。）

３．指定要件
（１）一般型エコ・コースト事業

①生態系や自然景観などの周辺の自然環境に配慮する必
要性が高い次のいずれかの海岸であること
イ．ウミガメ、カブトガニ、野鳥等、生物にとって重要な

生息、繁殖、採餌場所となっている海岸
ロ．国立公園に指定されているなど自然環境や周辺景

観との調和を図る必要性が高い海岸
②エコ・コーストの指定により、自然環境の保全・回復効

果が期待されること
（２）住民参加型エコ・コースト事業（（１）に加え、次に
　　 掲げる全ての要件に該当する場合）

①事業実施上、モニタリングが必要であること。
②「４．（２）」に定める住民参加型エコ・コースト推進協

議会が設置されていること。
③住民参加型エコ・コースト推進協議会において、「４．

（２）」に定める住民参加型エコ・コースト推進計画が
定められていること。

海岸の事業制度の変遷
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（３）既存施設改良型エコ・コースト事業（（１）に加え、
　    次に掲げる全ての要件に該当する場合）

①貴重種等の生息・生育等が減少していたり、見られなく
なった海岸

②「４．（３）」に定める既存施設改良型エコ・コースト推進
協議会が設置されていること。

③既存施設改良型エコ・コースト事業推進協議会におい
て、「４．（３）」に定める既存施設改良型エコ・コースト
推進計画が定められていること。

④昭和62年度以前に事業着手された海岸保全施設である
こと

⑤従前の防護機能が確保されるとともに、既存施設の再利
用等が図られること

（一般型エコ・コースト事業認定海岸）
平成６年度：徳山下松港（山口県光市）
平成７年度：高知港（高知県高知市）、敦賀港（福井県敦

賀市）、真鶴港（神奈川県真鶴町）
平成８年度：伏木富山港（富山県高岡市）、興津港（千葉県

勝浦市）、竹原港（広島県竹原市）、下関港（山
口県下関市）、博多港（福岡県福岡市）等

平成９年度：奥尻港（北海道奥尻町）、七尾港（石川県七尾
市）、古里港（長崎県長崎市）、川内港（長崎
県平戸市）、高浜港（熊本県天草市）、赤木名
港（鹿児島県奄美市）、中城湾港（沖縄県中城
村）下田港（静岡県下田市）、鳥羽港（三重県
鳥羽市）、水納港（沖縄県多良間村）等

平成10年度：児島港（岡山県倉敷市）
平成13年度：大湊港（青森県むつ市）
平成14年度：戸賀港（秋田県男鹿市）
平成15年度：観音寺港（香川県観音寺市）

５）海と緑の健康地域（健康海岸事業）
１．事業の目的
　海岸浴により人々の健康を増進するため、厚生労働省が指
定する健康文化都市と連携して「海と緑の健康地域」を指定
し、健康増進施設の整備にあわせ、周辺の砂浜の保全・復
元、遊歩道等の整備を推進することを目的とする。
　なお、「海と緑の健康地域」（「健康海岸」）は、地域の自
然的、社会的条件を勘案し、海浜地域のもつ健康増進機能を
活かした地域づくりが適当と認められる地域を対象とする。
　なお指定は、厚生省と該当地域の海岸事業所管省庁（農林
水産省、水産庁、国土交通省）が共同で行うものとする。

２．事業の内容
①海岸事業

・砂浜・磯、植裁、遊歩道等の整備
②厚生労働省所管事業

・厚生省所管の健康文化と快適なくらしのまち創造プラ
ンに基づき実施される関連事業（健康文化のまちづくり
計画関連事業、こどもの環境づくり計画関連事業、障
害者の住みよいまちづくり計画関連事業、ボランティア

振興計画関連事業、老人保健福祉計画関連事業等）

３．事業採択案件
①当該市町村が健康づくりを核とした地域づくりを実施し

ているか、あるいは実施することが確実であり、既に健
康文化都市の指定を受けているか、又は指定が確実で
あること。

②健康地域づくりが、地域の環境や景観に配慮し、住民等
の協力を得られること。

（指定海岸）
平成９年度：鮴崎港（広島県大崎上島町）、田儀港（島根県

出雲市）、肥前大島港（長崎県西海市）、古江港
（宮崎県延岡市）、延岡港（宮崎県延岡市）

平成12年度：都志港（兵庫県洲本市）

６）「いきいき・海の子・浜づくり」
１．事業の目的
　安全で良好な自然・景観を有する海岸空間の形成を図ると
ともに、自然体験活動、環境教育等に利用しやすい海岸づく
りを積極的に推進し、青少年等が海辺における自然・社会教
育活動等を安全に楽しめ、また、都市・農漁村及び世代間の
交流の場となる海岸を創出することを目的とする。

２．事業の内容
　良好な海辺の自然環境を活用し、明日を担う世代である青
少年等が、豊かな情緒を形成する場としての利用しやすい海
岸づくりを行う。

３．実施地域の選定
　「いきいき・海の子・浜づくり」は、地域の自然的、社会的
条件等を勘案し、海浜地域のもつ自然環境を活用して、自然
体験活動、環境教育等のために利用しやすい海岸づくりを行
うことが適当と認められる地域を対象とする。

４．選定要件
 「いきいき・海の子・浜づくり」実施地域の選定にあたって
は、住民等の協力が得られる地域であるとともに、以下の①、
②のいずれかに該当する地域であること。

（１）海辺の豊かな自然環境を活用しての青少年の自然体
験活動、環境教育活動及びスポーツ活動等を実施するこ
とが適当と認められる地域であること。

（２）少年自然の家や学校等の教育関連施設が海岸近傍
にあって、青少年等による海岸の積極的な利用が想定さ
れる地域であること。

 （指定海岸）
平成９年度：川内港（青森県むつ市）、加茂港（山形県鶴岡

市）、柏崎港（新潟県柏崎市）、神津島港（東
京都神津島村）、生口港（広島県尾道市）、三
崎港（高知県土佐清水市）、沖浦港（山口県周
防大島町）、角島港（山口県下関市）、上天草
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港（旧江樋戸港）（熊本県上天草市）、姫島港
（大分県姫島村）、西之表港（鹿児島県西之
表市）

平成10年度：由良港（和歌山県日高町）、浦神港（和歌山県
那智勝浦町）、江井港（兵庫県淡路市）、御手
洗港（広島県呉市）

平成11年度：中城湾港（沖縄県与那原町）
平成13年度：宇治山田港（三重県伊勢市）

７）魚を育む海岸づくり事業
１．事業の目的
　国連海洋法条約の批准等の新海洋秩序への移行など水産
業を取り巻く環境変化に対応し、国民のニーズに的確に対応
した水産物の安定供給を図るため、沿岸漁場の高度利用を促
進することが重要となっている。
　また、近年の津波、侵食等による災害の発生などの鑑み、
海岸域における防災機能の向上が求められている。
　このため、水産基盤整備事業と海岸事業の連携により、投
資の効率化を図り、事業の効果を早期に発現させ、沿岸漁業
の安定的な発展と水産物の供給の増大、海岸の防護による
国土の保全に資することとする。

２．事業の内容
　本事業は、（１）及び（２）の事業を連携して、藻場・干潟等
の造成、増養殖場の整備、海岸の防護等を行う。

（１）水産庁所管の水産基盤整備事業のうち、水産物供給
基盤整備事業

（２）海岸省庁所管の海岸事業

３．事業主体
　本事業の事業主体は、国又は地方公共団体とする。

４．事業の推進計画
（１）魚を育む海岸づくり推進計画の承認

　本事業を実施しようとする事業主体は、事業主体間で十
分調整の上、あらかじめ別紙様式により「魚を育む海岸づく
り推進計画承認申請書」（以下「推進計画」という。）を海
岸省庁に提出するものとし、関係省庁は協議の上承認する
ものとする。

（２）推進計画の承認の要件
①両事業が一体的に実施されることにより、コスト縮減が

図られるなど効率的な事業実施が図られること。
②本事業が、漁業者、地域住民の意向を十分に反映した

ものであること。
③漁業権が設定されている水域又は漁業権の設定に支

障をきたさない水域であること。
④土砂の堆積等により増養殖場の機能に支障をきたすお

それがないこと。
（３）推進計画を変更しようとする場合は、（１）の手続きに

準ずるものとする。

（４）本事業に要する経費は、予算の範囲内において、各事
業の法令等に定めるところにより、国が補助又は負担する
ものとする。

（５）本事業で整備される施設のうち、共同で整備される施設
（以下「共同施設」という。）の費用は、水産基盤整備事業
と海岸事業の各事業主体が分担して負担するものとする。

（６）本事業で整備される施設の配置、設計断面は、事業の
効果等を勘案し適正に決定するものとする。

５．施設の管理
（１）本事業で整備される施設のうち共同施設の所有につい

ては、その整備に要した経費により按分するものとする。
　また、共同施設の管理については、兼用工作物としての
管理協定を締結の上、「海岸法」（昭和31年法律第101号）
第２条第１項に規定する海岸保全施設として海岸管理者
が管理協定に基づき一元的に行うものとする。

（２）共同施設の整備に起因し、増養殖場の機能が土砂の
堆積等により支障をきたした場合は、両管理者が協議の
上、機能の回復を図るものとする。

８）総合的な津波・高潮災害対策の強化事業
１．事業の目的
　大規模地震による津波や地震被害の危険性が高い地域及
び高潮災害の危険性が高い地域において、海岸背後に生活
する住民等の安全・安心を確保することを目的として、関係機
関との適切な役割分担の下、ハード・ソフト一体となった総合
的な海岸防災対策として海岸保全施設の整備を実施すること
により、地震対策緊急整備事業計画等に位置付けられた事業
について効果の早期発現を図ることを目的とする。

２．事業内容
（１）堤防、護岸等海岸保全施設の嵩上げ、耐震化・液状化

対策等
（２）水門、陸こう等のゲート電動化・自動化
（３）津波・高潮防災ステーションの整備

・水門、陸こう等の新設・改良及び遠隔操作化に必要な
機器（遠隔操作を確実に行うためITV等監視装置を含
む）の設置

・遠隔操作を一元的に行う制御設備及び当該設備を収
容する建屋の整備

・水門、陸こう等の海岸保全施設と一体となって整備する
潮位計、波高計、風速計、風向計等の観測機器の設置

（４）安全情報伝達施設の整備
（５）避難機能を有する海岸保全施設の整備
（６）避難用通路（背後への取り付け道路を含む）を兼用し

た管理用道路の整備（緊急時の対応にも活用できる管理
用通路の整備を含む）
・幅員については原則として5.5ｍ以下とする。これにより

がたい場合あるいは、緊急時の対応にも活用できる部
分については別途協議するものとする。

海岸の事業制度の変遷
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（７）取水機能を有する堤防・護岸の整備

３．指定要件
　下記の（１）～（４）をすべて満足する事業であること。
（１）海岸保全施設の新設又は改良に併せ実施される事業

であること。
（２）地域の防災計画との整合が図られた計画であること。
（３）ハザードマップなどソフト施策との連携・整合が図られ

ること。
（４）大規模な津波、高潮災害が記録された又は予測される地

域或いは侵食が著しい地域で実施される事業であること。
（指定海岸）
平成15年度：久慈港（岩手県久慈市）、釜石港（岩手県釜

石市）、須崎港（高知県須崎市）、福良港（兵
庫県南あわじ市）

平成16年度：師崎港（愛知県南知多町）、鵜殿港（三重県
三重県紀宝町）、堺泉北港（大阪府堺市）、
和歌山下津港（和歌山県和歌山市・海南市）

※１：師崎港及び鵜殿港については、平成17年度より津波
危機管理対策緊急事業に移行。

※２：平成16年度の制度事業の統廃合により『海岸保全
施設緊急防災機能高度化事業』、『津波・高潮防災
ステーション整備事業』及び『海岸危機管理機能高
度化事業』は、『総合的な津波・高潮災害対策の強
化事業』に移行し、上記海岸の他に大船渡港（岩手
県）、清水港（静岡県）、大阪港（大阪府）、尼崎西
宮芦屋港（兵庫県）、徳山下松港（山口県）、高知港
（高知県）において事業を実施。

９）都市と農漁村の交流促進や観光振興に資す
る海岸づくり事業

１．事業の目的
　都市と農漁村の交流及び観光振興を推進すべき地域にお
いて、地域の個性や文化を育んできた史跡、景勝岩等地域の
文化資源（以下「文化資源」という。）や都市と農漁村の交流
に資する施設（以下「交流施設」という。）の防護、又は良好
な景観を損ねたり海岸利用を妨げるなどしている海岸保全施
設を、景観や利用に配慮した改良を行うことで、都市と農漁村
の交流促進や観光振興を支援し、地域の活性化に資すること
を目的とする。

２．事業内容
（１）文化資源や交流施設の防護のための海岸保全施設の

整備を実施
（２）既に海岸保全施設が整備され、防護機能が確保され

ている海岸において、景観や利用に配慮した離岸堤の潜
堤化、人工リーフ化等の海岸保全施設の改良を実施（海
岸環境整備事業に限る）

３．指定要件
（１）文化資源や交流施設の防護

①国・都道府県指定文化財又は国立公園・国定公園・都道
府県立公園内の重要な史跡・景勝岩

②公的な宿泊・交流施設等、交流人口の増加に資する施設
（２）景観・利用に配慮した海岸保全施設の改良

　国立公園・国定公園及び都道府県立公園内において、景
観・利用への配慮が必要と認められる海岸保全施設のう
ち、昭和62年以前に事業着手されたもので、従前の防護機
能が確保されるとともに、既存施設の再利用等が図られる
こと

10）災害弱者対策事業
１．事業の目的
　子供、高齢者、障害者等災害弱者の海岸利用の促進を図る
とともに、災害弱者を津波・高潮等の海岸災害から守るため、
ハード・ソフトが一体となった総合的な海岸防災対策の推進
を目的とする。

２．事業内容
（１）災害弱者が容易に利用できる緩傾斜堤の整備や既存

施設のバリアフリー化
（２）安全情報伝達施設の整備
（３）避難用通路を兼用した管理用通路の整備（幅員につい

ては、原則として5.5ｍ以下とする。これによりがたい場合
は別途協議するものとする。）

３．指定要件
　下記の（１）～（４）をすべて満足する事業であること。な
お、高潮対策事業及び侵食対策事業における防護人口につ
いては、災害弱者関連施設の利用者の内、日常生活の大半を
過す利用者を加えて算定できるものとする。
（１）津波・高潮等の災害の危険性が高く、防護区域内に災

害弱者関連施設を有する海岸であること。
（２）海岸保全施設の新設又は改良に併せ実施される事業

であること。
（３）地域の防災計画との整合が図られていること。
（４）ハザードマップ等のソフト施策との連携が図られること。

 

７. 海岸行政を取り巻く近年の動き
（1）海岸漂着物処理推進法
　近年、わが国の海岸に、国内や周辺国から大量の漂着物が
押し寄せ、生態系を含む海岸の環境の悪化、白砂青松に代表
される美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下、漁業への影響等
の被害が生じている。
　政府においては、海岸漂着物等に関する実効的な対策を検
討する体制を整えるため、平成18年4月に「漂流・漂着ゴミ対
策に関する関係省庁会議」が設置され、関係省庁間で検討を
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行った結果を踏まえ、平成19年3月に、関係省庁が当面取り組
むべき施策等についてとりまとめがなされた。その後、とりま
とめを踏まえ、関係省庁において各種の具体的な施策が進め
られてきたものの、海岸漂着物の問題を巡っては、関係省庁
をはじめとする関係者の努力にもかかわらず、なお処理しきれ
ない量と質の海岸漂着物が各地の海岸に流れ着いているこ
と、海岸漂着物等の処理に関する体制のあり方が明確ではな
いこと、他の都道府県や周辺国に由来するものも多く、被害を
受ける海岸の地方公共団体による対応だけでは必ずしも十分
ではないこと等の課題があり、なお、依然として海岸を有する
地域において重要な問題となっている。
　こうした状況を踏まえ、平成21年7月に、海岸漂着物対策の
推進を図ることを目的として、「美しく豊かな自然を保護する
ための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸
漂着物等の処理等の推進に関する法律」（平成21年法律第
82号）が成立し、公布された。
　本法律では、海岸管理者に対して海岸漂着物等の処理に
必要な措置が義務付けられたが、海岸漂着物等の処理に当
たっては、都道府県・市町村の環境部局やNPO、市民団体等
との連携が不可欠であることから、海岸管理者に対して、単
なる公物管理業務にとどまらず、より広範な海岸管理に関す
る取組が求められることとなった。また、海岸管理者が海岸
漂着物等の処理を推進する上で必要となる恒久的な財源をど
う確保するかという課題も残ることとなった。

（２）低潮線保全法
　海に囲まれ、国土の面積も狭隘なわが国にとって、排他的
経済水域は、海洋エネルギー・鉱物資源の開発及び水産資源
の利用を排他的に行うことが認められている貴重な場であ
る。また、排他的経済水域から得られる海洋エネルギー・鉱
物資源や水産資源はわが国の経済活動や国民生活を支える
ものであり、これらが安定的に供給されることは、わが国の経
済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に大いに寄与
するものと期待されている。
　こうした状況を踏まえ、排他的経済水域等の基礎となって
いる低潮線の現状の把握や低潮線保全区域の適切な設定を
行うとともに、低潮線の人為的損壊の未然防止や自然侵食の
進行の状況確認とそれに伴う保全措置が必要か否かを検討
するため、低潮線の状況の監視・巡視等に関係機関が協力し
て取り組むことを目的として、平成22年5月に、「排他的経済水
域及び大陸棚の保全及び利用のための低潮線の保全及び拠
点施設の整備等に関する法律」（平成22年法律第41号）が成
立し、同年6月に公布、施行された。
　排他的経済水域等の確保は国益に直結するものであるこ
とから、本法律では、国が低潮線保全区域を設定し、低潮線
保全区域内における海底の掘削等の行為を規制することによ
り、低潮線の人為的損壊を防止することとされた。
　海岸行政との関係で注意すべき点は、低潮線保全区域が
海岸法に定める海岸保全区域等と重複した場合に、海岸法
の規定に基づき許可を得た行為については、本法での許可を
要しないこととしていることである。これは、海岸法の規定に

より適切に海岸保全区域等の保全がなされている場合にお
いて、その許可を得た行為は、公物管理の観点から海岸の保
全に関し、著しい支障を及ぼさないと判断されたものであり、
結果として、低潮線の保全にも支障を及ぼさないものと判断さ
れることから、許可を要しないとしたものである。
　一方で、これまで海岸の管理に関しては、原則として地方公
共団体が一義的に行っていたところ、本法律の施行に伴い、
低潮線保全の観点から国が低潮線保全区域内の行為に係る
許可権者として位置付けられたことは、沿岸域管理の枠組み
作りの第一歩になるものと考えられる。

（３）津波防災地域づくり法
　平成23年3月11日の東日本大震災では、三陸沖を震源とし
たモーメントマグニチュード9.0の巨大地震が発生、東日本各
地域の沿岸域に大津波をもたらすなど、未曾有の大災害と
なった。この東日本大震災を教訓に、最大クラスの津波が発
生した場合でも「何としても人命を守る」という考え方で、ハー
ド・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させる「多重防
御」の発想により、地域活性化の観点も含めた総合的な地域
づくりの中で津波防災を推進する「津波防災地域づくりに関
する法律」（以下、「津波防災地域づくり法」とする。）が平成
23年12月に公布・施行された。
　津波防災地域づくり法では、国土交通大臣が策定する基本
指針（平成23年12月27日策定）に基づき、都道府県知事が津
波浸水想定を設定し公表すると規定されるとともに、津波浸
水想定を踏まえ、都道府県知事が津波災害計画域（警戒避難
体制を特に整備すべき土地の区域）や津波災害特別警戒区域
（開発行為及び建築を制限すべき土地の区域）の指定を、市
町村が推進計画（津波防災地域づくりを総合的に推進するた
めの計画）の作成をすることができると規定されている。
　東日本大震災後、今後の津波対策については、発生頻度は
高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波（レベル
１）と、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被
害をもたらす最大クラスの津波（レベル２）の２つのレベルの
津波を想定するとの考え方が整理された（「東北地方太平洋
沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報
告」（平成23年9月28日、中央防災会議）。このうち、津波防災
地域づくり法にでは、最大クラスの津波があった場合に想定
される浸水の区域及び水深を都道府県知事が設定し公表す
ることとされており、この津波浸水想定が、何としても人命を
守るという考え方の下、ハード・ソフト施策の適切な組み合わ
せにより、減災のための施策を実施する「津波防災地域づく
り」を推進する上で各種施策の基礎となっている。
　また、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合
的に推進するために市町村が策定する推進計画の区域内で
は、津波対策に資する港湾施設等に係る課税標準の特例措
置や津波避難建築物の容積率規制の緩和、都道府県による
集団移設促進事業計画の作成（通常は市町村が主体）など、
将来起こりうる最大クラスの津波災害の防止・軽減に向け利
用可能な制度が設けられている。  

海岸の事業制度の変遷
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１．災害復旧事業の概要	 	 	
　公共土木施設の被害は国民生活、産業活動に与える影響
が公共土木施設の被害は国民生活、産業活動に与える影響
が極めて大きく、その被災地域も広範囲であるため、社会経
済に及ぼす影響は大きいものがある。
　このため、公共土木施設を維持管理している国や地方公
共団体は、その速やかな復旧について、莫大な財政支出を
課せられている状況にあることから、国は災害復旧に対し古
くから助成方策を行ってきた。明治以降の国庫補助制度の中
で、災害復旧事業費に対しては明治14年頃から補助が行わ
れている。
　明治32年には、「災害準備基金特別会計法」が制定され、以
後、昭和26年に「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」
が制定されるまで幾多の変遷を重ねている。
　この「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」は、公共
土木施設の災害復旧事業費について、地方公共団体の財政
力に適応するように国の負担を定めて、災害の速やかな復旧
を図り、もって公共の福祉を確保することを目的としており、
これにより災害復旧事業の制度が確立された。その後、昭和
30年に、「緊要な災害復旧事業に対する政府の措置」、「連年災
害における国の補助率の特例」など、一部の改正はあったも
のの昭和59年に至るまで実質的な改正は行われていない。昭
和59年、行政改革に関する答申を受けて、対象施設の追加、
1箇所工事採択限度額の引上げ、1箇所工事範囲の拡大、剰
余金の使用に係る主務大臣認可の廃止等の大幅な改正が行
われ、平成10年にも、行財政改革に資するため、補助金の
見直し・重点化、事務の簡素・合理化等の観点から採択限度
額の引上げ、1箇所工事範囲の拡大等の大幅な改正が行われ
ている。
　また、平成11年には地方分権推進計画に基づく改正が行
われたところである。
　平成21年には直轄災の対象範囲に港湾法第55条3の2第1項
に定める港湾広域防災施設が追加され、平成22年には国の
直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止に伴い、
災害復旧事業の国庫負担の対象から工事雑費及び事務費が
除かれた。　      （表1　公共土木施設災害復旧制度の変遷）

２．災害関連事業の概要	 	 	 	
1）災害関連事業（一般関連）	 	 	
　災害関連事業の発端は、戦後我が国が連続して災害を受

け、災害復旧費が増加し未復旧箇所が累積する状態であっ
たが、昭和28年6月、9月の大災害を契機として、これらの累
増する災害復旧事業の完成を要望する声が大きくなったこと
による。当時の我が国は財政難であり、これに対応する国費
の支出が望めなかったので、災害復旧促進の要請に応える
には別途に予算措置を講ずる必要が起こり、ここに災害復旧
事業の全部または一部にかえて実施する事業及び災害復旧
事業と合併して再度災害を防止するため施設の新設、改良
に関して実施する災害関連事業が昭和29年から発足した。
ただし、災害復旧事業の全部または一部を災害関連事業と
して実施したのは昭和29年限りで、以後は災害費と改良費の
合併の形の災害関連事業となっている。
　当時における港湾の災害関連事業については「災害復旧事
業において被災施設の復旧効果を確保するために追加補強
を要すると認められる工事で、災害復旧工事と合併すること
を本旨とし、主務省で予めその基準を定めた事業」の規定に
基づき取扱われ、これをとりまとめて昭和30年6月に「運輸省
所管港湾関係災害復旧事業費査定基準」の制定により災害関
連事業の採択基準が確立された。　その後の災害関連事業、
採択基準等の変遷は表2に示すとおりである。
　今日の災害関連事業は、災害復旧事業が原形復旧を原則
としていることから、その施行のみでは再度災害.防止上十
分な効果を期待できない場合に、「災害復旧事業として採択
した箇所又はこれを含めた一連の施設の再度災害を防止す
るものであり、かつ、構造物の強化等を図るため、これと併
せて施行する工事であって、その効果が大である」箇所につ
いて認められ、いわば、災害復旧事業（効用回復の原則）と再
度災害防止の要請との間隙を埋めるものとなっている。
    
2）災害関連港湾環境整備施設災害復旧事業（環境関連）
　港湾環境整備施設（港湾緑地）は、昭和48年7月、港湾法の
一部改正により、港湾の環境を積極的に整備するため創設さ
れたものであるが、過去において、台風、高潮等による被害
が僅少で、かつ地方公共団体等からの要望もなかったことか
ら、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」（昭和26年3月
法律第96号）の対象施設として政令の一部改正がなされず、
これまで当該施設が被災を受け、復旧する場合は、地方公
共団体独自の財源により、復旧しなければならない状況に
あった。
　しかしながら、平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震
により、神戸港、尼崎西宮芦屋港等の港湾環境整備施設が

災害の事業制度の変遷
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表1　公共土木施設災害復旧制度の変遷

被害報告額約37億円という甚大な被害を受け、強い社会的
要請のもと、災害関連事業として国の負担による制度が創設
されたものである。
　本事業においては、狭義の災害関連事業（一般関連）と違
い、港湾環境整備施設の災害復旧事業がなく、既存の災害
復旧事業（港湾施設、海岸保全施設）を本災とした災害関連

事業となっているのが大きな特徴である。したがって形とし
ては災害関連だが、内容的には港湾環境整備施設の原形復
旧を目的とした災害復旧事業となっている。
　平成23年には本事業から運動施設及び遊具施設が除外さ
れた。 
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3）災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業
　平成11年5月に改正された海岸法の施行により、従来以上
に「防護」「環境」「利用」の調和がとれた海岸管理が必要とさ
れてきているが、こうした背景を踏まえ、近年増加している
洪水、台風等により海岸に漂着した大規模漂着流木等の処
理を緊急的に実施するため創設された制度が災害関連緊急
大規模漂着流木等処理対策事業である。
　本事業は、海岸に漂着した流木等が異常に堆積し、これ
を放置することにより、堤防・離岸提・砂浜等の消波機能の低
下、水門の防潮機能への障害等海岸保全施設の機能を阻害
することとなる場合に、緊急的に流木等の処理を実施するこ
とにより、災害の防止を図り、もって民生の安定を図ること
を目的としている。

　したがって、災害復旧事業、災害関連事業（一般関連、環
境関連）のように海岸保全施設に実際に被災の事実が認めら
れることが事業採択の用件ではなく、海岸保全区域内の流
木等の漂着（一発生原因当たり漂着量1，000m3以上）を放置
しておくことで海岸保全施設の機能を阻害することとなる場
合に採択され、災害防止の観点から生じた積極的事業であ
るといえる。
　また、本事業は、海岸管理者の提出資料を基にその採択
の可否が判断され（現地調査を行わない。）、原則として年度
内処理完了（単年度復旧。）の見込みがある必要があることが、
大きな特徴となっている。    

（表2　災害関連事業制度の変遷）
       
 

表2　災害関連事業制度の変遷
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3．直轄港湾等災害後旧事業	 	 	 	
　直轄災害復旧事業の取扱いは公共土木施設災害復旧事業
費国庫負担法（昭和26年3月制定）の定めに準じて取り扱わ

れ、この直轄災の取り扱いについては、昭和27年4月に「直轄
港湾災害復旧工事処理要綱」を定めて運用していた。
　平成5年1月の「直轄港湾等災害復旧事業取扱要綱」制定は、

表3　災害復旧事業費の推移
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処理要綱制定以降の社会情勢の変化に伴う港湾行政の拡充
等に対応するためであるが、最大の目的は、平成5年1月15日
の釧路沖地震により被災した釧路港において緊急に直轄施
工による応急工事を実施する必要が生じたため、これを「緊
急復旧事業」として取扱要綱に位置付け、早期復旧を可能に
しようとするものであり、また、「海岸及び海岸保全施設」の
追加、「沖縄県」が地区として位置付けされていなかったので
これを加えるということである。
　その後、平成11年11月1日付け港海第826号にて一部改正
が行われたが、これは平成11年9月24日に発生した台風18号
による被害が甚大であることに鑑み、その他施設（土砂処分
場のように港湾施設ではないが、航路及び泊地竣渫等、国
が港湾施設、開発保全航路又は海岸保全施設を整備するた
めに必要となる附帯施設）を復旧できることとし、併せてこ
れまで財政当局と個別協議とされていた開発保全航路につ
いても要綱上で明確にしたものである。
　複数の都道府県に被害が及ぶような大規模災害発生時に
緊急物資輸送の中継拠点や広域支援部隊のベースキャンプ
として機能する基幹的広域防災施設にある施設の内、非常
災害発生時に国土交通大臣が期間を定めて一時的に管理を
行う港湾施設を「港湾広域防災施設」としている。
　平成20年6月　港湾法において「港湾広域防災施設」に関す
る一部改正が行われ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負
担法施行令第一条の八港湾に「港湾広域防災施設」が追加さ
れ、災害復旧事業の対象施設となった。

　平成21年7月15日付け港海第96号により直轄港湾等災害復
旧事業取扱要綱及びその取扱に、「港湾広域防災施設」追加さ
れ、直轄災害復旧事業として採択が可能となった。
　平成28年4月1日より、今まで災害復旧事業の対象となって
いなかった「荷さばき地」及び「港湾施設用地」が対象となっ
た。
　災害復旧事業（直轄）を実施する港湾において、被災区間
の原形復旧のみでは再度災害防止の観点から十分な防災機
能を期待できない場合に、被災区間の原形復旧と併せた港
湾施設の改良・建設を実施する「直轄港湾災害関連事業」が令
和3年度から創設された。    

4．災害復旧助成事業	 	 	 	 	
1）災害復旧助成事業の沿革	 	 	 	
　災害復旧助成事業の制度は、昭和9年の室戸台風による激
甚な災害を契機として発足したものである。同年.9月に四国、
中国および近畿の各地方を襲った室戸台風は、河川を始め、
道路、橋梁、海岸、港湾等に甚大な被害を与えた。この復
旧にあたり、災害復旧の原型復旧主義のみでは、十分な効
用を期待しえないので、災害復旧費を有効に利用し、再度
災害を防止する事が強く要請されたため、災害復旧費に同程
度の改良費を加え、一定計画に基づく改良復旧の途が拓か
れたのである。当時これは災害土木事業助成工事と称した。
　災害復旧助成事業は、最初は河川を始めとする各工種の

表4　災害復旧事業の復旧目標年次調

表5　災害関連事業の施行年限調

表6　助成事業の標準施行年限調 表7　助成事業の国庫補助率 （現行）
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表8　事業費の推移　ー港湾関係の災害復旧事業及び災害関連事業の決定事業費の推移は表に示すとおりである。

災害復旧事業 （補助）及び災害関連事業費調べ　 　　　　　　　　（単位 ： 千円）
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全般にわたって施行されたが、昭和11年に室戸台風関係の
工事が完成された後は、河川工事のみが実施され、その後
昭和26年になって再び海岸工事が施行されるようになった。
　この間の事情としては、道路、橋梁については被災原因に
対し再度災害を防止するに足る必要最少限の構造を災害復
旧費のみでも実施することが比較的可能であり、且つ被災箇
所の復旧のみでも十分な効用が得られる場合が多いためと
考えられる。また、海岸、港湾については、昭和25年ジェー
ン、キジアの雨台風による災害までは一定計画による改良復
旧を必要とする程の被害が発生しなかったためと推察され
る。
　現在の災害復旧助成事業は、「河川または海岸の災害が激
甚であって、一定区域内の被害が著しく、災害復旧工事の
みでは維持上または公益上充分な効果を期待することがで
きない場合に、これを契機に災害復旧工事費に助成費（改良
費）を加えて、一定計画の下に施行する改良事業」とされてい
る。
　なお、過去における港湾の災害復旧助成事業は、昭和28
年度までは、（項）港湾事業費（目）港湾改修費補助の（細目）と
しての災害復旧助成であり、29年度は、同（細目）として港湾
災害助成費補助となり、30年度以降、（項）港湾施設災害関連
事業費補助、（目）港湾施設災害復旧助成事業費補助、（細目）
土木助成とされ、「断続的に災害を受けている海岸の或る区間
に亘り災害復旧費と之に同額程度の改良的意味をもつ防災
費を加えてこの区間を一定計画のもとに改良工事.を行い、
再度災害の禍根を除去する積極的な工事。」の規定に基づき
取扱われてきた。
　なお、災害復旧助成事業については昭和46年以降現在ま
でその実績がないところである。
      
2）災害復旧助成事業取扱要領	 	 	

（適用の範囲）    
1．港湾区域内の海岸で一定区域内に災害箇所が著しく連続

するため、当該箇所の復旧のみによっては、維持上及び公
益上、必要な効果が得られない場合において一定計画の下
に、改良的に施行する事業でその事業費のうち、災害復旧
工事費を超える部分については、この要領の定めるところ
による。    

（適用要件）    
2．この要領の適用を受ける事業〔（災害復旧助成事業）以下
略して「助成事業」という。〕は下記に掲げる場合に該当する
ものとする。ただし（2）の場合において特別の理由があると
きはこの限りではない。    

（1）事業費に比し事業の経済効果が著しく大である場合。
（2）災害復旧工事費（以下「災害費」という）が事業費のうち

で占める割合が二分の一以上であって総工事費が5,000
万円以上の場合。    

（設計書作成）    
3．事業計画に要する設計書は災害復旧事業と同様、請負方
式で作成すること。    

（1）全体計画に要する設計書は災害復旧計画も含めたもの
（事務費を除く）工事費で作成すること。

（2）災害費は査定設計書を添付すること。  
（事業計画に伴う資料）    
4．事業計画に要する資料は設計書の他に下記の資料を添付
すること。    

　（1）平面図（略）
　（2）侵水平面図（略）
　（3）経済効果表  

　各地区別に経済効果表を作成すること。なお様式は別
紙様式による。

（略） 
    
5．激甚災害指定基準	 	 	
1）概要	 	 	
　　激甚災害制度は激甚な災害が発生した場合に、災害復
旧に必要な費用の負担に関して国庫補助の嵩上げを行うこと
を目的に昭和37年に創設された。
　しかし、激甚災害の指定は、市町村単位の「局激」を除いて、
昭和59年以降、阪神・淡路大震災の1件が行われたのみであ
る。このため、最近の地方公共団体の財政状況を踏まえ、
激甚災害の指定基準等が平成12年3月24日に改正された。
 
2）激甚災害指定基準（公共土木施設災害復旧事業関係）
及び改正内容   

　　法律上、どのような災害を激甚災害とし、どの措置を適
用するかの判断は、中央防災会議における審議を経た上で
個別に決定することになっているが、そのための具体的な基
準は、中央防災会議の決定した「激甚災害指定基準」による
こととなっている。
　現在の指定の基準は、被害地城の広い順に次の3段階に分
かれて定めている。   
①全国的に幅広く大規模災害が生じた場合の基準（本激A基

準）
②Aの災害ほど大規模ではないが、特定の都道府県の区域

に激甚な被害が生じた場合の基準（本激B基準）
③局地的な準害で大きな復旧費用を要する市町村を指定す

る場合の基準（局激）があり、これについて以下のとおり改
正された。（左欄は従来、右欄は改正後）

 
3）特定地方公共団体（政令事項）	 	 	
　上記3で指定された激甚災害について、国庫補助の嵩上げ
の対象になるためには、災害復旧事業費等の地方公共団体

表9
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の負担額がその団体の標準税収入の一定割合を超えること
が必要である。これについても従来の2分の1に引き下げられ
た。（都道府県20％→10％市町村10％→5％）

助成事業費及び国庫補助率の推移
　港湾関係については昭和27年度以前は不明であるが昭和
28年度以降の助成事業費及び国庫補助率の推移並びに特筆
すべき土木助成事業は次に示すとおりである。   
 

表10　助成事業費及び補助率調べ （昭和28年度～ 48年度）
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年 港湾全体及び共通事項 海岸関係 災害・防災関係

2011 ・ 港湾法一部改正（港湾の種類の追加等） ・ 津松阪港海岸直轄事業開始 ・ 東日本大震災
・ 台風第12号

2012 ・ 交通政策審議会より「港湾における地震・
津波対策のあり方」答申

・ 東日本大震災復興特別会計の創設

・ 堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠
点共用開始

・ 平成24年7月九州北部豪雨
・ 笹子トンネル天井板落下事故

2013 ・ 港湾法一部改正（緊急確保航路の指定
等）

・ 総合物流施策大綱(2013-2017) 策定
・ 国土強靱化基本法公布
・ 防災・安全交付金の創設

・ 「津波・高潮対策における水門・陸閘等管
理システムガイドライン」策定

・ 台風第18号
・ 台風第26号
・ 三大湾に係る緊急確保航路指定

2014 ・ 港湾法一部改正（民有護岸の改良に関す
る無利子貸付 制度等）

・ 国土強靱化基本計画策定

・ 海岸法改正（減災機能を有する粘り強い
構造の海岸堤防等を海岸保全施設に位
置付け、海岸協力団体制度の創設等）

・ 「海岸保全施設維持管理マニュアル」改
訂（堤防・護岸・胸壁の点検等の位置付
け）

・  指宿港海岸直轄事業開始

・ 平成26年8月豪雨
・ 御嶽山噴火

2015 ・ 第4次社会資本整備重点計画策定
・ 交通政策基本計画策定
・ 「港湾の事業継続計画策定ガイドライン」

策定

・ 「津波・高潮対策における水門・陸閘等管
理システムガイドライン」改訂（現場操作
員の安全最優先の操作・退避ルールの
明確化、管理委託のあり方の検討）

・ 台風第18号
・ 平成27年9月関東・東北豪雨

2016 ・ 「臨海部防災拠点マニュアル」改訂
・ 第6次地方分権一括法公布（港湾・漁港管

理者による災害時の放置車両の移動等を
可能に等）

・ 「津波・高潮対策における水門・陸閘等管
理システムガイドライン」補訂（操作等委
託契約標準案、閉める手引き（携行版）の
追加）

・  高知港海岸直轄事業開始

・ 台風第10号
・ 鳥取中部地震
・ 瀬戸内海に係る緊急確保航路指定

2017 ・ 港湾法一部改正（非常災害時における国
土交通大臣による港湾施設の管理等）

・ 総合物流施策大綱(2017-2020) 策定

・  大分港海岸直轄事業開始 ・ 平成29年7月九州北部豪雨

2018 ・ 「港湾の堤外地等における高潮リスク低
減方策ガイドライン」策定

・ 港湾の中長期政策「PORT2030」公表
・ 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊

急対策」閣議決定

・ 「海岸保全施設維持管理マニュアル」改
訂（水門・陸閘等の点検等の位置付け）

・ 平成30年7月豪雨
・ 北海道胆振東部地震
・ 台風第21号

2019 ・ 港湾法一部改正（洋上風力発電設備の設
置等の基地となる港湾の確保等）

・ 海岸保全施設整備連携事業の創設 ・ 令和元年房総半島台風（台風第15
号）

・ 令和元年東日本台風（台風第19号）

2020 ・ 「港湾の事業継続計画策定ガイドライン」
改訂（被害軽減に資する直前予防対応
の概念等）

・ 交通政策審議会より「今後の港湾におけ
るハード・ソフト一体となった総合的な防災・
減災対策のあり方」答申

・ 「防災・減災、国土強靭化のための５か年加
速化対策」閣議決定

・ 「海岸保全区域等に係る海岸の保全に
関する基本的な方針」変更（気候変動を
踏まえた対策の推進）

・ 「海岸保全施設維持管理マニュアル」改
訂（離岸堤等の沖合施設の点検等の位
置付け）

・ 大規模海岸保全施設改良事業の創設

・ 瀬戸内海に係る緊急確保航路追加
指定

・ 令和2年7月豪雨
・ 台風第10号

港湾海岸防災関係年表
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港湾海岸関係予算の推移
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海岸・災害の概況

図1

①海岸線の概況

表1
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海岸・災害の概況

図2
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②海岸および港湾防災に関する対策の進捗状況

　第4次社会資本整備重点計画から、海岸および港湾防災に関する指標について、令和2年3月末時点の値を示す。

● 海岸関係の指標（農林水産省・国土交通省調べ、令和2年3月末時点）

法定点検等の実施率 個別施設ごとの長寿命化計画
（個別施設計画）の策定率

維持管理・更新等に係るコストの算定率
南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の

大規模地震が想定されている地域等における
海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）

南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の
大規模地震が想定されている地域等における、

水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率
侵食海岸において、現状の汀線防護が

完了した割合
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 ＜港湾局所管海岸のみ＞

海岸・災害の概況

法定点検等の実施率 個別施設ごとの長寿命化計画
（個別施設計画）の策定率

維持管理・更新等に係るコストの算定率
南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の

大規模地震が想定されている地域等における
海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）

南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の
大規模地震が想定されている地域等における、

水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率
侵食海岸において、現状の汀線防護が

完了した割合



204

● 港湾関係の指標（港湾局調べ、令和2年3月末時点）

災害時における海上からの緊急物資等の
輸送体制がハード・ソフト一体として構築されている

港湾（重要港湾以上）の割合

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に
所在する港湾（重要港湾以上）における

避難計画の策定率

直近の３年間に緊急物資輸送訓練が
実施された港湾（重要港湾以上）の割合

国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾における
港湾の事業継続計画（港湾ＢＣＰ）が

策定されている港湾の割合

航路啓開計画が策定されている
緊急確保航路の割合

出入管理情報システムを導入した
国際コンテナターミナルにおける

PS（Port Security）カードの使用率
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③港湾・海岸における防災・減災対策

海岸・災害の概況
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「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関する IPCC
特別報告書」
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海岸・災害の概況
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１．港湾関係災害の特徴
（１）港湾・海岸における災害復旧事業の推移
○平成22年～令和元年の被災額の推移は3億円～ 3,686億円の間で変動がある。
　平均的には年間約456億円である。
○被災件数では、12～ 923件であるが、平均的には年間約164件である。

（２）港湾・海岸施設別被災割合
○港湾施設と海岸施設の割合は、被災件数、被災額共に約８：２で港湾施設の被災率が高い。
○施設別の被災額の割合をみると、港湾施設では防波堤等の外郭施設が約67％を占め、次いで係留施設、水域施設の順であり、
海岸施設では、堤防が約69％を占め、次いで護岸、その他施設の順である。

図8　港湾・海岸災害復旧事業等の推移

表2　港湾・海岸施設別被災割合（ 平成22年～令和元年災）

④災害の概況
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（３）港湾・海岸被災原因別割合
○被災額を被災原因別に見ると、地震による被災が約81％を占め、次いで台風、冬期風浪の純になっている。

（４）台風による港湾・海岸施設の被災傾向
○大きな影響を及ぼす台風被害では、上陸数、台風規模等によっては大規模災害に結びつくものである。

表3　港湾・海岸被災原因別割合 （平成22年～令和元年災の計）

表4　台風による港湾・海岸施設の被災傾向

図9　台風による港湾・海外施設の被害額の推移

海岸・災害の概況
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（５）地震による港湾・海岸施設の被災傾向
○地震災害では、地震動によるもののほか。地盤の液状化現象等により限られた地域で壊滅的な被害を生じることが多く、また
地震に伴う大津波の発生による災害もある。　

図10　地震による港湾・海岸施設の被災傾向

海岸・災害の概況
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「濱口梧陵国際賞（国土交通大臣賞）」の
これまでの取り組み

国土交通省　港湾局　海岸・防災課　災害対策室
課長補佐　柳　幸一

1. はじめに

　2015年12月の国連総会におい
て、11月5日が「世界津波の日」と
して制定されました。日本では同
じく11月5日が2013年に「津波防
災の日」として法律で定められて
いますが、この日付は、日本の有名
な逸話である「稲むらの火」に基
づいています。安政元年（1854年）
に紀伊半島一帯を襲った安政南
海大地震による大津波の際に、紀
州藩の広村（現在の和歌山県有田
郡広川町）のリーダーであった濱
口梧陵が大きな地震の後には津
波に見舞われるという伝統的知識
によって津波の来襲を予期しまし
たが、村人たちはそのことに気づ
いていませんでした。夕刻になっ
て辺りが暗くなる中、高台の自らの
田にある収穫したばかりの貴重な
稲わらに火をつけ、早期に警報を
発し、村人を高台に誘導すること
で、多くの命を救ったという逸話で
す。

2. 濱口梧陵の業績

　「稲むらの火」の逸話には、史
実として続きがあります。津波によ
る被災後も濱口梧陵は私財を投げ
うって、津波の壊滅的な被害を受
けた村民のために、農具や漁具の
調達などを行うとともに、新たな堤
防の建設など広村の復興に取り組
み、その後の南海地震（1846年）
による津波から多くの村人の命を
救いました。
　このように日本には、幾多の災
害の経験や教訓により、防災に関
する様々な知識や技術、そして文
化が培われています。2015年3月
に仙台市で開催された「第3回国
連防災世界会議」では、「仙台防
災枠組2015-2030」が採択されま
した。この防災に関する新しい国
際的指針の中には、防災投資の重
要性、多様なステークホルダーの
関与、より良い復興（Build Back 
Better）など、日本が提案した考
え方が数多く取り入れられていま
す。

3. 世界各地における津波の脅威

　津波は他の自然災害と比較し
頻繁に起きる災害ではありません
が、スマトラ沖地震によるインド
洋大津波や東日本大震災のよう
に一度発生すると甚大な被害をも
たらしてきました。また、津波の
被害は、世界各地で後を絶ちませ
ん。1960年のチリ、1976年のフィ
リピン、1998年のパプアニューギ
ニア、1999年のトルコ、2001年の
ペルー、2004年のインド洋の沿岸
諸国、2009年のサモア及びトンガ
沖、2007年と2013年のソロモン諸
島沖、そして2011年の東日本大震
災の際には、多くの人々が犠牲にな
り、様 な々被害が発生しました。イ
ンド洋大津波では、津波等の自然
災害が少ない欧米等から訪れてい
た多くの観光客も犠牲になったこ
とを忘れてはなりません。
　津波の脅威は、世界共通の課題
です。津波による犠牲者を減らす
ためには、国際社会が津波への
理解を深め、津波対策の重要性に
ついて意識を高める必要がありま
す。

４．濱口梧陵国際賞の創設

　我が国の津波防災の日、11月5
日が、2015年12月の国連総会にお
いて「世界津波の日」として制定さ
れました。この機会をとらえ、2016

図１　稲むらに火をつける濱口梧陵
              （資料提供；内閣府防災担当） 図２　濱口梧陵

「濱口梧陵国際賞（国土交通大臣賞）」のこれまでの取り組み
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年に沿岸防災技術に係る国内外
での啓発及び普及促進を図るべ
く、我が国において160年ほど前
に私財を投げうって村人の命を津
波から守った濱口梧陵の名前を冠
した「濱口梧陵国際賞」を創設し
ています。これにより、津波防災を
はじめとする沿岸防災技術分野で
顕著な功績を挙げた国内外の個
人又は団体を表彰し、その功績を
称え、世界に伝えることで、このよ
うなな取り組みがますます広がっ
ていくことを期待するのもので
す。
 「濱口梧陵国際賞」については、
国土交通省関係の18団体（国立
研究機関、財団法人、社団法人）
で構成される国際津波・沿岸防災
技術啓発事業組織委員会(事務
局；国立研究開発法人 海上・港
湾・航空技術研究所　港湾空港
技術研究所長）で事業運営され
ており、受賞者の選考は、組織委
員会に濱口梧陵国際賞選考委員
会（委員長；河田惠昭　京都大学
名誉教授、関西大学社会安全研
究センター長、人と防災未来セン
ター所長）を設置し、審査を行っ
ていただいています。

５．2020年 濱口梧陵国際賞
　　の募集

　2016年～2019年の過去4回の募
集方法と同様、組織委員会事務局
や国土交通省ホームぺージ等での
募集に加え、2020年の募集では、
外務省にご協力いただき、2019年
に北海道で開催された「世界津波
の日」高校生サミットに参加され
た世界37か国の在外公館にもご
協力いただきました。

６．2020年 濱口梧陵国際賞
の審査

　2019年の約2倍の応募をいただ
き、濱口梧陵国際賞選考委員会9
名による厳正な審査の上、国内か
ら1名、国外から1名・1団体を選定
していただきました。

＜受賞者の審査結果＞
◎今村文彦教授
（東北大学　災害科学国際研究所

所長、津波工学研究分野）
今村教授に関しては、長年にわた
り津波数値シミュレーション開発
に尽力し、その豊富な知見をもっ
て国内外の津波災害への調査研
究協力を継続するとともに、多数

の留学生を含む研究者の指導を
行うなど、後継者の育成や技術の
伝承への貢献も大きく、学術面、
実務面ともにその業績が顕著であ
ると評価されました。

◎Costas Synolakis教授
 （南カリフォルニア大学）
Synolakis 教授に関しては，米国
海洋大気庁（NOAA）の津波数値
モデルの開発など、津波防災の実
務に貢献する研究成果をあげると
ともに、豊富な海外津波災害調査
実績と米国における津波防災の
推進におけるNOAAの規範やカリ
フォルニア州における対策の推進
に大きく寄与するなど、学術面、実
務面ともにその業績が顕著である
と評価されました。

◎アチェ津波博物館 
（インドネシア共和国アチェ州）
アチェ津波博物館に関しては、イ
ンド洋大津波の経験を踏まえて、
災害経験を次世代に伝える教育セ
ンターとして2009年に開館した博
物館であり、避難所としての役割
も含めて防災・減災に関する普及
啓発の活動として地域に貢献して
いるだけでなく、施設を利用した
防災教育のプログラムも立ち上が
るなど、その功績が顕著であると図４　今村文彦教授（東北大学教授）

図５　Costas Synolakis教授
         （南カリフォルニア大学）

図３　在外公館ホームページ掲載
（在モンゴル日本国大使館ＨＰより）
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評価されました。

7． 2020年 濱口梧陵国際賞
の受賞者紹介

　津波防災をはじめとする沿岸防
災技術分野で顕著な功績を挙げ
ている2020年 濱口梧陵国際賞の
受賞者を紹介します

◎今村文彦教授
（東北大学　災害科学国際研究所

所長、津波工学研究分野）
今村文彦教授は、30年以上にわ
たって津波防災・減災技術開発、
津波数値解析、津波被害調査など
を実施しています。現在は津波数
値モデル技術移転国際プロジェク
ト（TIME）責任者として国内外で
活動しており、特に、1992年ニカラ
グア地震津波以降の災害調査で
は、国際調査チームの中核役とし
て災害実態の報告や復旧・復興
への助言を行っています。津波に
関する学術論文は英文・和文150
編を超え、巻頭言・基調論文など
多数の出版も行っています。また、
国連提唱の「世界津波の日」関連
の防災啓発活動も支援・推進し、
過去400年間の世界での津波リス
ク評価を発表するなど貢献してい
ます。中央防災会議専門調査会委
員、東日本大震災復興構想会議検
討部会委員、国際測地学・地球物

理学連合津波委員会副委員長など
を歴任し、2019年8月より一般財
団法人3.11 伝承ロード推進機構
代表理事を務めています。

◎Costas Synolakis教授
 （南カリフォルニア大学）
Synolakis教授は、1980年代後半
に、勾配のある海岸への孤立波の
遡上に関する解析解を発表して
います。その成果は孤立波の「遡
上の法則」としてよく知られていま
す。指導する学生と共に開発した
MOST （Method Of Splitting 
Tsunami）モデルは、現在、米国
海洋大気庁の津波警報センターが
運用する標準的な津波浸水モデル
であり、世界中で使用されていま
す。近年では、フローレス（インドネ
シア、1992年）、スリランカ（2004
年）、ジャワ（2006年）、アメリカ
領サモア、サモア（2009年）、チリ
（2010年）、メンタワイ諸島（イン
ドネシア、2010年）、日本（2011
年）、パル（インドネシア、2018年）
の津波現地調査を主導して31 冊
の報告書をとりまとめ、津波防災
の政策に大きな影響を与えてい
ます。さらに、後進の海岸工学技
術者を育成するとともに、CNN、
BBC、WSJ、ニューヨーク・タイム
ス、ワシントン・ポストなどのメディ
アを通して一般の人にも津波をわ
かりやすく解説しています。

◎アチェ津波博物館 
（インドネシア共和国アチェ州）
アチェ津波博物館は、2004年のイ
ンド洋大津波を忘れないための象
徴として、また災害軽減のための
教育センターとして設立されまし
た。インドネシア国内に400ある博
物館の中から「2018年インドネシ

ア博物館賞」に選ばれています。
この博物館の最も重要な役割は、
2004年の津波災害の経験を次世
代に伝え、地震・津波災害から学
んだ教訓を広く普及し、そして将
来の災害に備えることです。地元
や国内、国外からの訪問者は、常
設・追悼展示や生存者からその経
験や教訓を学ぶことができ、平日
2,000～3,000人、週末には6,000 
人もの若者や外国人を含む大勢の
来場者が訪れています。震災につ
いてあまり知らない若い世代の教
育にも力を入れており、600の中学
校の防災担当者に対して防災教育
を実施しています。また、この博物
館は避難所としての役割も担って
おり、将来の津波に備え避難する
ための高台として設計されていま
す。

7．2020年 濱口梧陵国際賞
の授賞式及び記念講演会

　授賞式及び記念講演会は、新型
コロナウィルス感染症の感染防止
対策を徹底する方針のもとで開催
しました。記念講演会は、国内受
賞者の今村文彦教授、選考委員会
の河田惠昭委員長、大西英男　国
土交通副大臣、二階俊博　自由民
主党幹事長、国土強靭化推進本
部長、福井照自由民主党国土強靭
化推進本部事務総長、、和歌山県
知事、濱口梧陵ご子孫の濱口道雄
様等、約50名が出席しました。

【開催概要】
＜日時＞
令和2年11月4日（水）16時～

＜場所＞
海運クラブ（東京都千代田区）

図６　アチェ津波博物館
（インドネシア共和国アチェ州）

「濱口梧陵国際賞（国土交通大臣賞）」のこれまでの取り組み
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図７　大西副大臣挨拶
（授賞式）

図11　今村文彦教授の記念講演
（記念講演会）

図8　二階幹事長挨拶
（授賞式）

図12　Costas Synolakis教授の
挨拶映像（記念講演会）

図9　今村文彦教授への表彰楯授与
（授賞式）

図13　アチェ津波博物館の紹介映像
（記念講演会）

図10　集合写真（授賞式）
図14　首藤伸夫教授

＜プログラム＞
授賞式：16時～16時30分
記念講演会：16時35分～17時10分
＜主催＞
国際津波・沿岸防災技術啓発事
業組織委員会（事務局；国立研究
開発法人 海上・港湾・航空技術
研究所港湾空港技術研究所長）
＜後援＞
国土交通省、内閣府政策統括官

（防災担当）、和歌山県、和歌山県
広川町、（一社）地域安全学会、（公
社）土木学会、（一社）日本建築学
会、日本災害情報学会、日本自然災
害学会、（国研）防災科学研究所

8．2016年～2019年の授
賞式及び受賞者

　2016年（第1回）～2019年（第4
回）までに濱口梧陵国際賞を受賞
された国内・国外の個人及び団体
をご紹介します。

【2016年（第1回）】
■開催日時　2016年10月31日
■実施場所　東海大学校友会館
■受 賞 者　２名、１団体

・首藤 伸夫　東北大学名誉教
授/日本大学教授

・Eddie Bernard　前アメリカ
海洋大気庁太平洋海洋環境
研究所長/ワシントン大学客
員教授
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・チリ共和国内務省国家緊急
対策室（ONEMI）※団体で
の受賞

【2017年（第2回）】
■開催日時　2017年11月1日
■実施場所　海運クラブ
■受 賞 者　２名、１団体

・Philip Li-Fan Liu  シンガ
ポール国立大学副学長兼特
別教授/コーネル大学名誉教
授

・Julio Kuroiwa　ペルー国立
工科大学名誉教授/ペルー国
際災害危機軽減会社理事兼
本部長

・黒潮町（高知県幡多郡）
　※団体での受賞

【2018年（第3回）】
■開催日時　2018年11月7日　
■実施場所　海運クラブ
■受 賞 者　２名、１団体

・間瀬 肇　京都大学 名誉教
授 / 特任教授

・Harry Yeh　米国 オレゴン
州立大学 教授

・DONET開発チーム　※団体
での受賞

【2019年（第4回）】
■開催日時　2019年10月29日　
■実施場所　海運クラブ
■受 賞 者　２名

・柴山 知也　早稲田大学教
授／横浜国立大学名誉教授

・Ahmet Cevdet Yalciner　中
東工科大学教授（トルコ）

図15　Eddie Bernard 博士

図16　Philip Li-Fan Liu 教授

図17　Julio Kuroiwa 教授

図18　間瀬肇教授

図19　Harry Yeh 教授

図20　柴山知也教授

図21　Ahmet Cevdet Yalciner 教授

図22　国連防災機関のホームページ

9．おわりに

　濱口梧陵国際賞の授賞式及び
記念講演会の開催結果について
は、2020年から港湾局facebook
（動画）に掲載するとともに、国
連防災機関（ＵＮＤＲＲ）と連携
し、国連防災機関ホームページに
も掲載しております。
　これからも国際津波・沿岸防災
技術啓発事業組織委員会と連携
を図りながら、世界に向けて濱口
梧陵国際賞の啓発活動を行い、大
きく発展させていきたいと思いま
す。

「濱口梧陵国際賞（国土交通大臣賞）」のこれまでの取り組み
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　港湾海岸防災協議会創立以来の経緯及び事業活動につい

て記述することとする。

１．協議会の沿革と運営

（１）設立経緯
　昭和35年4月1日、運輸省港湾局各課にわたって分掌され

ていた港湾海岸防災行政を一元化して事業の推進を図るた

め、港湾局防災課が設置された。

　昭和35年10月、宮城県塩竃市で開催された（社）日本港湾

協会第32回通常総会において、当時の新潟市長渡辺浩太郎

氏から港湾防災協議会（仮称）を日本港湾協会内に設けるこ

との緊急動議が提出され、総会において原案どおり可決決

定された。

　昭和36年3月1日、（社）日本港湾協会第147回理事会におい

て、｢港湾海岸防災協議会の設置について｣が提案され、原

案どおり決定された。これを受け、同日、港湾海岸防災協議

会の設立発起人会兼設立総会が開催され、満場一致の決議

をもって正式に発足した。

　※｢港湾海岸防災協議会の設置について｣趣意書

１．趣旨

　港湾及び港湾内海岸の災害防止及び災害復旧（以下｢港

湾海岸防災｣という。）に関する対策については、港湾機能

を維持し、臨海重要工業地帯の防護と港湾都市の民生の

安定を図るため、これを強力に推進する必要がある。特に

昭和34年9月の伊勢湾台風による高潮災害、35年5月のチ

リ地震による津波災害等、最近頻発する大災害にかんが

み、高潮対策、海岸侵食対策、地盤沈下対策、地震津波

対策等の港湾海岸防災事業の計画的実施を図るため、関

係地方公共団体等が協力を集して、港湾海岸防災に関す

る必要な方策を考究するとともに一般の認識を徹底せし

め、これらの事業の促進を期するものとする。

２．組織

　本会は港湾海岸防災協議会と称し、日本港湾協会に置く。

３．事業

　本会は前記の趣旨にもとづき、次の事業を行う。

（1）海岸事業の促進

（2）防災に関する事業の促進

（3）海岸及び防災に関する啓蒙宣伝及び世論の喚起

（4）海岸及び防災に関する資料の収集及び必要な事項の

　  調査研究

（5）海岸及び防災に関する図書の刊行

（6）前各号のほか本会の目的を達成するため必要な事業

（２）協議会の運営
　協議会の運営は、港湾海岸防災協議会規約（昭和36年3月1

日制定実施）により行われている。（別紙－1参照）

協議会事務局は、発足時、（社）港湾荷役機械化協会に置かれ、

同協会の事務局長に業務を委嘱していたが、昭和52年4月以

降は、（社）日本港湾協会に業務を委嘱している。

（３）会員
　協議会の会員は、｢本会の目的に賛同する港湾管理者、地

方公共団体及びその他の団体｣であり、令和3年3月現在、

490団体である。

（４）役員等
　協議会には、役員として、会長、副会長（3名以内）、理事長、

理事（会長、副会長、理事長を含む45名以内）、監事（2名以内）

を置くこととされている。任期は、3年である。（現在の役員

等は別紙－2参照）

　なお、協議会の歴代会長は次のとおりである。

初代 鈴木 雅次 （在任期間：昭和36年3月～昭和38年11月）

２代 天埜 良吉 （在任期間：昭和38年11月～昭和47年1月）

３代 宮崎 茂一 （在任期間：昭和48年12月～平成8年10月）

４代 江藤 隆美 （在任期間：平成8年10月～平成15年11月）

５代 亀井 静香 （在任期間：平成15年11月～平成17年10月）

　６代 古賀　 誠 （在任期間：平成17年10月～平成26年5月）

　７代 望月 義夫 （在任期間：平成26年5月～令和元年12月）

　８代 竹下　 亘 （在任期間：令和2年3月～ 現在）

（５）会議
　協議会の会議は、総会（通常総会、臨時総会）及び理事会

である。通常総会は、毎会計年度終了後3月以内に招集する

港湾海岸防災協議会の活動
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港湾海岸防災協議会の活動

こととされており、平成19年度の第47回総会以降は、（社）日

本港湾協会総会と共同開催している。（総会及び理事会の開

催状況は、別紙－3参照）

（６）運営経費
　協議会の運営経費は、会員の負担金等によりまかなわれ

ている。

２．事　　業

　協議会の事業は、規約で定められている事項について、

毎年総会で承認された事業計画と収支予算にもとづき実施

されている。

　具体的な事業としては、次のとおりである。

（１）港湾海岸防災事業促進運動
①港湾海岸防災事業促進運動

　通常総会において採択された｢港湾及び海岸の整備・振

興に関する決議｣に基づき要望書を作成し、港湾整備促進

協議会の一員として港湾整備促進運動を展開し、政府、

国会及び関係省庁に要望を行った。

　平成21年度以降においては、全国の港湾海岸関係者が

それぞれ個別に各地域の事業促進のため要望活動を展開

した。

②海岸シンポジウムの実施

　平成9年度以降毎年1回、令和2年度までに計24回、全国

海岸事業促進連合協議会（会長：磯部雅彦 高知工科大学学

長、構成：港湾海岸防災協議会、全国農地海岸保全協会、

全国漁港海岸防災協議会、（社）全国海岸協会）主催で、

海岸シンポジウムを実施している。（実施状況は、別紙－4

参照）

（２）港湾海岸防災事業の啓発宣伝
①季刊誌｢波となぎさ｣の発行

　港湾海岸防災事業の啓蒙･普及･情報の交流を図ること

を目的に、毎年3回、各1,700部発行し、会員等に頒布して

いる。

※平成23年3月の東日本大震災発生以前は年4回発行

②｢豊かなウォーターフロント｣フォトコンテストの実施

　港湾（海岸を含む）に対する認識と啓蒙を図ることを目的

として、（社）日本港湾協会との協賛、国土交通省後援、富

士フイルムイメージングシステムズ（株）外6団体協賛のもと

に平成4年以来毎年実施している。

③防災に関するポスターの作成、配布

④海岸･防災に関する図書の刊行

 ・平成18年3月に｢港湾海岸関係例規集｣を発行し、会員各

　位に配布した。

 ・平成25年8月に国土交通省港湾局海岸・防災課のご協力

により「防波堤による津波からの防災・減災効果に関する

説明資料（ＤＶＤ）」を制作し、会員各位に配布した。

⑤｢海岸愛護月間｣への協賛

⑥（社）日本港湾協会が主催する行政セミナー、講演会等

　への協賛

（３）港湾海岸防災関係功労者の表彰
　港湾海岸防災協議会創立20周年、30周年、40周年、50周年、

60周年定期総会において港湾海岸防災関係功労者の表彰を

実施した。（別紙－5参照）

　※60周年は新型コロナ感染拡大により総会中止

3．その他

（１）通常総会開催時期の変更
　当協議会の通常総会は、設立以来毎年11月前後に開催し

てきたが、平成19年の第47回通常総会からは（社）日本港湾協

会の通常総会と同時期に共催実施することとした。

（２）規約の改正
　当協議会の規約は、昭和36年の発足以来3度の改正をして

いるものの、｢監事｣の規定がない等の現時点では適切でない

箇所もみられたことから、平成20年の第48回通常総会におい

て、公益法人の標準約款を参考に、全面的な見直し改正を

実施した。
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第1章　　総　　則

（名　称）
第1条　本会は、港湾海岸防災協議会と称する。

（事務所）
第2条　本会は、事務所を東京都港区に置く。

（目　的）
第3条　本会は、港湾内の海岸事業並びに港湾及び港湾内海

岸の災害防止及び災害復旧（以下「防災」という。）に関
する必要な方策を考究するとともに一般の認識を徹
底せしめ、これらの事業の促進を図り、もって公共
の福祉の増進に寄与することを目的とする。

（事　業）
第4条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）海岸事業の促進
（2）防災に関する事業の促進
（3）海岸及び防災に関する啓蒙宣伝及び世論の喚起
（4）海岸及び防災に関する資料の収集及び必要な事

項の調査研究
（5）海岸及び防災に関する図書の刊行
（6）前各号のほか本会の目的を達成するため必要な事業

第2章　　会　　員

（会　員）
第5条　本会は、本会の目的に賛同する港湾管理者、地方公

共団体及びその他の団体をもって組織する。

（負担金）
第6条　本会員は、毎年度総会において別に定めるところに

より負担金を納めるものとする。
2  1口の金額は5,000円とする。

（拠出金品の不返還）
第7条　既納の負担金は、返還しない。

第3章　　役 員 等

（役員の種類及び定数）
第8条　本会に、次の役員を置く。　

（1）会　長  1名
（2）副会長　3名以内 
（3）理事長　1名　
（4）理　事　45名以内（会長、副会長、理事長を含む。）
（5）監　事　2名以内

（役員の選任）
第9条　理事及び監事は、総会において選任する。

2　会長、副会長及び理事長は、理事会において選
任する。

3　理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができ
ない。

（役員の職務）
第10条　会長は、本会を代表し、その業務を総理する。

2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、
又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定め
た順序に従い、その職務を代行する。

3　理事長は、会務を処理する。
　 また、会長及び副会長が欠けたときは、その職務

を代行する。
4　理事は、理事会を構成し、この規則及び総会の

議決に基づき、本会の業務を執行する。
5　監事は、次に掲げる業務を行う。

（1）財産及び会計を監査すること。
（2）理事の業務執行状況を監査すること。
（3）財産、会計及び業務の執行について、不正の事実

を発見したときは、これを総会に報告すること。
（4）前号の報告をするため必要があるときは、総会又

は理事会の招集を請求すること。

（役員の任期）
第11条　役員の任期は、就任の日から3会計年度経過後に開か

れる通常総会の終了の日までとする。ただし、再任
は妨げない。
2　役員に欠員を生じ会長が補充の必要を認めたとき

は、第9条の規定にかかわらず、理事会において
補充選任を行い、その結果を、その後開催される
最初の総会において報告する。

3　前項の規定により選出された役員の任期は、前任
者の残任期間とする。

4　役員は、任期満了後においても、後任者が就任
するまでは、その職務を行わなければならない。

（顧　問）
第12条　本会に顧問を置くことができる。

2　顧問は、理事会において選任する。
3　顧問は、会議に出席して意見を述べることができ

る。

第4章　　会　　議

（会議の種別）
第13条　会議は、総会及び理事会とする。

2　会議は、会長が召集する。
3　会議の議長は、会長がこれにあたる。

（総　会）
第14条　総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2　通常総会は、毎会計年度終了後三月以内に招集
する。

3　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開
催する。

（1）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
（2）第10条第5項第4号の規定により、監事から招集の

請求があったとき。

港湾海岸防災協議会規約別紙－1
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（総会の議決事項）
第15条　総会は、次の事項を議決する。

（1）規約の変更
（2）事業計画及び収支予算
（3）事業報告及び収支決算
（4）その他の重要事項　

（総会の招集）
第16条　総会の招集は、会議の日時、場所、目的等を記載し

た書面により、開催日の7日前までに会員に通知しな
ければならない。

（総会の議決）
第17条　総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、

可否同数の時は議長の決するところによる。

（議事録）
第18条　総会の議事については、少なくとも次の事項を記載

した議事録を作成するものとする。
（1）日時及び場所
（2）会員数及び出席者数
（3）議事の経過の概要及びその結果

（理事会）
第19条　理事会は、理事をもって構成する。

2　理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催
する。

（1）会長が必要と認めたとき。
（2）第10条第5項第4号の規定により、監事から招集の

請求があったとき。

（理事会の議決事項）
第20条　理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の

事項を議決する。
（1）総会に付議すべき議案
（2）総会によって委任された事項
（3）総会を開くいとまがない場合における緊急事項
（4）その他重要事項

（理事会の議決）
第21条　理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決

し、可否同数の時は議長の決するところによる。

（規定の準用）
第22条　第18条の規定は、理事会に準用する。

第5章　　事 務 局

（事務局）
第23条　本会の庶務を行うため職員を置くことができる。

2　職員は会長が任免する。

第6章　　財産及び会計

（財産の構成）
第24条　本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

（1）負担金

（2）財産から生じる収入
（3）その他の収入

（会計年度）
第25条　本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日

に終わる。

（予算等の承認）
第26条　理事長は、次に掲げる書類を毎会計年度開始前に作

成し、理事会の議決を経た後、総会に提出し、その
承認を得なければならない。

（1）事業計画書
（2）収支予算書

（決算等の承認）
第27条　理事長は、次に掲げる書類を会計年度終了後に作成

し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、総会
に提出し、その承認を得なければならない。　

（1）事業報告書
（2）収支決算書
（3）財産目録
2　監事は、前項に規定する監査の結果を総会に報

告しなければならない。

第7章　　雑　　則

（細　則）
第28条　この規約に定めるものを除くほか、本会の運営上必

要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定
める。

（残余財産の処分）
第29条　本会が解散した場合の残余財産の処分は、総会の議

決を得て行わなければならない。

附　　則
1　この規約は、昭和36年3月1日から実施する。
2　第6条第2項[現行第26条]の規定にかかわらず最初の会計

年度に限り、これを昭和36年3月1日より昭和37年3月31日
までとする。

  
附　　則
1　この規約の一部改正は、昭和44年4月1日から実施する。

附　　則
1　この規約の一部改正は、平成3年11月15日から実施する。

附　　則
1　この規約の一部改正は、平成4年11月5日から実施する。

附  　則
1　第2条に定める本会の事務所は社団法人日本港湾協会内に

置く。
2　この規約の一部改正は、平成20年5月29日から実施する。
　　但し、第25条については平成20年4月1日から適用する。
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理 　 事
理 　 事
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理 　 事
理 　 事
理 　 事
理 　 事
監 事
監 事

竹　下　　　亘
楠　瀬　耕　作
中　原　八　一
野　田　武　則
須　野　原　　豊
岩　倉　博　文
遠　藤　譲　一
山　本　正　德
亀　山　　　絋
佐　藤　光　樹
郡　　　和　子
小　谷　隆　亮
上　地　克　明
金　丸　謙　一
古　谷　ひろみ
北　出　徹　也
米　田　　　徹
夏　野　元　志
不　嶋　豊　和
渕　上　隆　信
坂　本　憲　男
長　繩　知　行
大　野　孝　宏
前　葉　泰　幸
栁　澤　重　夫
辻　　　英　之
城　﨑　雅　文
尾　花　正　啓
神　出　政　巳
竹　内　通　弘
久保田　章　市
伊　東　香　織
平　谷　祐　宏
久保田　后　子
松　井　一　實
泉　　　理　彦
岡　﨑　誠　也
前　田　晋太郎
長　野　恭　紘
峰　　　達　郎
荒　木　耕　治
豊　留　悦　男
佐　藤　樹一郎
上　原　国　定
坂　上　　　隆
伊　東　慎　介

衆議院議員
須崎市長
新潟市長
釜石市長
日本港湾協会理事長
苫小牧市長
久慈市長
宮古市長
石巻市長
塩竈市長
仙台市長
大洗町長
横須賀市長
館山市長
東京都港湾局長
川崎市港湾局長
糸魚川市長
射水市長
七尾市長
敦賀市長
坂井市長
静岡県交通基盤部長
名古屋港管理組合建設部長
津市長
御前崎市長
神戸市港湾局長
宮津市長
和歌山市長
海南市長
洲本市長
浜田市長
倉敷市長
尾道市長
宇部市長
広島市長
鳴門市長
高知市長
下関市長
別府市長
唐津市長
屋久島町長
指宿市長
大分市長
沖縄県土木建築部長
栗林商船（株）常勤監査役
横浜埠頭（株）代表取締役社長

港湾海岸防災協議会役員名簿
別紙－2

  (令和2年6月17日現在）
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港湾海岸防災協議会理事会及び総会開催一覧
別紙－3

理　　事　　会 総　　　　会

回 　 数 年 月 日 場 　 所 回 　 数 年 月 日 場 　 所

設立総会 S36. 3. 1 都道府県会館

第 1 回 　理事会 S36. 5.30 赤坂プリンスホテル 第 1 回 　通常総会 S36.12.12 衆議院第一議員会館第一会議室

第 2 回 　理事会 S37. 5.31 東京ステーションホテル 第 2 回 　通常総会 S37.11. 8 蔵前工業会館

第 3 回 　理事会 S38. 6.18 赤坂プリンスホテル

第 4 回 　理事会 S38.11.13 赤坂プリンスホテル 第 3 回 　通常総会 S38.11.13 赤坂プリンスホテル

第 5 回 　理事会 S39. 6.17 赤坂プリンスホテル 第 4 回 　通常総会 S39.11. 9 赤坂プリンスホテル

第 6 回 　理事会 S40. 6.25 赤坂プリンスホテル 第 5 回 　通常総会 S40.11.18 赤坂プリンスホテル

第 7 回 　理事会 S41.11.21 赤坂プリンスホテル 第 6 回 　通常総会 S41.11.21 赤坂プリンスホテル

第 8 回 　理事会 S42.11.29 丸の内ホテル 第 7 回 　通常総会 S42.11.29 丸の内ホテル

第 9 回 　理事会 S43. 8.28 丸の内ホテル

第 10 回　理事会 S43.10.24 丸の内ホテル 第 8 回 　通常総会 S43.11.26 丸の内ホテル

第 11 回　理事会 S44. 7. 1 赤坂プリンスホテル

第 12 回　理事会 S44.12.2 丸の内ホテル 第 9 回 　通常総会 S44.12. 2 丸の内ホテル

第 13 回　理事会 S45.10.6 丸の内ホテル 第 10 回　通常総会 S45.11.25 丸の内ホテル

第 14 回　理事会 S46.10.5 丸の内ホテル 第 11 回　通常総会 S46.11.25 丸の内ホテル

第 15 回　理事会 S47.12.23 赤坂プリンスホテル 第 12 回　通常総会 S47.12.23 全共連ビル

第 16 回　理事会 S48.12.18 赤坂プリンスホテル 第 13 回　通常総会 S48.12.18 全共連ビル

第 17 回　理事会 S49.11.29 赤坂プリンスホテル 第 14 回　通常総会 S49.11.29 日本海運倶楽部

第 18 回　理事会 S50.12. 1 日本海運倶楽部 第 15 回　通常総会 S50.12. 1 日本海運倶楽部

第 19 回　理事会 S52. 1. 6 日本海運倶楽部 第 16 回　通常総会 S52. 1. 6 都道府県会館

第 20 回　理事会 S52.12. 7 日本海運倶楽部 第 17 回　通常総会 S52.12. 7 日本海運倶楽部

第 21 回　理事会 S53.11.20 砂防会館 第 18 回　通常総会 S53.11.20 日本海運倶楽部

第 22 回　理事会 S54.11.20 砂防会館 第 19 回　通常総会 S54.11.20 砂防会館

第 23 回　理事会 S55.11.11 日本海運倶楽部 第 20 回　通常総会 S55.11.11 砂防会館

第 24 回　理事会 S56.11.19 日本都市センター 第 21 回　通常総会 S56.11.19 日本海運倶楽部

第 25 回　理事会 S57.11.16 霞山会館 第 22 回　通常総会 S57.11.16 日本都市センター

第 26 回　理事会 S58.11.17 日本海運倶楽部 第 23 回　通常総会 S58.11.17 社会事業会館久保講堂

第 27 回　理事会 S59.11.20 砂防会館 第 24 回　通常総会 S59.11.20 砂防会館

第 28 回　理事会 S60.11. 7 砂防会館 第 25 回　通常総会 S60.11. 7 砂防会館

第 29 回　理事会 S61.11.20 砂防会館 第 26 回　通常総会 S61.11.20 砂防会館

第 30 回　理事会 S62.11.19 砂防会館 第 27 回　通常総会 S62.11.19 砂防会館

第 31 回　理事会 S63.11.17 砂防会館 第 28 回　通常総会 S63.11.17 砂防会館

第 32 回　理事会 H 1.11.16 砂防会館 第 29 回　通常総会 H 1.11.16 砂防会館

第 33 回　理事会 H 2.11. 6 航空会館 第 30 回　通常総会 H 2.11. 6 イイノホール

第 34 回　理事会 H 3.11. 5 ニッショーホール 第 31 回　通常総会 H 3.11. 5 ニッショーホール

第 35 回　理事会 H 4.11. 5 航空会館 第 32 回　通常総会 H 4.11.5 イイノホール
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理　　事　　会 総　　　　会

回 　 数 年 月 日 場 　 所 回 　 数 年 月 日 場 　 所

第 36 回　理事会 H 5.10.27 砂防会館 第 33 回　通常総会 H 5.10.27 砂防会館

第 37 回　理事会 H 6.10.26 砂防会館 第 34 回　通常総会 H 6.10.26 砂防会館

第 38 回　理事会 H 7.11. 7 砂防会館 第 35 回　通常総会 H 7.11. 7 砂防会館

第 39 回　理事会 H 8.10.30 砂防会館 第 36 回　通常総会 H 8.10.30 砂防会館

第 40 回　理事会 H 9.10.29 砂防会館 第 37 回　通常総会 H 9.10.29 砂防会館

第 41 回　理事会 H10.10.28 砂防会館 第 38 回　通常総会 H10.10.28 砂防会館

第 42 回　理事会 H11.10.27 砂防会館 第 39 回　通常総会 H11.10.27 砂防会館

第 43 回　理事会 H12.11. 1 砂防会館 第 40 回　通常総会 H12.11. 1 砂防会館

第 44 回　理事会 H13.11. 2 砂防会館 第 41 回　通常総会 H13.11. 2 砂防会館

第 45 回　理事会 H14.11. 6 砂防会館 第 42 回　通常総会 H14.11. 6 砂防会館

第 46 回　理事会 H15.11.26 砂防会館 第 43 回　通常総会 H15.11.26 砂防会館

第 47 回　理事会 H16.10.27 砂防会館 第 44 回　通常総会 H16.10.27 砂防会館

第 48 回　理事会 H17.10.26 砂防会館 第 45 回　通常総会 H17.10.26 砂防会館

第 49 回　理事会 H18.10.25 砂防会館 第 46 回　通常総会 H18.10.25 砂防会館

第 50 回　理事会 H19. 5.29 釧路市全日空ホテル 第 47 回　通常総会 H19. 5.29 釧路市観光国際交流センター

第 51 回　理事会 H20. 5.29 那覇市民会館 第 48 回　通常総会 H20. 5.29 那覇市民会館

第 52 回　理事会 H21. 5.19 八戸グランドホテル 第 49 回　通常総会 H21. 5.19 八戸市公会堂

第 53 回　理事会 H22. 5.25 リーガロイヤルホテル堺 第 50 回　通常総会 H22. 5.25 リーガロイヤルホテル堺

第 54 回　理事会 H23. 5.18 唐津シーサイドホテル 第 51 回通常総会 H23. 5.18 唐津市民会館

第 55 回　理事会 H24. 5.23 ホテル  ザ グラマシー（周南市） 第 52 回通常総会 H24. 5.23 ホテル  ザ グラマシー（周南市）

第 56 回　理事会 H25. 5.22 敦賀市総合福祉センター 第 53 回通常総会 H25. 5.22 敦賀市総合福祉センター

第 57 回　理事会 H26. 5.28 ホテル  テラス  ザ  スクエア日立 第 54 回通常総会 H26. 5.28 ホテル  テラス  ザ  スクエア日立

第 58 回　理事会 H27. 5.27 勤労福祉センター　清水テルサ 第 55 回通常総会 H27. 5.27 勤労福祉センター　清水テルサ

第 59 回　理事会 H28. 5.26 ひめぎんホール（松山市） 第 56 回通常総会 H28. 5.26 ひめぎんホール（松山市）

第 60 回　理事会 H29. 5.24
神戸ポートアイランド　ポート

ピアホテル
第 57 回通常総会 H29. 5.24

神戸ポートアイランド　ポート

ピアホテル

第 61 回　理事会 H30. 5.23 函館アリーナ 第 58 回通常総会 H30. 5.23 函館アリーナ

第 62 回　理事会 Ｒ元. 5.22 朱鷺メッセ（新潟市） 第 59 回通常総会 Ｒ元. 5.22 朱鷺メッセ（新潟市）

第 63 回　理事会 Ｒ2 .5.27
佐世保市 アルカスＳＡＳＥＢＯ
新型コロナ感染拡大による中止

（書面議決）
第 60 回通常総会 Ｒ2 .5.27

佐世保市 アルカスＳＡＳＥＢＯ
新型コロナ感染拡大による中止

（書面議決）
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港湾海岸防災協議会の活動

海岸シンポジウム開催状況
別紙－4

回　数 日　時 テ ー マ 場　　所

第 1 回 H 9.10.28 安全で親しまれる海岸の創造 日本海運倶楽部

第 2 回 H10.11.10 海岸と人々・地域との関わり 麹町会館

第 3 回 H11.11.10 次世代へ引き継ぐ海岸　～美しく、安全で、いきいきした海岸～ 星陵会館

第 4 回 H12.10.27 津波 ･ 高潮と防災　～人々の安全を求めて～ 麹町会館

第 5 回 H13.10. 4 津波高潮と防災　～災害危険度情報の共有～ 日本海運倶楽部

第 6 回 H14.11.12 地域住民や利用者との協働による海岸づくり 銀座ガスホール

第 7 回 H15.11. 6 大規模地震に備えて　～ハード ･ ソフト一体となった総合的な防災体制の確立～ JA ビル JA ホール

第 8 回 H17.1.19 Tsunami　～きたるべきその一瞬に備えて～ 神戸国際会議場

第 9 回 H17.11.14 防災の意識と災害の知識が命を守る 日本海運倶楽部

第 10 回 H18.11. 7 明日の海岸のあるべき姿　～海岸法 50 年をふりかえりながら～ 麹町会館

第 11 回 H19.11.29 地球温暖化時代の海岸の姿 大手町サンケイプラザ

第 12 回 H20.11. 7 高まる災害リスクと海岸防災 大手町 JA ホール

第 13 回 H21.11. 6 地球温暖化への適応策　～安全 ･ 安心の確保と良好な環境の継承～ 新宿明治安田生命ホール

第 14 回 H22.11.25 津波に備える　～命を守る知識と意識～ シェーンバッハ・サボー

第 15 回 H23.11.30 東北地方太平洋沖地震　津波の記録と教訓 砂防会館

第 16 回 H24.11.26 総合的な津波対策における海岸保全施設の役割 砂防会館

第 17 回 H25.11.29 海岸保全施設の維持管理の今後のあり方 新宿明治安田生命ホール

第 18 回 H26.12.4 次世代に引き継ぐ海岸 砂防会館

第 19 回 H27.12.4 生命と暮らしを守る海岸保全　～東日本大震災を踏まえて～ 砂防会館

第 20 回 H28.11.28 天災から命を守る 発明会館地下ホール

第 21 回 H29.11.30 高潮災害に備える 発明会館地下ホール

第 22 回 H30.11.29 津波防災 星陵会館

第 23 回 Ｒ元 .11.28
気候変動の影響による海面上昇等を踏まえた、今後の海岸行政及び海岸保
全施設のあり方について " 星陵会館

第 24 回 R2.11 .26 東日本大震災から 10 年を迎えて 星陵会館
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港湾海岸防災協議会創立60周年記念
港湾海岸防災関係功労者名簿

別紙－5

氏名又は名称 所属又は代表者 功　　績　　概　　要

■事業協力分野

1 海岸管理者　
根室市

代表者　
根室市長　石垣　雅敏

港湾海岸防災事業の推進に尽力され、特に根室港弥生町地区の防
潮堤整備に迅速に取り組み、整備効果の早期発現、市民生活の安
全・安心の基盤作りに多大な貢献をされた。

2 水谷　法美 名古屋大学大学院　
　　工学研究科　教授
名古屋大学工学部　部長
　　研究科　科長

津松坂港海岸の検討委員会の委員長として、整備計画の策定や事
業上の課題等の解決に尽力され、新たな海岸空間の創出や地域の
防災機能強化に多大な貢献をされた。

3 眞野　勝弘 前　廿日市市長 港湾海岸防災事業の推進に尽力され、特に港湾ネットワークの充
実による海辺の利活用の推進や地方港湾における海岸整備に積極
的に取り組まれ、地域活性化に多大な貢献をされた。

4 和田　義光 須崎町漁業協同組合　
代表理事組合長

港湾海岸防災事業の推進に尽力され、特に須崎港津波防波堤整備
にあたり、関係者との調整や要望活動に日夜奔走され、津波防波
堤の早期完成に多大な貢献をされた。

5 齊藤   一孝 前　奈半利町長 港湾海岸防災事業の推進に尽力され、地元住民及び企業との協同
による奈半利港ふるさと海岸の利用促進や環境活などに精力的に
取り組まれ、地域振興に多大な貢献をされた

6 小島　治幸 九州共立大学
名誉教授

別府港海岸保全事業を始めとする各種検討委員会の委員長として
整備計画等の策定や事業上の課題解決に尽力され、多年にわたり
九州の海岸保全事業に貢献された。

7 浅野　敏之

指宿港海岸保
全推進協議会

鹿児島大学　地震火山
地域防災センター
特任教授（名誉教授）

会長　南　荒生

指宿港海岸保全事業に尽力され、整備検討委員会、温泉地下水ワー
キンググループの委員長として整備計画の策定や事業上の課題等
の解決に多大な貢献をされた。

指宿港海岸保全推進協議会は、ワークショップ等の開催をとおし
て事業への住民参加・意見の醸成に取り組み、地域住民の理解を
得るための啓発活動に多大な貢献をされた。

■調査・研究分野

8 青木　伸一 大阪大学大学院工学
研究科　教授

港湾海岸防災事業の推進に尽力され、特に大阪湾で発生した高潮
浸水被害の検証や対策に尽力されるなど、湾内各港の防災機能の
強化に多大な貢献をされた。

（敬称略）
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港湾海岸防災協議会の活動

氏名又は名称 所属又は代表者 功　　績　　概　　要

■行事・奉仕・美化活動分野

9 NPO法人 
日 本 ビ ー チ
文化振興協会

代表理事　遊佐 雅美 海岸の利用促進や環境活動に取り組まれ、海辺とのふれあいの
機会の創出、海辺に関する正しいし知識の啓発に多大な貢献を
された。

10 草 島 校 下
環境美化推進
協 議 会

会長　佐々木　保正 草島海岸の環境美化活動を推進し、健康で明るい生活環境実現の
ため、清掃活動や美化パトロール等実施、地域住民の海岸環境の
美化及び保全意識の高揚に多大な貢献をされた。

11 吉田　隆行 坂町長 海浜の利用促進に尽力され、特にベイサイドビーチ坂において、
健康増進を目的としたスポーツフェスタや環境に配慮したビーチ
クリーン活動等に積極的に取り組まれ、海辺の賑わいづくりに多
大な貢献をされた。

■復興・災害復旧分野

12 東北地区港湾
整備促進協議会

会長　亀山　紘 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による未曾有の被害に
対し、港湾施設及び港湾海岸保全施設の復旧を通じ、早期の機能
回復に取り組れ、産業・生業の再生や賑わいの創出による被災地
の復興に尽力された。

（敬称略）
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港湾海岸防災協議会創立50周年記念
港湾海岸防災関係功労者名簿

氏名又は名称 所属又は代表者 功　　績　　概　　要

■事業協力分野

1 小林　章 元　浜中町長 港湾海岸防砂事業の推進に尽瘁し、特に霧多布港における全国初
となる津波防災ステーション及び堤防建設に尽力し、当該地域の
民生安定に大きく貢献された。

2 佐々木　傳十郎 釜石レミコン（株）
取締役会長

多年にわたり釜石商工会議所の会頭職として港湾海岸防災事業の
推進に尽瘁し、釜石湾海岸を津波から恒久的に守る釜石港湾口防
波堤の建設にあたっては、関係者の理解と協力を得るため奔走し、
尽力された。

3 大津馬堀走水
海岸七町連絡
協議会

会長　西原　徹 海岸事業で初めてとなる本格的PI方式による馬堀海岸直轄高潮対
策事業において構想段階から参画し、事業の実施に協力いただい
た。事業完了後も清掃美化活動を継続し環境活動に尽力された。

4 分家　静男 前　射水市長 多年にわたり富山新港港湾振興会会長として、富山新港の港湾機
能強化や港湾施設の安全確保を国・県に働きかけるなど港湾海岸
防災事業の推進に尽力された。

5 鈴木　一司 前　香良洲町長 ｢津松阪港直轄海岸事業促進期成同盟会｣の理事・副会長を歴任さ
れ、海岸保全施設の整備着手に尽力された。その後も整備計画策
定に貢献されるとともに、事業が円滑に進捗するよう地元調整に
も尽力された。さらに、まちづくりと一体となった海岸整備とし
て公園等の整備を行うとともに、地域住民の参加による活動を行
うなど、積極的に海岸の利用促進に取り組まれた。

6 曽根　薫 前　江田島市長 広島県地方港湾整備促進期成同盟会の会長として港湾海岸防災事
業の推進と各港湾のネットワークの充実による利活用を積極的に
推進された。また、地元漁協及び移転企業との交渉に誠意をもっ
て対応され、円滑な事業促進に多大な尽力をされた。

7 五軒家　憲次 海陽町長 浅川港湾口防波堤整備事業の事業採択に向けての県・国への要望、
地元関係者との調整に尽力された。その後も、漁業補償交渉等地
元との調整に東奔西走され、湾口防波堤の早期完成に貢献された。

8 名和　基延 津田漁業協同組合
組合長

（香川県議会議員
：副議長）

｢津田港ふるさと海岸｣の事業採択に向けて、全国初の面的防護方
式である｢ふるさと海岸整備モデル事業｣の実現に多大な貢献をし
た。また、事業完了後も、地元ボランティアによる海岸清掃の実
施など、良好な維持管理体制の確立に尽力された。

（敬称略）
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港湾海岸防災協議会の活動

氏名又は名称 所属又は代表者 功　　績　　概　　要

■調査・研究分野

9 岩田　好一朗 中部大学工学部教授
（工学部長）

津松阪港海岸の事業実施にあたり、各地区における整備計画を策
定するための｢津松阪港整備工法等策定調査委員会｣等各種委員会
の委員長等を歴任し、津松阪港海岸整備に貢献された。
また、｢ライフサイクルマネジメントのための海岸保全施設維持
管理マニュアル（案）｣を作成した際に、当該研究会の委員長とし
て尽力された。

10 高山　知司 京都大学名誉教授
（（財）沿岸技術研究
センター参与）

新技術を活用した津波対策の適用性に関する技術検討委員会の委
員長として、世界初の可動式津波防波堤について、その適用可能
性などについて審議いただき、平成21年度には和歌山下津港（海
南地区）の可動式津波防波堤部を含む津波対策としての海岸保全
事業の新規事業化及び事業の推進に大きく貢献された。

11 善　功企 九州大学大学院
工学研究院教授

自然災害や防災の問題に取り組み、四川大地震等の学術調査にお
いて団長を務め、平成20年度には、地盤工学会副会長として災害
連絡会議座長として活動された。
また、国土交通省及び自治体の港湾・空港における防災対策事業
等において、各種委員会等の委員長等を歴任し、防災事業の推進
に大きく貢献された。

■行事・奉仕・美化活動分野

12 堺旧港周辺を
考える会

代表　酒木　道生 平成13年より地域を活性化させるための活動を開始し、平成19年
からは、堺旧港の魅力を最大限発揮できるよう堺旧港護岸水際の
清掃を開始し、現在に至るまで地道な活動を続けている。平成20
年10月には大阪府港湾局から｢アドプト・シーサイド・堺旧港｣とし
て認定された。

■復興・災害復旧分野

13 大野　進 元　広尾町長 平成15年に発生した十勝沖地震による被災に際し、復旧作業の陣
頭に立ち、町の復興活動に取り組み、防災計画の見直し及び災害
に強い施設整備を通じ、広尾町の防災体制の確立に尽力された。

14 会田　洋 柏崎市長 中越沖地震での被災に関し、地元対策本部長として指揮を執り、
柏崎全域の復旧・復興に力を注ぐとともに、港湾利用業者への協
力依頼や利用調整などを行い、海浜公園等の港湾施設を利用した
復旧支援活動に道筋をつけるなど、地震被害の早期復旧に大きく
寄与された。

（敬称略）
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港湾海岸防災協議会創立40周年記念
港湾海岸防災関係功労者名簿

氏名又は名称 所属又は代表者 功　　績　　概　　要

■事業協力分野

1 阿部　琢郎 元・新潟県土木部技監
（株）本間組　
常務取締役

多年にわたり港湾海岸防災事業の推進に尽瘁し、特に新潟地区に
おける地盤沈下対策及び新潟地震に伴う特別防災対策を通じ、地
域の復興に多大の貢献をした。

■調査・研究分野

2 天橋立～日置
海岸環境整備
技術研究会

岩垣　雄一
（京都大学名誉教授）

岩垣雄一京都大学名誉教授を中心に、天橋立海岸におけるもっと
も合理的な侵食対策工法としてサンドバイパス工法を確立し、養
浜事業の礎を築くなど、我が国の海岸保全に大きく貢献した。

3 栗原　康 東北大学名誉教授 一貫して生物学に関する研究に尽瘁し、蒲生干潟ほか全国的な干
潟等に関する調査・研究を通じ、自然と共生する海岸の実現に多
大な貢献をした。

4 静岡県
熱海市

静岡県知事
熱海市長 

熱海港海岸において、景観･利用に配慮した先駆的な海岸整備に
より、人と海とのふれあいを回復し、地域の活性化に寄与した。

■行事・奉仕・美化活動分野

5 瀬 戸 内・海 の
路ネットワー
ク推進協議会

西川　政善
（小松島市長）

瀬戸内海沿岸地域の交流･連繋を促進する活動の一環として、多
年にわたり海浜の清掃活動を広範囲に展開し、瀬戸内海の美化に
貢献している。

6 にいがた夢海
岸フェスティバ
ル実行委員会

益田　真作
（新潟商工会議所地域開
発委員長） 

砂浜の復元が進む新潟西海岸において、多年にわたり多彩なイベ
ントを盛り込んだフェスティバルを開催し、市民の海岸事業への
理解の増進を図っている。

■復興・災害復旧分野

7 運輸省第三港
湾建設局
兵庫県 
神戸市

運輸省第三港湾建設局長

兵庫県知事
神戸市長 

阪神･淡路大震災による神戸港及び尼崎西宮芦屋港などの甚大な
被災に関し、組織をあげて港の復興に全力を注ぎ見事に短期間で
港湾施設の復旧を成し遂げた。

8 越盛　幸夫 奥尻町長 北海道南西沖地震による被災に際し、復旧事業の陣頭に立ち、町
の復興活動に取り組み、防災計画の見直し及び災害に強い施設整
備を通じ、奥尻町の防災体制の確立に尽瘁した。

9 丸田　栄一 元･運輸省港湾局防災課
　災害査定

多年にわたり港湾海岸防災事業の推進に尽瘁し、特に災害復旧事
業の査定要領の制定など、防災業務の礎を築いた。

■防災活動分野

10 沼田　國夫 東京都東京港防災事務
所海岸管理課技能主任

入都以来、一貫して東京港における高潮施設の維持管理や水門の
保守点検業務という第一線業務に尽瘁し、海岸防災事業の重要性
を身をもって示した。

（敬称略）
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港湾海岸防災協議会の活動

港湾海岸防災協議会創立30周年記念
港湾海岸防災関係功労者名簿

氏　名 所　属 功　　績　　概　　要

1 映画
｢伊勢湾台風
物語」
制作委員会

有）スペース映像
代表取締役：瀬戸義昭

（株）未来工業
代表取締役：山田昭男

（株）虫プロダクション
代表取締役：伊藤　叡

伊勢湾台風の教訓を忘れないために長編アニメーション映画「伊
勢湾台風物語」を完成させ、災害の恐ろしさを多くの人々に知ら
しめ防災意識の高揚に貢献した。

2 内田　貞喜 元･福岡市港湾局長 多年にわたり港湾海岸防災事業に尽瘁し、特に博多港海岸におい
て、人工海浜と背後の施設とを一体化した新しい都市型ウォー
ターフロントの創出に尽力した

3 海南町 福岡博町長 南海地震津波災害の記録を後世に伝えるため、町民の協力のもと
｢宿命の浅川港｣を編集するなど防災意識の高揚に尽力し、わが国
港湾海岸防災業務の推進に貢献した。

4 木村 　孝男 元･名古屋港管理組合
技術部長

伊勢湾台風による被災に際し応急対策工事の陣頭に立ち、災害復
旧に尽力するとともに、流木が被害を拡大させたことに思いを致
し、木材コンビナートの企画立案及び建設に尽力した。

5 菊池　岩人 元･岩手県土木部次長 多年にわたり港湾海岸防災事業の推進に尽瘁し、特に釜石湾口防
波堤の建設に際し、関係者の理解と協力を得るため奔走し着工に
漕ぎつけるとともに建設の促進に尽力した。

6 佐久間　照正 元･運輸省港湾局防災課
災害査定官	

多年にわたり港湾海岸防災事業の推進に尽瘁し、特に伊勢湾台風
及びチリ地震津波に際し担当官として港湾施設、海岸保全施設の
復旧に尽力した。

7 佐藤　昭二 元･運輸省港湾技術研究
所長

終始一貫して漂砂をはじめ海岸工学に関する研究に尽瘁し、アイ
ソトープ手法や移動床模型実験手法など海岸侵食に関する種々の
調査手法を確立するとともに、須磨海岸の養浜による侵食対策を
成功させ、人工海浜造成事業の基礎を築くなど、わが国港湾海岸
防災業務の推進に貢献した。

8 相馬　大作 酒田市長 多年にわたり日本港湾協会日本海六県支部連合会会長、当協議会
副会長として全国の港湾海岸防災事業の推進に尽瘁した。

9 和氣　成祥 瀬戸田町長 全国離島振興協議会副会長として全国の港湾海岸防災事業の推進
に尽力し、また｢サンセットビーチ｣を活用したイベントを行うな
ど、ウォーターフロントへの関心を高めるとともに地域の活性化
に尽力した。

10 渡部　和雄 浜中町長 チリ地震津波被災を教訓とし、防潮堤を建設するとともに、毎年
住民あげて避難訓練を実施し、民生の安定と町民の防災意識の高
揚に寄与し、わが国港湾海岸防災に関する業務の推進及び啓蒙に
尽瘁した。

（順不同・敬称略）
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港湾海岸防災協議会創立20周年記念
港湾海岸防災関係功労者名簿

氏　名 所　属 功　　績　　概　　要

1 布施　敞一郎 元・運輸省防災課長
日建工学（株）常務取締
役

港湾防災行政の一元化に寄与し、わが国港湾海岸防災事業の伸展
に尽すいした。

2 若松　太吉 前・港湾海岸防災協議会
事務局長

（社）港湾荷役機械化協
会嘱託

多年にわたり当協議会事務局長として業務に尽すいし、港湾防災
事業の振興に寄与した。

3 浜森　辰雄 北海道港湾協会会長
稚内市長

多年にわたり北海道港湾協会会長並びに当協議会副会長として、
北海道をはじめ全国の港湾海岸防災事業の推進に尽すいした。

4 渡辺　浩太郎 新潟港振興協会会長
元･新潟市長
元･港湾海岸防災協議会
副会長

多年にわたり当協議会の副会長として全国の港湾海岸防災事業の
推進に多大の貢献をし、特に新潟地区における地盤沈下並びに海
岸侵食等の災害防止対策に尽すいした。

5 福田　時雄 元・第二港湾建設局宮古
港工事事務所大船渡
工場長

大船渡港におけるわが国最初の大水深津波防波堤建設工事の施工
にあたり献身的に尽力し、わが国の海岸防災施工技術の開発向上
に寄与した。

6 小松崎　軍次 東京高潮対策促進連盟
会長
東京都江東区長

多年にわたり東京高潮対策促進連盟会長として大都市港湾海岸防
災事業の推進に尽すいし、特に東京都の江東地区における防災施
設の整備促進のために尽力した。

7 小林　嘉道 元･京都部土木建築部長
（株）応用地学研究所顧

多年にわたり港湾海岸防災事業の推進に尽すいし、特に尼崎港に
おける大規模防潮堤及び閘門建設工事の施工にあたり献身的に尽
力し、当地域を高潮の被害から防護し、臨海部における生活･産
業基盤の保持･発展に貢献した。

8 橘好　茂 元･大阪市港湾局長 多年にわたり港湾海岸防災事業の推進に尽すいし、特に大阪港に
おいて度重なる台風災害に対処するための防災計画の策定並びに
その推進に尽力し、現在の安定した防災施設の完成に大きく貢献
した。

9 和氣　成祥　 元･鹿児島県土木部港湾
課長
三省水工（株）取締役

多年にわたり港湾海岸防災事業の推進に尽すいし、特に離島にお
ける無防備海岸の解消のために尽力した。

10 松永　正之 元･静岡県土木部港湾
課長
東亜建設工業（株）嘱託

多年にわたり港湾海岸防災事業の推進に尽すいし、特に田子の浦
港における大規模防潮堤建設事業の実施にあたり、劣悪な施工環
境の下で短期間に工事を完成し、当地域の民生安定に貢献した。

（順不同・敬称略）
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波となぎさ　総目次 　　　　　　　　　　　　　　　自　186号　平成23年2月
　　　　　　　　　　　　　　　至　213号　令和  3年2月

年 月 号 題　　　　目 執　　筆　　者

23 2 186 唐桑半島ビジターセンター・津波体験館 気仙沼市産業部観光課長 加藤　正禎
23 2 186 なぎさギャラリー 神奈川県藤沢土木事務所なぎさ河川砂防部なぎさ港湾課長 進藤　　豊
23 2 186 東海大学海洋科学博物館 東海大学社会教育センター総合業務室学芸業務課学芸員 手塚　覚夫
23 2 186 津波・高潮ステーション 大阪府西大阪治水事務所工務課企画防災グループ 荒木　秀樹
23 2 186 福良港津波防災ステーション 兵庫県県土整備部土木局港湾課

兵庫県淡路県民局洲本土木事務所
相良　亮輔
谷口　昌史

23 2 186 濱口梧陵と津波防災 稲むらの火の館館長 熊野　　享
23 2 186 山口県大島防災センター 山口県総務部防災危機管理課 防災指導班長 金子   秀登
23 2 186 北海道道南地域における津波被害記録調査 北海道開発局函館開発建設部築港課長 中村　　篤
24 1 187 東日本大震災における港湾の被災状況と復旧・復興について

　各港湾における被災状況
八戸港／久慈港／宮古港／釜石港／大船渡港／石巻港
／仙台塩釜港（塩釜地区）／仙台塩釜港（仙台港区）／相馬
港／小名浜港／茨城港（日立港区）／茨城港（常陸那珂港
区）／茨城港（大洗港区）／鹿島港

国土交通省港湾局海岸・防災課

24 1 187 中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」報告について 国土交通省港湾局海岸防災課
24 9 188 港湾における地震・津波対策のあり方について～島国日本の生命線の維持に向けて～ 国土交通省港湾局海岸・防災課減災対策係長　 黒瀬　康夫
24 9 188 首都圏の港湾の地震・津波対策に関する取り組み状況 関東地方整備局港湾空港部港湾計画課海岸・環境係長 細田　　理
24 9 188 中部地方整備局港湾空港部による地震・津波対策に向けた取り組みについて 中部地方整備局港湾空港部港湾計画課海岸・環境係長 澤田　隆志
24 9 188 近畿地方の港湾における東海・東南海・南海地震等に対する取り組みについて 近畿地方整備局港湾空港部港湾計画課海岸・環境係長 梅谷　大輔
24 9 188 四国の港湾における地震・津波対策 来るべき東南海・南海地震・大津波に備えて 四国地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課課長補佐 國見　　聡
24 9 188 東海・東南海・南海地震等に対する九州地方整備局の取り組み 国土交通省九州地方整備局港湾空港部港湾物流企画室 美野　智彦
24 9 188 静岡県の地震・津波対策の現状 静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課班長　 望月　弘之
24 9 188 東海・東南海・南海地震等への対応 和歌山県県土整備部港湾空港局港湾整備課　 中村　清人

武内　陽平
黒井　秀信

24 9 188 来たるべき南海地震に備える高知県 高知県土木部港湾・海岸課主幹　 濱口　祐一
24 9 188 東日本大震災を踏まえた防災対策の見直しと南海トラフ巨大地震対策について 内閣府災害対策法制企画室（前内閣府防災対策推進検討室）参事官補佐　 伊藤　寛倫
25 3 189 平成25年度海岸事業予算案の概要について 国土交通省港湾局海岸・防災課
25 3 189 平成25年度港湾関係災害復旧事業予算（案）について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室
25 3 189 水門・陸閘等の管理体制の見直しについて 国土交通省港湾局海岸・防災課沿岸域管理係長 山脇　秀仁
25 3 189 港湾の避難に関する検討について 国土交通省港湾局海岸・防災課減災係長 黒瀬　康夫
25 3 189 防波堤の粘り強い構造の設計 国土交通省中部地方整備局港湾空港部名古屋港湾空港技術調査事務所
25 3 189 沖合観測情報に基づく津波波源の逆推定について 港湾空港技術研究所アジア・太平洋沿岸防災研究センター　 高川　智博
25 8 190 東日本大震災からの復旧・復興の状況について～「行政担当者から一言」頂きました～ 港湾局海岸・防災課災害対策室専門官 白崎　正浩

　八戸港 東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所
　久慈港 東北地方整備局釜石港湾事務所久慈港出張所
　宮古港 東北地方整備局釜石港湾事務所宮古港出張所
　釜石港 東北地方整備局釜石港湾事務所
　大船渡港 東北地方整備局釜石港湾事務所大船渡港出張所
　仙台塩釜港（石巻港区・仙台港区・塩釜港区） 東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所石巻港出張所
　相馬港　 東北地方整備局小名浜港湾事務所相馬港出張所
　小名浜港 東北地方整備局小名浜港湾事務所
　茨城港（日立港区・常陸那珂港区・大洗港区） 関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所茨城港出張所
　鹿島港 関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所

25 8 190 津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドラインの改訂について 港湾局海岸・防災課沿岸域管理係長 岡田　雅俊
25 8 190 港湾法の一部改正について 国土交通省港湾局海岸・防災課危機管理室専門官 長山　達哉
25 11 191 海岸保全施設のライフサイクルマネジメント 北海道大学大学院工学研究院教授 横田　　弘
25 11 191 海岸保全施設維持管理マニュアル改訂調査委員会等の取り組み 港湾局海岸・防災課広域連携推進官 黒川　和浩
25 11 191 海岸保全施設の老朽化対策の実施状況 港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 平井　洋次
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年 月 号 題　　　　目 執　　筆　　者

25 11 191 水門・陸閘等の維持管理の取り組み 和歌山県県土整備部港湾空港局港湾整備課 中村　清人
和歌山県県土整備部港湾空港局港湾空港課 西本　憲生

25 11 191 三重県における海岸堤防の老朽化対策について 三重県県土整備部港湾・海岸課 堀井　　毅
25 11 191 兵庫県における海岸保全施設の健全度調査結果をふまえた維持管理計画の策定 兵庫県県土整備部土木局港湾課海岸・防災係 竹原　晋平
25 11 191 港湾空港技術研究所における維持管理に関する研究 港湾空港技術研究所ライフサイクルマネジメント支援センター 加藤　絵万
25 11 191 孔内局部載荷試験によるコンクリート構造物の強度測定 川崎地質株式会社 皿井　剛典
25 11 191 河川堤防の嵩上げを可能とした特殊堤プレキャストパラペット 丸栄コンクリート工業株式会社
26 2 192 平成26年度海岸事業予算案の概要について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 平井　洋次
26 2 192 平成26年度港湾関係災害復旧事業予算（案）について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室緊急物資輸送係長 西守　男雄
26 2 192 フィリピンを襲った台風30号（Yolanda）による高潮被害について

　①港湾空港技術研究所調査隊によるフィリピンDOTCとの合同調査報告 港湾空港技術研究所海洋研究領域課上席研究官 有川　太郎
  ②国際緊急援助隊による現地調査報告 東北地方整備局港湾空港部港湾空港企画官 佐瀬　浩市

26 2 192 台風26号による伊豆大島の被害 国土交通省関東地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課課長補佐 中村　勇一
26 2 192 台風18号による被災地支援のための港湾業務艇「まつかぜ」の運航について 国土交通省北陸地方整備局敦賀港湾事務所沿岸防災対策室沿岸防災対策官 栂坂　清嗣
26 2 192 「海岸管理のあり方検討委員会」の開催、とりまとめについて 国土交通省港湾局海岸・防災課広域連携推進官 黒川　和浩
26 2 192 防波堤・防潮堤の耐津波設計ガイドラインについて 国土交通省港湾局技術企画課技術監理室課長補佐 辰巳　大介

技術基準第一係長 岡本　敦史
国土技術政策総合研究所港湾研究部港湾施設研究室主任研究官 竹信　正寛

26 2 192 港湾の津波避難施設の設計ガイドラインについて 国土交通省港湾局技術企画課技術監理室課長補佐 辰巳　大介
技術基準第一係長 岡本　敦史

26 2 192 港湾の津波避難対策に関するガイドラインについて 国土交通省港湾局海岸・防災課沿岸域管理係長 岡田　雅俊
26 2 192 第17回海岸シンポジウムの開催 港湾海岸防災協議会
26 2 192 茨城港常陸那珂港区で実施した大規模津波防災訓練 国土交通省関東地方整備局港湾空港部港湾空港防災・危機管理課課長補佐 中村　勇一
26 2 192 沖縄の港湾海岸事業について 内閣府沖縄振興局参事官（振興第三担当）付専門職 鴫原　　茂
26 6 193 『ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2014』開催！ NPO法人日本ビーチ文化振興協会 清田真珠美
26 6 193 指宿港海岸の保全に向けた取り組み～直轄海岸保全施設整備事業に着手～ 九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所企画調整課長 今林　章二
26 6 193 宮崎県における地震津波対策としての海岸防潮堤の診断と整備について 宮崎県県土整備部港湾課 津田　博規
26 6 193 南海トラフ地震及び首都直下地震対策について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室専門官 白崎　正浩
26 6 193 海岸保全施設維持管理マニュアルの改訂について～予防保全型維持管理への転換 港湾局海岸・防災課専門官 花田　祥一
26 10 194 海岸法改正について 国土交通省 港湾局海岸・防災課長 眞田　　仁
26 10 194 15年ぶりの海岸法改正～改正に至った背景と経緯～ 国土交通省港湾局海岸・防災課海岸・防災企画官 安部　　賢
26 10 194 海岸法の一部を改正する法律について 国土交通省港湾局海岸・防災課港湾物流維持係長 志水　康祐
26 10 194 平成27年度 港湾局 海岸・防災関係予算概算要求の概要について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 内藤　　孝
26 10 194 「津波防災の日（11月5日）」にかかる防災訓練について～全国で地震・津波防災訓練が実施されます～ 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室専門官 白崎　正浩
26 10 194 利島港西側岸壁災害復旧について 東京都港湾局離島港湾部計画課長 片寄　光彦
26 10 194 「港湾の事業継続計画策定ガイドライン（仮称）」の作成にむけて～検討委員会（第一回）が開催されました～ 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室専門官 白崎　正浩
27 2 195 国土交通省港湾局　海岸・防災関係の平成27年度予算案・税制改正案について 国土交通省　港湾局海岸・防災課　津波対策企画調整官 内藤　　孝

専門官　 河内　昭徳
27 2 195 海岸法の一部を改正する法律の施行及び運用について 国土交通省港湾局海岸・防災課港湾物流維持係長 志水　康祐
27 2 195 水門・陸閘等の操作・退避ルール等の策定指針について 国土交通省港湾局海岸・防災課主査 河野　真典
27 2 195 平成26年災害復旧事業の状況について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害査定官 西田　光昭
27 6 196 ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015 目指せ!! クリーンUPお台場海開き NPO法人日本ビーチ文化振興協会 清田真珠美
27 6 196 八戸港の震災復旧・復興状況について 国土交通省東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所工務課長 川合　政伸
27 6 196 岩手県内重要港湾の震災復旧・復興状況 国土交通省東北地方整備局釜石港湾事務所第一工務課港湾保安調査官 加賀谷康司
27 6 196 仙台塩釜港の復旧・復興のあゆみ～震災から5年目の節目を迎えて～ 国土交通省東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所企画調整課長 八角　彰博
27 6 196 福島県内重要港湾の震災復旧・復興状況について 国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所企画調整課長 小野寺美昭
27 6 196 三重防護による高知港の地震・津波対策 四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所 杉田　博章
27 6 196 津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドラインの改訂について 国土交通省港湾局海岸・防災課主査 河野　真典
27 6 196 南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室　臨海防災係長 大庭　靖貴
27 6 196 地域の特性を考慮した別府港直轄海岸整備について 国土交通省九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所所長 米原　吉彦
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27 10 197 国土交通省港湾局　海岸・防災関係の平成28年度概算予算案について（海岸事業） 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 内藤　　孝
27 10 197 撫養港を中心に発展した鳴門の活性化について 鳴門市長 泉　　理彦
27 10 197 津松阪港海岸整備による地域活性化 津市建設部事業調整室室長 辻岡　賢二
27 10 197 「津波防災の日（11月5日）」にかかる取組について～全国で地震・津波防災訓練が実施されます～ 国土交通省港湾局海岸・防災課専門官 古池　清一
27 10 197 社会資本整備重点計画　海岸施策に係る目標について 国土交通省港湾局海岸・防災課主査 河野　真典
28 2 198 国土交通省港湾局　海岸・防災関係の平成28年度予算案・税制改正案について（海岸事業） 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官　 内藤　　孝

沿岸域管理係長　 中村　淳一
28 2 198 平成27年災害復旧事業の状況について 海岸・防災課災害査定官　 西田　光昭
28 2 198 平成28年度港湾関係災害復旧事業予算（案）について 国土交通省港湾局海岸・防災課緊急物資輸送係長 長谷川恵一
28 2 198 宿港海岸　直轄海岸保全施設整備事業　現地着工 九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所海岸課長 三好　一喜
28 7 199 平成28年熊本地震に係る港湾の被害と対応について 国土交通省港湾局海岸・防災課
28 7 199 海辺とのふれあいの推進について NPO法人日本ビーチ文化振興協会
28 7 199 串本町における津波防災対策 串本町役場総務課副課長防災防犯グループ長　 枠谷　徳彦
28 7 199 高知県における津波避難対策と震災に強い人づくり 高知県南海トラフ地震対策課チーフ　 小田　和寿

港湾・海岸課チーフ　 佐藤　昌治
28 7 199 津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドラインの補訂について 国土交通省港湾局海岸・防災課沿岸域管理係長　 中村　淳一
28 10 200 国土交通省港湾局　海岸事業の平成29年度概算要求について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官　 佐溝圭太郎
28 10 200 11月5日の津波対策の取組について～「津波防災の日」そして「世界津波の日」としての啓蒙活動へ～ 国土交通省港湾局海岸・防災課専門官 古池　清一
28 10 200 尾鷲市の津波防災対策 三重県尾鷲市防災危機管理室総合防災係 西村　美克
29 2 201 国土交通省港湾局　海岸事業の平成29年度予算案について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 佐溝圭太郎
29 2 201 平成28年港湾関係災害復旧事業の状況について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害査定官 篠原　守昌
29 2 201 平成29年度　港湾関係災害復旧事業予算（案）について 国土交通省港湾局海岸・防災課緊急物資輸送係長 長谷川恵一
29 2 201 宮古市の津波防災対策 岩手県宮古市危機管理監課防災係 山崎　正幸
29 6 202 JAPAN BEACH GAMES® Festival2017 ～日本にビーチスポーツの国際祭典を～ NPO法人日本ビーチ文化振興協会
29 6 202 大分港海岸直轄海岸保全施設整備事業について 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所沿岸防災対策官 荻　　定治
29 6 202 （一社）防災ガールによるソフト面からの津波防災対策について～オレンジフラッグを津波防災の象徴に～ 一般社団法人防災ガール代表理事 田中　美咲
29 6 202 地域における海岸美化への取組について 蒲郡信用金庫総務部副部長 清水　宏志
29 10 203 国土交通省港湾局　海岸事業の平成30年度概算要求について 国土交通省 港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 佐溝圭太郎
29 10 203 港湾法の一部を改正する法律について 国土交通省港湾局海岸・防災課
29 10 203 津松阪港海岸直轄海岸保全施設整備事業について 中部地方整備局四日市港湾事務所 津松阪港事務所国土交通技官 村井　俊哉
29 10 203 海岸保全施設における長寿命化計画について 国土交通省港湾局海岸・防災課港湾物流維持係長　 木下　拓真
29 10 203 港湾における高潮被害の軽減に向けて 国土交通省港湾局海岸・防災課主査　 井出　正志
29 10 203 「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）及び事前ルール化」について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害査定官 篠原　守昌
30 2 204 国土交通省港湾局　海岸・防災関係の平成30年度予算案・税制改正案について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 佐溝圭太郎

災害対策室課長補佐 菊地　志郎
危機管理室専門官 稲葉　一考

30 2 204 平成30年度港湾関係災害復旧事業予算（案）について 国土交通省港湾局海岸・防災課緊急物資輸送係長 浜口　高志
30 2 204 平成29年港湾関係災害復旧事業の状況について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害査定官 篠原　守昌
30 2 204 「世界津波の日」における津波対策の取組について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室
30 2 204 撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業の完成について 四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所
30 6 205 ジャパンビーチゲームズフェスティバル（JBGF）2018 日本ビーチ文化振興協会
30 6 205 福井港海岸直轄海岸保全施設整備事業の完成について 北陸地方整備局敦賀港湾事務所
30 6 205 「海岸保全施設維持管理マニュアル」の改訂について 国土交通省港湾局海岸・防災課港湾物流維持係長 木下　拓真
30 6 205 民有護岸等の耐震改良に対する支援制度について 国土交通省港湾局海岸・防災課危機管理室専門官 田中　大司
30 6 205 「海岸利用による地域活性化」研究会開催について 港湾海岸防災協議会事務局
30 6 205 東日本大震災からの復旧について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室課長補佐 谷上　正晃
30 10 206 7月豪雨における海岸漂着物について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室 緊急物資輸送係長 浜口　高志
30 10 206 国土交通省港湾局　海岸事業の平成31年度予算概算要求について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 熊野　哲也
30 10 206 広島港海岸直轄海岸保全施設整備事業について 中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所国土交通技官 関永　優太
30 10 206 「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」の改訂（平成16年版から平成30年版へ） 公益社団法人日本港湾協会企画部長 鈴木　　武



234

年 月 号 題　　　　目 執　　筆　　者

30 10 206 「天橋立を守る会」を海岸協力団体に指定しました 京都府商工労働観光部・建設交通部港湾局港湾企画課主査 塩見　弘幸
30 10 206 水門・陸閘の操作を自治会に委託する場合の傷害保険の提案－「海岸管理における保険制度研究会」の成果報告－ 港湾海岸防災協議会事務局 池田　　薫
31 2 207 平成31年度港湾海岸事業関係予算について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 熊野　哲也
31 2 207 平成31年度港湾関係災害復旧事業予算（案）について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室緊急物資輸送係長 浜口　高志
31 2 207 海岸保全施設の維持管理に係る新たな取組について 国土交通省港湾局海岸・防災課沿岸域管理係長 信田　大祐

国土交通省国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災研究部沿岸防災研究室研究員 辻澤　伊吹
31 2 207 今年度の災害状況について（7月豪雨対応、台風21号対応）
31 2 207 『災害対策等緊急事業推進費』の概要と活用事例等について－平成31年度の募集のご案内－ 国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室
31 2 207 災害対策等緊急事業推進費について 国土交通省 港湾局海岸・防災課海岸係長 矢野　　直
31 2 207 平成30年　港湾関係災害復旧事業について 国土交通省 港湾局海岸・防災課災害査定官 田中　豊和
31 2 207 民有護岸等の改修に係る支援制度について 国土交通省 港湾局海岸・防災課危機管理室専門官 田中　大司
31 2 207 高知港海岸で海岸協力団体を指定しました！ 四国地方整備局港湾空港部港湾管理課管理係長 東　　直毅
31 2 207 「世界津波の日（11/5）」にかかる取組みについて 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室課長補佐 谷上　正晃
31 2 207 下関港海岸直轄海岸保全施設整備事業について 九州地方整備局下関港湾事務所海岸課長 黒田　祐一
元 6 208 港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドラインの改訂について 国土交通省港湾局海岸・防災課港湾物流維持係長　 森田　祐輝
元 6 208 津波防災対策・高潮対策について研究会を開催しました 港湾海岸防災協議会事務局
元 6 208 美しく、安全で、いきいきした海岸へ～高知港海岸での官民連携イベント～ 四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所海岸課海岸管理係長 成宮　隆行
元 6 208 海岸愛護月間（7月1日～ 7月31日）について― 美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して ― 国土交通省港湾局海岸・防災課
元 6 208 和歌山下津港海岸（海南地区）直轄海岸保全施設整備事業について 近畿地方整備局和歌山港湾事務所海岸課　 脇阪　　節
元 6 208 ビーチを活用した地域活性化の取組み NPO法人日本ビーチ文化振興協会
元 10 209 国土交通省港湾局関係　海岸事業の令和２年度予算概算要求について 国土交通省 港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 細見　暁彦
元 10 209 国土交通省防災業務計画について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室課長補佐 谷上　正晃
元 10 209 新潟港海岸（西海岸地区）で海岸協力団体を指定しました 北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所海岸課
元 10 209 地域における海岸美化への取組みについて
元 10 209 高知港海岸直轄海岸保全施設整備事業について 四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所海岸課 松原　宗伸
2 2 210 令和２年度港湾海岸事業関係予算について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 細見　暁彦
2 2 210 令和２年度港湾関係災害復旧事業予算（案）について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室緊急物資輸送係長 吉持　誠司
2 2 210 令和元年　港湾関係災害復旧事業について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害査定官 浅見　能章
2 2 210 「港湾等に来襲する想定を超えた高潮・高波・暴風対策検討委員会」の中間とりまとめについて 国土交通省港湾局海岸・防災課港湾物流維持係長 森田　祐輝
2 2 210 「世界津波の日（11/5）」にかかる取組みについて 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室課長補佐 谷上　正晃
2 2 210 指宿港海岸直轄海岸保全施設整備事業について 九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所海岸課長　 田平　秀樹
2 6 211 高潮・高波・暴風対策を考慮した「港湾の事業継続計画策定ガイドライン」の改訂について 国土交通省港湾局海岸防災課港湾物流維持係長 森田　祐輝
2 6 211 津波防災対策・高潮対策について研究会を開催しました 港湾海岸防災協議会事務局
2 6 211 『防災・減災対策等強化事業推進費』を創設しました！－新制度のご案内－ 国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室
2 6 211 大分港海岸直轄海岸保全施設整備事業について 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所海岸課 平野　隆幸
2 6 211 「ビーチの活用は秋も冬も、オールマイティ！潮風で思いっきり深呼吸しよう。」 NPO法人日本ビーチ文化振興協会
2 10 212 今後の港湾におけるハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対策のあり方 国土交通省港湾局海岸・防災課課長補佐 渡邉　佑輔
2 10 212 国土交通省港湾局関係海岸事業の令和３年度予算概算要求について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官 細見　暁彦
2 10 212 緊急確保航路の指定について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室
2 10 212 地域における海岸美化への取組みについて
2 10 212 令和２年７月豪雨における港湾の対応 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室
2 10 212 指宿港海岸で海岸協力団体を指定しました！ 九州地方整備局港湾管理課管理係長 阿比留裕一
2 10 212 新型コロナウイルス感染症への対応について 国土交通省港湾局海岸・防災課危機管理室
2 10 212 津松阪港海岸直轄海岸保全施設整備事業について 中部地方整備局四日市港湾事務所国土交通技官 櫻井日出伸
3 2 213 令和３年度　国土交通省港湾局海岸関係予算の概要について 国土交通省港湾局海岸・防災課津波対策企画調整官　 細見　暁彦
3 2 213 令和３年度　港湾関係の災害復旧事業等予算（案）について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室課長補佐　 柳　　幸一
3 2 213 令和２年　港湾関係災害復旧事業について 国土交通省港湾局海岸・防災課災害査定官　 浅見　能章
3 2 213 「濱口梧陵国際賞（国土交通大臣賞）」のこれまでの取り組み 国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室課長補佐　 柳　　幸一
3 2 213 水際・防災対策連絡会議について 国土交通省港湾局海岸・防災課危機管理室 丹羽香菜子
3 2 213 海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針 国土交通省港湾局海岸・防災課港湾物流維持係　 小林　怜夏
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波となぎさ
No.214

創立60周年記念誌

　港湾海岸防災協議会が昭和36年3月に設立され、まもなく60周年を迎えることから、今号の｢波

となぎさ｣を60周年記念誌として特別編集いたしました。60年という年月は、干支が一巡し誕生年

の干支に還る、いわゆる還暦とも呼ばれるほどの年月であります。港湾海岸防災協議会設立時の干

支は辛丑、丑は人々のために勤勉に働く姿から、誠実さや粘り強さの象徴と言われております。港湾

海岸防災協議会も丑のように誠実に、粘り強く海岸事業、防災事業に取り組み、人々の役に立てる

存在でありたいと願っております。

　50周年から60周年の10年間（平成23年～令和3年）は、我々をとりまく社会にも大きな変動があ

りました。東日本大震災や、復興庁の発足、海岸法の改正、海岸協力団体制度の制定、令和への改

元等々です。振り返ってみても、いろいろな変化のあった10年ではなかったでしょうか。

　特に東日本大震災は、平成23年に発生してからちょうど10年になります。後の防災事業、海岸事

業にも非常に大きな影響を与えた災害でした。東日本大震災からの復旧復興の取り組みと今後の

発展について、10年ごとの節目に編集する本誌においても大きく取り上げることといたしました。海

岸防災の重要性について、読んでいただいた方に伝わればと思いますし、今後も防災に関係する方々

に少しでもお役に立てる活動ができればと思います。

　最後になりましたが、60周年記念誌発刊にあたりまして、ご多忙の中執筆にご協力いただきまし

た皆様に厚く御礼申し上げます。

編 　 集 　 後 　 記
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